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創
刊
の
辞

秋
田
県
公
文
書
館
長
　

一二
上

　

博

秋
田
県
公
文
書
館
は
、
平
成
五
年
十

一
月
二
日
、
東
北
初
め
て
の
公
文
書
館
法
に
基
づ
く
施
設
と
し
て
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
、
古
文
書
そ
の
他
の
記
録
を
保
存
し
、
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
県
民
の
要
請

に
応
え
て
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

開
館
以
来
、
県
内
外
の
歴
史
研
究
者
を
は
じ
め
多
く
の
利
用
者
を
迎
え
、
館
の
活
動
も
次
第
に
充
実
し
て
き
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
公
文
書
館
の
業
務
は
比
較
的
新
し
い
分
野
で
も
あ
り
、
今
後
当
館
利
用
者
か
ら
の
意
見
や
全
国
の
公
文
書
館
等
の

成
果
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
特
色
あ
る
館
運
営
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
基
盤
と
な
る
自
ら
の
所
蔵
資
料
を
調
査
研
究
し
、
そ
の
成
果
を
報
告
す
る
こ
と
を
通
し
て
交
流
す

る
こ
と
が
、
最
も
実
り
多
い
収
穫
を
得
ら
れ
る
方
法
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
ま
た
、
利
用
者
の
効
果
的
な
資
料
活
用

に
役
立

つ
研
究
成
果
を
生
み
出
す
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
に
つ
い
て
の
理
解
を
得
、
今
後
の
活
力
と
な
る
と
考
え
、

こ

こ
に

「
研
究
紀
要
」
を
刊
行
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

開
館
間
も
な
い

「
研
究
紀
要
」

の
刊
行
は
、
資
料
整
理
等
で
忙
し
い
毎
日
の
中
で
は
、
大
変
な
こ
と
で
あ
り
、
日
常
業
務

の
遅
れ
を
心
配
す
る
声
も
あ
り
ま
し
た
が
、
本
館
職
員
の
熱
心
な
取
り
組
み
に
よ
り
、
比
較
的
早
期
に
実
現
す
る
運
び
と
な

り
ま
し
た
。

毎
年
継
続
的
に
刊
行
す
べ
く
職
員

一
同

一
層
精
進
い
た
す
所
存
で
あ
り
ま
す
の
で
、
内
容
に
つ
い
て
の
御
批
判
、
御
教
示

を
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
ど
う
か
本
館
の
運
営
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
と
も
御
支
援
、
御
協
力
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

平
成
七
年
二
月



一　

公
文
書
館
設
立
企
画
の
始
動
以
前

（≧
五
十
六
年
度
）

は
る
か
な
明
治
の
時
代
、
す
で
に
当
県
地
元
新
聞

（
明
治
四
十
三
年
八
月
七

日
付
け
秋
田
魁
新
報

（
以
下
　
地
元
紙
」
と
い
う
）
に
は
、
博
物
館

。
文
書
館

の
設
置
の
必
要
性
を
唱
え
た
論
説

（
写
真
１
）
が
あ
る
こ
と
を
、
地
方
史
研
究

家
秋
田
工
業
高
専
教
授
高
橋
秀
夫
氏
が

開
館
直
後
地
元
紙
に
寄
稿
し
た
当
館

ヘ

の
希
望
意
見
の
中
で
紹
介
し
て
い
る
。

県
自
身
が
始
動
し
た
の
は
論
説
の
あ

っ

た
年
か
ら
六
十
年
後

（昭
和
四
十
五
年
）

で
あ
り
、
実
現
し
た
の
は
さ
ら
に
二
十

三
年
後
で
あ

っ
た
。

明
治
の
こ
の
新
聞
論
説
で
は
、

「
設

置
の
必
要
性
を
何
回
も
唱
え
て
い
る
こ

と
。
図
書
館

（
県
立
図
書
館
は
す
で
に

そ
の
十

一
年
前
に
開
設
）
開
設
に
は
金

秋
田
県
公
文
書
館
設
立
の
経
緯

写真 1 明治の
｀
文書館創設

″
論説

秋

田
県
公
文
書
館
設
立

の
経
緯

主
要
な
経
緯
と
関
連
諸
問
題
の
考
察

事
耐
松

木

毅

も
か
か
る
が
文
書
館
は
、
資
料
の
購
入
を
や
れ
ば
高
い
も
の
に
な
る
も
の
の
、

幸
い
秋
田
県
に
は
そ
う
い
う
収
集
家
も
多
い
か
ら
、
こ
れ
ら
収
集
家
の
寄
贈
を

募
れ
ば
、
安
上
が
り
に
で
き
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
年
か
ら
第

一
次
の
県
史
編

さ
ん
が
始
ま

っ
て
い
る
が
、
こ
の
編
さ
ん
材
料
の
保
存
も
、
文
書
館
が
あ
れ
ば

費
用
を
か
け
な
い
で
で
き
る
こ
と
。
地
方
の
文
書
館
は
図
書
館
に
併
設
し
て
も

か
ま
わ
な
い
こ
と
。
」
な
ど
を
力
説
し
て
い
る
。

さ
す
が
に
こ
の
時
代
で
は
公
文
書
を
収
集
対
象
に
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な

い
し
、
史
料
と
い
う
概
念
も
は

っ
き
り
せ
ず
、
文
芸
資
料
、
遺
墨
の
類
を
む
し

ろ
重
点
に
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
除
い
て
、
八
十

三
年
も
後
の
平
成
の
時
代
に
で
き
た
施
設
が
、
や
は
り
明
治
期
の
構
想
と
同
じ

複
合
館
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
気
持
ち
は
複
雑
で
あ
る
。

戦
後
昭
和
四
十
年
に
県
史
編
さ
ん
を
終
了
し
て
い
る
が
、
四
十
五
年
に
は
そ

の
原
稿
等
の
収
容
も
考
え
文
書
館
を
設
立
す
る
目
的
で
、
県
立
図
書
館
内
で
文

書
館
設
立
計
画
が
企
画

（写
真
２
）
さ
れ
た
。
計
画
を
指
揮
し
た
の
は
、
戦
後

地
元
紙
か
ら
故
小
畑
前
知
事
に
請
わ
れ
て
県
に
転
じ
、
県
文
書
広
報
課
長
を
経

て
転
出
し
た
相
場
信
太
郎
館
長
で
、
後
に
述
べ
る
相
澤
清
治
氏
も
同
じ
課
か
ら
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秋
田
県
公
文
書
館
設
立
の
経
緯

写真 2 文書館企画の起案及び計画図面

二

図
書
館
に
同
行
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
は
、
知
事
も
内
諾
を
与
え
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
関
係
者
間
で
は
す

っ
か
り
実
現
を
確
実
視
し
、
知
事
部
局
の
廃
棄

文
書
を
大
量
に
図
書
館
内
に
運
び
こ
ん
で
い
た
。
お
か
げ
で
今
日
、
当
時
の
有

期
限
文
書
が
相
当
数
確
保
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
企
画
は
翌
年
か
ら
知
事
部
局
で
の
検
討
に
移
さ
れ
た
も
の
の
、
結
果
的

に
は
立
ち
消
え
状
態
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
原
因
と
し
て
は
、
計
画
さ
れ
た
建

築
予
定
地
が
公
園
地
内
に
建
て
ら
れ
て
い
る
図
書
館
の
敷
地
内
で
あ

っ
た
た
め

新
築
が
不
可
能
だ

っ
た
こ
と
の
ほ
か
は
、
他
に
優
先
せ
ざ
る
を
得
な
い
ハ
コ
モ

ノ
計
画
が
あ

っ
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
関
係
者
間
の
意
見
調
整
不
調

の
面
も
あ

っ
た
よ
う
だ
。

し
か
し
、
課
内
に
お
け
る
計
画
検
討
は
引
き
続
き
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
五

十

一
年
度
機
構
改
革
で
生
ま
れ
、
文
書
担
当
が
引
き
継
が
れ
た
行
政
管
理
課
内

で
、
昭
和
五
十
三
年
度
か
ら
情
報
公
開
を
視
野
に
置

い
て
の
文
書
館
検
討
が
開

始
さ
れ
、
五
十
四
年
に
は
庁
内
検
討
組
織
が
設
置
さ
れ
た
。

二
　
企
画
発
進
か
ら
基
本
構
想
ま
で

（昭
和
五
十
七
年
度
２
平
成
元
年
度
）

１
　
併
設
決
定

五
十
六
年
度
機
構
改
革
で
解
消
さ
れ
た
行
政
管
理
課
の
流
れ
を
汲
む
総
務
部

文
書
広
報
課
内
に
、
五
十
七
年
度
情
報
公
開
担
当
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

同
担
当
内
で
こ
の
企
画
が
三
た
び
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
こ
の
度
は
、
情
報
公
開

の
施
行
に
耐
え
ら
れ
る
文
書
管
理
制
度
を
実
現
す
る
た
め
の
全
体
構
想
の

一
環



と
し
て
、
当
初
か
ら

「
公
文
書
館
構
想
」
に
改
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
県
立
図
書
館
が
以
前
か
ら
建
て
替
え
時
期
が
到
来
し
て
い
た
こ
と

や
、
予
想
さ
れ
る
県
有
地
が

一
箇
所
し
か
な
い
こ
と
か
ら
、
知
事
部
局
と
教
委

と
で
構
成
さ
れ
た
検
討
組
織
で
は
、
当
初
か
ら
併
設
が
予
定
さ
れ
て
し
ま
い
、

公
文
書
館
担
当
者
間
で
は
常
識
的
だ

っ
た

一
併
設
し
て
も
デ
メ
リ
ッ
ト
が
多
い
」

と
い
う
先
発
県
の
経
験
則
は
生
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か

っ
た
。

２
　
推
進
組
織

推
進
に
関
す
る
事
務
は
、
平
成
二
年
度
公
文
書
館
建
設
準
備
担
当

（
三
年
度

か
ら
開
館
ま
で
は

「
公
文
書
館
担
当
」
）
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
情
報
公

開
担
当

（情
報
公
開
準
備
室
２
県
政
情
報
室
）
が
所
管
し
た
。
し
か
し
、
東
北

各
県
で
は
最
初
と
な
る
公
文
書
公
開
条
例
の
施
行
も
、
ま
た
こ
れ
を
支
え
る
文

書
制
度
の
全
面
改
革
や
公
文
書
館
開
設
準
備
の
事
務
の
進
行
も
、
人
材
投
入
を

惜
し
ま
な
か

っ
た
人
事
当
局
の
措
置
な
く
し
て
は
あ
り
得
な
か

っ
た
。

３
　
古
文
書
部
門
移
管
の
決
定

さ
て
、
公
立
書

館
の
建
設
構
想
は
、
情
報
公
開
制
度
の
発
足
と
同
時
期
に
出

来
上
が

っ
て
い
た
が
、
教
委
側
の
新
た
な
県
立
図
書
館
の
コ
ン
セ
プ
ト
形
成
が

遅
れ
た
た
め
、
知
事
部
局
側
は
途
中
で
待
機
さ
せ
ら
れ
る
期
間
が
あ

っ
た
。
し

か
し
結
果
と
し
て
、
こ
の
タ
イ
ム
ラ
グ
の
発
生
が
幸
運
を
も
た
ら
し
た
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
建
設
基
本
構
想
の
取
り
ま
と
め
を
委
託
し
た
日
本
図
書

館
協
会
の
報
告
書
に
お
い
て
、
図
書
館
が
抱
え
て
い
る
古
文
書
部
門
及
び
所
蔵

史
料
を
、
専
門
館
た
る
公
文
書
館

へ
移
管
す
る
行
き
方
も
あ
る
こ
と
が
初
め
て

提
示
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
き
教
委
内
で
検
討
し
た
結
果
、
公
文
書
館

へ
移
管
す

秋
田
県
公
文
書
館
設
立
の
経
緯

る
方
に
ま
と
ま
り
、
加
え
て
博
物
館
の
収
集
史
料
ま
で
も
、
展
示
資
料
と
し
て

必
要
な
も
の
を
除
い
て
移
管
し
利
用
者
の
便
宜
を
図
る
べ
き
だ
と
す
る
積
極
的

な
方
向
が
打
ち
出
さ
れ
、
知
事
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

教
育
委
員
会
の
英
断
を
、
国
立
史
料
館
の
鈴
江
氏
も
全
国
に
好
ま
し
い
先
例

を
残
し
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
し
、
第
二
十
回
全
史
料
協
大
会
で
教
材
に
引

用
し
紹
介
し
て
く
れ
て
い
る
。

全
国
に
あ
ま
り
例
が
な
い
移
管
が
行
わ
れ
た
か
げ
に
は
、
図
書
館
古
文
書
部

門
や
館
長
か
ら
の
委
託
先

へ
の
働
き
か
け
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
り
、
明
治
以
来

の
長
い
古
文
書
部
門
の
歴
史
が
そ
う
さ
せ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

〓
一　
開
館
ま
で
の
諸
問
題

（平
成
二
年
≧
五
年
十
月
）

１
　
県
庁
地
下
書
庫
で
の
保
存

県
の
歴
代
文
書
所
管
課
長
の
な
か
に
は
、
若
き
日
の
小
畑
前
知
事
も
兼
務
者

で
名
を
連
ね
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
む
し
ろ
現
在
よ
り
も
、

二
十
年
代
以
前
の

ほ
う
が
書
庫
管
理
に
は
手
厚
く
人
が
配
置
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
念
入
り
な
戦

前
簿
冊
の
編
て
っ
ぶ
り
か
ら
も
、
そ
れ
は
う
か
が
え
る
。

昭
和
三
十
二
年
八
月
十
二
日
、
真
昼
の
県
庁
火
災
に
よ
り
庁
舎
が
消
失
し
、

そ
の
二
年
後
、
ま
だ
赤
字
再
建
団
体
の
さ
な
か
に
現
在
の
山
王
に
建
て
ら
れ
た

県
庁
舎
は
、
当
然
な
が
ら
余
裕
に
乏
し
く
、
文
書
広
報
課
の
地
下
書
庫
は
狭
陰

で
、
空
調
設
備
も
勿
論

（事
務
室
も
本
庁
舎

。
地
方
庁
舎
と
も
い
ま
だ
に
な
い
）

な
か

っ
た
。
旧
庁
舎
の
文
書
書
庫
が
消
失
を
免
れ
た
た
め
、
全
国
に
誇
り
得
る

三



秋
田
県
公
文
書
館
設
立
の
経
緯

一
万
数
千
冊
の
戦
前
公
文
書
簿
冊
は
生
き
残

っ
た
が
、
こ
う
し
た
劣
悪
な
書
庫

環
境
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幸
い
、
同

一
担
当
者
が
長
年
書
庫
の
面
倒
を
み
て
い

る
期
間
に
も
恵
ま
れ
た
た
め
、
手
入
れ
は
さ
れ
て
き
た
。

真
夏
の
三
日
間
、
県
庁
正
庁
を
使

っ
て
の
順
ぐ
り
の
虫
干
し
や
ら
、
素
人
で

扱
え
る
薬
だ

っ
た
か
ら
薬
効
の
ほ
ど
は
定
か
で
は
な
い
が
、
年

一
回
四
十
八
時

間
書
庫
を
閉
鎖
し
て
の
く
ん
蒸
も
行

っ
て
き
た
。
こ
う
い
っ
た
担
当
者
の
地
味

な
努
力
の
積
み
重
ね
が
、
い
ま
、
各
県
か
ら
の
視
察
者
を
感
心
さ
せ
る
戦
前
公

文
書
の
保
存

の
よ
さ
に
つ
な
が

っ
て
い
る
よ
う
で
、
北
国
の
寒
冷

（期
間
は
短

い
が
真
夏
の
暑
さ
は
南
国
と
変
わ
ら
な
い
）
な
気
候
に
恵
ま
れ
た
せ
い
だ
け
で

は
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
ｃ

２
　
公
文
書
の
引
き
継
ぎ

当
県
の
公
文
書
の
引
き
継
ぎ
方
式
は
、
次
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。

―
県
が
、
み
ず
か
ら
後
世
の
た
め
に
自
ら
の
文
書
を
残
そ
う
と
い
う
の
に
、

「
廃
棄
し
た
も
の
か
ら
必
要
な
も
の
を
選
ん
で
も

っ
て
行
け
」
は
な
い
。
本
庁

文
書
も
地
方
機
関
文
書
も

「
そ

っ
く
り
引
き
渡
す
か
ら
、
時
間
を
か
け
て
評
価

選
別
を
や
れ
」

で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
―

こ
の
た
め
、
当
県
で
は
い
ま
の
と
こ
ろ
知
事
部
局
だ
け
の
適
用
だ
が
、
文
書

の
正
当
な
廃
棄
権
限
者
は
公
文
書
館
長

一
人
で
あ
り
、
何
を
引
き
継
ぎ
何
を
廃

棄
し
た

（
す
る
）
か
の
記
録
を

一
切
後
世
に
残
す
、　
一
見
無
駄
に
近
い
作
業
に

膨
大
な
手
間
を
か
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
冒
頭
の
高
橋
秀
夫
氏
が
寄
稿
の

中
で
要
望
し
て
い
た
点
を
完
全
に
ク
リ
ヤ
ー
し
て
も
い
る
。

収
容
力
の
点
で
は
、
中
規
模
の
書
庫
し
か
備
わ

っ
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
に

四

入
れ
る
と
無
理
な
面
も
あ
る
が
、
そ
の
ほ
う
は
、
後
日
カ
バ
ー
で
き
る
手
段
も

生
ま
れ
る
だ
ろ
う
と
踏
み
切

っ
て
い
る
。

３
　
図
書
館
時
代
の
古
文
書
部
門

図
書
館
時
代
の
古
文
書
部
門
は
、
正
職
員
は
二
人
、
ほ
か
は
非
常
勤
嘱
託
四

―
五
人
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
考
え
て
み
る
と
こ
の
時
代
は
世
に
も
幸
せ
な

古
文
書
部
門
だ

っ
た
。
史
料
管
理
は
図
書
館
資
料
部
門
に
ま
か
せ
、
他
館
が

マ

ネ
で
き
な
い
よ
う
な
大
冊
翻
刻
本
の
刊
行
、
古
文
書
解
読
講
座
な
ど
の
普
及
教

育
事
業
だ
け
に
没
頭
し
て
い
ら
れ
た
か
ら
で
、
ま
た
、
公
文
書
館

へ
の
移
管
を

働
き
か
け
た
功
も
あ

っ
た
。
し
か
し
肝
心
な
史
料
管
理
か
ら
離
れ
て
い
た
た
め
、

収
集

。
整
理

・
保
存

・
利
用
の
面
が
館
の
よ
り
大
き
な
使
命
で
あ
る
点
に
つ
い

て
は
、　
一
部
の
職
員
を
除
き
ま
だ
自
覚
が
及
ん
で
い
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

４
　
図
書
館
時
代
の
史
料
保
存

一
方
、
図
書
館
の
資
料
管
理
部
門
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
史
料
の
保
存
は
、
か

つ
て
福
島
県
歴
史
資
料
館
が
保
存
の
技
法
を
学
び
に
き
て
、
感
心
し
て
帰

っ
た

こ
と
も
あ

っ
た
ほ
ど
優
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
今
日
、
原
型
保
存
、
酸

性
紙
排
除
や
脱
酸
、
中
性
紙
保
存
材
料
の
使
用
な
ど
最
新
の
保
存
科
学
の
取
り

入
れ
の
点
か
ら
い
う
と
、
オ
ー
ル
酸
性
紙
材
料
を
使

い
、
丹
念
に
手
入
れ
を
し

て
き
た
こ
と
が
仇
に
な

っ
て
お
り
、
多
く
の
経
費
と
人
手
を
か
け
て
、
保
存
対

策
の
や
り
直
し
を
施
す
こ
と
が
必
要
に
な

っ
て
い
る

（写
真
３
）
。

つ
ま
り
、

史
料
保
護
の
点
で
従
来
の
図
書
館
流
保
存
で
は
、
、
公
文
書
館
の
そ
れ
と
し
て

は
赤
点
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
時
代
に
入

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味

で
も
、
公
文
書
館

へ
の
史
料
移
管
は
絶
対
に
必
要
で
あ

っ
た
。



写真 3 史料補修状況

秋
田
県
公
文
書
館
設
立
の
経
緯

一紙文書を整理保存 して きた
ボール紙のホル ダー (酸 性焼
けがかな り出て きている)

勇]と
中
≡;祖:書]Iよ )ワサ荘忌ゥ穆復した薄冊

５
　
史
料
複
写
本
の
移
管

原
史
料
を
公
文
書
館

へ
移
管
す
る
こ
と
で
、
寂
し
く
な
る
図
書
館
閲
覧
室
郷

土
資
料
書
架
に
配
架
す
る
目
的
で
、
以
前
か
ら
使
用
し
て
い
た
系
図
等
の
複
写

本
に
加
え
そ
の
他
の
史
料
の
コ
ピ
ー
本
が
、
大
量
に
用
意
さ
れ
た
。
し
か
し
、

結
局
同
じ
フ
ロ
ア
に
置
か
れ
る
の
に
、
公
文
書
館
と
別
別
に
配
架
し
て
お
い
て

も
せ
ん
な
い
こ
と
と
、
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
は
カ
ウ
ン
タ
ー
で

の
人
手
の
節
約
や
、
利
用
客
の
便
宜

（自
由
閲
覧
）
上
好
評
を
博
す
も
の
で
、

大
い
な
る
財
産
の
禅
譲
に
な

っ
た
。

以
前
埼
玉
県
立
文
書
館
見
学
の
お
り
、
複
製
本
の
製
作
は
、
十
五
年
も
前
か

い
着
手
し
て
お
り
、
他
館
が
追
い
つ
い
て
く
る
の
は
大
変
で
あ
ろ
う
と
自
慢
さ

れ
、
圧
倒
さ
れ
て
帰

っ
て
き
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
以
来
、
開
館
し
て
も
あ
の
よ

う
に
な
る
ま
で
か
な
り
の
年
数
を
要
す
る
と
思

っ
て
き
た
の
で
、
現
在
の
埼
玉

館
の
三
分
の

一
ぐ
ら
い
に
当
た
る
複
製
本
を
当
初
か
ら
配
架

で
き
た
こ
と
は
、

予
想
外
の
う
れ
し
い
で
き
ご
と
で
あ

っ
た
。

６
　
古
文
書
の
収
集
原
則

開
館
時
ま
で
に
固
ま

っ
た
収
集
方
針
は
、

「
原
史
料
に
つ
い
て
は
、
寄
贈

・

寄
託
の
申
し
入
れ
の
あ

っ
た
も
の
で
も
、
ま
ず
、
現
地
保
存
の
原
則
を
尊
重
し

て
地
元
保
存
機
関
の
受
け
入
れ
を
検
討
し
て
も
ら
い
、
受
け
入
れ
で
き
な
い
場

合
に
初
め
て
、
当
館
が
県
内
中
央
館
と
し
て
保
存
す
る
価
値
が
あ
り
そ
う
な
も

の
は
受
け
入
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
館
み
ず
か
ら
収
集
を
必
要
と
判

断
し
た
も
の
は
、
出
張
し
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
の
収
集
を
行
う
も
の
と
す

る
。
ま
た
、
特
に
貴
重
な
史
料
に
つ
い
て
は
、
特
別
に
考
慮
す
る
。
」

で
あ
る
。

五



秋
田
県
公
文
書
館
設
立
の
経
緯

し
た
が

っ
て
、
古
文
書
で
あ
れ
ば
な
ん
で
も
、
同
種
の
も
の
が
多
数
に
な

っ
て

も
、
か
ま
わ
ず
か
き
集
め
る
よ
う
な
集
め
方
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。な

お
、
県
外
に
流
出
し
た
重
要
史
料
に
つ
い
て
は
、
収
蔵
館
の
指
定
す
る
方

法
に
の
っ
と
リ

マ
イ
ク
ロ
収
集
す
る
方
向
で
検
討
中
で
あ
る
。

７
　
館
の
名
称

企
画
発
進

の
い
き
さ

つ
か
ら
も
、
途
中
の
教
委
と
の
交
渉
過
程
か
ら
も

「
公

文
書
館
」
と
い
う
名
称
は
既
定
の
路
線
だ

っ
た
が
、

「
な
ぜ
当
館
は
普
通
名
詞
？

で
あ
る

『
モ
ン
ジ

ョ
館
』

で
は
な
く
て
、
耳
慣
れ
な
い

『
コ
ウ
ブ
ン
シ
ョ
館
』

で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
」
の
疑
間
も
職
員
の
な
か
か
ら
出
て
い
た
。
開
館

さ
れ
れ
ば
納
得
が
い
く
で
あ
ろ
う
と
の
見
通
し
か
ら
、
く
ど
い
説
明
は
避
け
て

い
た
が
、
六
―
七
月
こ
ろ
の
本
庁
文
書
搬
入
の
み
な
ら
ず
、
開
館
直
前
の
十
月

に
は
地
方
機
関
の
文
書
も
続

々
到
来
し
、
巨
大
な
文
書
箱
の
山
が
築
か
れ
た
と

き
、
古
文
書
課
職
員
か
ら
も
驚
き
の
声
が
出
る
と
と
も
に
、
も
は
や
ネ
ー
ミ
ン

グ

ヘ
の
疑
間
は
発
せ
ら
れ
な
く
な

っ
た
。

そ
れ
は
、
運
び
こ
ま
れ
た
モ
ノ
の
量
が
、

「
文
書
館
」
イ
メ
ー
ジ
が
も
た
ら

し
て
き
た
従
来
の
そ
れ
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
も
の
で
あ

っ
た
た
め
、
通
念
を

超
え
る
何
か
が
始
ま
る
こ
と
も
、
十
分
感
じ
さ
せ
る
迫
力
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。

『
記
録
と
史
料
』
第
五
号

（
六
十
八
頁
）
に
、
書
庫
異
聞
と
し
て
紹
介

し
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
考
え
て
み
れ
ば
、
数
力
月
前
発
生
し
て
い
た
現
象
の
再

現
だ

っ
た
と
も
い
え
る
。

参
考
ま
で
に
、
冒
頭
の
明
治
の
論
説
で
は

「
も
ん
じ
ょ
く
ゎ
ん
」
で
は
な
く

六

「
ぶ
ん
し
ょ
く
ゎ
ん
」
、

「
古
文
書
」
の
ほ
う
も

「
こ
も
ん
じ
ょ
」

で
は
な
く

「
こ
ぶ
ん
し
ょ
」
と
ル
ビ
さ
れ
て
い
る
。
百
科
事
典
で
も
平
几
社

（
日
本
史
大

事
典
も
同
様
）
は

「
モ
ン
ジ

ョ
カ
ン
」
、
小
学
館
は

「
ブ
ン
シ
ョ
カ
ン
」
、
Ｔ

Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ

（小
項
目
事
典
）
は

「
コ
ウ
ブ
ン
シ
ョ
カ
ン
」
派
に
分
か
れ

て
い
る
。
戦
後
、
山
口
県
文
書
館
が
出
現
す
る
ま
で
は
国
内
に
モ
デ
ル
は
存
在

し
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、

「
モ
ン
ジ

ョ
カ
ン
」
が
、
古
語
や
歴
史
研
究
者
間
の

用
語
と
し
て
は
と
も
か
く
、　
一
般
社
会
に
ま
で
定
着
し
て
き
た
普
通
名
詞
で
あ

っ

た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
に

『
広
辞
苑
』
に
も
そ
れ
は
載

っ
て
い
な
い
。

私
は
、
山
口
県
文
書
館
の
北
川
氏
の
名
論
文

『
文
書
館
の
メ
イ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ

と
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
』
や
全
史
料
協
の

「‘み
ず
か
ら
の
た
め
に
、
み
ら
い
の
た
め

に
、
み
ん
な
の
た
め
に
」
と
い
う
理
念
を
見
る
た
び
に
、
そ
れ
は
む
し
ろ

「
コ

ウ
ブ
ソ
シ
ョ
カ
ン
」
の
ほ
う
が
よ
り
似
合
う
言
葉
だ
と
思

っ
て
し
ま
う
。

８
　
専
門
職
員

専
門
職
員
の
役
割
を
担

っ
て
も
ら
う
た
め
、
平
成
五
年
度
県
立
図
書
館
古
文

書
部
門
か
ら
の
転
入
を
含
め
、
プ

ロ
パ
ー
の
正
職
員
十
二
名
中
歴
史
専
攻
者
七

名
を
中

・
高
教
職
現
場
、
教
委
機
関
か
ら
迎
え
た
。
そ
の
内
容
は
、
公
文
書
課

四
名
中
二
名
、
古
文
書
課
の
五
名
全
員
で
あ
る
。

処
遇
措
置
と
し
て
は
、
五
年
度
は
本
庁
主
席
課
長
補
佐
待
遇
職
と
し
て
主
席

専
門
員

（管
理
職
手
当
）
の
制
度

（主
席
専
門
員
兼
古
文
書
課
長
な
ど
）
を
、

六
年
度
か
ら
は
さ
ら
に
地
方
機
関
課
長
待
遇
職
と
し
て
主
任
専
門
員

（管
理
職

手
当
あ
り
）
及
び
主
査
待
遇
職
と
し
て
専
門
員
の
制
度
を
設
け
て
い
る
。

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
尾
で
論
じ
た
い
。



９
　
諸
規
程
の
整
備

平
成
四
年
度
末
ま
で
に
、
県
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
設
置
根
拠
と
管
理
事
項
の

規
則

へ
の
委
任
の
二
条
だ
け
の
条
例
を
設
け
る
と
こ
ろ
ま
で
し
か
で
き
な
か
っ

た
た
め
、
用
意
さ
れ
て
い
た
試
案
を
も
と
に
、
五
年
度
に
入

っ
て
検
討
を
や
り

直
し
た
。
た
と
え
ば
公
文
書
館
法
の
用
語
遣
い
で
は
、
　
一‐自
分
た
ち
館
の
半
分

を
担
う
古
文
書
部
門
が
扱
う
古
文
書
が
、
単
に

「
等
」
の

一
字
で
済
ま
さ
れ
て

し
ま
う
の
か
」
と
い
っ
た
古
文
書
課
メ
ン
バ
ー
の
不
満
は
、
行
政
畑
の
職
員
で

あ

っ
た
ら
、
法
令
用
語
だ
か
ら
気
に
す
る
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
か
で
済
ま
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
も
、
歴
史
畑
専
門
で
や
っ
て
き
た
人
々
に
と

っ
て
は
、
そ
う
簡

単
に
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
理
解
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
公
文
書
館
法
と
い
う
も
の
を
、
よ
り
突

っ
込
ん
で
考
え
て
み
る
こ
と
が

避
け
ら
れ
な
く
な

っ
た
。

そ
の
結
果

「
国
立
公
文
書
館
の
身
の
丈
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
法
律
」

（鈴

江
氏
の
表
現
）
と
い
う
外
観
は
私
も
同
感
で
あ

っ
た
が
、
制
定
時
２
暴
面
ま
で

は
知
ら
な
い
も
の
の

「
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
条
文
に
盛
り
込
ま
れ
て
い

な
い
こ
と
は
、
不
要
と
か
抑
制
の
意
図
で
は
な
く
、
現
行
法
体
系
や
法
制
定
技

術
の
制
約
か
ら
も
盛
り
込
め
な
か

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の

館
の
桁
丈
に
合
わ
せ
る
た
め
、

ス
ト
ッ
キ
ン
グ
や
底
の
高
い
靴
を
は
か
せ
る
こ

と
が
必
要
な
法
律
な
の
だ
」
と
い
う
自
分
な
り
の
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
円
滑
な
運
用
を
図
る
た
め
、
法
令
の
用
語
例
か
ら
少
し
は
ず
れ
た
用

語
遣
い
に
切
り
替
え
、
ま
た
、
古
文
書
課
の
業
務
範
囲
も
、
伸
び
伸
び
し
た
規

定
に
改
め
た
。秋

田
県
公
文
書
館
設
立
の
経
緯

か
つ
て
自
県
の

「
文
書
管
理
規
程
」
、

『
文
書
事
務
の
手
引
』
を
全
面
改
定

す
る
に
当
た

っ
て
、
　
一
文
書
」
や

「
公
文
書
」

で
さ
え
い
か
に
定
義
が
難
し
い

か
を
味
わ

っ
た
経
験
か
ら
、
公
文
書
館
法
制
定
解
釈
の
中
で
、
公
文
書
の
定
義

の
不
十
分
さ
に
触
れ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
同
感

で
き
る
も
の
が
あ

っ
た
。

ま
た
、
法
案
作
成
者
の
立
場
を
想
像
し
て
み
る
と
、
在
野
資
料
に
つ
い
て
い

え
ば
、
た
と
え
ば
、
東
京
都
を
と
り
ま
く
三
つ
の
県
の
よ
う
に
近
代
に
入

っ
て

大
発
展
を
と
げ
た
地
域
と
、
当
県
の
よ
う
な
全
国
で
も

っ
と
も
人
口
減
少
に
悩

む
地
域
と
に
、
同
じ
よ
う
に
有
効
に
働
く
法
令
規
定
を
作
る
な
ど
と
は
と
て
も

無
理
な
注
文
だ
と
し
か
思
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
律
の
中
に
民
間
歴
史
資
料

の
定
義
を
盛
り
込
ん
だ
り
、
自
治
体
に
そ
の
収
集
を
義
務
づ
け
る
な
ど
は
、
と

て
も
現
行
法
体
系
か
ら
し
て
も
無
理
だ

っ
た
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
行
政
の
在
り
方
を
考
え
る
と
き
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
補
助
と
引
き
換
え

に
館
の
在
り
方
に
こ
ま
ご
ま
条
件
を
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
法
制
化
は
、
む
し
ろ

避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
秋
田
県
の
場
合
、
県
立
図
書
館
は
図
書
館
法
施

行
の
五
十

一
年
前
、
十
九
世
紀
の
最
終
年
に
設
立
さ
れ
て
い
る
し
、
冒
頭
の
新

聞
論
説
の
年
に
は
第

一
回
目
の
県
史
編
さ
ん
が
着
手
さ
れ

（大
正
六
年
完
了
）
、

三
度
目
の
県
史
編
さ
ん
は
昭
和
三
十
年
代
―
四
十
年
に
完
了
し
、
文
書
館
企
画

も
そ
の
五
年
後
に
始
ま

っ
て
い
る
。
文
化
行
政
と
い
う
も
の
は
、
住
民
や
自
治

体
の
文
化
意
識
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
内
実
が
伴
わ
な
く
て
は
、

法
律
で
い
か
に
こ
と
こ
ま
か
に
規
定
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
し
ょ
せ
ん
実
効
の

上
が
る
問
題
で
は
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。



秋
田
県
公
文
書
館
設
立
の
経
緯

四
　
開
館
以
後

（平
成
五
年
十

一
月
―
）

１
　
閲
覧
席
の
貸
席
化
防
止

誕
生
し
た
ば
か
り
で
複
合
館
に
包
含
さ
れ
る
当
館
に
と

っ
て
、　
一
世
紀
間
近

か
の
歴
史
を
誇
る
図
書
館
と
は
異
な
り
、
常
時
的
に
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
で
き
る

唯

一
の
場
所
が
公
文
書
館
閲
覧
室

（席
）
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
公
文
書
館

閲
覧
席
の
貸
し
席
化
の
防
止
に
は
大
い
に
気
を
配

っ
た
。

図
書
館
閲
覧
席
と
続
き
の
フ
ロ
ア
で
、
両
館
カ
ウ
ン
タ
ー
前
か
ら
オ
ー
プ
ン

に
な

っ
て
い
る
た
め
、
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
用
具
を
置
く
な
ど
の
工
夫
を
こ
ら
す

と
と
も
に
、
公
文
書
館
資
料
を
利
用
し
な
い
利
用
者
の
着
席
に
対
し
て
は
、
カ

ウ
ン
タ
ー
当
番
に
当
た

っ
た
職
員
は
各
人
と
も
、
こ
こ
は
館
資
料
利
用
者
の
た

め
の
席
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
退
席
し
て
も
ら
う
努
力
を
継
続
し
た
。
開
館

一
周
年
を
過
ぎ
た
現
在
、
公
文
書
館
目
的
以
外
の
客
が
紛
れ
込
む
こ
と
は
な
く

な

っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

２
　
関
係
者
の
県
表
彰

昭
和
三
十
年
代
の
県
史
編
さ
ん
を
は
じ
め
、
当
館
が
県
立
図
書
館
か
ら
引
き

継
い
で
い
る
所
蔵
史
料
の
大
冊
翻
刻
シ
リ
ー
ズ
の
発
刊
企
画
に
当
た
る
と
と
も

に
、
長
年
に
わ
た
り
そ
の
翻
刻
を
続
け
て
き
た
功
績
等
に
よ
り
、
相
澤
清
治
氏

が
、
平
成
六
年
度
県
の
教
育
功
労
者
表
彰
を
受
け
ら
れ
た
。

氏
は
、
広
報
所
管
課
に
職
員
及
び
嘱
託
と
し
て
長
年
在
籍
し
、
日
常
業
務
の

か
た
わ
ら
、
翻
刻
に
携
わ

っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
間
文
書
書
庫
の
運
営

指
導
に
も
当
た
る
と
と
も
に
、
広
報
課
の
業
務
と
し
て

『
戦
後
行
政
資
料
年
表

八

Ｉ
Ｉ
Ⅲ
』
の
執
筆
編
集
も
行
な
い
、
さ
ら
に
県
立
図
書
館
に
転
出
中
は
前
述
翻

刻
本
発
刊
の
ほ
か
文
書
館
設
立
の
企
画
に
も
た
ず
さ
わ
り
、
戦
後
二
十
１
三
十

年
代
の
有
期
限
文
書
を
多
数
確
保
で
き
る
契
機
と
な

っ
た
図
書
館

へ
の
搬
入
に

も
当
た
る
な
ど
、
公
文
書
館
開
設
以
前
の
公
文
書
、
古
文
書
両
部
門
に
と
り
大

き
な
貢
献
を
し
て
き
た
。
ま
た
、
八
十
歳
の
現
在
も
現
役
の
優
秀
な
翻
刻
家
と

し
て
、
当
館
翻
刻
を
引
き
受
け
て
い
る
。

同
じ
く
県
史
編
さ
ん
を
は
じ
め
、
県
の
戦
前
公
文
書
等
の
研
究
に
基
づ
く
当

県
近
代
史
学
の
発
展
に
尽
く
し
た
功
績
に
よ
り
、
田
口
勝

一
郎
氏
が
県
文
化
功

労
者
表
彰
を
受
け
ら
れ
た
。
同
氏
も
ま
た
、
お
り
に
ふ
れ
開
館
以
前
の
県
文
書

書
庫
の
運
営
を
指
導
し
、
ま
た
公
文
書
館
開
設
過
程
の
な
か
で
助
言
を
し
続
け

て
く
だ
さ

っ
た
方
で
あ
る
。

開
館
二
年
目
の
両
氏
の
表
彰
に
は
、
心
か
ら
お
祝
い
を
述
べ
た
い
。

◇
　
附
論
―
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
問
題
に
対
す
る
少
考

平
成
五
年
度
秋
田
大
学
史
学
科
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、　
一
番
の
話
題
と

な

っ
た
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
論
議
に
つ
い
て
は
、
持
ち
時
間
に
比
較
し
て
説
明
し
た

い
事
項
が
多
す
ぎ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
肝
心
の
当
館
の
職
員
配
置
状
況
の
説
明
を

っ
い
割
愛
し
て
し
ま

っ
た
た
こ
と
と
、
現
代
公
文
書
に
は
戦
前
ま
で
の
そ
れ
の

よ
う
な
詳
し
い
事
情
の
説
明
資
料
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
行
政

職
Ｏ
Ｂ
の
活
用
が
も

っ
と
考
え
ら
れ
な
く
て
は
と
い
う
発
言
を
加
え
た
た
め
に
、

公
文
書
の
評
価
選
別
に
は
歴
史
専
攻
者
は
全
く
不
要
で
あ
る
み
た
い
な
方
向
に



受
け
取
ら
れ
、
さ
ら
に
具
体
的
な
状
況
説
明
を
追
加
で
き
る
時
間
の
余
裕
が
な

い
ま
ま
に
、
歴
史
研
究
者
を
ぜ
ひ
取
り
入
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
ま
で
ち
ょ

う
だ
い
し
、
私
の
真
意
と
は
全
く
違
う
単
純
な
建
前
論
の
終
始
で
、
シ
ム
ポ
ジ

ウ
ム
が
空
前
の
盛
り
上
が
り
に
な

っ
た
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
皮
肉
で
あ

っ
た
。

『
記
録
と
史
料
』
第
五
号

（
六
十
九
頁
）
に
紹
介
さ
れ
た
状
況
は
こ
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
が
、
当
館
公
文
書
課
に
配
属
の
教
職
出
身
の
二
人
の
職
員
に
は
、

公
文
書
課
の
中
核
と
し
て
抜
群
の
力
を
発
揮
し
て
も
ら

っ
て
い
る
の
に
、
歴
史

専
攻
者
不
要
論
な
ん
ぞ
唱
え
る
べ
き
必
要
は
い
さ
さ
か
も
な
く
、
私
の
頭
の
な

か
で
は
そ
の
必
要
性
は
当
然
の
前
提
と
し
て
話
し
た
だ
け
で
あ

っ
た
の
だ
が
…
。

と
こ
ろ
で
、
日
ご
ろ
批
判
精
神
豊
か
な
人
々
で
あ
り
な
が
ら
、
国
が
養
成
制

度
を
設
け
産
出
し
て
く
れ
る
と
い
う
ア
ー
キ
ビ
ス
ト

（本
当
は
そ
の
卵
）
に
つ

い
て
だ
け
は
、
な
ぜ
か
無
条
件
に
信
頼
を
寄
せ
、
こ
う
い
う
卒
業
生
を
採
用
も

し
な
い
で
運
営
さ
れ
て
い
る
館
は
、
ま
る
で
半
人
前
の
仕
事
し
か
や
れ
な
い
み

た
い
な
発
言
を
し
て
く
れ
る
方
々
を
見
受
け
る
。

一
方
、
六
年
前
ま
で
木
庁
の
文
書
担
当
と
し
て
公
文
書
館
問
題
に
側
面
か
ら

携
わ

っ
て
い
た
こ
ろ
の
私
は
、
学
者
先
生
か
ら
受
け
た
欧
州
諸
国
の
ア
ー
キ
ビ

ス
ト
の
説
明
紹
介
か
ら
、
ま
る
で
ス
ー
パ
ー
マ
ン
的
幻
像
を
描
き
出
し
て
い
て
、

日
本
で
も
そ
の
よ
う
な
専
門
家
が
生
産
さ
れ
る
の
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
た
。

と
こ
ろ
が
平
成
五
年
度
公
文
書
館
長
会
議
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
出
席
し
、
研
究

会
報
告
書
の
概
要
を
聞
い
て
初
め
て
自
分
の
錯
覚
に
気
付
き
、
大
い
に
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
前
述
の
よ
う
な
発
言
を
さ
れ
る
方
々
は
、

察
す
る
と
こ
ろ
大
部
分
平
成
四
年
度
ま
で
の
自
分
と
同
じ
よ
う
な
状
況
に
置
か

秋
田
県
公
文
書
館
設
立
の
経
緯

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
こ
う
い
う
思
い
入
れ
が
そ
も
そ
も
の
発
言
の
動
機

で

あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
神
話
と
い
う
表
現
を
用
い
て
み
た
の
で

あ
る
。

断

っ
て
お
き
た
い
が
、
私
は
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
養
成
の
学
問
や
、
そ
の
修
学
課

程
が
不
要
だ
な
ど
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
図
書
館
学
に
大
学
四
年
課
程

が
必
要
な
ら
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
養
成
課
程
に
は
必
要
な
学
問
の
範
囲
か
ら
い
っ

て
、
修
士
課
程
ぐ
ら
い
当
然
だ
と
思
う
。
た
だ
学
問
習
得
の
効
用
は
、
人
生
の

長
い
期
間
に
じ
わ
じ
わ
と
効
き
日
を
あ
ら
わ
し
て
来
る
堆
肥
み
た
い
な
効
果
を

期
待
で
き
る
こ
と
に
本
質
が
あ
る
の
で
、
即
効
的
な
技
能
的
な
習
得
は
、
学
校

課
程
で
は
従
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
行
政
に
学
卒
者

も
珍
し
か

っ
た
時
代
な
ら
と
も
か
く
、
修
ｔ
課
程
卒
業
者
が
特
別
な
存
在
で
も

な
い
現
代
の
行
政
の
職
場
に
、
い
き
な
り
専
門
家
と
し
て
特
権
を
付
与
す
る
よ

う
な
採
用
処
遇
を
す
べ
き
だ
と
い
う
の
は
、
単
純
に
す
ぎ
る
論
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
論
の
主
流
は
、
タ
テ
型
組
織
を
基
本
と
す
る
日

本
の
役
所
の
な
か
に
、
独
自
の
権
限
を
も

っ
た
専
門
職
や
研
究
職
を
お
く
こ
と

に
は
、
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
が
い
く
つ
か
あ
る
は
ず
だ
と
い

う
こ
と
に
、
気
が
付
か
な
い
立
場
の
人
々
か
ら
の
発
言
が
主
に
な

っ
て
き
て
い

る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
思
う
。

即
ち
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
よ
う
な
単
能
工
的
社
会
風
上
で
必
要
と
さ
れ
て
き
た

制
度
が
、
日
本
の
よ
う
に
職
場
の
な
か
で
の
職
種
転
換
な
ど
当
た
り
前
み
た
い

な
社
会
の
中
で
も
、
本
当
に
必
要
で
あ
る
の
か
。

ア
メ
リ
カ
社
会
の
よ
う
に
、

ト
ッ
プ
や
専
門
職
の
権
限
が
大
き
く
巾
を
き
か
し
、
周
り
が
こ
れ
に
異
議
を
唱

九



秋
田
県
公
文
書
館
設
立
の
経
緯

え
な
い
で
従
う
習
慣
が
定
着
し
て
き
て
い
る
社
会
が
生
み
出
し
て
き
た
制
度
が
、

タ
テ
型
組
織
の
協
同
性
を
武
器
に
し
て
き
た
日
本
の
行
政
組
織
の
な
か
で
も
う

ま
く
機
能
し
、
定
着
す
る
可
能
性
が
大
き
い
も
の
な
の
か
。
あ
る
い
は
ま
た
生

み
だ
さ
れ
て
い
る
文
書
資
料
の
質
や
量
に
、
大
き
な
差
異
が
な
い
の
か
ど
う
か
。

こ
う
い
う
社
会
風
土
の
違
い
か
ら
、
な
い
し
は
組
織
を
運
用
す
る
側
か
ら
の
検

討
は
、
ま
だ
国
の
研
究
会
報
告
書
で
も
取
り
上
げ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
私

は
前
記
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
場
で
、
国
の
研
究
会
メ
ン
バ
ー
に
受
け
入
れ
側
で
あ

る
地
方
館
の
代
表
が

一
人
も
加
わ

っ
て
い
な
い
こ
と
に
異
議
を
唱
え
て
み
た
の

で
あ
る
。

も
う

一
つ
の
発
言
動
機
は
、
現
代
の
公
文
書
が
明
治
か
ら
戦
前
ま
で
の
そ
れ

と
は
異
な

っ
て
、
そ
の
ま
ま
読
ん
で
も
い
き
さ
つ
が
よ
く
分
か
る
よ
う
に
、
史

料
向
き
に
は
つ
く
ら
れ
て
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
豊
富
な
戦
前
公
文
書
に
接
す
る

一
方
で
、
日
々
生
産
さ
れ
て
い
く
現
代
の

公
文
書
を
、
本
庁
文
書
担
当
と
し
て
チ
エ
ッ
ク
し
て
き
た
自
分
も
大
い
に
感
じ

て
き
た
こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
う
い
う
現
代
公
文
書
の
欠
点
は
、
古
参
の
行
政

マ
ン
で
あ

っ
た
ら
書
面
に

出
て
い
な
く
て
も
裏
の
事
情
が
読
め
る
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
、
そ

ん
な
紙
面
か
ら
欠
落
し
て
い
る
情
報
を
読
み
取
る
手
法
を
、
研
究
者
に
も
使
え

る
よ
う
な
手
法
に
定
着
さ
せ
て
い
く
に
は
、
行
政
職
の
古
参
者
の
活
用
が
大
い

に
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
県
行
政
の
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
Ｏ
Ｂ
の
頭

に
だ
け
残
さ
れ
て
い
る
歴
史
の
ひ
だ
情
報
を
も
、
大
い
に
視
野
に
入
れ
て
い
く

必
要
が
あ
る
の
で
な
い
か
。
こ
う
い
う
試
行
的
な
行
政
Ｏ
Ｂ
必
要
発
言
で
あ

っ

一
〇

た
の
だ
が
、
真
意
を
理
解
さ
れ
る
に
は
ま
だ
唐
突
だ

っ
た
よ
う

で
あ
る
。

（
公
文
書
館
次
長
　
す
ず
き
　
つ
よ
し
）



秋
田
藩
教
学
史
料
と
し
て
の
位
置

は
じ
め
に

い
　
野
上
文
書
の
概
要

０
　
野
上
陳
令

・
陳
孝
の
家
系
と
経
歴

０
　
学
館
史
料
の
特
質

四

　

「
野
上
文
書
」
に
連
な
る
史
料

結
び
に
か
え
て

は
じ
め
に

平
成
五
年
六
月
二
十
日
、
当
館
開
設
に
当
た

っ
て
県
立
秋
田
図
書
館
よ
り
大

量
の
古
文
書
群
が
正
式
に
移
管
さ
れ
た
。
そ
の
文
書
群
は
佐
竹
文
庫
を
始
め
と

し
、

二
十
六
群
に
分
類
さ
れ
て
当
館
貴
重
文
書
書
庫
に
配
架
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
文
書
群
の
名
称
は
○
○

（家
）
文
書
、
○
○
村

（町
）
文

書
、
○
○
文
庫
、
○
○
資
料
の
四
種
に
使

い
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に

つ
い
て
の
明
確
な
規
定
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、

「
文
書
と

「
文
庫
」
の
区
別

は
、
原
則
と
し
て
前
者
が
所
蔵
者
に
伝
来
す
る
文
書
の
み
で
刊
行
本
を
含
ま
な

「
野
上
文
書
」
の
研
究

．野
上
文
圭
ど
の
研
究

日
Ｈ

Ｉ‐
ガ

藤

民

い
の
に
対
し
て
、
後
者
は
所
蔵
者
の
収
集
に
か
か
る
広
範
囲
に
及
ぶ
多
様
な
文

書
と
刊
行
本
を
含
む
も
の
を
指
す
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
資
料
」
は
内
部
に
い

く
つ
も
の
文
書
群
を
雑
多
に
含
む
未
整
理
の
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
。

本
稿
で
と
り
あ
げ
る

「
野
上
文
書
」
は
、
混
架
資
料
の
未
整
理
文
書
群
の
ひ

と
つ
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
文
書
名
称
は
図
書
目
録
上
は
い
ま
だ
存
在

し
な
い
仮
称
な
の
で
あ
る
。
そ
の
名
称
は
明
治
四
十
五
年
六
月
二
十
八
日
、
当

時
の
秋
田
図
書
館
が
野
上

ハ
ツ
氏
よ
り
購
入
し
た

一
連
の
文
書
群
に
由
来
す
る
。

購
入
に
つ
い
て
は
そ
の

一
冊
に

「
寄
贈
」
の
文
字
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
目
録

の
す
べ
て
の
冊
子
に
価
格
が
明
記
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
評
価
額
と

み
な
す
べ
き
と
の
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
な
り
の
実
物
冊
子
に
購

入
年
月
日
の
印
が
押
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
購
入
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ

つヽ
。さ

て
、
野
上
文
書
は
こ
れ
ま
で

一
連
の
文
書
群
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
も

な
く
、
明
徳
館

（秋
田
藩
校
）
の
職
員
で
あ

っ
た
野
上
陳
令

・
陳
孝
父
子
の
記

録
と
し
て
個
々
が
バ
ラ
バ
ラ
に

『
秋
田
県
史
』
や

『
秋
田
県
教
育
史
』
等
に
部

分
的
に
引
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
利
用
だ
け
で
は
こ
の
文
書

夫
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「
野
上
文
書
」
の
研
究

群
の
真
価
は
十
分
生
か
し
切
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
機
会
に
野

上
文
書
を
体
系
的
に
整
理
し
、
関
連
史
料
を
含
ん
だ

一
つ
の
文
書
群
と
し
て
そ

の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
有
効
な
利
用
の
た
め
に
不
可
欠
の

作
業
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
、
そ
の
代
表
的
史
料
で
あ
る
学
館
関
係
史
料
に

照
明
を
当
て
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
秋
田
藩
教
学
史
料
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
試

み
、
以
後
の
文
書
群
研
究
の
端
緒
と
し
た
い
。

な
お
、
本
文
中
史
料
名
に
続
く

（　
）
内
の
記
号
及
び
数
字
は
、
と
く
に
説

明
が
な
け
れ
ば
野
上
文
書
の
史
料
請
求
記
号
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

「野上文書」群の書架とその代表的史料

一
二



０
　
野
上
文
書
の
概
要

最
初
に
野
上
文
書
の
成
立
過
程
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。
そ
の
起
点
は
明
治
四
十

五
年
の
図
書
館
台
帳

へ
の
受
け
入
れ
に
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
。
受
け
入

れ
当
初
は
二
十
五
函
に
三
十
三
点

（
六
十
六
冊
）
、
二
十
九
函
に
四
十
点

（
四

十
三
冊
）
、
都
合
七
十
三
点

（
百
九
冊
）
の
史
料
が
台
帳

（台
帳
番
号

一
三
、

四
〇
九
番
―

一
三
、
四
八

一
番
）
に
記
載
さ
れ
、
配
架
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
か
ら
八
十
年
を
経
過
す
る
中
で
、
登
録
番
号

一
三
、
四
四
三
　

一
〓
一、
四
七

一
　

一
三
、
四
七
二
　

一
一
一、
四
七
四
の
四
点
四
冊
を
欠
く
こ
と
に
な
り
、
平

成
五
年
、
六
十
九
点
、
百
五
冊
が
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
文
書
所
蔵
者
で
あ

っ
た
故
野
上

ハ
ツ
氏
の
先
祖
、
す
な
わ
ち
、
こ

の
文
書
群
を
後
世
に
書
き
残
し
た
野
上
陳
令
と
そ
の
養
子
陳
孝
の
存
在
に
つ
い

て
若
干
ふ
れ
て
み
る
。

野
上
陳
令

ま
ず
、
三
浦
匝
三
著

『
古
今
　
秋
田
英
名
録
』
の
記
事
を
原
文
の
ま
ま
引
用

し
て
み
る
。

「
〔漢
学
〕
」
野
上
氏
、
通
称
国
佐
、
東
蔵
字
は
安
民
、
又
子
民

と
称
す
、
別
号
楢
山

。
自
得

・
千
秋
園
、
古
香
庵
、
陳
令
家
塾
を
好
古
堂
と
い

ひ
武
道
を
能
く
せ
り
、
楢
山
の
別
号
は
楢
山
す
な
わ
ち
金
照
寺
山
に
隠
宅
を
構

へ
し
よ
り
出
で
、
寛
政
五
年
明
徳
館
勤
番
と
な
り
七
年
五
月
六
日
櫂
で
ら
れ
て

江
戸
に
上
が
り
武
藤
礼
治
等
と
共
に
山
本
北
山
の
間
に
入
る
、
勤
学
す
る
こ
と

四
年
帰
り
て
明
徳
館
教
授
と
な
り
天
保
四
年
十
月
評
定
奉
行
兼
町
奉
行
を
命
ぜ

ら
れ
十
二
月
評
定
奉
行
上
席
に
列
し
明
徳
館
祭
酒
と
な
る
、
又
提
学
と
し
て
大

一
野
上
文
書
」
の
研
究

館
、
十
二
所
、
桧
山
、
角
館
、
湯
沢
、
横
手
等
の
諸
郷
校
に
出
張
し
て
学
生
を

薫
督
す
、
在
職
す
べ
て
五
十
八
年
藩
主
功
を
賞
し
俸
禄
を
増
し
金
品
を
賜
ふ
事

十
数
回
に
及
ぶ
家
塾
の
学
徒
数
百
人
に
達
し
武
道
は
天
流
兵
法
並
に
柏
木
流
の

師
範
を
な
す
門
弟
二
百
六
十
余
人
弘
化
三
年
二
月
二
十
五
日
歿
す
墓
は
金
照
山
」

こ
れ
が
比
較
的
早
い
時
期
の
野
上
陳
令
に
関
す
る
ま
と
ま

っ
た
略
歴
で
あ
る
。

昭
和
四
十
九
年
刊
行
の

『
秋
田
人
名
大
事
典
』
も
こ
の
内
容
を
は
ぼ
踏
襲
し

て
い
る
。
し
か
し
、
新
た
に

「
築
地
南
横
町
生
ま
れ
」

「
寛
政
元
年
大
番
の
ち

藩
校
勤
番
」

「
山
本
北
山
に
二
年
半
学
ぶ
」

「
天
保
五
年
私
塾
興
進
堂
を
開
く
」

「
問
下
生
に
根
本
通
明
、
斎
藤
魯
堂
ら
が
い
る
」

「
墓
碑
金
照
寺
山
に
あ
り
、

戒
名
楢
山
院
殿
文
武
達
道
居
士
」

「
野
上
の
日
記
は
秋
田
図
書
館
が
収
蔵
」
と

い
っ
た
内
容
が
追
加
補
正
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
末
尾
に
参
考
文
献
と
し
て

『
秋
田
名
家
墓
碑
文
』

『
秋
田
名
士
小
伝
』

（
い
ず
れ
も
現
在
当
館
所
蔵
）
を

あ
げ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
事
の
事
実
関
係
は
次
節
で
ふ
れ
る
と
し
て
、
そ
の
情
報
源
は
大

部
分

「
野
上
先
生
墓
誌
銘
」

（宮
野
吉
松
編

『
碑
銘
集
』

一
、
Ａ

２８０
１
８‐
‐
１
）

に
よ

っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
野
上
氏
の
家
格

も
き
ち
ん
と
し
た
系
図
が
見

つ
か

っ
て
お
ら
な
い
た
め
不
明
な
こ
と
が
多
い
。

家
宅
が
楢
山
築
地
と
い
う
こ
と
か
ら
み
て
、
久
保
日
の
下
級
藩
士
の
家
柄
と
み

て
よ
か
ろ
う
。

も
し
、
九
代
藩
主
佐
竹
義
和
を
中
心
と
す
る
藩
政
改
革
と
そ
の
バ

ッ
ク
ボ
ー

ン
と
し
て
の
学
問
興
隆
の
潮
流
に
出
会
わ
な
か

っ
た
ら
、
野
上
陳
令
は
藩
政
史

上
目
立

っ
た
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
な
く
、
平
凡
な

一
藩
士
と
し
て
歴
史
に
名

一
一一一



一
野
上
文
書
」
の
研
究

を
残
す
こ
と
も
な
く
消
え
て
行

っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
が
学

館
教
授
並
武
藤
礼
治
と
と
も
に
寛
政
七
年
六
月
江
戸
勤
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と

が
、
将
来
の
学
館
祭
酒
に
ま
で
栄
達
す
る
契
機
と
な

っ
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
の
学
才
が
生
か
さ
れ
る
時
代
が
到
来
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

野
上
陳
孝

今
日
ま
で
彼
に
つ
い
て
の
ま
と
ま

っ
た
略
伝
は
な
い
。
従

っ
て
養
父
に
比
べ

て
き
わ
め
て
知
名
度
が
低
い
。

い
か
に
幕
末
が
騒
然
た
る
世
と
は
い
え
、
詰
役

に
任
ぜ
ら
れ
た
天
保
七
年
か
ら
学
館
教
授
並
に
な
る
嘉
永
二
年
ま
で
の
約
十
二

年
間
の
記
録
を
欠
く
の
も
そ
の

一
因
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
慶
応
三
年
に
は
学

館
詰
役
支
配
の
要
職
に
昇
進
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
不
遇
な

一
生
だ

っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
彼
が
残
し
た
嘉
永
二
年
以
降
の
記
録
は
、
学
館
運

営
の
中
枢
に
あ
る
者
の
記
録
だ
け
に
貴
重
で
あ
る
。
今
後
十
分
研
究
に
値
す
る

人
物
で
あ
る
。
本
稿
で
も
諸
史
料
を
駆
使
し
て
、
可
能
な
限
り
彼
の
実
像
に
迫

っ

て
み
た
い
。

次
に
野
上
文
書
を
そ
の
内
容
別
に
分
類
す
る
こ
と
に
移
ろ
う
、
ま
ず
、
全
史

料
六
十
九
点
の
内
訳
で
あ
る
が
、
陳
令
関
係
分
が
四
十
九
点

（
七
十

一
冊
）
で

総
数
の
７．
％

（
６８
％
）
を
占
め
、
陳
孝
関
係
分
は
全
体
の
ほ
ぼ
３０
％
で
ぁ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
両
者
の
史
料
を
用
務
か
ら
分
析
す
る
と
次
の
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ

の
三
つ
に
分
類
で
き
る
。

ω
　
学
館

で
の
御
用
記
録
や
廻
在
の
日
記
等
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

③
　
御
評
定
方
奉
行
や
御
副
役
等
の
教
学
以
外
の
用
務
日
記
類
。

一
四

０
　
職
務
遂
行
上
参
考
資
料
と
し
て
備
え
た
他
筆
の
も
の
を
含
む
覚

。
控

・

留
書
群
。

そ
の
具
体
的
状
況
を
表
１
に
基
づ
き
の
べ
て
み
る
。
陳
令
の
場
合
、
点
数
で

は
Ｃ
の
比
率
が
５７
％
と
高

い
が
、
冊
数
は
３９
％
と
意
外
に
低
く
史
料
数
量
で
は

Ａ
、
Ｂ
の
占
め
る
割
合
が
６．
％
で
ぁ
る
。
こ
れ
は
陳
令
の
経
歴
が
多
彩
で
あ

っ

た
こ
と
に
起
因
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
陳
孝
の
場
合
、

Ａ
の
み
で
４０
％

（冊
数
４４
％
）
、

Ｂ
を
加
え
る
と
実
に
９０
％
で
ぁ

る
。
Ｃ
は
わ
ず
か
二
点
に
過
ぎ

な
い
。
こ
れ
は
職
歴
の
幅
の
狭

さ
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

さ
ら
に
二
人
を
総
合
す
る
と
Ａ
、

Ｂ
の
点
数
比
率
が
５７
％
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
史
料
冊
数

の
比
率
は
７．
％
に
達
す
る
。

こ

れ
は
Ａ
、
Ｂ
の
日
記
類
は
三
―

四
冊
で

一
点
で
あ
る
こ
と
に
よ

′つ
。

表 1 野 上 文 書 の 分 類 比 率

陳 令 関係 分 陳 孝 関係 分 全  体

A
数学関係

記録

9点 (19)冊

18%(27)%
8点 (15)冊

40%(44)%
17点 (34)冊

25%(32)%
B

教学以外

自筆記録

12点 (24)冊

25%(34)%
10点 (17)冊

50%(50)%
22点 (41)冊

32%(39)%
C

用務上の

付帯記録

28点 (28)冊

57%(39)%
2点 (2)冊
10%(6)%

(30)冊

(29)%

占

　̈
″
豹

合計
49点 (71)冊

100%(100)%

20点 (34)冊

100%(100)%

69点 (105)冊

100%(100)%



０
　
野
上
陳
令

。
陳
孝
の
家
系
と
経
歴

野
上
氏
の
家
格
を
知
る
手
が
が
り
と
し
て
、
ま
ず
秋
田
藩
の
侍
分
限
帳
に
つ

い
て
検
討
し
て
み
る
。
さ
て

「
正
徳
四
年
分
限
帳
」
か
ら

「慶
応
元
年
分
限
帳
」

ま
で
抜
き
書
き
整
理
す
る
と
表
２
の
よ
う
に
な
る
。

山
　
野
上
藤
左
衛
門
は
禄
高
四
十
石
の
武
士
で
あ
る
。
こ
の
人
物
は
安
永
三

年

（
一
七
七
四
）
生
ま
れ
の
野
上
国
佐

（陳
令
）
か
ら
み
て
曽
祖
父
に

当
た
る
と
思
わ
れ
る
。

②
　
野
上
藤
四
郎
は
享
和
元
年

（
一
八
〇

一
）
に
死
去
し
た
藤
左
衛
門

（
国

佐
の
父
）
と
同

一
人
物
と
考

え
る
に
は
年
齢
的
に
無
理
が
あ
る
。
や
は

り
国
佐
の
祖
父
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

Ｏ
Ｄ
働
　
野
上
国
佐
そ
の
人
で
あ
る
。
四
十
石
余
の
禄
高
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
、

加
増
を
重
ね
そ
の
晩
年
に
は
初
期
の
三
倍
近
い
百
二
十
五
石
余
に
達
し

た
の
で
あ
る
。
■
４
は
彼
が
学
館
教
授
か
ら
御
財
用
吟
味
役
、
御
副
役
、

評
定
奉
行
等
を
歴
任
し
、
最
後
に
は
明
徳
館
祭
酒
に
ま
で
栄
達
し
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
全
く
才
能
に
よ
る

一
代
の
出
世
と
言
え
よ
う
。

０
　
野
上
東
四
郎

（陳
孝
）
は
局
住
で
学
館
教
授
を
務
め
た
野
上
栄
之
通
の

別
名
で
あ
る
。
国
佐
の
養
子

（
実
は
甥
）
と
な
り
、
さ
ら
に
二
十
石
余

の
加
増
を
う
け
て
慶
応
三
年
に
は
御
学
館
詰
役
支
配
に
ま
で
出
世
し
、

明
治
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
居
宅
は
築
地
横
丁
で
あ

っ
た
。

次
に
コ
佐

（
以
下
陳
令
を
若
干
の
例
外
を
除
き
こ
の
名
前
で
統

一
し
■
記
述

す
る
。
）
及
び
栄
之
進

（
以
下
陳
孝
の
名
前
も
同
様
こ
れ
に
統

一
す
る
。
）
の

家
族
関
係
を
確
か
め
る
作
業
に
入
り
た
い
。
幸
い
に
も
当
館
の
郷
上
資
料
群
の

一
野
上
文
書
」
の
研
究

拠 請 求 記 号

A317-3

表 2 野 上 氏 の 禄 高 の 変 遷

石

40,000(1)野 上  藤 左 衛 門

(2)野 L 藤 四 郎
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(4) 野 上  国 佐

(3) 野 上  国 佐
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「
野
上
文
書
」
の
研
究

中
に

「
野
上
陳
令
書
簡
帖
」

（
Ａ

２８９
‐

２‐．
‐
‐
）
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
解

明
に
役
立

つ
の
で
あ
る
。
と
く
に
末
尾
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
二
種
の

「親
類
覚
」

が
重
要
で
あ
る
。
そ
の

一
つ
は
年
号
欠
で
あ
る
が
、
国
佐
の
実
弟
軍
蔵
が
蟹
澤

家
に
養
子
中
の
も
の
で
あ
る
。
他
の

一
つ
は
こ
こ
に
掲
げ
る
史
料
で
あ
る
。

親
類
覚

弟
　
一呂
垣
新
兵
衛
、
　

叔
母
　
武
石
案
兵
衛
母
、
　

妹
　
伊
藤
七
十
郎
妻
、

母
方
祖
父
　
皆
川
文
右
衛
門
、
　

母
方
叔
父
　
皆
川
文
右
衛
門
、
　

同
　
笹

村
兵
左
衛
門
、
　

同
　
八
代
惣
兵
衛
、
　

同
　
林
勝
右
衛
門
、
　

従
兄
　
佐

藤
清
右
衛
門
、
　

同
　
笹
森
寿
貞
、
　

母
方
従
弟
　
皆
川
伝
五
郎
、
　

同

笹
村
平
四
郎
、
　

同
　
八
代
惣
助
、
母
方
　
従
妹
　
小
貫
早
太
妻
、
右
親
類

池
田
才
兵
衛
、
　

祖
父
家
本
　
池
田
新
兵
衛
、
　

祖
母
家
本
　
渡
部
杢
兵
衛

同
　
川
井
彦
左
衛
門
、
　

先
妻
家
本
　
片
岡
又
左
衛
門
、
　

妻
家
本
　
川
井

源
助

右
之
通
御
座
候
　
　
已
上

十
二
月
十
四
日
　
　
　
野
上
東
蔵

こ
の
年
月
日
は
、
こ
の
後
に
の
べ
る
実
弟
軍
蔵
を
養
子
先
蟹
沢
家
か
ら
取
り

一戻
す
に
あ
た

っ
て
提
出
し
た
も
の
と
考
え
れ
ば
、
文
政
三
年

（
一
八
二
〇
）
十

二
月
二
十
四
日
と
推
定
で
き
る
。
こ
の
史
料
に

『
野
上
先
生
墓
誌
銘
』

の
記
述

を
勘
案
し
て
野
上
氏
系
図
を
復
原
す
れ
ば
図
１
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

祖
父
の
家
本
池
田
氏
、
祖
母
の
家
本
渡
部
氏
を
は
じ
め
、
父
方
の
佐
藤
、
笹

森
、
母
方
の
皆
川
、
笹
村
、
八
代
、
林
の
諸
氏
は
叔
父
、
従
兄
弟
と
し
て
野
上

国
佐
に
と

っ
て
影
響
を
う
け
る
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、
先
妻
家
本
の
片
岡
氏
、

一
六

妻
家
本
の
川
井
氏
は
姻
族
と
し
て
深
い
交
流
が
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
国
佐
の
悩
み
は
後
継
ぎ
の
男
子
の
い
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の

た
め
弟
軍
蔵
を
養
子
先
か
ら
呼
び
戻
す
手
段
を
と

っ
た
。
そ
の
間
の
経
緯
を
示

（家
本
源
助
）

川
井
氏

野
上
藤
左
衛
門

新
兵
衛

（高
垣
家
養
子
）

◎

（藤
四
郎
）

軍
蔵

〔陳
徳
〕

図 1 野 上 氏 系 図 (関 連 史 料 に よ り 復 原 )

皆
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す
史
料
と
し
て
軍
蔵
の
養
父
蟹
沢
宅
左
衛
門
の
口
上
書
を
掲
げ
て
み
る
。

「
　
口
上
　
私
義
去
辰
年
中
野
上
東
蔵
実
弟
軍
蔵
養
子
仕
候
所
、
東
蔵
義
実

子
無
之

二
而
軍
蔵
取
戻
養
子
仕
度
、
去
十
二
月
中
願
申
立
此
度
願
之
通
被

仰
付
、
於
私
茂
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
は
軍
蔵
実
子
和
吉
今
年
十
二
二
罷

成
候
、
嫡
孫
之
事
故
承
組
可
奉
願
候
所
、
生
得
虚
弱

二
而
往
々
御
奉
公
之

見
詰
無
之
、
例
之
私
実
子
源
蔵
今
年
十
六
歳

二
罷
成
候
、
嫡
子
二
被
仰
付

被
下
度
奉
願
候
、
尚
和
吉
義
は
東
蔵
方

二
而
貰
置
養
育
致
度
段
願
御
坐
候
、

公
辺
御
障
も
無
御
坐
候

ハ
ゝ
願
之
通
被
仰
付
被
下
度
奉
願
候
、
右
之
趣
宜

様
被
仰
上
被
下
度
奉
存
候
　
以
上

二
月

　

　

蟹

沢
宅

左
衛
門

右
之
外
親
類
わ
も
添
書
差
出

」

こ
の
ほ
か
に
、
同
時
期
の
口
上
書
が
三
通

（
一
通
は
軍
蔵
が
提
出
し
た
も
の
）

あ
る
。
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
み
る
と
次
の
点
が
は
っ
き
り
す
る
。

①
　
寛
政
八
年

（
一
七
九
六
）
蟹
沢
宅
左
衛
門
は
男
子
が
な
い
た
め
に
、
国

佐
の
実
弟
軍
蔵
を
娘
聟
に
迎
え
た
。

②
　
と
こ
ろ
が
、
十
年
後
の
文
化
三
年
、
宅
左
衛
門
に
実
子
源
蔵
が
誕
生
し

た
。
ま
た
、
そ
の
四
年
後
に
今
後
は
軍
蔵
の
子
和
吉
が
誕
生
し
た
。

③
　
文
政
三
年

（
一
八
二
〇
）
男
子
の
な
い
野
上
国
佐
よ
り
軍
蔵
を
養
子
に

取
り
戻
し
た
い
と
願
い
が
出
さ
れ
許
可
さ
れ
た
。

０
　
翌
文
政
四
年
、
宅
左
衛
門
は
実
子
源
蔵

（当
時
十
六
歳
）
を
嫡
子
に
願

い
出
る
と
同
時
に
、
和
吉

（当
時
十
二
歳
）
が
体
質
虚
弱
で
蟹
沢
家
の

後
継
ぎ
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
、
国
佐
が
引
き
と
り
養
育
す
る
こ

「野
上
文
書
」
の
研
究

と
で
話
し
合
い
が
つ
い
た
旨
を
届
出
て
許
可
さ
れ
た
。

以
上
の
経
過
か
ら
、
軍
蔵
、
和
吉
親
子
は
最
終
的
に
野
上
国
佐
の
養
子
に
な

っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
や
が
て
和
吉
は
甥
な
が
ら
国
佐
の
正
式
の
養
子

と
な
る
。
彼
が
御
小
姓
と
し
て
出
仕
す
る
の
が
文
政
八
年
で
あ
る
か
ら
、
野
上

家
に
入

っ
て
ち
ょ
う
ど
四
年
目
の
十
六
歳
の
出
仕
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
和
吉

は
や
が
て
栄
之
進
と
名
を
改
め
陳
孝
を
号
と
す
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
。
こ

れ
で
陳
孝
の
不
明
で
あ

っ
た
誕
生
か
ら
出
仕
に
至
る
経
緯
が
明
ら
か
に
出
来
た

と
思
う
。

今
度
は
陳
令

・
陳
孝
の
経
歴
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

野
上
陳
令

ま
ず
最
初
に
彼
の

「
日
記
」

（全
二
冊
、

２９
‐

・９７
）
を
手
が
か
り
分
析
を
進

め
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の

「
日
記
」
は
寛
政
六
年
十
月
か
ら
文
化
七
年
七

月
に
至
る
も
の
で
、
原
本
の
五
冊
を
合
わ
せ
て
二
冊
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
内

容
は
国
佐
が
御
学
館
勤
番
か
ら
江
戸
勤
学
を
経
て
御
学
館
教
授
に
任
命
さ
れ
た

頃
の
記
録
で
あ
る
。
第

二
冊
に
は
　
勤
番
に
て
江
戸
勤
学
日
記
共
」
、
第
三
冊

に
は

「
勤
番
井
無
役
中
教
授
日
記
共
」
、
第
四
冊
は

「
教
授
日
記
」
、
第
五
冊

「
教
授
よ
り
吟
味
役
迄
日
記
」
と
あ
る
。
国
佐
が
学
館
勤
番
に
抜
櫂
さ
れ
て
か

ら
、
急
速
に
そ
の
学
才
を
認
め
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
を
示
す
注
目
す
べ
き
日
記
で

あ
る
。

日
記
の
冒
頭
は
簡
略
な
漢
文
体
で
始
ま
る
。
そ
れ
で
は
年
代
を
追
い
な
が
ら

野
上
国
佐

（藤
蔵
）
の
歩
み
を
確
か
め
て
み
る
。
寛
政
六
年
九
月
二
十
七
日
彼

一
七



「
野

二
文
書
」
０
研
賞

は
後
藤
、
石
井
、
岸
、
豊
日
、
芳
賀
、
黒
沢
、
館
岡
、
川
又
ら
と
共
に
勤
番
支

配
に
呼
ば
れ
、
学
館
勤
番
の
任
期
更
新
を
申
渡
さ
れ
た
。
こ
の
際
に
信
太
、
増

日
、
関

日
は
退
任
と
な

一́
た
。
学
館
内
で
の
日
常
生
活
で
時
折
特
筆
す
べ
き
記

事
は
そ
の
部
度
書
き
上
げ
て
い
る
。
た

こ
え
ば

「
下
田
生
為
革
・生
、
以
其
俊
秀

也
、
命
日
な
・り
非
士
不
得
入
事
、
特
嘉
其
俊
呑
一、
メ
殊
於
衆
云
」

（寛
政
６

ｏ

ｌＯ

・
３
）
と
あ
り
、
士
分
以
外
で
も
俊
秀
で
あ
れ
ば
学
館
の
学
生
に
加
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
明
白
と
な
る
。
其
他
、
祭
酒
、
文
学
、
助
教
の
講
釈
や
当
直
の

こ
と
、
さ
ら
に
は
同
僚
の
動
静
な
ど
日
常
記
事
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
こ
れ
は

省
略
す
る
。

「
十
九
日
雨
、
与
鈴
木
氏
当
直
、
助
教
先
生
以
督
学
予
大
館
講
釈
止
」

（寛

政
７

・
３

ｏ
”
）
と

い
っ
た
制
度
上
見
逃
せ
な
い
内
容
も
あ
る
。
助
教
小
野
岡

織
江
が
大
館
に
督
学
に
出
か
け
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
督
学
が

寛
政
六
年
に

連
続
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
Ｌ
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
寛
政
七

年
で
最
大
の
記
事
は
、
彼
が
武
藤
礼
治

（教
授
並
）
と
共
に
学
館
に
呼
び
出
さ

れ
、
評
定
未
行
か
ら
Ｉ
戸
表
に
参
り
、
儒
者
山
本
喜
六
方
に
寄
宿
し
学
問
す
る

よ
う
命
じ
ら
れ
た
こ
こ
で
あ
る
。

（寛
政
７

●
５

・
６
）
い
わ
ゆ
る
江
戸
勤
学

の
拝
命
で
あ
る
。
以
下
、
同
年
六
月
七
日
の
出
発
ま
で
約

一
カ
月
は
、
身
辺
整

理
や
親
戚
友
人

へ
●
挨
拶
ま
わ
り
で
忙
し
い
毎
日
の
様
子
が
い
き
い
き
と
記
さ

れ
て
い
る
。

こ
百
に
着

い
て
か
ら
は

「
十
六
日
晴
　
巳
牌
候
庭
平
州
先
生

へ
罷
出
候
虎
、

病
気

二
而
対
面
不
致
、
塾
長
鷲
津
貞
助

へ
面
談
罷
帰
申
候
」

（寛
政
７

・
６

・

％
）
の
よ
う
に
高
名
な
儒
者
細
井
平
州
を
は
じ
め
、
多
く
の
人
々
へ
の
面
会
が

一　
↓ヘ

続
い
て
い
る
。
日
常
は

「
十
二
日
晴
　
夕
過
医
者

へ
罷
出
、
直
々
蔵
前
お
浅
草

通

へ
逍
遥
」

（寛
政
７

●
３

・
１２
）

「
十

一
日
晴
　
夕
過
日
本
橋
風
池
堂

へ
罷

越
、
筆
墨
求
候
、
文
向
子

へ
下
ス
」

（寛
政
７

ｏ
９

ｏ
ｌ‐
）

「
十

一
日
薄
陰

芝
泉
岳
寺
義
士
之
開
帳

へ
罷
越
候
、
直
々
丸
の
中
大
名
量
敷
見
物
仕
候
」

（寛

政
８

・
４

・
Ｈ
）
な
ど
外
出
も
多
く
、
人
保
田
城
下
で
味
合
う
こ
と
の
で
き
な

い
刺
激
に
満
ち
た
日
々
が
そ
こ
に
は
あ

っ
た
。
勉
学
の
方
は
山
本
喜
六

（北
山
）

に
つ
い
て
精
進
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
日
記
の
後
半
は
殆
ん
ど
国
元
の
親

戚
、
友
人
と
の
文
通
記
事
が
中
心
で
、
学
問
の
具
体
的
内
容
は
明
ら
か
に
で
き

な
い
。

寛
政
十
年
、
彼
は
帰
国
の
年
を
迎
え
る
。
六
月
に
は
鎌
倉
、
江
嶋
、
金
沢
八

景
を
見
物
し
て
い
る
。
そ
し
て
十
月
十
六
日

「
朝
五
ツ
時
立
、
軽
和
野
わ
雨

ニ

逢
候
、
和
国
へ
参
候
所
日
已
暮
、
夜
五
ブ
時
過
着
仕
候
、
途
中
医
Ｉ
院
小
路

ヘ

立
寄
候
」
と
あ
り
、
ど
う
や
ら
久
保
円
に
到
着
し
た
の
で
あ
る
。
翌
日
、
皆
川

文
右
衛
門
を
通
じ
て
親
の
看
病
に
帰

っ
た
旨
を
勤
番
館
岡
永
治
と
平
沢
源
蔵
を

も

っ
て
学
館
に
届
け
出
た
。　
一
方
町
内

へ
は
回
文
を
も

っ
て
知
ら
せ
て
い
る
。

そ
の
後
は
師
の
北
山
先
生
を
は
じ
め
塾
の
仲
間
だ

っ
た
人
々
に
次
々
と
書
状

を
送
り
、
無
事
帰
着
し
て
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
年
の
十

一
月
十
九
日

に
は
、
勤
学
が
三
年
四
カ
月
に
及
ん
だ
理
由
を

「
江
戸
勤
学
御
訴
訟
願
」
と
い

う
形
で
学
館
経
由
で
組
頭
宛
に
提
出
し
て
い
る
。

さ
て
、
寛
政
十

一
年
九
月
を
も

っ
て
国
佐
の
勤
番
は
隙
明

（任
期
終
了
）
と

な

っ
た
。
そ
し
て
勤
学
金
の

一
部
で
あ
る
銀
二
百
三
拾
三
匁
三
分
八
厘
の
返
還

を
行

っ
て
い
る
。

（寛
政
１１

・
１２

・
・６
）
そ
の
後
、
彼
は
依
然
師
の
山
本
北
山



と
の
文
通
を
続
け
て
い
る
。
ま
た
、
父
の
病
状
を
気
遣
い
な
が
ら
も
、
祭
酒
の

御
講
釈
を
拝
聴
し
た
つ

（享
和
１

・
１

・
１７
）

「
元
禄
年
中
指
出
候
系
図
写
」

の
拝
領
を
御
記
録
所
に
願
い
出
て

（享
和
１

・
２

・
１４
）
借
り
受
け
た
り
し
て

い
る
。

（
同
年
２

●
ｐ
一
勉
学
の
体
制
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

ザ
（
一
。亨

和
元
年
二
月
匹
日
、
病
気
療
養
中
の
父
藤
左
衛
間
が
死
去
し
た
。
そ
の
後

送
葬
、
法
事

と
世
例
通
り
の
儀
式
を
行
い
、
五
月
廿
二
日
に
至
り
五
十
力
日
日

を
迎
え
た
。

こ
の
日
御
番
頭
洒
出
金
太
夫
よ
り

「東
蔵
義
、
親
家
督
無
御
相
違

被
仰
付
、
弐
人
扶
持
御
給
銀
弐
拾
弐
匁
五
分
被
召
立
候
」
と
の
連
絡
が
あ
り
、

東
蔵

（陳
令
）
は
藩
か
ら
正
式
に
家
督
相
続
を
許
さ
れ
、
野
上
家
当
主
と
な

っ

た
。
同
事
七
月
二
日
に
は
、
湊
大
坂
御
下
シ
物
調
御
用
を
命
じ
ら
れ
、
翌
日
湊

町
に
出
向
い
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
学
館
で
学
ん
だ
勤
番
は
新
し
い
タ
イ
プ
の

官
僚
と
し
て
即
戦
力
を
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
十
月
六

日

「
御
学
館

へ
罷
出
候
所
、
井

口
亘
　
一局
橋
重
兵
衛
中
坐

二
而
石
井
文
蔵
　
拙

者
召
出
シ
、
藤
十
郎
殿
被
仰
渡
候

ハ
、
各
御
学
館
教
授
被
仰
付
候
、
尚
御
役
料

ハ
同
役
並

二
被
下
置
伊
、
則
御
礼
申
上
候
」
と
あ
り
、
待
望
の
学
館
教
授
の
地

位
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
辺
か
ら
実
務
の
忙
し
さ
の
た
め
か
、
日
記
の
内
容
は
ぐ
ん
と
簡
潔
に
な

っ

て
く
る
。
し
か
し
、
さ
す
か
に
享
和
三
年
十
月
十

一
日
、
藩
主
義
和
に
よ
る
直

筆
の
書
付
上
学
問
興
隆
に
関
す
る
御
条
目
及
び
執
達
の
到
着
に
つ
い
て
は
詳
細

に
写
し
を
ま
せ
て
い
る
〓
文
化
四
年
に
入
り
、

ロ
シ
ア
船
の
蝦
夷
地
進
出
が
懸

念
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

こ
幕
府
は
奥
羽
諸
大
名
に
対
し
蝦
夷
地
警
備
の
分
担
を

の
奮
究

指
令
し
世
情
は
騒
然
と
な

っ
て
く
る
。
国
佐

の
日
記
も
五
月
十

二
日
屋
形
様

（義
和
）
が
急
抜
江
戸
よ
り
帰
着
し
た
こ
と
を
記
し
た
後

「
同
十
四
日
　
箱
館

奉
行
羽
太
安
芸
守
殿
わ
此
方
町
奉
行
所

へ
函
館
沖

二
異
国
船
相
見
得
し
、
尚

ヱ

ト
ロ
フ
嶋

二
而
乱
暴
仕
候

二
付
御
加
勢
申
来
候
」

「
同
十
五
日
　
御
加
勢
之
面
々

陣
場
奉
行
武
頭
今
八
ッ
時
出
陣
有
之
、
子
細
別
冊

二
記
ス
」

「
同
十
八
日
　
今

日
番
頭
松
野
茂
右
衛
門
戦
士
之
面
々
引
連
出
陣
」

「
六
日
朔
日
　
御
刀
番
石
井

永
治
戦
士
井
与
力
士
同
道
出
陣
、
横
手
給
人
為
出
張
被
相
登
、
御
城
下

二
被
指

置
、
学
館
南
舎
北
舎

二
被
指
置
候
故
、
数
日
時
之
内
御
休
日
相
成
候
」
と
記
し
、

臨
戦
態
勢
に
入
る
に
つ
れ
て
学
館
も
兵
舎
に
充
て
ら
れ
休
業
せ
ざ
る
を
得
な
い

状
態
に
ま
で
立
ち
至

っ
た
。
国
佐
に
と

っ
て
も
き
わ
め
て
重
大
事
と
認
識
さ
れ

た
た
め

「
子
細
別
冊

二
記

ス
」
こ
と
に
な

っ
た
。

な
お
、
こ
の
後
の
国
佐
の
動
向
は
こ
れ
に
続
く
日
記
類
で
判
明
す
る
が
、
こ

こ
で
は
と
り
あ
え
ず
諸
記
録
を
も
と
に
ま
と
め
た
経
歴
の

一
覧
を
表
３
と
し
て

挙
げ
る
に
と
ど
め
た
い
。

野
上
陳
孝

蟹
沢
和
吉

（陳
孝
）
が
父
軍
蔵
と
共
に
野
上
家
に
入
り
、
そ
の
四
年
後

の
文

政
八
年
に
十
六
歳
で
御
小
姓
と
し
て
出
仕
し
た
こ
と
は
前
節
で
ふ
れ
た
。
し
か

し
そ
の
時
点
で
は
ま
だ
栄
之
進
と
改
名
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
出
仕
以
後

の

彼
の
動
向
を
そ
の
日
記
を
中
心
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

ま
ず

「
御
小
姓
日
記
」

（
２９
‐

・８４
）
の
記
事
を
追

っ
て
み
る
。
御
小
姓
に
な

っ

て
わ
ず
か
ニ
カ
月
の
文
政
八
年
七
月

一
日
、
実
父
蟹
沢
宅
左
衛
門
の
病
死
に
あ

っ

一
九



野 上 陳 令 の 経 歴

3.10 8 出生、名は東蔵

1 大番に任命される
″  5.7 7 御学館勤番に任命される
″  7.6 7 教授並武藤礼治と共に選ばれて江戸勤学を命 じられ出立
″ 10.10.16 3年 4カ 月の留学を終えて久保田に帰着、勤番に復帰

享和  1 10.6 御学館教授に任命される (へ 文化 6.6)
文化 6 6.5 御財用吟味役に任命され、能代在番となる
″  8 12.20 銅山方吟味役に任命される
″ 10.7.  吟味役にて箱館出張
″ 11 1.14 再び能代在番となる

文化 11 5.  御副役に任命され、能代方御用を兼帯 (～文化12 6)
″ 12.6   御評定方奉行に任命される (～文政 5 5)
″ 13.1   町方御用を担当する

文政 2.3 11 御学館御用係兼帯となる
″  4.5   御国日付衆御用を担当する
″  5.5 16 御学館文学に任命される (～天保 4 12)
″  5.9 12 友千代様御授読係を担当する

天保 4.9.25 御町奉行助力に任命される
″  4 11 1 御評定奉行に任命される (～天保 8 7)ま た御町奉行兼帯

となる (～天保 4.12)
″  4.12 9 御学館祭酒に任命される (～ 弘化 3.2)

弘化 3 2 25 死去、享年73歳

表

水ヽ
政

安

寛

「
野
上
文
書
」
の
研
究

二
〇

て
い
る
。

「　
　
　
　
覚

私
儀
、
蟹
沢
宅
左
衛
門
嫡
孫

二
而
実
父
藤
四
郎
実
家
国
佐
方
立
戻
養
子
被
仰

付
候
醐
、
私
義
宅
左
衛
門
承
組
可
奉
願
庭
、
生
得
虚
弱

二
付
、
宅
左
衛
門
実

子
源
蔵
嫡
子

二
願
申
立
、
私
儀
国
佐
方

へ
貰
受
養
育
仕
候
、
其
後
全
快
仕
候

二
付
、
国
佐
嫡
孫

二
願
申
立
候
所
被
御
聞
置
候
、
然
者
今
期
日
宅
左
衛
門
病

死
致
候
間
、
実
父
祖
父
三
十
日
之
半
減
十
五
日
之
忌
可
申
受
候
也
、
右
伺
申

上
侯
　
以
上

野
上
和
吉
」

こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
形
式
上
は
和
吉
が
国
佐
の
嫡
孫
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
血
縁
上
は
伯
父
、
甥
の
関
係
で
あ

り
、
日
常
生
活
で
は
養
父
子
と
同
様
で
あ

っ
た
。
本
稿
で
は
生
活
上
の
実
態
に

基
づ
き
養
父
子
と
し
て
取
扱
う
こ
と
で
統

一
し
て
あ
る
の
で
御
涼
解
い
た
だ
き

た
い
。

な
お
、
こ
の
史
料
に
続
く
記
述
か
ら
母
方
の
祖
父
蟹
沢
宅
左
衛
門
の
喪
に
服

し
、
従
来
通
り
の
交
際
が
続
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
天
保
二
年

（
一
人
三

一
）
に
は
二
十
二
歳
に
し
て
学
館
勤
学
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
１０

・
２９
）
さ

ら
に
同
年
に
は
息
子
を
病
死
さ
せ
て
い
る
。

（
１１

・
１７
）
そ
の
二
年
後
の
天
保

四
年
三
月
に
は
病
弱
な
母
の
看
病
を
理
由
に
、
勤
学
の
辞
退
を
願
い
出
て
許
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
翌
天
保
五
年
に
は
実
弟
敬
蔵
に
わ
ず
か
十
五
歳
の
若
さ
で

先
立
た
れ
て
い
る
。

（
３

・
１６
）
こ
の
時
期
、
陳
孝
に
と

っ
て
は
、
家
庭
的
に



暗
く
て
不
安
定
な
日
々
が
続

い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
、

「
書
記
詰
役
日
記
」

（
２９
‐

・８５
）
の
時
代
に
移
る
と
変
化
が
生
じ

て
く
る
。

〓

、
四
ツ
時
出
勤
致
候
虎
、
評
定
虎
わ
急
御
催
促

二
而
罷
出
候
、
御
評
定
奉

行
清
水
新
太
郎
御
副
役
根
本
鉄
蔵
中
坐
候

二
而
、
御
用
番
茂
木
筑
後
殿
被
仰

渡
候
は
、
相
沢
勘
助
代
詰
役
並
被
仰
付
候
趣
被
仰
渡
候
」

（
天
保
５

・
７

・

５
）
と
あ
り
、

二
十
五
歳
で
学
館
詰
役
並
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
祭
酒

の
地
位
に
あ
る
養
父
陳
令
と
職
場
を
同
じ
く
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
精
神
的

に
も
か
な
り
充
実
し
て
く
る
。

次
の

「
教
授
並
教
授
日
記
」

（
２５
‐
４２
）
に
な
る
と
さ
ら
に
勤
務
に
余
念
の

な
い
時
代
を
迎
え
る
。

ヨ

、
当
十
二
日
御
評
定
所
わ
御
催
促

二
候
得
共
、
痛
風

二
付
実
弟
山
太
夫
指

出
候
所
、
出
勤
之
上
可
被
仰
渡
趣

二
付
今
日
出
勤
致
候
所
、
御
評
定
奉
行
信

太
慶
之
助
御
副
役
大
山
学
助
中
坐

二
而
、
伯
者
殿
被
仰
渡
候
趣

二
而
、
畑
隆

太
代
教
授
並
被
仰
付
之
旨
被
仰
渡
、
即
御
評
定
所

へ
御
礼
申
上
候
所
、
老
中

御
達
被
成
候

（中
略
）

同
役
左
之
通

教
　
授
　
今
泉
八
右
衛
門
　
江
間
貞
八
　
斎
藤
良
吉
　
西
官
豊
太

長
山
時
太
　
畑
隆
太

同
　
並
　
北
村
弥
二
郎
　
相
沢
勘
助
　
牛
丸
重
左
衛
門
　
磯
野
貫

一
郎

白
土
右
門
　
拙
者
」
　

　

　

　

（嘉
永
２

●
２

・
２０
）

こ
の
史
料
で
わ
か
る
と
お
り
、
弘
化
三
年

（
一
八
四
六
）
父
陳
今
の
死
後
三

「
野
上
文
書
」
の
研
究

年
に
し
て
、
四
十
歳
で
教
授
並
に
就
任
で
き
た
の
で
あ
る
。
父
の
二
十
八
歳
に

比
較
す
れ
ば
随
分
遅
い
感
じ
も
す
る
が
、
生
来
の
病
弱
と
父
が
祭
酒
と
し
て
頑

張

っ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ

の
後
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
諸
記
録
を
も
と
に
整
理
し
表
４
と
し
て
掲
げ
る
。

野 上 陳 孝 の 経 歴

蟹沢軍蔵の子として誕生

表  4

文化 7
文政 4.    野上東蔵に引き取 られ養子となる
″  8 5.  御小姓に任命される (～天保 5.5)

天保 5 5.6 御学館書記に任命される (～天保 6 7)
″  6.7.5 御学館詰役並に任命される

嘉永 2.2 20 御学館教授並に任命される (～嘉永 5 7)
″  5 7.6 御学館教授に任命される (～安政 6 12)

万延  1 7 5 御学館詰役支配見習に任命される (～文久 2.12)
文久 2 12.12 御副役に任命される (～慶応 3.11)

(文久 3 6 憲諒院様御忌御法事御用係を担当)

(″  3.8 御上京御用係を担当)

(″  3 10 御刑罪係を担当)

(元治 1 5 江戸御用係を担当)

(″  2.4 江戸詰となる)

(慶応 2.3 江戸詰にて御上京御用係を担当)

(″  3 4 若殿様御初登城二付御用係を担当)

慶応 3.11.22 御学館詰役支配に任命される (～明治 2.5)



一
野
上
文
書
一
の
研
究

嶋
　
学
館
史
料
の
特
質

さ
て
、
野

上
父
子
の
全
体
像
を
見
て
ゆ
く
上
で
前
節
の
経
過
が
示
す
よ
う
な

両
者
と
―、
勤
番

（詰
役
）
、
学
館
詰
役
支
配
、
教
授
、
文
学
、
祭
酒
な
ど
学
館

の
重
要

な
任
務
に
あ

っ
た
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
史
料
に
即
し
て

整
理
す
る
と
妻
Ｓ
の
■
う
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
す
べ
て
に
っ
い
て
論
ず
る
の
は
紙
数
上
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
Ｉ

ｈ

「
下
筋
督
学
御
用
記
録
」

（
野
上
陳
令
）
と
Π

ｅ

「
提
学
日
記
」

（
野
上
陳

孝
）
の
二
つ
に
絞

っ
て
論
じ
て
み
る
。

Ａ

「
下
筋
督
学
御
用
記
録
」

（
２９
‐

‐９４
）

督
学
と
提
学
の
定
義
は
す
で
に
学
館
首
脳
部

（祭
酒
、
文
学
、
助
教
）
に
よ

る
郷
校
巡
回
を
　
督
学
」

と
呼
び
、
学
館
教
授
が
定
期
的
に
毎
年
行
う
郷
校
巡

回
を

一，提
学
」
と
称
す
る
と
規
定
済
み
で
あ
る
。

野
上
国
佐
が
文
政
五
年

（
一
八
三
二
）
五
月
、
文
学
に
就
任
し
た
こ
と
は
前

節
で
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
従

っ
て
、
彼
が
文
政
八
年
二
月
十
三
日
に
出
足
し
、

同
年
五
月
九
日
に
帰
着
し
た
下
筋
督
学
の
記
録
は
、
ま
さ
に
督
学
の
条
件
を
満

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の

一
部
始
終
を
知
る
上
で
こ
の
記
録
は
現
在

唯

一
の
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
内
容
に
移
ろ
う
。
ま
ず
文
政
七
年
八
月
四
日

〓

、
昨
三
日
御
評
定
所
役
前
国
安
又
左
衛
門
吉
川
忠

一
郎
わ
今
四
日
御
年

寄
衆
被
仰
含
候
御
用
有
之
候
放
、
出
勤
可
致
之
旨
申
来
、
登
城
致
候
所
御
用

番
小
瀬
又
七
郎
殿
御
列
席
石
塚
主
殿
殿

二
而
、
此
度
下
筋
督
学
御
用
被
仰
付

表 5 教 学 関 係 史 料 の 構 成 内 容

一
一
二

史 料 表 題 点 (冊 ) 言己 載 年 代 請求記号

I

陳

令

関

係

分

a日     記 1(2) 寛 政 6. 10～ 文 化 7. 7 29-197
b役 記

一
日豆

削 1(1) 文 化 12.9～ 文 政 5.4 29--164

c日     記 1(1) 文 政 4.5～ 文 政 4 7 29--162

d 言己           ,1 1(1) 文 政 9.12～ 天 保 12.12 29--163

e御 学 館 係 御 用 記 録 1(1) 文 政 2.3～ 文 政 5 4 25--57

f友 千 代 様 御 授 読 日 記 1(1) 文 政 5.9～ 文 政 6.3 25--26

g御 学 館 文 学 日 記 1(5) 文 政 5.5～ 天 保 4.12 25--29

h下 筋 督 学 御 用 記 録

i祭 酒 御 用 日 記

1(1)

1(6)

文 政 7.8～ 文 政 8.5
天 保 5.1～ 弘 化 3.2

29--194

25--31

Π

陳

孝

関

係

分

a御 小 姓 日 記 1(1) 文 政 8 5～ 天 保 5.5 29--184

b書 記 詰 役 日 記 1(1) 天 保 5.5～ 天 保 6.12 29--185

c詰  役  日 記 1(1) 天 保 7.1～ 天 保 7.12 29--186

d教 授 並 教 授 目 記 1(3) 嘉 永 2.2～ 安 政 6.12 25--42

e提  学  日 記 1(2) 嘉 永 5.7～ 安 政 7.9 25-44
f日     記 1(1) 嘉 永 7.1～ 嘉 永 7.8 25--41

g詰 役 支 配 見 習 日 記 万 延 1 7～ 文 久 2.12 25--58

h御 学 館 詰 役 支 配 日 記 慶 応 3.H～ 明 治 2.5 25--47



候
趣
被
仰
渡
候
、
右
畢
而
高
橋
小
平
仙
北
筋
督
学
被
仰
付
候
」

と
あ
り
、
野
上
国
佐
、
高
橋
小
平
両
名
の
督
学
が
藩
庁
か
ら
伝
達
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
文
化
十
三
年
、
北
村
平
四
郎

（詰
役
支
配
）
が
仙
北
筋
の
督
学

を
行

っ
て
以
来
、
実
に
九
年
ぶ
り
の
実
施
で
あ

っ
た
。
但
し
、
詰
役
支
配
な
が

ら
高
橋
小
平
が
起
用
さ
れ
た
の
は
、
助
教
糸
井
伊
兵
衛
の
病
気
が
全
快
し
な
い

た
め
で
、
北
村
平
四
郎
の
前
例
に
な
ら

っ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。

次
に
決
定
か
ら
出
発
ま
で
の
経
緯
を
記
録
か
ら
整
理
す
る
と
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

①
八
月
四
日
、
督
学
の
付
添
教
授
の
決
定
を
願
い
出
る
。
政
務
所
は
教
授
は

年

々
回
在

（提
学
）
が
あ
る
か
ら
、
教
授
並
か
ら
吟
味
し
て
選
ぶ
よ
う
に

指
示
を
与
え
る
。
学
館
内
で
協
議
の
結
果
、
根
本
鉄
蔵
と
川
井
龍
蔵
に
決

定
す
る
。

②
八
月
五
日
、
根
本
鉄
蔵
が
野
上
国
佐
の
付
添
に
決
定
す
る
。

ｎ
八
月
九
日
、
野
上
、
高
橋
両
名
は
箇
条
書
に
て
左
記
の
上
申
を
行
う
。

一
、
先
年
督
学
罷
越
候
節
、
講
釈
致
者
も
有
之
、
不
致
者
も
有
之
候
得
共
、
講

釈
は
致
事

二
申
合
候
事

一
、
諸
生
共
学
業
試
方
之
次
第
井
試
之
上
、
其
願
寄
銀
子
拾
匁
以
下
筆
墨
紙
等

御
賞
被
下
候
事

一
、
武
芸
師
役
抜
群
出
精
之
者
、
其
支
配
お
申
出
候

ハ
ゝ
北
村
平
四
郎
罷
越
候

節
之
先
例
も
有
之
候
故
、
賞
金
百
疋
宛
被
下
候
事

以
上
三
カ
条
に
つ
き
御
用
番
小
瀬
又
七
郎
、
御
列
席
石
塚
主
殿
の
許
可
を

得
る
。

「
野
上
文
書
」
の
研
究

０
同
じ
八
月
九
日
、
評
定
所
よ
り
大
館
、
十
二
所
、
桧
山
の
屋
敷
番
、
能
代

奉
行

へ
野
上
国
佐
、
根
本
鉄
蔵
の
督
学
実
施
の
通
達
を
行
う
。

同
回
在
の
費
用
と
し
て

一
カ
月
に
つ
き
藩
御
当
用
よ
り
百
五
十
日

（
但
し

一

カ
月
分
は
借
上
）
、
学
館
よ
り
百
目
ず

つ
、
外
に
勤
行
物
入
に
つ
い
て
二

百
目
を
学
館
が
支
払
う
と
の
連
絡
が
あ
る
。

０
八
月
十
二
日
、
大
館
、
桧
山
屋
敷
番

へ
督
学
の
際
、
大
夫
休
息
の
間
を
詰

所
に
借
り
上
げ
る
旨
伝
達
す
る
。

ｎ
八
月
二
十
二
日
、
総
裁
よ
り
校
中

一
統
に
対
し

「
被
仰
渡
書
」
が
次
の
内

容
で
布
達
さ
れ
た
。

「
御
先
代
様

二
お
ゐ
て
、
御
学
館
井
諸
郷
校
御
造
立
、
数
多
之
学
官
を
被

立
置
、
御
家
中
御
取
立
被
成
置
候
厚
き
思
召
之
義
は
、
前
以
被
仰
知
候

通
候
、
毎
郷
之
学
官
当
職
教
導
之
義

ハ
勿
論
、
御
本
館
お
も
年
々
提
学

教
授
被
差
越
御
取
立
被
成
置
、
尚
又
折
々
学
長
督
学
被
仰
付
、
学
業
之

成
功
を
御
吟
味
被
成
置
候
義

ハ
、　
一
統
心
得
仕
候
通
之
所
、
去

ル
子
年

北
村
平
四
郎
被
相
廻
候
以
来
、
年
数
も
程
立
且
明
年
は
御
入
部
之
御
年

柄

二
付
、
御
取
調
之
旨
も
有
之
、
芳
今
般
語
は

イヽ国
甦
督
学
被
差
越
候
間
、

何
も
被
得
其
意
数
年
之
功
業
相
顕
し
、
猶
も
出
精
専
要
之
事
」

以
上
の
内
容
か
ら
も
、
翌
文
政
八
年
の
藩
主
義
厚
の
帰
国
ま
で
、
学
問
の

興
隆
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
い
意
図
が
は

っ
き
り
読
み
と
れ
る
。

③
同
八
月
二
十
二
日
御
膳
用
方
よ
り
筆
、
墨
、
半
紙
、
蟻
燭
な
ど
の
支
給
に

つ
い
て
連
絡
が
く
る
。

０
八
月
二
十
四
日
、
高
橋
小
平
が
上
筋

（雄
勝

。
平
鹿

。
仙
北
）
督
学
に
出

一一一一一



「
野
上
文
書
」
の
研
究

発
す
る
。

以
上
①
１
０
の
経
過
を
経
て
、
は
じ
め
て
督
学
の
第

一
歩
を
踏
み
出
し
た
こ

と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
野
上
国
佐
自
身
は
ど
う
か
と
言
う
と

「
閏
八
月
九
日
、

先
日
小
平
出
足
御
届
登
城
之
間
、
老
中
拙
者
様
子
御
尋

二
付

ヽ
早
速
出
勤
無
覚

東
申
上
候
所
、
左
候

ハ
ゝ
督
学
は
来
春
被
致
候
而
可
然
御
咄

二
付
、
小
平
右
之

段
総
裁

へ
も
申
上
候
所

ヽ
此
間
総
裁
内

々
御
拙

二
　
来
春

二
延
願
申
立
可
然
替

多
門

へ
被
仰

二
付
、
尚
六
日
多
門
罷
越
申
聞
候
故
、
拙
者
わ
表
向
願
申
立
候
事

二
而
ハ
、
御
役
と
も
如
何
故
、
内

々
総
裁
迄
願
申
止
総
裁
６
老
中

へ
被
仰
上
、

上
わ
病
状
形
被
及
御
聞
、
回
在
来
春
迄
被
延
置
趣
被
仰
渡
被
下
置
趣
」
を
申
し

出
て
許
可
さ
れ
て
い
る
Ｇ
そ
し
て
病
気
届
に
よ
り
保
養
休
暇
に
入

っ
た
の
で
あ

Ｚυ
。

（２
）

明
け
て
文
政
八
年
二
月
十
三
日
、
国
佐
は
い
よ
い
よ
督
学
に
出
発
し
た
。
以

下
そ
の
経
過
を
ま
と
め
る
と
表
６
の
よ
う
に
な
る
。　
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に

督
学
の
実
施
に
は

一
つ
の
型
式
が
出
来
て
い
る
。

い
　
所
支
配
を
訪
間
、
被
仰
渡
書
披
見
↓
０
　
講
釈

。
会
読
日
の
決
定
↓

０
　
郷
校

一
統
に
被
仰
渡
の
趣
を
伝
達
↓
０
郷
校
教
授
以
下
に
教
導
方
を
指

示
↓
い
　
講
釈

。
会
読
開
始
↓
②
　
教
授
等
を
見
舞
う
↓
０
　
学
業
御
試
の

実
施
↓
②
　
御
試
優
秀
者
に
賞
与

・
賜
宴
↓
の
　
書
院
教
授
の
伺
い
に
回
答

↓
―コ＞
　
所
支
配

へ
の
暇
乞
　
以
上
が

一
つ
の
流
れ
で
あ
る
。

さ
て
、
桧
山
で
は
素
読
御
試
を
め
ぐ
っ
て
、
学
館
の
方
針
に
反
し
年
齢
未
満

者
の
実
施
や
、
御
試
済
の
者
の
届
け
を
怠

っ
た
件
に
つ
い
て
相
談
を
う
け
た
国

佐
は
、
き
わ
め
て
穏
便
な
る
解
決
を
図

っ
て
い
る
。
ま
た
、
孝
経
の
講
釈
が
規

二
四

定
の
三
回
で
は
不
定
で
あ
る
と
の
注
文
に
応
え
て
大
幅
に
増
し
て
い
る
。

能
代
は
わ
ず
か
三
日
間
な
が
ら
、
給
人
と
下
代
の
身
分
差
か
ら
生
ず
る
感
情

問
題
に
配
慮
し
つ
つ
、
平
日
の
看
書
、
会
読
は
同
席
さ
せ
る
方
法
を
実
現
し
て

い
る
。

大
館
で
は
所
支
配
石
見
殿
の
子
息
元
千
代
殿
の
た
め
に
特
別
講
義
を
行

っ
て

い
る
。
ま
た
、
町
人
岩
沢
作
兵
衛
の
八
千
貫
寄
進
と
引
換
え
の
永
々
近
進
並
取

立
願
い
を
藩
庁
に
取
次
ぎ
、
解
決
ま
で
関
わ

っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

十
二
所
で
は
目
付
佐
藤
左
門
の
病
気
に
よ
る
御
役
御
免
を
決
め
、
さ
ら
に
就

学
見
込
み
の
な
い
詰
役
、
同
仮
役
各

一
名
を
解
任
し
て
い
る
。
そ
し
て
郷
校
教

授
か
ら
提
出
さ
れ
た
伺
い
三
カ
条
に
は
附
札
を
も

っ
て
回
答
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
地
域
の
事
情
に
よ

っ
て
生
じ
て
く
る
諸
問
題
に
も
適
切

な
対
応
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
い
ご
に
督
学
の
内
容
を
性
格
に
よ

っ
て
大

別
す
る
と
次
の
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
三
つ
と
な
ろ
う
。

ω
　
在
方
の
学
問

・
教
化
に
関
す
る
実
情
視
察
を
行
う
と
共
に
、
藩
の
文
教

政
策
の
徹
底
に
つ
と
め
全
藩
的
統

一
を
図
る
こ
と

０
　
講
釈
や
郷
校
教
授
た
ち

へ
の
指
導
、
さ
ら
に
は
学
業
御
試
の
実
施
を
通

じ
て
在
方
の
教
育
水
準
の
向
上
に
務
め
る
こ
と

０
　
そ
の
他
、
文
教
政
策
に
関
連
の
あ
る
懸
案
事
項
を
処
理
す
る
こ
と

こ
れ
を
具
体
的
内
容
に
即
し
て
の
べ
る
こ
と
、
０
に
は

「
被
仰
渡
」
の
趣
旨

徹
底
や
、
職
員
の
綱
紀
や
勤
務
の
監
督
、
勉
学
の
奨
励
、
制
度
の
整
備
等
が
該

当
す
る
。
同
に
は
講
釈

。
会
読

・
詩
会
の
充
実
、
御
試
の
実
施
と
褒
賞
等
が
あ

げ
ら
れ
る
。
０
に
は
人
事
処
理
、
学
館

へ
の
献
金
問
題
、
能
代
で
は
下
代
の
取



表 6 文政 8年  野上国佐  下筋督学 の実状

「
野
上
文
書
」
の
研
究

山桧 代能 館大 所J―

滞

在

期

間

20 日 間

14～ 3(2 4)

3 日 間

(3 5～ 3 7)

21日 間

(3   9-3  29)

21 日 間

(3 30～ 4 20)
O下総殿に見舞、被仰渡書 10能代の教授中田老之

入披見。 助 より、改まった時

0下総殿より素読御試の年 | を除き、給人、下代

t[言 [[温:i17「〕警|[[唇 ;「

るよう申
の届を学館にしなかった | (2月 18日 )

ことについて内諾を求め 10下代も教授宅におい

られ許す。       | て勉学させる。平日
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C講釈孝経21日 、25日 、291 (3月 2日 )

日と定める。      10村 井文右衛門宅を宿

0会読史記18日 より隔日と 1 舎とする。教授以下

定める。 (以 上15日 ) 1 見舞にくる。

C本堂にて被仰渡の趣を申 | (3月 5日 )

渡す。 10総裁よりの被仰渡書

0教授両人 (小沼隼大、伊 1 を読み上げ、教授に

藤文入郎)へ教導方を指 1 渡す。

示。 (以 上16日 )

0督学につき、教授以下―

統郊外送迎するよう大食

へ指示する許可を藩庁に

求める。 (17日 )

20日 言午T可。
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73笙

1人御試
|

済み。 (28日 )    |
C教授、教授見習へ見舞。 |
0学業御試優秀者 6名 に銀 .

子2両、2名囃子1嵩
|

11

4名 に塵紙 1束を賞与す
|

る。 (以 上29日 )   |
。詩会、宴会、大夫、文学 |

演説後酒宴。 (3月 1日 )|

0左伝会読。 (3月 2日 )|
C下総殿へ暇乞、教授より |

五カ条の伺あり。

    |(以 上3月 4日 )   ,

|

|

(以 上10日 )

る。 (16日 )

0教授見習石井伝内御役訴

し出 は却 下 の 旨 申 し来 た

0教授、目付へのオ旨示、伺

いへの附礼。 (19日 )

0筑後殿へ暇乞。 (20日 )
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(以 上9日 )
Э郷校において被仰渡の趣

0石見殿へ、被仰,

質す教授以下への教

見。
1ついて指示を与え

本堂において被4

を申渡す、また、
コ庸 3日 、 9日 、 14

下への教導方に
l言己ラマイヽ5日 、 12日 、

示を与える。
史記内会 6日 、11

0講釈大学12日 、:

学会10日 に定める。

三4月 1日 )

日と定める。 。筑後殿より講釈を頼まれ°
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°

[;][[][][[ilol[li[[illil

O詰役学業御試 5人相済み。| 
る。 (以上6日 )

(21日 )       |° 佐藤佐門病気につき御役
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O詰役 1人学生 2人御試相 | (13日 )

済み。 (25日 )    IC詰 役 3人、同仮役 2人御

O御試優秀者 3名 に銀子 21 試相済み。
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「
野
上
文
書
」
の
研
究

扱
い
等
が
こ
れ
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
督
学
は
学
長

（祭
酒

。
文
学

・
助
教
）
の

一
人
が
現
地
に

赴
く
の
で
あ
る
か
ら
、
き
わ
め
て
大
き
な
権
限
が
藩
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
所
支
配
の
意
向
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
実
際
は
藩
庁
や
学
館
の
代

弁
者
と
し
て
人
事
、
教
育
内
容
両
面
で
大
き
な
力
を
発
揮
し
て
い
る
。
郷
校

ヘ

も
表
玄
関
か
ら
堂
々
と
出
入
り
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
立

場
の
重
さ
を
誇
示
す
る
意
図
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
教
授
が
行
う

提
学
の
内
容
は
ど
う
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
、
次
に
と
り
あ
げ
て
み
る
。

Ｂ

「
提
学
日
記
」

（
２５
‐
４４
）

提
学
に
つ
い
て
は
寛
政
七
年
が
そ
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。
始
め
春
秋
二

名
ず

つ
年
四
名
の
教
授
が
八
郷
校
を
巡
回
し
た
が
、
文
政
八
年
以
後
は
二
名
の

教
授
で
四
校
ず

つ
受
け
も

つ
と
さ
れ
る
が
、
実
態
は
必
ず
し
も
そ
の
通
り
と
は

言
え
な
い
。

以
下
、
教
授
野
上
栄
之
進

（陳
孝
）
の

「
提
学
日
記
」
か
ら
そ
の
具
体
的
内

容
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
嘉
永
五
年

（
一
八
五
三
）
七
月
二
日
、
野
上
栄

之
進
は
藩
庁
に
呼
び
出
さ
れ
、
十
二
所
、
桧
山
六
十
日
の
提
学
を
命
じ
ら
れ
た
。

同
時
に
教
授
磯
野
貫

一
郎
は
院
内
、
湯
沢
六
十
日
の
提
学
を
命
じ
ら
れ
た
。
こ

の
時
栄
之
進
は
教
授
並
で
あ
り
、
四
日
後
に
再
度
呼
び
出
さ
れ
教
授

へ
の
昇
格

が
決
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
提
学
の
人
選
が
先
行
し
て
、
提
学
の
資
格
で

あ
る
教
授
の
地
位
は
後
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、　
一
カ
月
後
の
八
月
二
日
に
は
回
在
御
合
力
三
百
目
、
筆
墨
料
十
匁
、

一
一六

六
十
日
の
勤
行
御
合
力
五
拾
日
、
合
せ
て
二
百
六
十
日
の
費
用
が
与
え
ら
れ
る

旨
伝
達
さ
れ
た
。
身
分
上
の
差
の
た
め
、
督
学
に
比
べ
て
か
な
り
費
用
は
低
額

と
な

っ
て
い
る
。
八
月
十
八
日
、
足
痛
を
理
由
に
駕
籠
の
使
用
を
願
い
出
る
。

そ
し
て
八
月
二
十

一
日
、
い
よ
い
よ
城
下
を
出
発
し
七
日
目
に
目
ざ
す
十
二
所

に
到
着
し
て
い
る
。

十
二
所
で
の
講
義
の
日
程
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ｏ
講
釈

「
論
語
」
　

四
日
、
十
四
日
　
○
会
読

「
左
伝
」
　

一（
日
、
十
六
日

ｏ
御
試
　
廿
日
―
廿
四
日
　
　
　
　
　
○
詩
会
　
十
六
日

し
か
し
、
こ
の
十
二
所
で
大
夫

（所
支
配
）
を
見
舞

（挨
拶
）
し
た
際
の
処

遇
を
め
ぐ

っ
て
、
栄
之
進
は
強
い
不
審
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
控

の
間
で
あ
る
溜
之
間
で
刀
を
預
け
、
さ
ら
に
膳
番
の
先
達

で
小
姓
詰
坐
敷
の
間

で
待
た
さ
れ
た
こ
と
に
不
満
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
大
夫
が
不
快

（病
気
）
に

つ
き
面
会
で
き
な
か

っ
た
こ
と
も
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
と
思
わ
れ
る
。

彼
は
、
帰

っ
て
か
ら
郷
校
教
授
ら
に
そ
れ
を
聞
い
た
だ
し
た
が
、　
一
昨
年
、

昨
年
も
こ
の
形
式
で
あ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
栄
之
進
は
納
得
が

い
か
ず
、
学
館
宛
に
間
取
の
図
面
ま
で
書
き
添
え
た
内
書
を
送

っ
て
指
示
を
仰

い
で
い
る
。

「
何
れ
御
返
事
不
被
下
内

ハ
、
筑
後
殿

へ
御
見
舞

ハ
相
居
可
申
候
」

（
９

ｏ
３
）
の
語
気
に
憤
り
の
ほ
ど
が
わ
か
る
。

四
日
の
講
釈
は
不
快
よ
り
中
止
し
た
。
ま
た
郷
校
教
授
ら
が
、
次
回
に
大
夫

が
講
釈
に
出
席
の
際
、
初
講
ゆ
え
梓
を
着
用
す
る
が
先
生

（栄
之
進
）
は
ど
う

な
さ
れ
る
の
か
と
尋
ね
た
の
に
対
し
て

「
大
夫
上
下
被
着
候
連
、
拙
者
着
可
致

筋
無
之
故
、
上
下

ハ
着
不
致
候
」
と
強
気
の
姿
勢
を
崩
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ



が
学
館
教
授
ら
の
協
議
の
結
果
が
九
月
十

一
日
書
状
で
到
着
し
、
大
夫
見
舞
の

形
式
は
先
例
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
が
は

っ
き
り
し
、
や
っ
と
納
得
し
た
の
で

あ
る
。
や
は
り
、
教
授
に
昇
進
し
た
ば
か
り
で
、
自
分
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
の

で
は
と
の
思
い
込
み
が
こ
ん
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
滞
在
期
間
中
栄
之
進
は
講
釈
、
会
読
、
御
試
な
ど
の
合
間
を
縫

っ
て

結
構
息
抜
き
の
楽
し
み
を
も

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

「
大
瀧

へ
入
湯
致
八
ツ

過
参
、
暮
迄
罷
帰
候
」

（
９

・
４
）
と
い
う
よ
う
に
大
瀧
温
泉
が
近
い
た
め
入

湯
に
は
頻
繁
に
出
向
い
て
い
る
。

「
夕
後
長
興
寺

二
角
力
有
之
罷
越
候
」

（
９

ｏ

Ｈ
）
と
相
撲
見
学
し
た
り
、

「
教
授
幾
之
助
わ
酒
弐
升
重
箱
五
段
参
候

二
付
」

教
授
以
下
を
集
め
酒
宴
を
開
い
た
り
し
て
い
る
。
酒
宴
の
回
数
は
滞
在
中
か
な

り
の
数
に
の
ぼ

っ
て
い
る
。

な
お
、
督
学
よ
り
権
限
が
小
さ
い
た
め
、
人
事
や
御
試
に
か
か
わ
る
重
要
事

項
は
す
べ
て
学
館

へ
指
示
を
仰
ぐ
必
要
が
あ
り
、
書
状
の
往
復
が
盛
ん
で
あ
る

の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
二
人
の
郷
校
教
授
か
ら
郷
校
運
営
に
か
か
わ

る
七
カ
条
の
質
問
状
を
受
け
取

っ
て
も
、
こ
れ
に
直
ち
に
回
答
は
出
来
な
い
。

す
べ
て
学
館
に
帰

っ
て
の
指
示
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
９

ｏ
２２
）

か
く
し
て
、
九
月
二
十
八
日
に
は

一
カ
月
滞
在
の
十
二
所
を
離
れ
、
翌
二
十

九
日
桧
山
移

っ
た
の
で
あ
る
。
十
月
二
日
桧
山
で
の
講
義
の
日
程
が
次
の
よ
う

に
定
ま

っ
た
。

ｏ
講
釈

「
大
学
」
　

六
日
、
十
九
日
　
○
会
読

「
史
記
」
　

九
日
、
十
二
日

十
六
日
、
廿

一
日

し
か
し
、
風
邪
の
た
め
六
日
か
ら
の
講
釈
は
不
可
能
と
な

っ
た
。

「
当
月
四

「
野
上
文
書
」
の
研
究

日
岩
館
詰
石
川
慶
八
わ

の
飽
十
五
杯
到
来
、
同
六
日
能
代
教
授
吉
田
忠
郎
わ
鴨

壱
羽
到
来
致
候
」

（
１０

・
Ｈ
）
と
い
っ
た
知
人
か
ら
の
贈
物
が
わ
ず
か
に
心
の

慰
め
で
あ

っ
た
。

つ
い
に
栄
之
進
は
講
義
日
程
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
。

ｏ
講
釈
　
十
四
日
、
廿

一
日
　
〇
会
読
　
十
二
日
、
十
六
日
、
十
九
日
、

十
三
日

桧
山
で
は
大
夫
の
嫡
子
菊
太
郎
殿
が
大
縄
織
衛
を
師
範
と
し
て
勉
学
し
て
お

り
、
十
月
十
八
日
に
師
を
主
賓
に
招
い
て
内
会
を
催
す
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の

内
会
に
提
学
中
の
栄
之
進
も
招
待
し
た
い
意
向
が
伝
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
彼

は

「
然
者
織
衛
事
大
夫
之
師
範

二
付
主
立
候
而
会
を
始
候
所

へ
、
私
御
招

二

Ｊ

ハ
些
如
何

二
存
候
、
私
事
不
学
な
が
ら
御
当
所
提
学
御
用
被
仰
付
、
大
夫
始

一

郷
御
取
立

二
罷
出
候
義

二
候
」

（
１０

。
１６
）
と
の
べ
、
自
分
が
織
衛
主
催

の
内

会
に
出
席
す
る
の
は
筋
が
通
ら
な
い
。
自
分
に
頼
む
内
会
な
ら
別
に
日
を
立
て

て
欲
し
い
と
婉
曲
に
招
き
を
断

っ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
学
館
派
遣
教
授
の
自
負

心
が
鮮
明
に
あ
ら
わ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
桧
山
に
も
三
十
日
間
滞
在
し
、
十

一
月

一
日
出
発
、
同
四

日
久
保
田
に
無
事
帰
着
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
簡
潔
に
督
学
と
提
学
に
つ
い
て
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
な
点
が
指
摘

で
き
る
だ
ろ
う
。

０
日
　
数
―
六
十
日
前
後
で
両
者
に
差
異
は
な
い
。
但
し
、
提
学
は
毎
年
回

在
あ
り
。

け
校
　
数
―
督
学
は
上
筋
、
下
筋
に
分
か
れ
三
校
は
ま
わ
る
が
、
提
学
は
二

校
程
度
で
あ
る
。

一　
一
‐ｒ
』



「
野
上
文
書
」
の
研
究

０
人
　
員
―
督
学
で
は
学
長
が
教
授
並
を
伴
う
が
、
提
学
は
教
授
が

一
人
で

巡
回
す
る
。

０
教
　
導
―
督
学
で
は
政
務
内
容
に
も
踏
み
こ
み
、
小
事
は
自
己
の
判
断
で

決
す
る
。
提
学
は
講
義
、
御
試
が
中
心
で
、
軽
い
質
問
で
も
学

館
の
指
示
を
待

っ
て
回
答
す
る
。

ｎ
待
　
遇
―
督
学
は
格
式
の
高
い
学
長
ク
ラ
ス
で
あ
る
か
ら
、
所
支
配
の
応

待
も
丁
重
で
あ
る
。
提
学
の
教
授
に
対
し
て
は
礼
儀
に
欠
け
る

応
接
も
時
折
見
ら
れ
る
。
但
し
、
郷
校
教
授
以
下
と
の
親
交
は

提
学
の
方
が
は
る
か
に
深
い
。

文
政
と
嘉
永
の
年
代
差
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
両
者
に
は
こ
れ
だ
け
大
き
な

差
異
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
督
学
、
提
学
を
直
接
扱

っ
た
二
つ
の
野
上
文
書
を
分
析
し
た
わ
け
で

あ
る
が
、

こ
れ
は
全
史
料
の
ほ
ん
の

一
部
の
記
録
と
い
っ
て
よ
い
。

『
秋
田
県

史
』
を
は
じ
め
多
く
の
通
史
に
利
用
さ
れ
て
い
る
陳
令
の

「
御
学
館
文
学
日
記
」

「
祭
酒
御
用
日
記
」
、
陳
孝
の

「
御
学
館
詰
役
支
配
日
記
」
等
は
、
秋
田
藩
教

学
史
の
見
地
に
た
て
ば
、
史
料
の
宝
庫
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
史
料
の
全
容

が
解
明
さ
れ
て
、
始
め
て
秋
田
藩
の
教
学
史
は
大
き
く
前
進
す
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。①

　

「
野
上
文
書
」
に
連
な
る
史
料

前
節
ま
で
野
上
文
書
を
中
心
に
み
て
き
た
が
、
文
書
の
系
統
化
を
図
る
に
は

ど
う
し
て
も
関
連
史
料
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
史
料
は
数

多
い
が
、
ま
ず
野
上
氏
の
家
系
、
経
歴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
第
二
節
で
用

一
一八

い
た

「
野
上
陳
令
書
簡
帖
」

（
Ａ

２８９
‐

２．．
‐

．
）
が
そ
の
筆
頭
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
年
号
欠
の
書
状
控
が
多
い
と
は
い
え
年
代
比
定
が
十
分
可
能
な
も
の

を
含
め
て
、
藩
政
史
料
の
不
足
を
補
う
意
味
で
大
切
な
内
容
を
も

つ
も
の
が
多

い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
陳
令
が
栄
之
進
に
送

っ
た
短
い
手
紙
を
含
め
て
、
私

的
に
も
陳
令
個
人
を
知
る
上
で
貴
重
な
も
の
が
あ
る
。
具
体
例
を
あ
げ
て
み
よ

え「／。①
　
天
保
二
年
卯
二
月
四
日

「
柏
木
流
甲
冑
太
刀
打
、
御
学
館
御
会
日
是
迄
月
々
廿
四
日
夕
後
之
所
、

以
来
は
昼
之
内

二
願
申
立
相
済
、
教
授
小
貫
太
助
取
扱
也
　
」

彼
が
柏
木
流
の
太
刀
打
師
範
を
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
門
弟
に
つ
い
て
は
督
学
の
際
の
見
送
り
人
数
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
も

の
の
実
技
を
行

っ
て
い
る
具
体
的
史
料
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。

そ
の
点
で
貴
重
と
言
え
よ
う
。

②
・
天
保
五
年
正
月
十
二
日

「
今
日
内
記
殿
山
荘

へ
年
礼

二
御
出
候
節
被
仰
候

ハ
、
此
間
大
和
殿
相
達

候
筈
山
荘
住
居
之
義
、
大
和
殿
、
源

一
郎
殿
、
拙
者
二
人
相
揃
、
御
前

へ
申
上
げ
被
御
聞
届
侯
卜
被
仰
付
侯

二
付
、
重
畳
難
有
仕
合
安
堵
仕
候

趣
申
上
候
」

こ
れ
は
野
上
国
佐
が
檜
山
に
山
荘
を
営
ん
で
い
た
が
、
前
年
こ
こ
に
常
住
す

る
許
可
を
藩
主
に
求
め
、
小
野
岡
大
和
を
通
じ
て
内
聴
に
達
し
開
き
届
け
ら
れ

る
よ
う
に
依
頼
し
て
い
た
こ
と
を
受
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
金

照
寺
山
に
常
住
す
る
こ
と
が
公
認
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
貴
重
な
史
料
で
あ



Ｚ
つ
。③

　

（
天
保
七
年
）
二
月
四
日

「
覚
」

「
此
度
諸
向
御
改
革
御
人
詰
被
成
置
候

二
付
、
御
学
館

二
お
ゐ
い
て
も
取

調
差
出
候
様
被
仰
渡
、　
一
同
申
合
候
所
、
御
学
館
之
義

ハ
外
御
役
所
と

違
ひ
、
広
く
御
教
導
被
成
置
、
御
家
中

一
同
被
差
出
候
御
場
所

二
付
、

多
人
数
罷
出
候
事
は
御
取
立
中
之
第

一
二
御
坐
候

（後
略
）
」

こ
の
史
料
は
天
保
の
藩
政
改
革
に
か
か
わ
る
も
の
で
、
人
詰

（
人
員
整
理
）

に
つ
い
て
学
館
麟
員
が
申
し
合
わ
せ
、
学
館
の
特
殊
性

（御
家
中
か
ら
広
く
人

材
を
集
め
育
成
を
進
め
て
い
る
場
所
柄
で
あ
る
）
を
配
慮
し
、
人
員
整
理
の
対

象
か
ら
除
外
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の

「
覚
」
は
さ
ら
に

諸
郷
校
の
財
政
事
情
が
逼
迫
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
以
上
の
経
費
節
減
は
経
営

を
不
可
能
に
す
る
と
訴
え
て
い
る
。

こ
れ
も
受
け
た
形
で
、
藩
は
学
館
の
学
長

・
館
長
に
被
仰
渡
の
上
、
天
保
七

年
七
月
二
日
、
書
附
を
も

っ
て
こ
の
件
に
つ
い
て
通
達
し
て
い
る
。
内
容
は
学

館
の
主
張
を
全
面
的
に
認
め
て
、

「
格
外
之
御
沙
汰
を
以
人
詰
不
被
成
」
、

「
夫
々
御
酌
上
被
成
置
候
得
共
、
御
学
田
之
儀
は
是
迄
通
之
姿

二
而
」
と
い
う

決
断
で
あ

っ
た
。
こ
の
史
料
が
な
け
れ
ば
、
天
保
改
革
の
前
段
に
な
さ
れ
た
学

館
側
の
必
死
の
陳
情
は
知
ら
れ
て
な
い
ま
ま
、
藩
首
脳
に
よ
る

一
方
的
な
優
遇

措
置
と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

っ
た
ろ
う
。

④

　

（
天
保
十

一
年
）
五
月
学
館
御
普
請
の
調
達

「
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
里
小　
屋

源
　
助

「
野
上
文
書
」
の
研
究

此
度
御
学
館
御
普
請

二
付
、
御
調
達
之
義
御
頼
被
成
候
所
、
早
速
御
受

申
出
候
段
、
出
精
深
切
之
至
候
、
対
面
可
及
挨
拶
之
所
、
此
節
病
気
之

由
、
不
及
其
義
候
、
依
之
目
録
之
通
被
下
候

五
　
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

こ
れ
は
天
保
九
年
五
月
に
焼
失
し
た
学
館
の
再
建
費
用
に
関
わ
る
史
料
で
あ

る
。
商
人
と
思
わ
れ
る
大
黒
屋
が
五
百
両
を
五
回
に
分
割
し
て
差
出
す
こ
と
も

明
記
さ
れ
て
い
る
。
学
館
再
建
は
祭
酒
野
上
陳
令
に
と

っ
て
重
要
な
任
務
の

一

つ
で
も
あ

っ
た
こ
と
が
良
く
わ
か
る
。

こ
の
他
に
館
内
の
教
学
史
料
で

「
野
上
文
書
」
の
内
容
を
理
解
す
る
上
で
、

直
接
、
間
接
に
連
な
る
史
料
を
あ
げ
る
と
、
表
７
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
他
、

『
佐
竹
家
譜
』

『
国
典
類
抄
』

『
御
亀
鑑
』

『
町
触
控
』
な
ど
刊

行
済
み
編
纂
史
料
の
関
連
記
事
を
検
索
蒐
集
す
れ
ば
厖
大
な
点
数
に
達
す
る
で

あ
ろ
う
。

ま
た
館
外
史
料
に
も
重
要
な
も
の
が
あ
る
。
主
な
も
の
を
列
挙
す
る
と
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

①

「
明
道
館
草
創
記
」

（千
秋
文
庫
　
東
京
都
）

②

「
佐
竹
南
家
文
書
」

（
国
立
史
料
館
　
東
京
都
）

③

「
尚
徳
書
院
関
係
史
料
」

（謙
堂
文
庫

東
京
都
）

④

「
佐
竹
南
家
日
記
」

（市
立
湯
沢
図
書
館
　
湯
沢
市
）

こ
れ
ら
の
史
料
は
す
べ
て
秋
田
藩
教
学
史
の
解
明
に
は
不
可
欠
の
も
の
と
い
っ

て
良
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
史
料
を
す
べ
て
総
括
し
、

「
野
上
文

書
」
を
中
心
に
目
録
作
成
の
た
め
に
再
編
す
れ
ば
図
２
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

二
九



表 7 本 館 所 蔵 の 主 要 教 学 史 料 一 覧

〔教学法令関係〕
AS 373.1     寛政以来学政御条 目井被仰渡
″ 373.2     学式
″ 373.3     御条 日 明治二年
″ 280-3-7   被仰渡控帳
AH 372.2     寛政五年 被仰出井執達 写
″ 372 9     義睦公御教育二付被仰渡箇条 嘉永二年
″   372 12   書状 (草稿 )

″   372 13   学館之面々へ申渡覚
″   372.14   金太夫、頼母御学館ニテ申談候趣 二付 (草稿)

″   372.15   養老之御教諭
″   372.16   今般学問向格別御更張二付 明達館 と御学館二被復置之被仰知稿

(草稿)

″   372 17   改造秋田藩国学明徳館上梁文 (野上陳令)

″   372 20   佐竹藩学制ニツキ御条 日及執達書
″   372.25   被仰渡 写
″   372 26   明治二年 学政御更張に就 き上書
″   372 3   寛政五丑年同六寅年留書外
″   372.18   御学館御執行二付
″   317 45-2  自寛政至文化被仰渡覚書

「
野
上
文
書
」
の
研
究

〔郷土資料〕
A 121-1     青義先生近思録道体師説
″ 204-6     碑銘鐘銘集
″ 280 13 1～ 9 秋田先哲墓碑
″ 288.3 49-2 疋国家墓地設置の証文
″  ″  49-8 疋田家譜
″ 289 211-1   野上陳令書簡帖
″ 289-652     中山青義先生封事草稿 写
″ 280.81-1   碑銘集― (野上陳令碑銘 )

″ 317-24     青義先生御役御免之願書
″ 317-28     秋田藩執政年代調
″ 372-1     明道館 日記 (寛政十一年)

″ 372-2～ 1      ″  (寛 政11.1～ 4)
″ 372-2～ 2      ″  (寛 政11.5～ 12)
″ 372-3     明徳館教授 日記
″ 372-4     天保八年 明徳館見役吏典冊
″ 372-5     野上陳令 明徳館御講釈作法二関スル覚書
″ 372-7     明徳館図面

〔混架資料〕
18-249     青義先生上書
751-126     廻在 日記 (天保四年 )

18-171     丁西録 全

庚  109-1      明徳館書籍 目録

三
〇



「
野
上
文
書

一
の
研
究

「佐竹文庫〕
(佐 11北家)

AIヾ  372-1 督学派遣の日達書 (寛政六年 )

″ 172-2 郷校養老式執行二付被仰渡書 (享和元年)

″ 372-3 郷校係役任命手順変更の覚書 ( ″ )
″ 372-4 卿校係役の処分に付何書ll(文化八年 )

″ 372-5 角館書院教授任命井授業 二付達書
(戸村)

A.I.372-1 御学館詰役等被仰付被下度申立書 (慶応二年)
″ 372-2 平元正代・斎藤良吉文学tt仰 付二付書状 (慶応三年)

″ 372-3 十二月十二 日年中御用仕舞御式
″ 372-4 角館御校内事情覚
″ 372-5 泉口弟大を教授に致候事に関 し十太夫宛書状

〔岡文庫〕
岡  755   ●‐8達館 日記
″ 756   明治二年 学制更張御条 目井学貝1 写
″ 757   学問奨励に関する存付 写
″ 758   督学御用 日記 (天保六年)写
″ 759   助教平元先生開塾記
″ 760   寛政五年中山文右衛『1以下役々被仰付之面々井被仰渡
″ 761   中山祭主記録之写
″ 762   御校御門内冠着用不致事に関する手拍
″ 763   養老御執行中諭留 写
″ 764   養老式に関する手押 写
″ 765   武芸方御学館へ被纏置に関する書付写
″ 766   陰之間御講釈被仰付之節帯剣に関 t老中へ差上候覚

〔東山文庫〕
AH 280-67 秋田名家墓碑文
″ 280-69 秋藩墓碑銘
″ 280--79 秋田名士小伝
″ 372-1 明道館上梁文
″ 372-4 御用留書井秘記
″ 372-5 武芸頭取相止学館頭取に被仰付之御達
″ 372-6 学館御用地代知覚
″ 372-7 天保十四年和学方附設に付草稿外
″ 372-8 明徳館和学方附設に付草稿
″ 372-10 明徳館和学方学風之儀に就 き意見書
″ 372-19 明道館学則
″ 372-21 旧藩学制調査案
″ 372-22 秋田藩費明徳館を続 りて
″ 372-23 旧記雑集
″ 372-24 惟神館壱則
″ 372-27 学制更張に就き上書

直|

〔山崎文庫〕
852   秋田教学資料 一輯～五輯
856   明徳館養老式御教諭書

L落穂文庫〕
21    青義先生講義
1327   学館之面々江申渡覚

〔渡部斧松家文書〕
4942   武治御学館フ、学に関する諸指示

落

″



一
野
上
文
書
」
の
研
究

貪官

蔵

史

米斗

秋 田 藩

(国 立史料館 ) (謙 堂 文 庫 )

鳳
出

（錐弓
辮い 郷

土
史
料

町 国

角虫
暴

控 抄
V

(明
道館草倉J言う

(千 秋 文 庫 )

館
外

史
料

〓
一二

結
び
に
か
え
て

当
館

「
混
架
資
料
」
群
の

一
つ

「
野
上
文
書
」
の
分
析
を
ひ
と
ま
ず
終
え
て
、

い
ろ
い
ろ
な
事
実
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
ま
ず
文
書
群
を
性
格
か
ら
０
教
学
関

係
史
料
　
②
奉
行
職
等
を
中
心
と
す
る
日
記
類
　
③
職
務
遂
行
に
備
え
た
諸
記

録
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ら
の
中
で
、
特
に
０
に
重
点
を
お
い
て
み
る
と
江
戸
後
期
の
秋
田
藩
の

教
育
制
度
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
か
な
り
未
知
の
部
分
を
解
明
で
き
る
こ
と
が

わ
か

っ
た
。
と
り
わ
け
、
督
学
と
提
学
に
つ
い
て
は
御
用
記
録
を
克
明
に
読
み

解
く
こ
と
に
よ

っ
て
両
者
の
異
動
を
明
確
に
で
き
た
と
思
う
。

さ
ら
に
、
関
連
史
料
の

一
つ

「
野
上
書
簡
帖
」
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
当
時

の
藩
の
政
策
決
定
を
裏
付
け
る
新
し
い
事
実
や
武
家
生
活
の
内
面
を
確
か
め
る

こ
と
が
出
来
た
と
思
う
。
今
後
は
必
然
的
に
館
外
史
料
ま
で
目
を
広
げ
て

「
野

上
文
書
」
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第

一
段
階
の

作
業
と
し
て
筆
者
が
こ
れ
ま
で
何
ら
か
の
形
で
目
を
通
す
こ
と
が
出
来
た
各
種

を
史
料
を
列
挙
し
、
そ
の
体
系
化

へ
の
第

一
歩
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
だ
、

見
落
し
て
い
る
重
要
史
料
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
当
館
の

「
総

合
史
料
目
録
」
が
作
成
さ
れ
る
頃
ま
で
に
検
索
し
完
璧
な
も
の
に
し
た
い
。
末

尾
に
表
８
と
し
て

「
野
上
文
書
」
の
書
架

一
覧
を
掲
載
し
、
こ
の
稿
を
終
え
た

い
。



◎
◎
　
◎
◎
◎
◎

「
野
上
文
書
」
の
研
究

表 8   野 上 文 書 の 書 架 一 覧
 {8 =、露象 会 電澤

25-:, 
寵表分播鰐醤

読日言己
  上          委雅i: :ミ変発Яi 3

28 御評老努奉行御用留書  I          Z l:: :ミ 芳 ::i 3
″         二              ″ 14  1- ″ 15. 12

"解
館文ど 日記  三    考芦 ::工

y,:3
″         二            ″ 8  1～  ″ 9 12
″              三                 ″ 10  1_ ″ 11  12
ク       四        ″ 12.1～天保 2 12

`_^_             
天保3 1～ ″ 4 12

30 御副役御用留書    上        文化11 5～文化11 12
″              下                 ″ 12  1 ‐‐ ″ 12  6
___              (江 戸御用書留を含む)25-31 祭酒御用 日記     一        夫保 51 i・ こ美藻 τ

「
12

″          二           ″ 7  1～  ″ 8 12
″                三                 ″  9   1_  ″ lo  12
″               四                 ″ 11  1 _ ″ 12  12
″            五              ″ 13  1^V ″ 14 12

“

__      六        ″ 15 1～弘化3 2
32 町方御用留書     一        文化13 1～文化14 12

″       二        ″ 15 1～文政 3 12
″        三        文政 4 1～ ″ 5 5

`,_´

____         ″ 5 5～ ″ 6 5

◎

◎

◎

◎
　
▲
▲
▲
▲
▲
▲
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一識昭
和
■

三
年
十‐‐
、
当
館
所
蔵
っ

東
山
文
ｔ
（崩
脚
１
６７
）

同
一
　

　

（
ＡＨ
２８０
１
７９
）

「
正
仲
蘭
年
分
限
帳
」
以
下
に
、
横
手
在
住
の
藩
士
と
し
て
野
上
庄
右
衛
門

（
八
十
石
）
、
野
上
平
次
右
衛
門

（
二
十
五
石
）
の
名
が
散
見
す
る
が
、
当

面
久
保
目
の
野

一
‐‐ｉ
家
と
の
関
係
が
不
明
な
の
で
、
こ
の
系
統
の
野
上
氏
は
除

■
４
，し
プ
ユヽ爾
ユ■
ツわ
．

野
上
国
作
は
Ｉ
化
三
年
に
死
去
し
、
嘉
永
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。
恐
ら
く

前
代
の
記
録
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
覚
書
は
軍
蔵
の
養
子
解
消
に
関
す
る
国
上
書
に
よ

っ
て
文
政
三
年
以
前

と
推
定
で
き
る
。

六
月
二
十
二
日
か
ら
和
文
体
に
変
わ
る
。

『
秋
田
県
史
』
文
芸
教
学
編
に
は
、
実
施
時
期
に
つ
い
て
確
証
を
得
ら
れ
な

い
ま
ま
に
、
た
だ
二
十
二
年
間
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
疑
わ
し
い
と
記
し

て
』・
る
．

一．御
亀
鑑
』
材
府
十
三
の
寛
政
７

●
５

●
８
条
に
同
様
の
記
事
が
あ
る
。

「
御
亀
鑑
」
は
教
授
任
命
記
事
を
比
較
的
正
確
に
記
録
し
て
い
る
が
こ
の
時

の
任
命
は
人
け
て

一
る
ｃ

『
秋
田
県
只
」
文
芸
教
学
一編
六
五
四
ベ
ー
ジ
参
照

督
学
の
■
程
は
？

，
１３
久
保
田
出
発
　
２

・
１４
桧
山
到
着
　
３

●
５
桧
山
出

「
計
上
文
書

一
の
研
究

発
能
代
到
着
　
３

●
８
能
代
出
発
　
３

ｏ
９
大
館
到
着
　
３

・
３０
大
館
出
発

十
二
所
到
着
　
４

・
２．
十
二
所
出
発
大
滝
到
着

（湯
治
）
５

・
４
大
滝
出
発

５

ｏ
７
久
保
田
到
着

（
・３
）

能
代
に
お
け
る
下
代
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
古
内
龍
夫

「
下
代
系
譜
考
」

〇

（
『
能
代
市
史
研
究
』
第
３
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
‐４
）

『
秋
田
県
教
育
史
』
第
五
巻
五
四
ペ
ー
ジ
参
照

（
‐５
）

野
上
陳
孝

「
教
授
並
教
授
日
記

（
２５
‐
４２
）

（
‐６
）

一
寛
政
以
来
学
政
御
条
目
並
被
仰
渡
」

（
ＡＳ
３７３
‐
・
）

（古
文
書
課
長
　
か
と
う
　
た
み
お
）

三

五



館
蔵
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

館
蔵
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

い
　
館
蔵
資
料
の
伝
来
に
つ
い
て

い

　

「
落
穂
文
庫
」
の
伝
来
に
つ
い
て

い
　
主
に

「
Ａ
記
号
」
と

「
五
十
函
分
類
」
資
料
の
伝
来
に
つ
い
て

０

　

「
郡
村
日
記
」
に
見
る
文
書
管
理

０
　
館
蔵
資
料
の
伝
来
に
つ
い
て

一
九
九
三
年
十

一
月
に
開
館
し
た
当
館
に
は
、
県
立
図
書
館
、
県
庁
、
県
立

博
物
館
の
三
カ
所
で
所
蔵
し
て
い
た
資
料
群
が
移
管
さ
れ
た
。

現
在
資
料
の
検
索
は
、
第
１
表
で
示
し
た
目
録
で
行

っ
て
い
る
が
、
あ
く
ま

で
も
こ
れ
は

「
仮
目
録
」
で
あ
り
、
資
料
の

「
伝
来
」
や

「出
所
原
則
」
に
し

た
が

っ
て
資
料
を
分
類
、
再
整
理
し
た
上
で
、

「
公
文
書
館
目
録
」
を
作
成
す

る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

１
２
７
迄
は
、
図
書
館
か
ら
の
移
管
文
書
目
録
で
、
６
に
所
収
さ
れ
て
い
る

文
書
は
す
べ
て
電
子
複
写
資
料
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
Ａ
記
号
で
分
類

・
整
理
さ

れ
て
い
る
小
坂
町
文
書
、
六
百
五
十
二
点
と
沼
田
村
文
書
、
八
百
四
十
七
点
の

ほ
か
、
塙
、
白
鳥
の
符
号
と
通
し
番

号
で
分
類
整
理
さ
れ
て
い
る
、
塙
村

文
書
、
百
十
三
点
と
白
鳥
家
文
書
、

三
百
九
点
は
第
２
表
に
、
含
め
な
か
っ

た
。
な
お
７
は
、
図
書
館

で
資
料
移

管
の
可
否
を
検
討
す
る
た
め
に
作
成

し
た
手
書
き
の
目
録
を
、
パ
ソ
コ
ン

で
入
力
し
た
も
の
か
ら
、
必
要
事
項

を
プ
リ
ン
ト
し
た
も
の
と
、
手
書
き

の
ま
ま
の
も
の
を
綴
り
あ
わ
せ
た
も

の
で
あ
る
。
８
は
、
秋
田
県
立
博
物

館
が
昭
和
五
十
五
年
二
月
に
刊
行
し

た

「
秋
田
県
立
博
物
館
収
蔵
資
料
目

録
」
―
歴
史

（
一
）
か
ら
、
移
管
資

料
部
分
を
コ
ピ
ー
し
た
も
の
で
あ
る
。

９
は
、
秋
田
県
歴
史
資
料
収
集
協

菊

池

保

男

〓
一六

第 1表 移管文書目録について

番 号 目録名 文 庫 。 文 書 名

1 移管文書 目録 1 左竹文庫・ 戸村文庫

2 移管文書目録 2 岡・狩野文庫。東山文庫・山崎文庫

石井忠行文庫 。大窪文庫
3 移管文書 目録 3 湊文書・落穂文庫 。安東文書
4 移管文書 目録 4 獲部斧末文書

5 移管文書 目録 5 菊池文庫,秋林文庫,田 日文庫。長岐文書

6 移管文書 目録 6 卜坂町文書・塙村文書。自鳥家文書・沼田村文虐

7 移管文書 目録 7 A記号郷土資料・混架資料・特殊文庫
8 博物館よりの移管文書目録
9 県庁よりの移管文書目録



議
会
が
昭
和
三
十
九
年

一
月
に
刊
行
し
た

「
秋
田
県
歴
史
資
料
目
録
」
第

一
集

か
ら
、
関
係
部
分
を

コ
ピ
ー
し
た
も
の
で
あ
る
。

図
書
館
か
ら
の
移
管
資
料
は
、
佐
竹
文
庫
、
戸
村
文
庫
、
岡
文
庫
、
湊
文
書
、

安
東
文
書
、
大
窪
文
書
、
石
井
文
書
、
狩
野
文
庫
な
ど
の
武
家
文
書
、
渡
部
文

書
、
長
岐
文
書
の
ほ
か
田
日
、
菊
池
、
秋
林
の
三
文
庫
な
ど
の
地
方
文
書
、
郷

土
史
研
究
家
が
収
集
し
た
東
山
文
庫
、
山
崎
文
庫
等
、
弥
高
文
庫
、
平
田
文
庫
、

貴
重
書
等
の
特
殊
文
庫
、
そ
の
他
落
穂
文
庫
、
郷
土
資
料
等
の

「
混
架
資
料
」

な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
を
整
理
し
た
の
が
、
第
２
表
で
あ
る
。

博
物
館
と
県
庁
か
ら
の
移
管
資
料
を
整
理
し
た
の
が
、
第
３
表
と
第
４
表
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
伝
来
別
に
資
料
を
再
整
理
す
る
場
合
、
大
き
な
問
題
の

一

つ
が
、
佐
竹
文
庫
と

「
混
架
資
料
」

の
中
の
郷
土
資
料
、
十
干
分
類
、
五
十
函

分
類
な
ど
と
、
県
庁
移
管
資
料
の
関
係
で
あ
る
。

廃
藩
置
県
後
、
秋
田
藩
の
資
料

・
記
録
類
は
、
佐
竹
家
に
残
さ
れ
た
も
の
と

「
秋
田
県
」
に
引
き
継
が
れ
た
行
財
政
資
料
な
ど
に
分
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
ら
の
資
料
が
今
回
、
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
の
で
、
単
純
に
い

え
ば
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
と
は
そ
う
単

純
で
は
な
い
。
明
治
三
十
二
年
四
月
に
開
館
し
た

「
県
立
秋
田
図
書
館
」
に
、

翌
三
十
三
年
九
月
か
ら
県
は
、
所
蔵
書
籍
類
を
貸
付
け
て
い
る
。
そ
の
際
、
県

が
以
前
に
作
成
し
た

「
書
籍
目
録
」
を
貸
付
台
帳
代
わ
り
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。

目
録
は
、

「
旧
」
、

「
新
」
、

「
各
課
定
備
」
の
三
冊
あ
り

「
旧
」
は
、

「
旧

書
籍
之
部
」
、

「，旧
藩
引
送
諸
記
之
部
」
、

「
旧
藩
引
送
諸
記
之
内
絵
図
之
部
」

の
三
部
に
分
け
ら
れ
、
さ
ら
に
絵
図
は

「
人
之
部
」

「
本
之
部
」
な
ど
十
七
の

館
蔵
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

第 2表 図 書 館 移 管 資 料 の 構 成

三
七

分 類 番 号 文 庫 。文 書 名 占
ぃ 数 分 類 番 号 文 庫 。文 書 名 点  数

武

文

圭

家

1 佐竹文庫 (宗家) 5,866 収 資

集 料

東山文庫 6,043
2 佐竹文庫 (北家 ) 1,298 山崎文庫 1,250
3 佐竹文庫 (西家 ) 1,278 小  計 7,293
4 戸村文庫 3,417 特

殊

18 弥高文庫 655
5 岡 文庫 1,692 19 平田文庫

6 湊 文書 1.580 文

庫

貴重書
7 安東文書 127 小 計 960
8 大窪文書 ワ

′

混

架

資

料

落穂文庫 2,508
9 石井忠行文書 23 つ

４ 郷土資料 (A記号 ) 5,469
狩野文庫 300 十千分類

」ヽ 計 15,618 24 五十函分類 1,338

地

方

文

圭

11 田口文庫 120 特  函

菊地文庫 1,092 八門分類

秋林文庫 428 小  計 7,074
長岐文書 1,576 合 計 9,488
渡部文書 7,427 絵  図 9

」 計 10,643 総  計 44,011



館
蔵
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

一二
八

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
四
、
五
回
に
分
け
て
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
貸
し
付
け
ら
れ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
資
料
が
す
べ
て
貸
し
付
け
ら
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。
貸
し
付
け
と
な

っ
て
い
る
資
料
が
、
今
回
移
管
さ
れ
た
資
料

の
な
か
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

「
各
課
定
備
」
で
、
庶
務
課
保
管
と
さ

れ
た

「
書
籍
」
の
な
か
に

「
木
山
方
以
来
覚
」
や

「
検
使
箇
条
」
な
ど
今
回
、

移
管
さ
れ
た
資
料
な
ど
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

「
目
録
」
の
作
成
意
図

や
作
成
目
的
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
県
で
所
蔵
し
て
い
た

「
全
資
料
」

を
リ
ス
ト
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
今
回
移
管
さ
れ
た
資
料
の
相
当
数
が
、

落
ち
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で

「
岡
文
庫
」
の
な
か
に
も

「秋
田
県
蔵
書
目
録
」
が
あ
る
。
庶
務

課
、
師
範
学
校
な
ど
、
十
四
の
課
別
な
ど
に
分
け
て
所
蔵
資
料
が
リ
ス
ト
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
な
か
に
、
明
治
十
五
年
七
月
に
師
範
学
校
か
ら
分
離
し
、
同
十

七
年
七
月
に
蔵
書
を
師
範
学
校
に
寄
託
し
て
休
館
し
た

「
書
籍
館
」
が
あ
る
か

ら
、
作
成
時
期
は
こ
の
間
で
あ
る
と
み
て
も
い
い
と
思
わ
れ
る
。
現
在
見
る
こ

と
が
で
き
る
、　
一
番
古
い
目
録
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
理
由
に
よ
り
、

こ
れ
も

県
が
所
蔵
し
て
い
た

「
全
資
料
」
を
リ
ス
ト
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の

「
目
録
」
に
つ
い
て
も
、
作
成
意
図
な
ど
に
つ
い
て
考
え
る
同
時
に
、
県
の
書

籍
管
理
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
、
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の

「
目
録
」
で
庶
務
課
で
所
蔵
し
て
い
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
文
書
の
ほ
と
ん
ど

が
、
先
の

「
書
籍
目
録
」
に
リ
ス
ト
さ
れ
て
い
る
。

佐
竹
文
庫
は
、
宗
家

（
Ａ
Ｓ
、
以
下
宗
家
の
文
庫
は
、
Ａ
Ｓ
で
表
記
す
る
）
、

角
館
北
家

（
Ａ
Ｋ
）
、
大
館
西
家

（
Ａ
Ｏ
）
の
三
家
に
分
け
、
各
家
ご
と
に
整

部
に
分
け
て
分
類

ヽ
整
理
さ
れ
て
い
る
。

「
新
」

は
、
　
一
新
書
之
部
」
、　
一‐布
告
達
之
部
」
の
ほ

か
　
視
学
図
書
類
」
、

「‐官
一房
図
書
類
」
な
ど

十
三
の
部
な
ど
で

一
各
課
定
備
」
は

「官
房
」
、

一部
長
局
」・
な
ど
八
つ
の
課
で
そ
れ
ぞ
れ
分
類

。

整
理
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
中
で
貸
し
付
け

印
な
ど
が
見
ら
れ
る
の
は
、

「
旧
」
と

「
新
」

だ
け
で
、
　
一‐各
課
定
備
」
に
は

一
点
も
み
ら
れ

な
い
。
貸
し
付
け
は
、
二
十
二
年
の
九
月
か
ら

始
ま
り
、
四
十
年
二
月
、
大
正
三
年
十

一
月
に

一行
わ
れ
た
は
か
に
、
青
や
赤
の
図
書
館
印
が
押

第 4表 県 庁 移 管 資 料

第 3表 博物館移管資料

番 号 名 占

300

303 珈 予雛
  「

26

227

躊
一３３．

生錮 二家資土L_
全国野里 生家資料

８ ０ ９

一
７ ０

342

354 岬一餅
太
一家囃一制

翼
一５５一

田 中 時 雄 家 資 料

栗 林 家 徹 子 資 料

丁頂可百蒙 資料 660

388 山 国家 一 郷 資 料

合 計 2 132

記 号 資 料 名 点  数 備 考

A 御黒 印帳 、御 境 目 日記 な ど 主 と して簿 冊 類

B 証文 写 、 岡本又 太郎 書 状 な ど 1,040 主 と して一紙 文 書

C 出羽 国秋 田領絵 図、秋 田城 絵 図 な ど 650 主 と して絵 図

D 藩 庁 日誌 な ど 簿冊 類 の追 加 分

合 計
2,175



理
さ
れ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
、
秋
田
六
郡
の
行
財
政
を
担
当
し
た
佐
竹
宗
家

の
資
料
の
な
か
に
は
、
黒
印
高
帳
や
高
調
帳
な
ど
は
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
ら
の
資

料
は

「
混
架
資
料
」
や
、
県
か
ら
の
移
管
資
料
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ま

た
、
昭
和

二
十
六
年
の
四
月
と
十
月
に
、
宗
家
と
西
家
か
ら
資
料
、
記
録
類
が

寄
贈
さ
れ
た
せ
い
か
、
本
来
は
Ａ
Ｓ
に
収
め
ら
れ
る
べ
き
資
料
が
、
西
家
に
収

め
れ
る
な
ど
検
討
し
な
け
れ
な
な
ら
な
い
点
も
あ
る
。

「
混
架
資
料
」
を
大
別

す
る
と
、
明
治
三
十
二
年
の
図
書
館
開
館
以
降
、
昭
和
二
十
三
年
ま
で
に
購
入
、

寄
贈
、
寄
託
さ
れ
た
図
書
、
資
料
群
と
、
図
書
館
の
郷
土
資
料
分
類
法

（十
進

分
類
法
を
応
用
し
た
）
に
よ

っ
て
分
類
さ
れ
た
図
書
、
資
料
群
に
分
け
ら
れ
る
。

（第
２
表
参
照
）

平円
者
は
、
受
け
入
れ
た
時
期
に
よ

っ
て
函
号
、
十
千
、
八

門
な
ど
異
な
る
方
法
で
分
類
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
特
函
な
ど
と
し
て
分
類
さ
れ

て
お
り
、
後
者
は
Ａ
記
号
を
付
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
伝
来
、
出
所
別
に
資

料
群
を
再
整
理
す
る
場
合
、

「
混
架
資
料
」
は
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
資
料

「
群
」

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の

「
資
料
」
の
伝
来
を
で
き
る
だ
け
明
ら
か
に
す
る

こ
と
か
ら
、
当
館
所
蔵
資
料
の
再
整
理

・
分
類
に
着
手
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

勿
論
、
他
の
資
料
群
の
再
整
理
も
課
題
で
は
あ
る
が
、

「
混
架
」
に
比
す
れ
ば
、

「
一
応
」
出
所
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
混
架
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

０

　

「
落
穂
文
庫
」
の
伝
来
に
つ
い
て

「
落
穂
文
庫

一
二
千
五
百
八
点
は
、
昭
和
四
十
七
年
三
月
に

「
秋
ヨ
県
立
秋

館
蔵
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

田
図
書
館
」
が
発
行
し
た

「
秋
田
県
歴
史
資
料
目
録
」
第
九
集
に
収
め
ら
れ
て

い
る
が
、
出
所
、
伝
来
に
つ
い
て
は
全
然
わ
か
ら
な
い
。
同
日
録
に

「
本
文
書

は
、
従
来
よ
り
当
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
人
手
不
足
た
め
未

公
開
の
ま
ま
に
な

っ
て
い
た
も
の
を
、
文
書
係
の
手
に
よ

っ
て
整
理
さ
れ
た
も

の
で
…
」
と
し
か
、
説
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、

「
出
所
」
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な

い
。
そ
れ
で
、
資
料
そ
の
も
の
に
記
さ
れ
た
記
録
と

一
図
書
台
帳
」
な
ど
を
、

手
が
か
り
と
し
て
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
み
た
い
。

図
書
の
十
進
分
類
法
を
応
用
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
の
文
庫
は
、
　
一
真
崎

勇
助
関
係
」
と
し
て
六
百
八
十
七
点
、
　
天
本
田
素
山
関
係
」
と
し
て
三
百
九
十

四
点
、

「
秋
山
御
風
関
係
」
と
し
て
百
五
十
点
、

「
安
東
半
助
関
係
一
と
し
て

六
十
三
点
が
、
ま
と
め
て
分
類
、
整
理
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
千
五
百
九
十
四

点
で
、
全
資
料
の
六
割
を
超
え
て
い
る
。
書
状
受
取
人
と
差
出
人
と
の
関
係
を

含
め
て
整
理
し
た
第
５
表
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
書
状
で
、

真
崎
ら
は
受
取
人
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
て
も
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
こ
の
四
家

か
ら
入

っ
て
き
た
と
考
え
た
い
。
　
し
か
し
、
真
崎
勇
助
は
郷
土
史
研
究
家
と

し
て
編
著
書
も
あ
る
ほ
か
、
資
料
も
収
集
し
て
い
る
の
で
、

（大
館
市
立
中
央

図
書
館

「
真
崎
勇
助
翁

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ロ
録

一
）
真
崎
が
収
集
し
た
資
料
も
こ

の
中
に
入

っ
て
い
る
可
能
性
は
高
い
。
東
山
太
三
郎
に
も
当
館
所
蔵
の

「
東
山

文
庫
」
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
な
か
に
東
山
が
収
集
し
た
資
料
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
実
際
、
東
山
文
庫
印
が
押
さ
れ
て
い
る
資
料
が
二
点
、
収
め
ら
れ
て
い

る
。
資
料
を
丹
念
に
見
る
こ
と
で
、
で
き
る
だ
け
出
所
を
明
ら
か
に
し
た
い
と

思

っ
て
い
る
。

三

九



336,1152
285,315 川田小 ―郎

1907-2091
1169～ 1215
362-2495
214-1422
1160-1309

245-1082
田代和右衛321～ 1490

1089-2465
327-332
271‐-273

171へ 1́71

1666.1689

石川 和助
242,1391

2327,2332
241-2314 川 和助

241,2314

241,2314
380,1168

241,2314
241,2314
241,2314
241,2314

317-1629
237ベン1420

田五左衛門181-1381
173-1381

21 山中屋新十郎

178´-212

2171-2287
2149-2321

1842-2117 川井  小 六
1156^-2080

細川 官
1854～ 2103
1832-2146

照島清八郎
392″ -1067
705,1020
718,1016
276-1075
1145-1277

第 5表 落穂文庫 (書状 関係 )

館
蔵
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

四
〇



出
所
が
特
定
で
き
る
資
料
も
あ
る
。

「
輝
虎
水
鑑
記
」
、

「
国
名
風
上
記
」
、

「常
陸
国
誌
」
、

「
主
図
合
結
記
」
の
四
点
に
は
、
秋
田
県
蔵
書
印
が
押
さ
れ
、

前
述
し
た

「
旧
書
籍
目
録
」
で
は
、
明
治
三
十
三
年
の
九
月
に
貸
し
付
け
ら
れ

た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
同
様
に

「
大
館
給
人
黒
印
写
」
も

「
青
」
で
図
書
館

印
が
押
さ
れ
、
貸
し
付
け
ら
れ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
次
に
蔵
書
印
な
ど
か

ら
所
蔵
者
な
ど
が
推
定
で
き
る
資
料
を
あ
げ
る
。
柿
崎
清

一
郎
の
サ
イ
ン
が
あ

る

「
略
本
暦
」

（
明
治
十
六
年
）
、
石
橋
五
郎
の
サ
イ
ン
が
あ
る

「
略
本
暦
」

（
明
治
三
十
二
年
―
三
十
九
年
）
、
平
野
三
郎
兵
衛
の
サ
イ
ン
が
あ
る

「
略
本

暦
」

（
明
治
二
十
四
―
四
十
年
）
、
山
県
蔵
書
印
の
あ
る

「
青
義
先
生
講
義
」
、

八
代
氏
文
庫
印
の
あ
る

「
栗
山
上
書
」
、
上
原
蔵
書
印
の
あ
る

「
新
政
談
」
、

山
川
氏
印
の
あ
る

「
兵
法
書
」

二
点
、
平
元
氏
蔵
書
印
の
あ
る

「
藩
翰
譜
抄
」

な
ど
二
点
、
県
や
村
役
場
の
罫
紙
を
使
用
し
て
い
る
明
治
十
四
年
の

「
巡
幸
関

係
資
料
」
三
点
、
ほ
か
に
仙
北
郡
役
所
や
平
鹿
郡
役
所
の
罫
紙
を
使
用
し
て
い

る

「
戊
辰
ノ
役
遺
族
祭
」
関
係
資
料
や

「
東
堤
先
生
」
関
係
資
料
な
ど
で
あ
る
。

次
に
受
け
入
れ
時
期
な
ど
に
つ
い
て
推
定
で
き
る
資
料
は
、
数
は
少
な
い
が

あ
る
。
個
々
の
資
料
に
当
た

っ
て
み
る
と
、
受
け
入
れ
年
月
日
と
寄
贈
者
名
な

ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
資
料
が
あ
る
。
年
代
の
古
い
ほ
う
か
ら
あ
げ
る
と
、
昭

和
五
年
四
月
十
日
黒
沢
氏
か
ら

「
集
義
外
書
」

一
点
、
同
十
五
年
十
月
二
十

一

日

「
平
鹿
郡
安
田
村
関
係
資
料
」

二
十
四
点
、
同
十
六
年
三
月
三
十

一
日

「
万

年
先
生
誓
詞
」
ほ
か
三
点
、
同
十
七
年

一
月
二
十
九
日

「
顕
徳
公
内
庫
文
書
部

類
衆
」

一
点
、
同
三
十
二
年
七
月

「
八
沢
木
騒
擾
記
」
ほ
か
十
八
点
、
同
三
十

五
年
十

一
月
二
日
千
葉
氏
か
ら

「
華
道
関
係
資
料
」
三
点
を
、
そ
れ
ぞ
れ
寄
贈

館
蔵
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

な
ど
で
受
け
入
れ
て
い
る
。

書
状
に
は
受
け
入
れ
年
月
日
を
推
定
で
き
る
メ
モ
等
は

一
つ
も
見
ら
れ
な
い

の
で
、
逆
に
こ
れ
ら
資
料
の
大
半
が
、
真
崎
勇
助
や
東
山
太
三
郎
が
収
集
資
料

し
た
資
料
群
で
は
な
い
か
、
と
推
定
し
た
く
な

っ
て
く
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
昭
和
五
年
か
ら
三
十
五
年
ま
で
の
間
に
受
け
入
れ
た
資
料

で
、
伝
来
の
明
確
で
な
い

「
文
書
群
」
を
、
四
十
六
年
に
分
類

・
整
理
し
た
際
、

「
落
穂
文
庫
」
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
文
庫
の
伝
来
、
出
所

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
図
書
台
帳
と
資
料
に
残
さ
れ
た
蔵
書
印
や
メ
モ

な
ど
を
手
が
か
り
に
、
当
館
所
蔵
の
他
の
資
料
群
と
の
関
係
を
考
え
な
が
ら
、

綿
密
に
考
証
し
て
い
く
よ
り
方
法
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

国
　
主
に

「
Ａ
記
号
」
と

「
五
十
函
分
類
」
資
料
の
伝
来
に
つ
い
て

落
穂
文
庫
の
ほ
か
に
、
Ａ
記
号
資
料
な
ど
の

「
混
架
資
料
」
が
あ
る
。
そ
れ

ら
を
伝
来
別
に
整
理
し
た
の
が
、
第
６
表
で
あ
る
。
第
二
者
を
通
し
て
入

っ
て

き
た
場
合
で
も
、
原
資
料
所
蔵
者
な
ど
が
推
定
で
き
る
場
合
は
、
彼
ら
を
伝
来

者
と
し
て
整
理
し
た
。
東
山
な
ど
郷
土
史
研
究
家
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
が
ど
の
よ

う
な
関
心
を
持

っ
て
、
資
料
の
収
集
に
あ
た

っ
た
か
、
考
え
る
必
要
も
あ
る
が
、

そ
れ
以
外
は
そ
の
点
に
つ
い
て
は
考
慮
し
な
か

っ
た
。

家
別
に
整
理
し
た
の
が
第
６
表
で
、
点
数
は

「
群
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な

い

一
点
か
ら
約
百
五
十
点
ま
で
と
、
量
的
に
も
幅
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
受

け
入
れ
期
間
も
、
明
治
三
十
四
年
十

一
月
か
ら
昭
和
五
十
三
年
十
月
と
、
約
八

四
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館
蔵
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

，
年
間
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
た
め
か
、
な
か
に
は

「
五
十
函
分
類
」
な
ど
か

ら
、
Ａ
記
号
郷
上
資
料
と
し
て
分
類
替
え
さ
れ
た
資
料
も
見
ら
れ
る
（
し
か
し
、

分
類
替
え
さ
れ
な
か

っ
た
資
料
、
特
に

「
五
十
函
分
類
」
と
し
て
残
さ
れ
た
約

千
三
百
点
の
資
料
は
、
分
類
の
基
準
な
ど
が
凡
例
と
し
て
上
げ
ら
れ
て
は
い
る

が
、
分
類
が
図
書
の
十
進
分
類
法
を
応
用
し
た
Ａ
記
号
ほ
ど
明
確
で
な
い
ほ
か
、

謄
写
印
刷
で
あ
る
せ
い
も
あ

っ
て
、
検
索
し
に
く
く
、
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い

な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

（第
７
表
参
照
）
。
と
こ
ろ
が
、
比
較
的
点
数
が

多
く
、
な
に
な
に

「
文
書
」
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
は
、
こ
の

「
五
十
函
」

で
分
類
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
本
稿
の
課
題
か
ら
は

す
こ
し
ず
れ
る
が
、
資
料
紹
介
を
か
ね
た
説
明
を
し
た
い
と
思
う
。

２
９
番
の

一‐野
上
文
書
」
は
、
陳
令
、
陳
孝
父
子
の
役
務
上
の
日
記
や
記
録

類
か
ら
な
る
。
陳
令
の
資
料
と
し
て
は
、
文
化
か
ら
天
保
に
か
け
て
能
代
奉
行

や
明
徳
館
祭
酒
な
ど
を
歴
任
し
た
際
の

「
能
代
方
御
用
日
記
」
や

「
祭
酒
御
用

日
記
」
な
ど
が
、
ま
た
陳
孝
の
資
料
と
し
て
は
、
嘉
永
か
ら
明
治
初
年
に
か
け

て
明
徳
館
教
授
や
御
副
役
を
歴
任
し
た
際
の

「
教
授
並
教
授
並
日
記
」
や

「
御

副
役
日
記
」
な
ど
が
、
あ
げ
ら
れ
る
。

３
０
番
の

一‐平
元
文
書
」
は
、
弘
化
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
秋
田
第

一
の
学

者
と
い
わ
れ
る
謹
斎
の
漢
籍
の
研
究
書
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
な
か
に

は
謹
斎
が
政
治
上
の
こ
と
に
つ
い
て
書
き
留
め
た

「
献
芹
録
」

（全
五
冊
）
と

「
献
芹
別
録
」

（全
二
冊
）
も
含
ま
れ
て
い
る
。

３
１
番
の

「
井

口
文
書
」
は
、
幕
末
期
に
藩
論
を
謹
王
に
導
い
た
グ
ル
ー
プ

の

一
員

で
あ

っ
た
札

の

「
日
記
」
な
ど
と
、
彼
の
父
、
宗
翰
が
著
し
た
大
著
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第 7表 十 干 分 類 資 料 な ど の 構 成

館
蔵
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

「
寛
斎
雑
記
」

（全
三
十
三
冊
）
な
ど
か
ら
な
る
。
寛
斎
と
は
、
正
兵
衛
宗
輪

の
号
で
、
雑
記
に
は

「
仙
北
郡
奥
北
浦
騒
立

一
件
」
、

「
文
久
三
年
癸
亥
六
月

ヨ
リ
京
都
井
江
戸
面
風
雪
書
等
之
写
」
、

「
文
久
三
年
十
月
よ
り
慶
応
元
年
七

月
迄
風
雪
書
等
」
の
記
事
が
収
め
れ
て
い
る
。

３
２
番
の

「
疋
田
家
文
書
」
は
、
疋
田
斎
定
綱
の
書
状
類
な
ど
か
ら
な
る
。

斎
は
、
亀
田
と
の
境
界
争
い
や
松
前
出
兵
を
手
が
け
る
な
ど
義
厚
、
義
和
の
二

代
、
三
十
年
間
に
わ
た

っ
て
、
藩
政
の
刷
新
に
尽
力
し
た
家
老
で
あ
る
。

３
３
番
の

一
信
太
家
文
書
」
は
、
大
き
く
い
っ
て
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。　
一

つ
は
、
嘉
永
五
年
か
ら
七
年
ま
で
大
坂
詰
の
勘
定
奉
行
を
務
め
た
理
兵
衛
高
富

の
書
留
な
ど
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
、
儒
学
者
、
落
合
東
提
の
講
義
録
の
写
本

類
で
あ
る
。
書
留
に
は
、
嘉
永
六
年
の
米
国
船
の
浦
賀
来
航
に
始
ま
る

「
海
外

叢
書
」

（全
十
冊
）
、

「
佐
竹
義
隆
奥
方
義
烈
」
な
ど
の
記
事
も
あ
る

「
消
光

見
聞
私
記
」

（全
三
十
冊
）
、
安
政
の
大
獄
か
ら
始
ま
る
国
内
騒
動
を
記
し
た

「
事
変
奇
事
録
」

（全
四
冊
）
、
勘
定
奉
行
と
し
て
の
動
中
要
記
で
あ
る

「
大

坂
紀
事
」
ほ
か
が
あ
る
。
ま
た
、
写
本
に
は
、
東
提
の

「
書
経
講
義
」

（全
七

冊
）
な
ど
、
六
種
類
の
講
義
録
が
、
あ
わ
せ
て
二
十
五
冊
も
あ
り
、
東
提
か
ら

の
影
響
の
大
き
さ
が
理
解
で
き
る
。

３
４
番
の

「
長
瀬
文
書
」
は
、
直
温
、
直
清
父
子
の
記
録
と
収
集
資
料
な
ど

か
ら
な
る
。
幕
末
期
に
勘
定
奉
行
な
ど
を
務
め
た
ほ
か
、
蝦
夷
地
勤
務
も
あ

っ

た
直
温
に
は
、
函
館
に
関
す
る
資
料
が
多
く
、
同
地
勤
務
中

の
日
記

で
あ
る

「
破
胡
館
官
暇
目
録
」

（全
三
冊
）
の
ほ
か

「
箱
館
記
事
」
、

「
蝦
夷
誌
抄
」

な
ど
が
あ
る
。
直
清
に
は
、
嘉
永
二
年
か
ら
明
治
五
年
ま
で
の
激
変
す
る
政
情
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館
蔵
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

を
記
録
し
た

「
新
聞
秘
録
」

（全

二
十
五
冊
）
、
征
清
官
報
な
ど
か
ら
義
宣
、

義
厚
な
ど
の
こ
と
な
ど
を
記
し
た

「
静
舎
合
細
嚢
」

（
全
十
三
冊
）
ほ
か
が
あ

る
。
ま
た
、
収
集
資
料
と
し
て
は
、
秋
田
各
地
の
風
俗
を
記
録
し
た

「
風
俗
間

状
答
」

（全
三
冊
）
や
宝
暦
事
件
を
実
録
風
に
記
し
た

「
秋
田
騒
動
記
」

（全

六
冊
）
な
ど
が
あ
る
。

以
上
本
題
か
ら
は
、
ず
れ
た
こ
と
を
書
い
て
き
た
の
で
、
本
題
に
も
ど
る
と
、

第
６
表
に
あ
げ
た
資
料
は
、
１
７
番
の
山
脇
文
書
を
除
け
ば
、
藩
政
関
係
資
料

と
い
っ
て
も
よ
い
。
な
か
に
は
佐
藤
信
淵
の
号
で
あ
る
、

「
椿
園
」
の
蔵
書
印

が
あ
る
９
や
、
平
田
篤
胤
の
号
で
あ
る

「
伊
吹
舎
」
印
の
あ
る
５
６
は
、
そ
れ

ぞ
れ

「
弥
高
文
庫
」
や

「
平
田
文
庫
」
と
の
関
係
で
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

ま
た
、
２
３
番
の
樋
口
氏
か
ら
の
資
料
は
、
九
二
氏
が

「秋
田
藩
家
蔵
文
書
」

を
筆
写
し
た
う
え
で
、
時
代
別
、
地
方
別
、
人
物
別
に
分
類
編
集
し
、
和
装
本

に
仕
立
て
て
、
県
立
図
書
館
に
寄
贈
し
た
四
十
点
の
筆
写
本
と
、

「
佐
竹
家
蔵

書
目
録
」

一
点
の
、
四
十

一
点
か
ら
な
る
。
こ
の

「
蔵
書
目
録
」
は
、
佐
竹
家

と
印
刷
さ
れ
た
罫
紙
に
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
う
え
、
Ａ
Ｓ
に
収
め
ら
れ
て
い

る

「
御
記
録
御
目
録
草
稿
」
と

「
御
記
録
目
録
」
の
二
点
を
、
合
わ
せ
た
も
の

と
ほ
と
ん
ど
同
じ
な
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
十
二
番
と
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
二

十
点
の
文
書
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
な
か
の
御
判
物
帳
の
と
こ
ろ
に
、

「
明
治
十

四
年
御
差
出
之
写
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
後
に
作
成
さ
れ
た
日
録
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
Ａ
Ｓ
の
目
録
に
は
、
石
井
と
い
う
判
が
押
さ
れ
て
お
り
、

維
新
後
、
佐
竹
氏
は
、
ど
の
よ
う
に

「
家
政
」
を
行

っ
た
か
を
考
え
な
が
ら
、

四
四

同
家
の
蔵
書
管
理
に
つ
い
て
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
２
５
番
の
貝
沼
氏
か
ら
の
文
書
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

「
書

類
目
録
」
と

「
目
録
」
と
題
さ
れ
た
二
点
の

「
目
録
」
は
、
い
ず
れ
も
佐
竹
家

と
印
刷
さ
れ
た
罫
紙
に
筆
写
さ
れ
、
た
と
え
ば

「
御
記
録
之
部
」
と
し
た
整
理

さ
れ
た
な
か
の
、

「
鶴
山
日
記
」
の
項
に
は
、

「
五
月
三
十
日
森
田
冬
蔵

ヨ
リ

仕
送
」
と
記
さ
れ
、
天
保
十
二
年
か
ら
明
治
九
年
ま
で
、
合
計
百
六
十
四
冊
リ

ス
ト
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

「
明
治
辛
未
以
来
御
邸
日
記
」
の
項
に
は

「
廿
六

年
四
月
日
富
士
見
町
邸

ヨ
リ
」
と
あ
り
、
続
く

「
御
系
譜
御
事
蹟
略
」
の
項
に

は
、

「
同
五
月
日
日
暮
里
邸

ヨ
リ
」
と
あ

っ
て
、
佐
竹
家
で
は
、
あ
る
目
的
を

も

っ
て
文
書
を
収
集
し
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
目
録
の

「
旧
藩
士
記
録
之
部
」
に
は
、
先
述
し
た
平
元
の

「
献
芹
録
」
五
冊
と

「
献
芹
別
録
」
な
ど
二
冊
の
ほ
か
、
四
点
と
二
袋
の
文
書

が
あ
げ
ら
れ
、
到
着
年
月
日

「
明
治
十
五
年
五
月
二
十
日
」
、
姓
名

「
森
田
冬

蔵
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
混
架
資
料
の
な
か
に
は
、

「
献
芹
録
」
と

「
献
芹
別

録
」
の
ほ
か
、
こ
の
目
録
に
記
さ
れ
て
い
る
文
書
は
み
ら
れ
ず
、
Ａ
Ｓ
に
も
収

め
ら
れ
て
い
な
い
。
平
元
文
書
の
受
け
入
れ
は
、
明
治
三
十
六
年
六
月
か
ら
大

正
四
年
四
月
ま
で
三
回
に
わ
た

っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
最
後
の
受
け
入
れ
は
、

大
正
四
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
一
百
い
の
文
書
は
、
明
治
二
十
五
年
か
ら
大
正
四

年
ま
で
の
間
に
、
佐
竹
家
か
ら
移
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

佐
竹
氏
が
秋
田
六
郡
を
支
配
し
た
時
代
に
作
成
し
た
文
書
と
、
廃
藩
置
県
後
、

佐
竹
家
が
作
成
し
た
文
書
と
は
、
性
格
が
異
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

維
新
後
の
佐
竹
家
の

「
蔵
書
管
理
」
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。



県
や
戸
長
役
場
な
ど

「
公
的
」
機
関
か
ら
受
け
入
れ
た
資
料
を
整
理
し
た
の

が
、
第
８
表
で
あ
る
。
村
か
ら
の
資
料
の
伝
来
は
明
確
で
は
あ
る
が
、
県
か
ら

の
資
料
が
問
題
で
あ
る
。
県
で
作
成
し
た

「
旧
書
籍
目
録
」
に
リ
ス
ト
さ
れ
て

い
る

「
表
題
」
と
、
県
立
図
書
館
時
代
に
作
成
し
た

「
佐
竹
文
庫
」
目
録

の

「
表
題
」

の
み
を
比
較
検
討
し
て
、
特
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。
個
々
の
文
書
を

あ
た
れ
ば
、
図
書
館

で

「
郡
村
日
記
」
と
し
た
文
書
が

「
書
籍
目
録
」
で
は
、

「
享
保
七
年
二
月

ョ
リ
郡
村
御
吟
味
旧
記
」
と
さ
れ
、
岡
文
庫
の

「
秋
田
県
蔵

書
目
録
」

で
は
、

「
郷
村
御
吟
味
日
記
享
保
七
年

ヨ
リ
同
十
九
年

マ
テ
」
と
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
成
者
に
よ

っ
て

「
表
題
」
の
取
り
方
が
違
う
か
ら
、
文

書
を
見
て
検
討
す
れ
ば
、
点
数
は
ふ
え
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

第
８
表
に
は
、
県
か
ら
移
管
さ
れ
た
と
み
て
も
い
い
と
思
わ
れ
る
諸
士
系
図
は

一
点
も
含
め
て
は
い
な
い
。
愛
沢
氏
か
ら
は
じ
ま
り
、
三
千
二
百
三
十
三
点
に

及
ぶ
系
図
は
、
佐
竹
氏
↓
県
↓
図
書
館
↓
当
館
と
み
て
も
い
い
と
思
わ
れ
る
が
、

ま
だ
確
認
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
Ａ
Ｓ
の
系
図
類
、
約
百
八
十
点
の
う
ち
、

諸
士
系
図
に
相
当
す
る
も
の
は
、
六
四
点
し
か
見
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
な
お

さ
ら
で
は
あ
る
が
。

つ
い
で
に
Ａ
Ｓ
の
も
う

一
つ
の
特
徴
を
あ
げ
れ
ば
、
絵
図
類
が
非
常
に
少
な

く
、
六
十
点
し
か
収
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
見
ら
れ
る
絵
図

は
、

「
若
君
様
御
元
服
官
位

二
付
宣
旨
御
位
記
請
取
渡
之
節
大
広
間
御
着
席
絵

図
」
や

「
於
西
九
年
始
御
盃
御
頂
戴
御
絵
図
」
や

「
憲
諒
院
様
御
棺
絵
図
」
と

い
っ
た
儀
式
関
係
の
絵
図
が
ほ
と
ん
ど
で
、

「
国
絵
図
」
や

「
久
保
田
城
下
絵

図
」
な
ど
対
幕
用
の
絵
図
類
や
、

「
給
人
町
絵
図
」
や

一‐村
絵
図
」
と
い
っ
た

館
蔵
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

藩
内
用
の
絵
図
類
な
ど
は
、　
一
点
も
見
ら
れ
な
い
。
維
新
後
、
版
＝
土
地
＝
国

絵
図
な
ど
、
籍
＝
戸
籍
＝
士
族
と
考
え
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
県
に
移
管
し
た

と
考
え
た
く
な

っ
て
く
る
。
　

今
後
、
他
県
と
比
較
も
必
要
と
な

っ
て
こ
よ
う
。

以
上

「
混
架
資
料
」
の
伝
来
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
が
、
こ
の
課
題
を
さ
ら

に
追
究
す
る
た
め
に
は
、
次
の
三
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

ま
ず
第

一
に
、
藩
政
期
に
、
ど
の
よ
う
な
文
書
が
、
ど
の
役
所
で
作
成
さ
れ
、

ど
の
よ
う
に
保
管

・
管
理
さ
れ
た
か
、
第
二
に
、
廃
藩
置
県
後
、
佐
竹
氏
か
ら

の
文
書
の
引
継
は
何
を
基
準
に
行
わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
性
格
の
文
書
が
、
県
に

移
管
さ
れ
た
か
、
そ
し
て
第
三
に
、
廃
藩
置
県
後
の
佐
竹
家
の
文
書
管
理
は
、

ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
、
で
あ
る
。

四
五

第 8表 混架資料の伝来 (県ほか)

番 号 伝  来  別 言己  f) 点  数

1 新  屋  村 A214 28

大 森  村 A214
3 下  延  村 A214 66

秋  田 県 A212 2

A280
2へ288 9

A289 2

A290 163

A291 3

A292 1

A312
A317
A320
A322 2

A326 3

A327 6

A526 1

A611 7

小  計 488

計
ハ 625



薇
奮

，
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

軍
一

「
郡
村
日
記
」
に
見
る
文
書
管
理

第

一
の
課
題
の
追
究
に
は
、
宝
永
七
年
七
月
の

一
御
文
書
並
御
書
物
目
録
」

や
天
保
三
年
六
月
の

「
御
蔵
書
目
録
」
の
分
析
が
前
提
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、

前
述
し
た
い
わ
れ
を
も

つ

「
郡
村
日
記
」
を
通
し
て
、
秋
田
藩
の
文
書
作
成
や

管
理
や

一
端
を
見
る
こ
と
で
、
小
さ
な
点
か
ら
第

一
の
課
題
に
接
近
し
た
い
。

こ
れ
は
、
享
保
七
年
か
ら
十
九
年
ま
で
の

一
三
年
間
に
わ
た
り
、
郡
境
と
郷

村
調
査
な
ど
を
行

っ
た
時
の

「
御
用
日
記
」
で
あ
る
。
こ
の
事
業
の
中
心
と
な

っ

た
の
が
享
保
六
年
に
家
老
と
な

っ
た
今
官
大
学
で
、
寛
延
元
年
に
そ
の
職
を
免

じ
ら
れ
る
ま
で
、

二
十
七
年
間
に
わ
た

っ
て
秋
田
藩
政
の
改
革
に
あ
た

っ
た
。

当
初
、
役
所
を
御
会
所
の
三
階
の
設
置
し
た
が
、
手
狭
に
な
り
、
八
年

一
月
に

二
の
丸
の
安
楽
院
に
移
し
て
い
る
。
勘
定
奉
行
、
物
頭
兼
境
目
奉
行
、
副
役
、

倹
地
役
、
物
書
、
絵
師
な
ど
を
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
郷
村
調
査
を
行

っ
た
が
、
調

査
項
目
や
そ
の
留
意
点
な
ど
の
ほ
か
、
在
郷
調
査
に
廻

っ
た
担
当
者
ら
か
ら
の

質
問

へ
の
回
答
な
ど
、
内
容
は
多
岐
に
わ
た

っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時

に
調
査

の
際
に
参
考

に
し
た
文
書
や
、
そ
の
保
管
場
所
、
さ
ら
に
は
、
こ
の
調

査
で
新
た
に
作
成
し
た
文
書
と
、
そ
の
保
管
場
所
な
ど
も
記
さ
れ
て
い
る
。
次

に
こ
の
点
か
ら
、
郷
村
口
記
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

七
年
二
月
十
九
日
に
、
今
官
大
学

（家
老
）
、
田
崎
治
左
衛
門

（勘
定
奉
行
）
、

今
村
小
隼
人

・
真
崎
五
郎
左
衛
門

・
鷲
尾
彦
九
郎

（物
頭
境
目
奉
行
兼
）
、
山

方
清
兵
衛

（副
役
）
な
ど
が
御
用
掛
り
に
命
じ
ら
れ
た
の
が
、
最
初
の
記
事
で
、

次
に
十

一
月
に
と
び
、
高
橋
惣
兵
衛
、
黒
沢
治
右
衛
門

（御
検
地
役
）
、
吉
原

四
六

弥
七
郎
、
小
嶋
文
蔵
、
笹
島
門
五
郎

（御
物
書
）
、
武
田
平
助

（御
絵
師
）
と

斎
藤
百
十
郎

（兼
而
境
目
物
書
今
日
ヨ
リ
出
勤
）
な
ど
が
さ
ら
に
ス
タ
ッ
フ
に

加
え
ら
れ
、
同
月
の
十

一
日
が
御
用
始
め
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
こ
の
調
査
の
際
、
御
金
蔵
で
保
管

・
管
理
さ
れ
て
い
た
文
書
が
、
参

考
資
料
と
し
て
利
用
の
た
め
、
出
納
さ
れ
て
い
る
が
、
関
係
箇
所
だ
け
を
抜
き

出
し
記
載
順
に
あ
げ
る
。

１
　
八
年
二
月
十

一
日
…
慶
長
十
八
、
同
十
九
年
、
寛
永
十

一
年
御
検
地
帳

取
合
五
冊
…

２
　
十

一
年
正
月
十
五
日
、
御
金
蔵
帳
面
、
川
崎
村
、　
一
日
市
村
、
小
池
村
、

岡
本
村
…
帳
面
壱
冊

二
在
之
候
‥

３
　
十
三
年
正
月
十
五
日
、
従
御
金
蔵
参
候
御
帳
之
覚

一　

仙
北
郡
御
帳
　
百
九
拾
五
冊

一　

平
鹿
郡
御
帳
　
百
三
拾
七
冊

一　

雄
勝
郡
御
帳
　
　
九
拾
八
冊

４
　
同
年
正
月
廿
七
日
…
仙
北
郡
金
沢
中
野
新
田
村
御
帳
拾
三
冊
、
雄
勝
郡

縫
殿
開
村
御
帳
壱
冊
、
平
鹿
郡
縫
殿
開
村
御
帳
壱
冊
、
平
鹿
郡
今

宿
村
御
帳
壱
冊
…

５
　
同
年
正
月
対
日
、
金
沢
中
野
村
新
田
村
壱
綴

二
而
十
三
冊
…

６
　
同
年
二
月
八
日
…
仙
北
郡
弐
本
柳
村
御
帳
、
同
郡
金
沢
西
根
村
御
帳
…

７
　
同
年
二
月
九
日
…
平
鹿
郡
山
内
九
ケ
村
御
帳
…

８
　
同
年
二
月
十

一
日
…
雄
勝
郡
三
ツ
又
村
三
梨
村
御
帳
…



９
　
同
年

二
月
十
二
日
…
南
楢
岡
村
御
帳
…

１
０
　
同
年

二
月
十
五
日
…
雄
勝
郡
田
高
田
村
御
本
帳
…

１
１
　
同
年
三
月
十

一
日
…
仙
北
郡
平
鹿
郡
御
帳
五
冊
…

１
２
　
同
年
三
月
十
二
日
…
平
鹿
郡
御
帳
六
冊
…

１
３
　
十
四
年

一
月
八
日
…
外
小
友
村
壱
冊
、
金
沢
西
根
新
田
村
壱
冊
、
金
沢

西
根
村
、
内
小
友
村
、
新
田
村
、
川
向
村
、
畑
等
村
、
西
根
村
、
稲
庭

村
、
帳
数
十
八
冊
…

１
４
　
同
年
正
月
十
三
日
…
山
本
郡
、
川
辺
郡
、
秋
田
郡
、
右
三
郡
御
帳
都
合

五
百
六
拾
弐
冊
差
越
候
由
書
付
参
候
、
此
方

二
而
調
候
処
、
拾
八
冊
過

有
之
、
惣
都
合
五
百
八
拾
冊

二
成
ル

ー
５
　
同
年
正
月
十
八
日
…
山
本
郡
、
秋
田
郡
、
川
辺
郡
、
村
々
御
本
帳
、
御

金
蔵

ヨ
リ
当
十
三
日
遣
候
外

二
、
十
冊
受
取
候

１
６
　
同
年
正
月
十
九
日
…
秋
田
郡
川
崎
村
本
田
打
抜
検
地
帳
参
候
…

１
７
　
同
年
正
月
廿
二
日
…
秋
田
郡
浅
見
内
村
検
地
帳
壱
冊
。
…
浅
見
内
村
正

保
四
年
御
本
帳
、
付
本
田
並
元
禄
三
年
打
抜
帳
…

１
８
　
同
年
正
月
十
六
日
…
慶
安
元
年
六
月
十
四
日
、
鵜
川
村
上
り
地
開
打
直

シ
検
地
帳
、
宝
永
元
申
年
八
月
十
二
日
打

口
八
代
角
助
右
御
帳
弐
冊
…

１
９
　
同
年
正
月
廿
九
日
…
男
鹿
之
内
払
戸
村
郷
帳
…

２
０
　
同
年
二
月
四
日
…

延
宝
七
年
川
辺
郡
牛
島
村
御
開
打
直
御
検
地
帳

貞
享
五
年
同
郡
牛
島
村
畑
打
直
御
検
地
帳

宝
永
四
年
同
郡
牛
島
村
上
り
地
打
直
御
検
地
帳

館
蔵
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

享
保
十
二
年
同
郡
牛
島
村
本
田
起
返
畑
返
新
開
御
検
地
帳

元
禄
六
年
同
郡
目
名
潟
村
之
内
開
打
直
御
検
地
帳

２
１
　
同
年
二
月
十
二
日
…

享
保
十

一
年
秋
田
郡
新
庄
之
内
高
岡
村
上
り
地
打
直
検
地
御
帳
壱
冊

貞
享
五
年
同
郡
飯
島
村
之
内
飯
田
村
開
打
直
御
検
地
帳
五
冊

享
保
九
年
同
郡
飯
田
村
古
開
起
返
り
畑
返
り
新
御
検
地
帳
壱
冊

享
保
八
年
同
郡
新
庄
之
内
小
又
村
起
返
り
畑
返
り
新
開
御
検
地
帳
壱

冊

２
２
　
同
年
二
月
十
二
日

‥
秋
田
郡
久
保
田
廻
御
帳
廿
八
冊
納
候
…

２
３
　
同
年
二
月
五
日
…
六
冊
仙
北
郡
御
帳
、
外
秋
田
郡
堂
城
村
御
帳
壱
冊
、

右
七
冊
、
御
役
所

二
留
置
、
残
而
六
拾
九
冊
、
御
金
蔵

へ
遣
候

２
４
　
同
年
三
月
十
二
日
…
御
金
蔵
帳
面
八
拾
三
冊
返
上
、
秋
田
郡
比
内
御
帳

二
拾
六
冊
、
山
本
郡
弐
拾
冊
、
秋
田
郡
四
拾
六
冊
、
秋
田
郡
三
拾
六
冊
、

男
鹿
四
拾
三
冊
、
山
本
郡
三
拾
三
冊
、
川
辺
郡
四
拾
三
冊
…
…
、
今
日

御
金
蔵

へ
遣
候
…
雄
勝
郡
壱
冊
、
仙
北
郡
壱
冊
、
平
鹿
郡
六
冊
、
秋
田

郡
八
拾
弐
冊
…

２
５
　
同
年
四
月
八
日
…
三
拾
六
冊
納
置
候
、
内
房
沢
村
御
帳
弐
冊
、
早

口
村

御
帳
弐
冊
、
中
屋
敷
村
御
帳
壱
冊
、
御
用

二
而
御
役
所

二
留
置
…

２
５
　
同
年
四
月
十

一
日
…
秋
田
郡
西
野
村
御
帳
五
冊
…

２
６
　
同
年
四
月
十
七
日
、
仙
北
郡
増
田
之
内
甲
子
内
村
御
金
蔵
帳
壱
冊
…

２
７
　
同
年
五
月
十
三
日
天
和
年
中
　
御
黒
印
写
高
帳
八
冊
、
宝
永
年
中
同
御

帳
八
冊
、
都
合
拾
六
冊
…

四
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館
蔵
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

２
８
　
同
年
五
月
十
四
日

‥
山
本
都
岩
館
村
之
内
、
小
入
川
畑
開
、
銀
山
畑
開
、

正
保
四
年
御
金
蔵
帳
、
御
用
之
由
被
仰
聞
、
正
保
四
年
帳
三
冊
、
廷
宝

三
年
帳
壱
冊
、
都
合
四
冊
…

２
９
　
同
年
五
月
十
二
日
…
平
鹿
郡
村
々
御
帳
拾
二
冊
、
雄
勝
郡
貝
沢
村
御
帳

壱
冊
、
御
用
、
御
用
明
返
上
申

二
付
、
直
々
御
金
蔵

へ
追
候
、
御
金
蔵

ヨ
リ
先
達
而
借
入
候
宝
永
年
中
　
御
黒
印
帳
八
冊
、
寛
文
年
中
御
高
帳

弐
冊
、
御
金
蔵

へ
返
置
候
、
元
和
年
中

ハ
御
用
有
之
留
置
候

３
０
　
同
年
六
月
十
六
日
…
秋
田
郡
村
々
御
帳
拾
七
冊
、
御
金
蔵

へ
返
置
候
、

平
鹿
郡
村
々
御
帳
、
御
金
蔵
御
帳
九
冊
、
為
取
寄
中
候

３
１
　
同
年
六
月
十
七
日
、
六
郷
野
中
村
御
帳
壱
冊
…

３
２
　
同
年
七
月
廿
四
日
、
仙
北
郡
四
ツ
小
屋
村
御
金
蔵
帳
五
冊

‥
同
郡
六
郷

野
中
村
御
帳
壱
冊
…
元
和
年
中
　
御
黒
印
帳
八
冊
…

３
３
　
同
年
十

一
月
六
日
、
天
和
　
御
黒
印
帳
八
冊
…

３
４
　
十
二
年

一
月
十
九
日
、
去
年
中
御
高
調

二
、
取
寄
候
御
金
蔵
帳
、
今
日

返
置
候
、
御
帳
数
五
拾
八
冊
、
内
平
鹿
郡
本
帳
同
四
冊
、
河
辺
郡
本
帳

同
弐
拾
六
冊
、
平
鹿
郡
開
帳
同
九
冊
、
秋
田
郡
開
帳
同
九
冊
、
平
鹿
郡

前
帳
…

３
５
　
同
年
三
月
十
三
日
、
下
野
国
薬
師
寺
村
、
御
知
行
分
御
検
地
帳
九
冊
…

右
同
郡
御
検
地
帳
拾
冊
…

３
６
　
同
年
七
月
十

一
日
、
萱
橋
御
検
地
帳
拾
九
冊
外
目
録
壱
通
、
長
木
御
境

‐工
膨形
〓
〓
相
‥

３
７
　
同
年
極
月
二
日
、
別
御
皆
済
、
支
郷
村
名
改
帳
九
冊
、
御
金
蔵
役
大
久

四
八

保
仁
助
罷
出
候
故
、
相
渡
候

十
五
年
十
二
月
で
、
御
金
蔵
か
ら
の
参
考
文
書
の
出
納
は
終
わ
り
、
調
査
結

果
の
整
理
作
業
や
補
完
調
査
な
ど
に
着
手
し
て
い
く
が
、
慶
長
、
寛
永
の
検
地

帳
を
は
じ
め
、
秋
田
六
郡
各
村
の
村
ご
と
の
検
地
帳
も
御
金
蔵
で
管
理

・
保
管

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

館
蔵
資
料
で
、
　
一，川
辺
郡
村
々
　
御
黒
印
高
帳
」
、

「
山
本
郡
村

々
　
御
黒

印
高
帳
」
、

「
秋
田
郡
村

々
　
御
黒
印
高
帳
」
の
三
冊
は
、
天
和
四
年

「
御
蔵

分
」
と
記
さ
れ
、
さ
ら
に

「
仙
北
村
々
　
御
黒
印
高
帳
」
、
　
一‐山
本
郡
村

々

御
黒
印
高
帳
」
、

「
平
鹿
郡
村

々
　
御
黒
印
高
帳

一
の
三
冊
も
、
宝
永

二
年

一
御
蔵
分
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
２
７
で
い
う
、
天
和
、
宝
永
の
そ

れ
ぞ
れ
八
冊
の
な
か
の
三
冊
づ
つ
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
。

次
に
こ
の
調
査
で
作
成
さ
れ
た
文
書
と
、
御
金
蔵
以
外
に
納
め
ら
れ
た
文
書

な
ど
に
つ
い
て
、
関
係
衝
所
の
み
を
あ
げ
た
い
。

３
８

　

十

一
年
二
月
二
十
日
…
去
年
中

ヨ
リ
在

々
相
廻
り
候
、　
一
部
絵
図
五

枚
出
来
差
上
候

３
９
　
同
年
七
月
六
日
…
六
郡
絵
図

ハ
出
来
仕
候
…

４
０
　
同
年
八
月
五
日
…
六
郡
絵
図
御
勘
定
所

二
有
之

４
１
　
十
二
年
二
月
七
日
、
本
田
直
帳
面
目
録
と
も

二
出
来
、
今
日
差
上
候

４
２
　
十
三
年
正
月
廿
九
日
、
旧
冬
根
岸
惣
内
常
陸
古
絵
図
持
参
…

４
３
　
同
年
五
月
廿
六
日
…
院
内

一
円
絵
図
之
御
用

二
御
座
候
間
、
別
紙
書
付

之
通
出
来
次
第

二
差
出
…

一　

院
内

一
円
之
絵
図
　

‥



一
　

横
手

一
円
之
絵
図

　

‥

右
之
通
桧
山
角
館
湯
沢
角
間
川
刈
和
野

へ
も
申
渡
候
筈

４
４
　
同
年
五
月
廿
九
日
、
今
度
在
々
之
絵
図
差
出
候
様

二
、
御
書
付

二
て

被
仰
渡
候

‥

一　

刈
和
野

‥
　
　
一　

角
館

‥

一　

桧
山

‥
　
　
　
一　

角
間
川
　
‥

４
５
　
同
年
六
月
十
日
、
刈
和
野
絵
図
出
来
…

箪
笥

二
入
。
正
保
絵
図

（枷
鵬
帳
）
、
正
保
元
禄

（嘲
柳
附
）
、
郷
村

帳

（神
臨
）
、
郷
村
帳
過
不
足

（
ヒ́高
陶
帳
）
ヽ
郷
帳

（樺
肺
）
、
御
黒

印
吟
味
覚
書
六
冊
、
御
黒
印

（噸
船
）
、
御
黒
印

（砕
鵬
帳
）
ヽ
郡
村

御
調

（競
膳
）
、
右
は
三
之
箪
笥

二
入
。
但
し
今
度
調
諸
所
絵
図

（襲

鯉
ハ
）
、
右
は
四
之
箪
笥

二
入
。
但
シ
今
度
調
諸
帳
村
高

（嬌
駆
）
、

野
州
御
知
行
帳
面

（暗
謝
柩
）
、
右
は
、
五
之
箪
笥

二
入
。
但

シ
今
度

調
正
保
元
禄
絵
図
数
通
、
今
度
調
絵
図
弐
枚
、
同
中
絵
図
弐
枚
、
同
小

絵
図
本
Ⅸ
、
男
鹿
嶋
図
弐
枚
、
以
上
享
保
十
五
年
庚
成
二
月
十
六
日
、

右
帳
面
御
絵
図
今
官
大
学
殿
御
口
披

二
而
‥

５
０
　
同
年
五
月
三
日
…
萱
橋
絵
図
壱
数
井
御
高
書
付
武
冊
之
由
、
壱
袋
去
月

廿
九
日
相
達
候
…

５
１
　
十
六
年
正
月
十
六
日
…
於
御
用
所
被
仰
渡
候
は
、
御
絵
図
、
郷
帳
出
来

次
第
江
戸
江
持
参
…

５
２
　
同
年
二
月
十
日
…
江
戸
江
被
指
上
候
御
窺
縁
絵
図
出
来
致
候
…
江
戸
御

絵
図

（好
）
壱
枚
、
七
郡
縁
絵
図

（致
絲
）
壱
枚
、
森
吉
山
嶽
御
絵
図

（験
）
壱
枚
、
元
禄
之
御
控
中
絵
図
壱
枚
、
御
末
書
御
判
物
壱
封
、

七
郡
郷
帳
壱
冊
、
下
野
国
郷
帳
壱
冊
、
御
領
地
惣
目
録
壱
冊
、
七
郡
郷

帳
外
題
壱
枚
、
御
判
形
〆
候
町
人
替
壱
枚
、
寺
館
尻
引
直
替
弐
枚
、
御

口
上
書
車
稿

（包一
）

弐
枚
、
下
野
郷
帳
外
題
壱
枚
、
御
領
地
惣
目
録

外
題
壱
枚
、
右
拾
色
文
箱
壱

ツ
ニ
入
。
正
保
郷
帳

（齢
表
）
弐
冊
、
但

シ
中
巻
下
巻
斗
、
元
禄
十
五
年
郷
帳
控
壱
冊
、
享
保
元
年
郷
帳
壱
冊
、

仙
北
郡
正
保
享
保
御
改
之
高
村
名
異
同
帳
壱
冊
、
但
シ
郷
帳
斗

二
而
郷

四
九

横
手

‥

湯
沢

‥

４
６
　
同
年
六
月
廿

一
日
、
去
月
十
六
日
所
預
り
衆

へ
、
其
所

一
円
之
絵
図
仕

立
可
差
出
候
由
、
申
渡
候
節
、
茂
本
弥
二
郎
殿
触
落
候
間
、
今
度
屋
敷

番
さ
い
そ
く
中
渡
候

４
７
　
同
年
六
月
廿
五
日
、
角
問
川

一
円
御
絵
図
、
梅
津
小
太
郎
所

ヨ
リ
差
出

候

４
８
　
同
年
十
月
廿

一
日
、
十
二
所

一
円
絵
図
、
茂
木
弥
三
郎
殿

ヨ
リ
ー

４
９
　
十
五
年

二
月
十
六
日
…
御
用
所

二
差
出
侯
帳
面
之
覚
。
御
黒
印
帳

（
叶

冊
）
ヽ
右
は
、
箪
笥
壱

ツ
ニ
入
御
用
所

へ
指
上
侯
。
六
郡
正
保

（』
址

冊
）
ヽ
慶
安
四
年
迄

（稲
廠
）
、
寛
文
四
年
迄

（鶴
駆
）
、
寛
文

（劃
罰

脈十τ）
ヽ
貞
享
（蜘都鵬
辻
）
ヽ
元
禄
（梯
朧
）
、
元
禄
（確馳椰包
）
、

宝
永

（剛
引
鵬
辻
）
ヽ
享
保

（岬
訥
鵬
辻
）
ヽ
年
々
高
目
録
壱
袋
、
梅
津

主
馬

（
撤
議
榊
開
）

、
黒
沢
多
左
衛
門
元
里

（規
朧
）
、
黒
沢
味
右
衛

門
道
次

（哉
鵬
）
、
天
和
道
程
壱
袋
三
冊
元
禄
道
程
書
付

（雑
鹸
）
、

右
は
、
壱
之
笛
笥

二
入
。
天
和
　
御
黒
印

（朧
八
）
ヽ
宝
永
　
御
黒
印

（
廠
八
）
ヽ
御
代
官
帳
、
享
保
七
年
同
八
年
調

（階
じ

、
右
は
弐
之

館
蔵
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き



館
哉
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

村
帳

二
構
不
申
、
仕
立
候
、
秋
田
郡
右
同
断
書
抜
壱
冊
、
江
戸
御
絵
図

折
形

（包．．
）
壱
枚
、
絵
具
筆
注
文

（缶
）
壱
通
、
七
郡
縁
絵
図
小
絵

図
壱
枚
、
右
之
通
今
度
田
崎
治
左
衛
門
鷲
尾
彦
九
郎
江
戸
江
持
参
…

５
４
　
同
年
六
月
十
四
日
、
田
代
源
太
、
岡
蔵
人
主
、
明
後
日
十
六
日
下
筋

へ

御
用

二
付
出
足

二
付
、
箪
笥
弐
ツ
丼
櫃
壱

ツ
、
御
兵
具
蔵

へ
納
置
候
、

御
用
所
御
黒
印
帳
丼
御
黒
印
村
帳
と
も

二
御
用
所

へ
納
置
候
、
御
用
箪

笥
五
ツ
、
御
絵
図
箱
壱

ツ
、
御
勘
定
所

へ
納
置
候

５
５
　
同
年
七
月
九
日
、
郡
村
御
用
方
御
用
箪
笥
五
ツ
、
御
絵
図
箱
壱
ツ
、
当

六
月
十
四
日
、
御
勘
定
所

へ
納
置
候
を
今
日
取
寄
申
候
。
御
境
目
御
用

箪
笥
弐
ツ
、
櫃
壱
ツ
、
御
兵
具
蔵
…
納
置
候
…

５
６
　
同
年
十

一
月
廿
日
…
郷
村
帳
郷
帳
共

二
御
用

二
付
、
御
用
所

へ
可
被
差

出
候
由
、
中
来
候
、
享
保
郷
村
帳

ハ
、
江
戸

へ
参
候

二
付
郷
帳
斗
…
相

渡
候

５
７
　
十
七
年
二
月
四
日
…
去
春
中
江
戸
表

へ
被
差
上
候
郷
帳
御
控
も
、
右
筆

手
明
次
第
、
書
筈

二
御
座
候
間
、
御
右
筆
所

へ
…
差
図
申
候

５
８
　
同
年
二
月
六
日
、
郡
村
方
御
用
箪
笥
五
ツ
之
内
三
ツ
、
井
御
絵
図
箱
大

小
弐
ツ
、
当
分
御
用
無
之
候

二
付
、
御
勘
定
所

へ
納
置
候

５
９
　
同
年
間
五
月
廿

一
日
、
御
代
々
御
判
物
写
井
御
領
地
目
録
写
、
其
外
御

書
付
共
、
但
左
兵
衛
殿
御
印

一
、
包

一
、
箱

一
、
寛
文
四
年
郷
村
帳

一

冊
同
書
替
四
枚

一
包
、
貞
享
元
年
郷
村
帳
同
書
替
三
枚
壱
包
、
宝
永
八

年
郷
村
帳
同
書
替
五
枚
壱
包
、
郷
村
帳
草
稿

一
冊
、
新
郷
村
帳
下
書
帳

一
冊
、
郷
村
帳
吟
味
覚
書

一
冊
、
下
野
国
御
領
地
郷
帳

一
冊

（
刊
馴
申
）

五
〇

之
内
御
領
地
惣
高
目
録

一
冊
、
貞
享
郷
村
帳
之
御
末
書

へ
宝
永
享
保
郷

村
帳
之
異
同
付
札
致
候
帳

一
冊
、
前
度
四
度
郷
村
帳
御
末
書
卜
、
新
郷

村
帳
古
田
改
正
出
高
卜
新
田
高
過
不
足
指
引
帳

一
冊
、
右
十
四
筆
御
飛

脚
を
以
為
登
申
候
、
右
箱
大
木
屋
ヨ
リ
御
判
物
箱
共

二
弐
ツ
請
取
、
御

判
物
箱

ハ
内

二
入
、
箱
壱
ツ
ニ
致
、
御
用
所
江
差
出
候

６
０
　
同
年
七
月
二
日
、
御
勘
定
所

へ
納
置
候
大
中
御
絵
図
箱
弐
ツ
、
今
日
御

広
間

へ
取
寄
申
候

６
１
　
同
年
九
月
四
日
、
郡
村
方
御
用
箪
笥
四
ツ
、
御
勘
定
所

ヨ
リ
取
寄
御
用

明
則
返
シ
置
候

６
２
　
同
年
十
月
三
日
、
御
兵
具
蔵

ヨ
リ
御
絵
図
箱
弐
ツ
、
御
用

二
付
取
寄
申

候

６
３
　
十
八
年
六
月
晦
日
、
御
兵
具
蔵

ヨ
リ
御
判
物
入
壱

ツ
、
御
絵
図
箱
共

ニ

御
広
間

二
‥

６
４
　
十
九
年
二
月
十
七
日
…
今
日
切
相
仕
舞
明
日
御
用
箪
笥
、
御
絵
図
箱
分
、

御
兵
蔵

へ
納
置
候
段
…

６
５
　
同
年
二
月
十
八
日
、
御
絵
図
箱
弐
ツ
、
郡
村
御
用
た
ん
す
弐
ツ
、
御
境

目
御
用
た
ん
す
三
ツ
、
御
勘
定
所

へ
納
置
侯
。
御
証
文
箱
壱

ツ
、
郷
村

高
辻
帳
箱
壱

ツ
、
御
兵
蔵
納
置
候

所
預
な
ど
に
、
支
配
す
る
町
の
絵
図
提
出
を
命
じ
た
の
が
、
４
３
か
ら
４
７

ま
で
の
記
事
で
あ
る
。
刈
和
野
、
角
間
川
、
十
二
所
の
三
ケ
所
以
外
は
、

い
つ

完
成
し
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
提
出
を
命
じ
ら
れ
た
と
は
、
記
さ
れ
て
い
な
い

大
館
を
含
め
、
桧
山
、
刈
和
野
、
角
館
、
横
手
、
湯
沢
、
院
内
の
絵
図
を
所
蔵



し
て
い
る
。

次
に
３
８
か
ら
の
記
事
の
な
か
に
あ
る
文
書
の
な
か
で
、
館
蔵
資
料
を
あ
げ

る
。
４
８
で
あ
げ
た

「
御
黒
印
帳

（拾
四
冊
）
」
と

「
御
黒
印
吟
味
覚
書
六
冊
」

は
、
享
保
十
四
年
の

「
御
黒
印
高
帳
」
と

「
御
黒
印
吟
味
覚
書
」

で
、
前
書
は

十
四
冊
あ
る
が
、
後
書
は
五
冊
し
か
な
い
が
、
各
冊
に

「
六
郡
六
冊
之
内
」
と

記
さ
れ
て
お
り
、　
一
冊
は
紛
失
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
４
９

の

「
黒
沢
味
右
衛
門
道
次

（覚
書
壱
通
）
」
は
、
寛
文
四
年
の

「
黒
沢
味
右
衛

門
覚
書
」

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
現
在
、
確
認
で
き
る
の
は
、
絵
図
を
含
め
て

そ
う
数
は
多
く
な
い
が
、
こ
れ
は
、
移
管
文
書
の
目
録
で
と
ら
れ
た

「
表
題
」

と
比
較
し
て
特
定
し
て
い
る
か
ら
で
、
資
料
そ
の
も
の
を
見
て
、
郡
村
日
記
で

あ
げ
ら
れ
た

「
文
書
」
と
つ
き
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
点
数
は
も

っ
と
増
え
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
４
９
で
は
、
文
書
類
を
箪
笥
に
入
れ
て

「
御
用
所
」
に

「
差
上
」

げ
た
と
あ
り
、
御
用
所
は
文
書
の
保
管
場
所
で
は
な
い
と
な
る
が
、
５
４
で
は
、

御
用
所
に

「
納
置
」
と
あ

っ
て
、
御
用
所
も
保
管
場
所
の

一
つ
で
あ
る
と
も
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
御
用
所
に
文
書
を
納
め
た
と
あ
る
の
は
、
こ
こ
だ
け
で
、

５
３
で
は
、
ま
た

「
差
出
」
し
た
と
さ
れ
、
こ
の
記
録
の
最
後
の
６
５
で
も
箪

笥
が
納
め
ら
れ
た
の
は
、

「
御
勘
定
所
」
と

「
御
兵
蔵
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
、

「
御
用
所
」
は
入

っ
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
両
人
が
出
張
り
期
間
中
だ
け
、

毎
日
の
仕
事

で
使
用
し
て
い
た
文
書
を
、
御
用
所
に
預
け
た
の
を

「
納
置
」
と

し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

「
郷
村
日
記
」
は
、
安
楽
院
に
常
詰
の
物
書
き

が
、
毎
日
の
仕
事
を
メ
モ
し
、
そ
れ
を
年
ご
と
に
ま
と
め
て
整
理
し
た
も
の
と

館
蔵
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

考
え
ら
れ
、
し
か
も
字
体
が
異
な
る
か
ら
、
筆
者
は
複
数
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
４
９
で
、

「
箪
笥
壱

ツ
ニ
入
」
れ
た
と
さ
れ
る

「
御
黒
印
帳

（十
四

冊
）
」
と

「
四
之
箪
笥

二
入
」
れ
た
と
さ
れ
る

「
御
黒
印

（帳
拾
四
冊
）
」
は
、

同
じ
文
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
な
ど
、
記
述
の
観
点
や
用
語
の
使

い
方
が
、

必
ず
し
も

一
定
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
大
館
絵
図
を
落
と
す
な
ど
、
必
要
な
記

事
を
漏
れ
な
く
記
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。

こ
こ
に
き
て
、
郷
村
日
記
を

「
無
批
判
」
に
使

っ
て
き
た

「
つ
け
」
が
ま
わ

っ

て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
目
的
は
、

「，秋
田
藩
に
お
け
る
文
書
管
理
」

に
つ
い
て
お
お
ま
か
な
こ
と
を
知
り
、
今
後
の
文
書
の
再
整
理
の
指
針
を
見
い

だ
す
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
す
ま
な
い
と
こ
ろ
ま
で
き
て
し
ま

っ

た
よ
う
で
あ
る
。

先
述
し
た
天
和
、
宝
永
の
御
黒
印
帳
の
表
紙
に
書
か
れ
て
い
る

「
御
蔵
分
」

の

「
蔵
」
は
、

「
御
金
蔵
」
な
の
か
、
あ
る
い
は

「
御
兵
具
蔵
」
な
の
か
も
、

つ
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
き
な
課
題

の

一
つ
で
あ
る
。
一早
保

五
年

「
御
絵
図
御
証
拠
壱
通
」
の
末
尾
に
は
、

「
右
之
通
御
絵
図
共
御
納
戸
よ
り
被

指
出
、
永
々
御
境
目
役
江
被
渡
置
候
間
、
御
兵
具
蔵
江
納
置
可
申
候
以
上
」
と

記
さ
れ
、

「
御
兵
具
蔵
」
で
も
絵
図
が
保
管

・
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
裏
付

け
ら
れ
る
。

や
は
り
、
文
書
を
保
管
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る

「
御
金
蔵
」
や

「
御
兵

具
蔵
」
だ
け
で
は
な
く

「
御
用
所
」
や

「
御
勘
定
所
」
な
ど
が
、
職
制
上
ど
の

よ
う
な
権
限
や
機
能
を
保
有
し
て
い
た
か
を
、
具
体
的
に
追
究
し
な
が
ら
、

「
秋
田
藩
に
お
け
る
文
書
の
作
成
と
管
理
」
に
つ
い
て
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

五
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館
載
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

な
い
。

以
上
、
相
当

の
試
行
錯
誤
を
重
ね
視
点
も

一
定
し
て
い
な

い
、
拙
文
に
な

っ

て
し
ま

っ
た
が
、
本
稿

の
課
題

に
対
し
て
、
あ
る
程
度

の
方
向
性
は
、
打
ち
出

す
こ
と
が

で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
秋
田
藩

の
職
制
」
を
知

っ
た
う
え
で
、

ど

の
よ
う
な
役
所

で
ど

の
よ
う
な
文
書
が
作
成

・
保
管
さ
れ
た
か
を
、
考
え
な

が
ら

「
混
架
資
料
」

の
伝
来
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
が
、
出
発
点

で
あ
る
。

た
し
か
に

「
秋

田
藩
」

か
ら

「
秋

田
県
」

へ
の
文
書

の
引
き
継
ぎ
問
題
な
ど
は

問
題

で
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
後

の
問
題
そ
れ
は
後

の
課
題

に
し
た
い
。

註

（
１
）

一
次
資
料
と
そ
の
写
本
か
ら
構
成
さ
れ
る
の
が
、

「
文
書
」
そ
れ
に
書
籍
類
が

加
わ

っ
た
の
が
、

「
文
庫

一
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
た
が
、
必
ず
し
も

そ
う
で
は
な
く
、
文
庫
、
文
書
の
使
い
分
け
が
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、
佐
藤

信
淵
の
著
作
や
関
連
資
料
か
ら
な
る

「
弥
高
文
庫
」
、
平
田
篤
胤
の
著
書
な
ど

か
ら
な
る

一
平
田
文
庫
」
、
平
田
篤
胤
の
自
筆
本
や
仙
北
の
佐
藤
家
か
ら
寄
贈

さ
れ
た
佐
竹
氏
や
岩
城
氏
の
書
状
類
か
ら
な
る
　
貴
重
書
」
を

「
特
殊
」
文
庫

と
し
て
い
る
が
、
そ
の

「
特
殊
」
や

一貴
重
書
一
の
意
味
も
問
題
で
あ
る
。

（
２
）
な
お
、
８
表
の
１
の
新
屋
村
と
３
の
下
延
村
か
ら
の
文
書
も
、
Ａ
記
号
で
分
類

整
理
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
電
子
複
写
資
料
で
あ
る
か
ら
、
第
２
表
に
含

め
な
か

っ
た
。

（
３
）
鈴
木
ミ
サ
オ
家
資
料
だ
け
は
、

「
目
録
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
次
に
、
第

４
表
の
番
号
の
理
解
の
た
め
に
、
こ
の
日
録
の
凡
例
を
掲
載
す
る
。

五

二

（
４
）
目
録
の
上
で
は
、
Ａ
記
号
郷
土
資
料
と

「
混
架
資
料
」
は
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、

出
所
、
伝
来
が
明
確
で
な
い
と
い
う
点
で
は
、
同
じ
な
の
で
、
両
方
と
も

「
混

架
資
料
」
と
し
た
。

（
５
）
三
冊
の
書
籍
目
録
が
、
い
つ
作
成
さ
れ
た
は
、
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。

「
新
」

に
は
、
書
き
た
し
と
廃
棄
印
が
見
ら
れ
る
が
、

「
旧
」
と

「
各
課
定
備
」
に
は
、

み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ら
を
手
が
か
り
と
し
、
三
冊
が
同
時
に
作
ら
れ
た
と
す
れ

ば
、
諸
統
計
書
之
部
に

一
〇
印
棄
損
ス
　
明
治
二
十
六
年
十
二
月
十
四
日
」
と

あ
る
か
ら
、
二
十
五
年
頃
に
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
想
定
さ
れ
る
。
と

こ
ろ
で
、
佐
竹
家
か
ら
引
き
継
い
だ
文
書
や
書
籍
だ
け
で
は
な
く
、
県
が
作
成

し
た
り
、
購
入
し
た
文
書
や
書
籍
な
ど
も
貸
し
付
け
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
６
）

「
御
蔵
書
日
録
」
は
、
西
家
の
文
庫
の
な
か
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

300藩 。 県 外
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本
来
は
Ａ
Ｓ
に
収
め
ら
れ
る
べ
き
資
料
で
あ
る
。
こ
の
目
録
の
末
尾
に
、
天
保

三
年
六
月

「
秋
田
藩
」
記
録
方
右
筆
筆
頭
の
岩
堀
宗
六
ら
が
調
査
を
担
当
し
た

と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の

「
目
録
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る

「
改
選

諸
家
系
譜
」
六
十
九
冊
ほ
か
、
多
く
の
文
書
か
、
Ａ
Ｓ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か

さつ

、́
↓の
プｏ
。

（
７
）
第
５
表
で
は
、
真
崎
と
真
崎
勇
助
と
分
け
て
整
理
し
た
ｃ
差
出
入
と
受
取
人

と
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
真
崎
は
勇
助
の
こ
と
だ
と
思
う
が
、
書
状
に
表
記
さ

れ
て
い
る
通
り
に
ま
と
め
て
整
理
し
た
。
他
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
１
７
番
の

「
長
瀬
宛
書
状
」
は
、
第
７
表
の
３
５
番
の

「
長
瀬
」
と
ま
と
め
た
方
が
い
い

の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
２
０
番
の

「
安
東
」
は
第
１
表
の
移
管
日
録
３
に
、

収
め
ら
れ
て
い
る

「
安
東
家
」
と
は
関
係
が
な
い
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

（
８
）
Ａ
記
号
の
中
に
も
こ
れ
と
全
く
同
じ

「
八
代
印
」
が
押
さ
れ
て
い
る

「
服
忌

令
」
が
あ
る
。

（
９
）

「
昭
和
十
年
度
以
前
収
蔵
郷
土
資
料

。
昭
和
三
十
四
年
度
以
前
郷
土
人
著
作

目
録
」
参
照

（
「
秋
田
県
立
秋
田
図
書
館
」
昭
和
三
十
九
年
八
月
）

（
１０
）
Ａ
Ｓ
に
収
め
ら
れ
て
い
る

「
宇
都
宮
日
記
」
は
、

「
旅
中
日
記
」
を
含
め
て

百
二
十
四
冊
で
あ
る
。
な
お
、
明
治
二
年
ヨ
リ
九
年
迄
の
日
記
、
八
冊
は
記
載

さ
れ
て
は
い
る
が
、
仕
送
り
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
維
新
後
の
日
記
は
、

一
個
人
」
の
日
記
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
１１
）
樋

口
氏
の

「
蔵
書
目
録
」
に
は
、
絵
図
目
録
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に

「
秋
田
城
絵
図
」

や

一，秋
田
六
郡
全
図
」
の
ほ
か
大
館
や
横
手
の

「
城
絵
図
」

は
、
見
ら
れ
る
が
、
江
戸
の
屋
敷
や
蝦
夷
地
関
係
の
絵
図
が
多
く
、
対
幕
用
、

館
蔵
資
料
の
伝
禾
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

藩
内
用
に
作
成
し
た
絵
図
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

「
千
秋
文
庫
」
の
蔵

書
も
視
野
に
入
れ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
・２
）
郷
村
日
記
は
、

一
、
二
月
十
八
日
、
館
岡
武
兵
衛
…

一
、
戸
崎
藤
兵
衛
‥

一
、
二
月
廿
日
、
八
代
角
助
…
　
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
、
た
と
え
ば
戸
崎
で
は
じ
ま
る
記
事
を
引
用
す
る
場
合
の
月
日
は
、
二

月
十
八
日
と
し
た
ｃ

（
‐３
）
町
絵
図
に
つ
い
て
は
阿
部
和
彦

「
秋
田
藩
領
城
下
町

。
在
郷
給
人
町
の
官
製

図
に
つ
い
て
」
参
照

（
「
東
北
大
学
建
築
学
報
」
第
２
０
号
所
収
）

（
‐４
）
か

つ
て
図
書
館
で
文
書
を
整
理
し
、
日
録
を
作
成
し
た
先
輩
諸
氏
に
対
す
る

批
判
は
、
な
い
も
の
ね
だ
り
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
当
時
は
文
書
整
理
に
、

専
任
で
き
ず
、
図
書
館
に
お
け
る
様
々
な
仕
事
を
し
な
が
ら
、
文
書
の
整
理
を

組
織
的
に
で
は
な
く
、
個
人
的
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
文
書
資
料
を
散
逸
す
る

こ
と
な
く
、
そ
の
時
々
に
与
え
ら
れ
た
条
件
の
な
か
で
、
　
ベ
ス
ト
を
尽
く
し

て
仕
事
を
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
た
上
で
の
、
批
判
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
き

た
い
。

（
・５
）
文
書
の
作
成
主
体
や
保
管
場
所
の
特
定
は
、
文
書
の

「
原
」
秩
序
復
元
の
有

力
な
根
拠
と
な
る

（主
任
専
門
員
　
き
く
ち
　
や
す
お
）
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い

て

明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ

は
じ
め
に

一
　

「
秋
田
県
沿
革
史
稿
」
に
つ
い
て

一
一　
地
方
制
度
の
改
正
と
県
庁
の
職
務
分
課
の
変
遷

１
　

「
県
治
条
例
」
下
の
県
の
職
務
分
課

２
　

「
府
県
職
制
並
事
務
章
程
」
下
の
県
の
職
務
分
課

３
　

「
府
県
官
職
制
」
下
の
県
の
職
務
分
課

４
　

「
地
方
官
官
制
」
下
の
県
の
職
務
分
課

は
じ
め
に

本
稿
は
、
明
治
前
期
、
す
な
わ
ち
秋
田
県
の
成
立
か
ら
明
治
二
十
年
代
初
頭

ま
で
の
県
庁
の
職
務
分
課
の
推
移
の
過
程
を
た
ど
り
、
組
織
的
改
変
の
意
味
を

確
認
し
、
こ
れ
を
時
期
的
に
区
分
し
て
整
理
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

本
館
は
膨
大
な
明
治
期
の
公
文
書
を
所
蔵
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
合
理
的
に

五
四

同

橋

務

再
整
理
す
る
作
業
が
わ
れ
わ
れ
の
当
面
す
る
課
題
で
あ
る
ｃ
そ
の
た
め
に
は
、

公
文
書
を
生
み
出
し
て
き
た
県
庁
の
機
構
変
遷
と
そ
の
職
務
内
容
の
正
確
な
把

握
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
調
査
の
成
果
の

一
部
で
あ
る
。
こ
れ
を
明

治
前
期
と
限

っ
た
理
由
は
、
ひ
と
つ
は
調
査
の
進
展
度
に
よ
る
。

つ
ぎ
に
、
こ

の
時
期
は

「
秋
田
県
報
」
発
刊
以
前
に
あ
た
り
、
当
該
期
間
の
公
文
書
調
査
に

よ
る
以
外
、
正
確
に
は
掌
握
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
。
ま
た
、
最
近
の
地
方
制

度
の
研
究
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
明
治
国
家
体
制
の
準
備
期
と
特
徴
付
け

ら
れ
る

一
時
期
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。

こ
の
時
期
の
秋
田
県
庁
の
分
課
の
変
遷
に
言
及
し
た
刊
行
書
は
数
少
な
い
。

大
正
六
年
の

『
秋
田
県
史
』
で
は
こ
れ
を
沿
草
の

一
覧
表
で
ま
と
め
、
昭
和
三

十
九
年
の

『
秋
田
県
史
』
明
治
編
で
は
じ
め
て
叙
述
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
秋
田

県
立
秋
田
図
書
館
が
廃
棄
公
文
書
の
整
理
の
た
め
、
当
時
の
文
書
係
が
系
統
図

的
に
ま
と
め
た
昭
和
四
十
七
年
の

「
秋
田
県
行
政
機
構
総
合

一
覧
」
が
あ
る
以

外
、
最
近
の
成
果
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
成
果
も
、
明
治
期
の
県
庁
中

へ
の
規
則
や
達
類
な
ど
を
綴

っ
た
公

文
書
に
も
と
づ
い
て
発
表
さ
れ
た
成
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
も
方
法

明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て



的
に
は
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
に
部
課
係
等
の
名
称
に
止
ま
ら
ず
、
こ
れ

ま
で
の
行
政
の
成
果
な
ど
も
活
用
し
て
、
可
能
な
か
ぎ
り
県
庁
機
構
の
変
遷
を

そ
の
職
務
内
容
の
点
検
を
通
じ
て
検
討
し
た
結
果
を
報
告
す
る
。

一
　

「
秋
田
県
沿
革
史
稿
」
に
つ
い
て

明
治

二
十

二
年
ま
で
は
本
県
の
沿
草
誌
は
作
成
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
本
館

に

「
秋
田
県
沿
革
史
稿
」
と

「
秋
田
県
沿
革
史
草
案
」
と
い
う
二
点
の
史
料
が

あ
る
。
前
者
は
百
丁
余
で
明
治
四
年
か
ら
二
十
二
年
、
後
者
は
四
十
丁
余
で
明

治
二
十
三
、
四
年
の
沿
革
を
ま
と
め
た
小
編
纂
物
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

「
秋
田

県
沿
革
誌
」
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
秋
田
県
沿
革
史
稿
」
の
最

後
に
二
通
の
起
案
書
が
綴
ら
れ
、

こ
の
小
編
纂
物
が
つ
く
ら
れ
る
に
至

っ
た
経

緯
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。　
一
通
は
明
治

二
十
二
年
九
月
二
十

一
日
、
第

一
部

庶
務
課
長
の
属
青
木
定
謙
が
起
案
し
た́
回
議
第

一
一
七
号
の
文
書
。
他
は
同
年

十
月
八
日
に
庶
務
課
属
飛
沢
鐵
太
が
編
纂
委
員
と
し
て
起
案
し
た
回
議
番
号

一

九
二
号
の
文
書
で
あ
る
。
こ
の
二
通
の
文
書
か
ら
、
置
県
以
来
は
じ
め
て
の
沿

革
誌
を
編
纂
す
る
方
針
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
じ
め
に
、
こ
の

「
県
庁
沿
草
誌
編
纂
ノ
議
」
と
題
す
る
第

一
一
七
号
文
書

で
、
青
木
は
沿
革
誌
編
纂
を
次
の
よ
う
に
当
時
の
第

一
部
長
小
川
弘
水
と
知
事

青
山
貞
に
説
明
し
て
い
る
。
当
時
の
正
規
の
起
案
用
紙
で
は
な
く
、
県
の
十
三

行
罫
紙
に
書
か
れ
て
い
る
。
全
文
を
掲
げ
る
。

明
治

二
十
二
年
九
月
十

一
日

明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

知
事

一日
回
一　
　
　
　
　
　
　
第

一
部
庶
務
課
長

第

一
部
長

一団
因
一　
　
　
　
　
　
　
　
属
青
木
定
謙

一同
困

県
庁
沿
草
誌
編
纂
ノ
議

曇

二
本
県
現
行
法
規
編
纂
ノ
裁
可
ヲ
経
、
爾
来
委
員
ヲ
置
キ
、
孜
々
ト
シ
テ

之

二
従
事
セ
シ
メ
タ
ル
ヲ
以
、
今
ヤ
漸
ク
成
功
ヲ
告
ケ
タ
リ
、
其
執
務
上

ニ

便
益
ヲ
与

ヘ
タ
ル
ニ
少
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
信
ス
、
而
シ
テ
本
県
記
録
上

二
於
テ
傷

ホ
欠
典
卜
称

ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
、
沿
革
誌
ノ
編
纂
ナ
キ
事
是
ナ
リ
、
抑

モ
往
時

ノ
事
蹟

二
徴
シ
テ
将
来
ノ
針
路
ヲ
定
メ
、
其
他
諸
般
ノ
考
据
参
照

二
供

ス
ル

ニ
、
沿
革
誌
ノ
必
要
ナ
ル
ハ
言
ヲ
侯
タ
サ
ル
ナ
リ
、
依
テ
本
課
員
中

二
委
員

ヲ
置
キ
、
置
県
ノ
初

ヨ
リ
本
年
十
二
月

マ
テ
ヲ
限
ト
シ
、
編
年
体

ヲ
以
テ
官

報

二
掲
ク
ル
司
法
省
外
務
省
等
ノ
沿
革
誌

二
模
擬
シ
、
該
誌
ノ
編
纂

二
従
事

セ
シ
メ
度
、
予
メ
仰
御
裁
可
候
也

こ
の
沿
革
誌
編
纂
は
庶
務
課
長
青
木
定
謙
の
強
い
意
思
で
は
じ
め
ら
れ
た
。

冒
頭
の

「
本
県
現
行
法
規
編
纂
」
と
は
、
明
治
四
年
以
降
発
令
さ
れ
、
明
治

二

十
二
年
現
在
ま
で
、
現
行
の
県
行
政
に
関
わ
る
法
令
集

『
現
行
秋
田
県
法
規
』

上
下
二
巻
の
発
刊
準
備
が
無
事
で
き
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
法
規
の
編

纂
事
業
の
過
程
で
沿
草
誌
編
纂
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
引
続

き
編
年
体
で
、
中
央
の
省
庁
の
沿
革
誌
の
よ
う
な
県
庁
の
沿
革
誌
編
纂
が
企
画

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
庶
務
課
員
を
編
纂
委
員
に
充
て
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
を
願

い
出
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
企
画
は
知
事
に
認
め
ら
れ
、
実
際
に
行
わ
れ
る
運
び
と
な

っ
た
。
編
纂

五
五



明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

委
員
に
は
、
飛
沢
鐵
太
ほ
か
第

一
九
二
号
文
書
の
委
員
欄
の
印
鑑
か
ら
、
庶
務

課
属
の
石
井
剛
太
郎
、
前
田
復

二
郎
が
選
任
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
当
初
こ
の

三
人
の
属
を
中
心
に
編
纂
作
業
が
開
始
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
体
裁
と
摘

録
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
伺

っ
た
文
書
が
第

一
九
三
号
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
は

正
規
の
起
案
用
紙
を
使
用
し
、
庶
務
課
長
、
第

一
部
長
を
経
て
、
知
事
に
決
裁

を
受
け
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
収
録
す
る
期
間
を
明
治
四
年
の
置
県
か
ら
同
二
十
二
年
の

十
二
月
ま
で
と
定
め
、
部
門
を
設
け
ず
、
編
年
体
で
記
述
す
る
。
そ
し
て
、
摘

録
す
べ
き
内
容
と
し
て
次
の
十
箇
条
を
挙
げ
て
い
る
。

一　

本
庁
及
処
属
官
衝
ノ
廃
置
分
合
及
移
転

一
一　
各
官
衛
ノ
構
成
権
限
及
管
轄
区
域

〓
一　
各
課
ノ
廃
置
分
合

四
　
一局
等
官
ノ
任
免
瓢
レ
及
更
迭

五
　
重
要
ナ
ル
事
務
ノ
主
管
替

一ハ
　
郡
区
戸
長

ヘ
ノ
分
任
条
件

七
　
重
要
ナ
ル
事
件

二
就
テ
ノ
官
吏
出
張
巡
回

八
　
県
治
上

二
関

シ
タ
ル
事
件
ノ
生
息

九
　
県
治
上

二
関

シ
タ
ル
事
業
ノ
興
廃

十
　
学
校
病
院
等

二
関
シ
重
モ
タ
ル
沿
革

第
八
第
九
項
目
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

「
委
員

二
注
意
」
し
た
旨
の
付
箋
が

あ
る
以
外
、
大
筋
は
了
承
さ
れ
、
こ
の
観
点
か
ら
、
県
庁
の
職
務
の
沿
革
等
を

中
心
に
編
纂
材
料
を
集
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
六

ま
た
、
表
紙
に
は

「
秋
田
県
沿
革
史
稿
」
と
あ
る
が
、
内
扉
に
は

「
秋
田
県

沿
革
誌
稿
」
と
あ
る
。
原
議
か
ら
み
て
も
、
正
し
く
は

「
誌
」

で
あ
る
。

こ
の

点

「
秋
田
県
沿
革
史
草
案
」
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
本
文
と
は
書
体

も
違
う
の
で
、
表
紙
は
の
ち
に
同
じ
時
点
で
付
し
た
際
に
書
か
れ
た
と
考
え
て

よ
い
。　
一
方
、
本
文
は
同

一
人
物
の
手
で
特
徴
あ
る
書
体
で
書
か
れ
て
い
る
。

「
秋
田
県
沿
革
史
稿
」
が
完
成
し
た
あ
と
で
、
す
な
わ
ち
、
本
史
料
冒
頭
に
付

さ
れ
た

「
凡
例
」
に
は

「
明
治
二
十
三
年
十
月
」
と
ぁ
る
の
で
、
そ
の
後

こ
れ

に
倣

っ
て
継
続
し
て
二
年
分
を
纏
め
た
の
が

「
秋
田
県
沿
革
史
草
案
」
で
あ
ろ

ンつ
。さ

て
、
先
の

「
凡
例
」
の
最
後
に
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

明
治
六
年
中
、
本
庁
祝
融
ノ
災

二
罹
り
、
諸
記
録
鳥
有

二
属

ス
ル
モ
ノ
少
ナ

カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
、
編
輯
ノ
材
料
完
全

二
欠
ク
ノ
憾
ナ
シ
ト
セ
ス
、
観
者
之
ヲ

一課
セ
ヨ

す
な
わ
ち
、
明
治
六
年
八
月
二
十
四
日
の
県
庁
の
焼
失
に
よ

っ
て
、
置
県
か
ら

こ
の
時
ま
で
の
記
録
類
は
全
く
失
わ
れ
、
明
治

二
十
二
年
の
時
点
で
す
ら

「
沿

革
誌
」
の
編
纂
の
材
料
に
欠
く
状
態

で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な

史
料
的
な
制
約
に
よ

っ
て
、
県
庁
の
沿
革
と
い
っ
て
も
、
最
初
の
約
二
年
間
は

空
自
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
明
治
六
年
以
降
の
職
掌
の
変
遷
に
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
。

「
秋
田
県
沿
革
史
稿
」

（
以
後

「
沿
革
誌
」
と
す
る
）
は
明
治
二
十
二
年
ま

で
の
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
を
調
査
す
る
際
に
は
、
必
須
の
参
照
す
べ
き
史
料

の
ひ
と
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
、
こ
れ
ま
で
も
何
回
か
に
わ
た
り
参



照
さ
れ
て
き
た
形
跡
が
あ
る
。

ペ
ン
や
鉛
筆
な
ど
で
後
に
訂
正
や
補
足
記
入
し

た
箇
所
が
数
力
所
あ
る
。

以
下
は
、

こ
の

一‐沿
革
誌
」
に
は
典
拠
等
の
記
載
は

一
切
な
い
が
、
こ
の
記

述
を

一
応

の
手
掛
り
に
し
て
、
こ
の
も
と
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
公
文
書
等

の
諸
史
料
を
探
し
て
整
理
し
、
考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

一
一　
地
方
制
度
の
改
正
と
県
庁
の
職
務
分
課
の
変
遷

県
は
国
家
の
地
方
機
関
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
職
務
分
課
は
基
本

的
に
は
国
家

の
地
方
官
制
お
よ
び
そ
の
職
務
を
規
定
す
る
法
令
等
に
も
と
づ
い

て
改
編
さ
れ
た
。
　
一‐沿
革
誌
」

で
わ
か
る
大
規
模
な
職
務
分
課
は
、
多
く
は
国

の
地
方
制
度
の
改
正
を
受
け
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
二
十
年

代
前
半
ま
で
の
地
方
制
度
は
、
大
き
く
次
の
四
法
令
に
も
と
ず
い
て
区
分
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①

「
県
治
条
例
」
、
②

「
府
県
職
制
並
事
務
章

程
」
、
問

「
府
県
官
職
制
」
、
０

「
地
方
官
官
制
」
の
四
法
令
で
あ
る
。
し
た

が

っ
て
、
県
庁
の
職
務
分
課
変
遷
の
大
枠
も
、
基
本
的
に
は
こ
れ
に
も
と
づ
い

て
い
る
の
で
、
四
期
に
分
け
て
叙
述
す
る
。

１

「
県
治
条
例
」
下
の
県
の
職
務
分
課

廃
藩
置
県
後
の
明
治
四
年
十

一
月
二
十
七
日
、
で

「
府
県
官
等
」

（
太
政
官

第
六
百
二
十
二
て
お
よ
び

「
県
治
条
例
」

（
同
六
百
二
十
三
）
が
出
さ
れ
、
地

方
組
織
と
そ
の
機
関
の
役
割
が
明
確
化
さ
れ
た
。
も

っ
と
も
、
こ
の

一
カ
月
前

明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

の
十
月
二
十
八
日
に

「
府
県
官
制
」

（
太
政
官
第
五
百
六
十
）
に
よ

っ
て
、
府

県
の
官
制
と
府
県
に
租
税

。
庶
務

。
聴
訟
の
三
課
を
置
き
、
典
事
以
下
の
職
員

が
参
事
の
許
允
の
も
と
で
事
務
を
施
行
す
る
と
規
定
し
て
、
制
度
的
に
は
発
足

し
た
。
あ
ま
り
に
短
期
の
改
正
で
あ
り
、
ま
た
史
料
的
な
制
約
に
よ
り

「
府
県

官
制
」
下
で
の
本
県
の
実
態
は
明
確
に
で
き
な
い
。
し
た
が

っ
て
、

「
県
治
条

例
」
下
で
の
職
務
分
課
か
ら
取
り
上
げ
た
い
。

「
県
治
条
例
」
は

「
県
治
職
制
」
、

「
県
治
事
務
章
程
」
、

「
県
治
官
員
並

常
備
金
規
則
」
、

「
窮
民

一
時
救
助
規
則
」
の
四
つ
の
法
今
に
よ

っ
て
構
成
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

「
県
治
職
制
」
と

「
県
治
事
務
章
程
」
の
本
県
の
職
務

分
課
に
関
わ
る
観
点
か
ら
内
容
を
整
理
し
て
お
く
。
開
港
場
以
外
の
県
に
は
、

奏
任
官
と
判
任
官
の
二
種
の
官
吏
を
置
い
た
。
奏
任
官
と
は
令
も
し
く
は
権
令

一
名
、
参
事
も
し
く
は
権
参
事

一
名
、
さ
ら
に
特
別
の
事
情
に
よ
り
置
く
こ
と

も
で
き
た
七
等
出
仕
で
あ
る
。
ま
た
、
典
事

・
権
典
事

。
大
属

・
権
大
属

。
少

属

・
権
少
属

。
史
生

。
出
仕
の
各
官
が
判
任
官
で
あ
る
。
今
は
判
任
官
以
下
の

任
免
等
が
で
き
た
。
典
事

・
権
典
事
は
令
の
指
令
に
従
い
、
県
庁
に
置
か
れ
た

庶
務
課

。
聴
訟
課

・
租
税
課

。
出
納
課
の
事
務
を
分
掌
し
た
。
さ
ら
に
東
京
出

張
所
に
大
属

。
権
大
属
か
ら

一
名
、
史
生

一
名
が
常
時
置
か
れ
、
県
に
関
わ
る

仕
事
に
当

っ
た
。
県
庁
の
事
務
は
今

。
参
事
が
判
決
し
て
処
分
の
法
案
を
作
り

主
務
の
各
省
に
稟
議
し
て
処
分
す
べ
き
事
項
と
令

。
参
事
が
専
任
施
行
し
て
後

に
そ
の
旨
趣
を
主
務
の
省
に
報
告
等
す
べ
き
事
項
に
大
き
く
三
分
さ
れ
た
。
全

国
統

一
的
な
体
制
が
確
立
し
て
い
な
い
た
め
、
中
央
集
権
的
な
事
務
処
理
を
規

定
し
た
。
前
者
は

「
県
治
事
務
章
程
」
の
上
款
と
し
て
三
十

一
カ
条
、
後
者
は

五
七



い

て

明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ

下
款
十
六
カ
条
に
わ
た
り
規
定
し
た
。
こ
の
比
率
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
多

く
は
中
央
省
庁
か
ら
の
指
令
に
よ

っ
て
処
理
し
、
重
要
な
事
柄
を
す
べ
て
上
款

に
規
定
し
た
。

こ
の

「
県
治
条
例
」
下
で
、
県
の
職
務
分
課
は

「
秋
田
県
職
務
章
程
」
で
定

め
ら
れ
た
。

こ
の
条
例
が
施
行
さ
れ
て
い
た
明
治
八
年
十

一
月
ま
で
の
間
に
、

全
面
的
な
改
正
は
少
な
く
と
も
次
の
三
回
は
行
わ
れ
た
。
①
明
治
六
年
八
月
二

十
五
日
、
②
明
治
八
年

一
月
十
九
日
、
③
同
八
年
六
月
二
十
二
日
で
あ
る
。
現

在
判
明
す
る
最
初
の
職
務
章
程
は
、
明
治
六
年
二
月
左
院
が
国
憲
民
法
を
編
纂

す
る
た
め
に
制
令
関
係
の
書
類
の
提
出
を
命
じ
た
が
、
前
述
の
県
庁
の
火
災
の

た
め
か
、
翌
七
年
五
月
に
遅
れ
て
差
し
出
さ
れ
た
控
と
し
て
の
こ
る
も
の
で
あ

＾
７
）

Ｚ
り
。

こ
の
章
程
の
制
定
文
に
は
、

今
般
正
権
典
事
被
廃
、
芳
本
県
職
務
章
程
別
冊
之
通
仮

二
相
定
、
本
年
九
月

一
日
ヨ
リ
施
行
候
条
、
従
来
ノ
諸
規
則

。
各
官
奉
職
心
得

・
各
課
事
務
章
程

等
、
之

二
矛
盾
低
触

ス
ル
条
件

ハ
、
廃
止
卜
可
被
相
心
得
候
事

明
治
六
年
八
月

秋

田田
県

権

令

　

国
司
仙
吉

秋

田
県

権

参

事

　

加
藤
租

一

秋
田
県
七
等
出
仕

　

嶋
田
泰
夫

と
あ
る
。

「
沿
革
誌
」

で
は
同
五
年

「
庶
務
課
規
則
」
の
存
在
を
わ
ず
か
に
確

認
で
き
る
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
前
に

「
諸
規
則

。
各
官
奉
職
心
得

。
各
課

事
務
章
程
等
」
が
制
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

「
沿
革
誌
」
は

五
八

制
定
を
火
災
翌
日
の
八
月
二
十
五
日
、
県
庁
を
旧
城
内
の
下
中
城
小
学
校
に
設

置
し
た
日
と
し
て
い
る
。
各
課
を
担
当
し
た
典
事

。
権
典
事
を
廃
上
し
て
、
大

属
以
下
の
職
掌
改
定
は
八
月
四
日
で
あ
る
の
で

（
太
政
官
第

二
百
八
十
五
）
、

そ
れ
に
と
も
な
う
改
定
が
既
に
準
備
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
も
よ
い
が
、
日
付

の
確
証
は
な
い
。
九
月

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

図
１
の
よ
う
に
、
四
課
に
各
掛
等
を
置
い
て
事
務
を
分
掌
さ
せ
た
。
注
意
し

図
１
　
明
治
６
年
の
県
庁
の
職
務
分
課

（
８

●
２５
改
正
）

庶
務
課

（鋼
礎

官．
嚇
醗

書．
評
籍

・
駅
逓

。
学
務
の
五
掛

）

聴
訟
課

（
調
査

・
聴
訟
。
断
獄

・
擬
律

。
監
視

・
雑
務
の
六
掛
）

租
税
課

（
調
査

・
常
務

。
地
券

。
雑
税

・
生
産

。
土
木
の
六
掛
）

Ｆ

出
納
課

（
調
査

・
受
払

・
計
算

・
公
債
の
四
掛
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
各
掛
は
必
ず
し
も
並
列
な
関
係
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
ｃ
調
査
掛
に
は
と
く
に
課
を
総
括
し
、
管
理
的
な
責
任
を
も
た
せ

た
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
条
文
が
見
え
る
。

第
二
条
　
普
ク

一
課
内
ノ
事
務

二
注
意
シ
、
其
事
ノ
挙
ラ
サ
ル
ア
レ
ハ
調
査

掛
其
責

二
任

ス
、
課
中
担
当
ノ
官
員
之

二
亜
ク

第
四
条
　
判
任
官
其
担
任

ス
ル
事
ノ
処
分
目
途
ヲ
立
テ
、
必
ス
其
課
ノ
調
査

掛

二
商
り
検
印
ヲ
得
テ
、
直

二
決
ヲ
奏
任
官

二
乞
フ
ヘ
シ

但
、
調
査
掛

ヨ
リ
決
ヲ
奏
任
官

二
商
ル
モ
亦
時
宜
便
利

二
任

ス

第
五
条
　
課
内
主
務
担
任
ノ
人
撰

ハ
、
其
調
査
掛

コ
レ
ニ
与

ル
コ
ト
得

ヘ
シ

第
十
二
条
　
庶
務
課
ノ
分
掌

ハ
左
ノ
如
ク
ナ
ル
ヘ
シ



第

一
節
調
査
掛

柾
能
は
臨
ニノ
帥
″

ノ、人
貶
ニレ
調ノ、
証
雄
酔
魂
静
秘
嗽
綱
散
げ

ハ
課
中
ノ
事
務
細

大
ト
ナ
ク
都
テ
其
担
任
者
卜
商
議

シ
、
諸
掛

ニ
テ
調
理
ノ
諸
件
ヲ
検
査
シ
、
毎

件
決
ヲ
奏
任
官

二
乞
イ
、
迅
速
之
ヲ
施
行
シ
、
且
諸
御
布
告
ノ
件
々
庁
中
回
覧

等
、
本
課
関
係
ノ
条
件
無
洩
謄
写
銘
簿

二
記
載
シ
置
キ
、
担
任
ノ
者
ヲ
督
促
日

限
等
遅
滞
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
掌

ル

こ
れ
ら
の
規
定
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
課
の
責
任
を
第

一
に
負
い
、
す
べ
て

調
査
掛
を
経

て
令
参
事
等
の
奏
任
官
に
上
中
さ
れ
る
流
れ
を
基
本
と
し
た
。
そ

し
て
課
内
の
人
事
に
も
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
十
二
条
第

一
節
の
庶
務

課
調
査
掛
の
例
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
原
則
的
に
は
正
権
中
属
ま

で
の
者
か
ら

一
人
登
用
さ
れ
、
後
の
課
長
の
格
付
け
は
な
い
が
、
課
の
事
務
全

般
に
関
与
し
、
奏
任
官
の
意
を
得
て
迅
速
に
施
行
さ
せ
る
立
場
で
あ

っ
た
。
廃

止
さ
れ
た
正
権
典
事
の
役
割
が
、
職
務
上
は
調
査
掛
と
い
う
形
で
新
た
に
位
置

付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
②
は
、
明
治
八
年

一
月
十
九
日
正
副
区
戸
長
に
布
達
さ
れ
た
。
こ
の
時

点
ま
で
に
租
税
課
、
出
納
課
、
聴
訟
課
監
視
掛
の
職
掌
が
変
化
し
た
。
明
治
六

年
十

二
月
三
日
、

「
県
治
条
例
」

の
租
税
課
と
出
納
課
の
職
掌
が
改
定
さ
れ

（太
政
官
第
二
百
九
十
七
号
）
、
翌
七
年
十
月
三
日
、
司
法
警
察
の
事
務
が
府

県
に
委
任
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る

（太
政
官
第
百
三
十
二
号
達
）
。
①
の
段
階
か

ら
の
掛
の
改
廃
を
あ
げ
れ
ば
、
同
七
年
四
月
二
四
日
の
租
税
課
米
金
出
納
掛
、

同
五
月
十
八
日
の
士
族
授
産
の
た
め
の
庶
務
課
授
産
掛
の
設
置
、
同
七
月
二
日

の
租
税
課
生
産
掛
を
廃
し
、
庶
務
課
勧
業
掛
の
設
置
、
同
月
十
三
日
程
税
課
雑

税
掛
下
の
土
崎
港
、
船
川
港
船
改
所
支
配
の
支
庁
移
管
、
同
十
月
二
十
二
日
の

明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ

出
納
課
民
費
掛
の
設
置
、
同
十
二
月
四
日
の
出
納
課
出
張
所
の
廃
止
な
ど
多
く

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
地
租
改
正
の
進
展
等
か
ら
全
面
的
に
補
正

が
必
要
と
な

っ
た
た
め
の
改
定
と
考
え
ら
れ
る
。

基
本
的
に
は
前
回
の
継
承
と
い
え
る
が
、
図
１
の
庶
務
課
の
奏
任
官
付
属
書

記
、
聴
訟
課
監
視
掛
、
租
税
課
地
券
掛
が
廃
さ
れ
、
図
２
中
の
庶
務
課
内
書
記
、

図
２
　
明
治
８
年
の
県
庁
の
職
務
分
課

（
１

。
１９
改
正
）

「

庶
務
課

（
鋼
諾
許
庶
務

・
戸
籍

。
駅
逓

・
学
務

・
勧
業
の
六
掛

）

聴
訟
課
警
察
掛
、
租
税
課
地
理
掛

・
地
租
改
正
掛
、
出
納
課
用
度
掛
が
新
設
さ

れ
た
。
各
掛
の
職
務
規
定
か
ら
見
た
場
合
、
系
譜
的
に
は
庶
務
課
内
書
記
か
ら

書
記
、
聴
訟
課
監
視
掛
か
ら
警
察
掛
、
租
税
課
地
券
掛
か
ら
地
理
掛

・
地
租
改

正
掛
、
常
務
掛
か
ら
地
税
掛
、
出
納
課
受
払
掛
か
ら
受
払
掛

。
用
度
掛
、
計
算

掛
か
ら
正
算
掛
に
引
継
が
れ
た
。

最
後
に
、
③
は
明
治
八
年
六
月
二
十
二
日
、
各
区
の
正
副
区
戸
長

へ
布
達
さ

れ
た
。
こ
れ
は
、
同
年
四
月
八
日
に

「
県
治
条
例
」
が
改
正
さ
れ

（
太
政
官
第

五
十
三
号
達
）
、
庶
務
課
か
ら
学
務
課
が
分
れ
、
県
庁
の
事
務
も
五
課
と
改
正

さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
の
改
定
で
あ
る
。
本
県
で
は
翌
五
月
四
日
庶
務
課
学
務

掛
が
廃
上
さ
れ
、
太
平
学
校
内
に
学
務
課
が
設
置
さ
れ
た
。
課
と
調
査

。
学
務

・

校
務

。
医
務

・
編
輯
の
五
つ
の
各
掛
の
職
掌
は
五
月
十
日
に
規
定
さ
れ
た
。
①

五
九

い

て



明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

で
は
、
学
務
掛
の
職
掌
は
大
き
く
分
け
れ
ば
教
育
と
記
録
で
あ

っ
た
。
①
の
段

階
か
ら
は
学
校
教
育
と
医
学
と
記
録
の
三
分
野
の
仕
事

へ
と
変
化
し
た
。
学
務

課
の
各
掛
は
、
先
の
学
務
掛
当
時
の
職
務
内
容
に
即
し
て
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ

と
四
月
八
日
出
納
課
に
改
正
と
鑑
定
の
両
掛
が
設
置
さ
れ
た
点
を
盛
り
込
ん
だ

以
外
、
内
容
上
の
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
全
県
に
学
務
課
の
新
設
を
周
知
さ
せ

る
必
要
か
ら
、
今
回
の
達
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
段
階

で
は

「
秋
田
県
職
務
章
程
」
の
は
か
に
、
各
課
ご
と
に

「
事
務
章

程
」
と
い
う
規
程
が
存
在
し
た
。

「
秋
田
県
職
務
章
程
」
の
規
定
を
受
け
て
、

施
行
細
則
と
い
う
べ
き
内
容
の
規
程
で
あ
る
。
現
在
で
は
改
正
点
な
ど
の
ご
く

一
部
し
か
判
明
し
な
い
が
、
こ
れ
に
よ

っ
て
対
応
で
き
る
具
体
的
な
事
項
ご
と

の
条
文
を
立
て
て
、
事
務
処
理
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が

現
在
記
録
と
し
て
十
分
に
保
存
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
理
由
は
、

「
職
務
章
程
」

以
上
に

「
事
務
章
程
」
が
県
庁
内
部
だ
け
の
、
直
接
的
に
は
そ
の
当
座
の
関
係

者
の
み
に
意
味
が
あ
り
、
職
階
制
も
不
完
全
で
か
な
り
漠
然
と
し
て
い
た
こ
と

も
あ

っ
て
、
改
廃
の
稟
議
の
過
程
も
簡
略
で
、
そ
の
扱
い
が
軽
微
あ

っ
た
こ
と

に
よ
る
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
庶
務
課
事
務
章
程
の
追
加
に
つ
い
て
の
例
を
み

て
み
よ
う
。

庶
務
課

権
令
ク

ニ
シ
朱
字
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
常
務
掛
糟
谷
朱
字

明
治
七
年
五
月
五
日

先
般
郵
送
諸
願
伺
届
等
件
数
御
治
定

二
付
テ
ハ
庶
務
課
事
務
章
程
第
四
条

ヘ

別
紙
ノ
通
御
増
加
相
成
可
然
哉
相
伺
候

六
〇

庁
中
回
覧

庶
務
課
事
務
章
程
第

四
条

へ
左

ノ
但
書

ヲ
増
加

ス

但
郵
送
ス
ル
諸
願
伺
等
指
今
書
ハ
日
々
午
後
第
二
時
限
り
海
小
区
分
取
纏

メ
其
区
扱
処

へ
向
ケ
逓
送
ス
ヘ
シ

ニ本
齢
″
効
離
レ

ノレ退
へ庁
″
時
限

庶
務
課
常
務
掛
の
糟
谷
な
る
者
が
起
案
し
、
権
令
の
国
司
仙
吉
が
決
済
す
る

だ
け
で
第
四
条
の
但
し
書
き
が
追
加
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が

「
庁
中
回
覧
」
と
い
う
方
法
で
周
知
さ
れ
て
完
了
し
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

こ
の
段
階
は
制
度
的
に
は
中
央
の
統
制
が
強
力
で
は
あ
る
が
、
実
態
と
し
て

は
現
場
で
の
裁
量
の
余
地
が
大
き
か

っ
た
と
い
え
る
。

「
県
治
条
例
」
を
具
体

化
し
た

「秋
田
県
職
務
章
程
」
も
判
任
官
に
対
し
て
の
原
則
的
な
規
程
で
あ
り
、

た
え
ず
融
通
の
き
い
た
い
わ
ゆ
る

「
事
務
章
程
」
や
記
録
に
の
こ
ら
な
い
事
例

処
理
方
法
こ
そ
実
際
的
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
基
本
と
な
る
国
の
地
方
官
制
や
職

制
そ
の
も
の
が
、
い
わ
ば
試
行
錯
誤
の
段
階
で
あ
り
、
こ
の
改
正
が
相
次
い
で

お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
る
本
県
の
職
務
分
課
も
同
様
で
あ

っ
た
。
掛
は

固
有
の
も
の
と
は
な
ら
な
い
う
ち
に
改
廃
さ
れ
た
。
職
階
制
も
ま
だ
不
完
全
で

漠
然
と
し
て
お
り
、
実
際
の
個
別
の
事
例
に
即
し
て
ど
の
掛
を
設
け
て
ど
の
よ

う
に
事
務
処
理
す
べ
き
か
、
試
行
錯
誤
し
た
段
階
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

２

「
府
県
職
制
並
事
務
章
程
」
下
の
県
の
職
務
分
課

明
治
八
年
十

一
月
三
十
日
、

「
県
治
条
例
」
が
廃
さ
れ
て

「
府
県
職
制
並
事

務
章
程
」
が
制
定
さ
れ
た

（太
政
官
第
二
百
三
号
達
）
。

「
府
県
職
制
」
で
は
、

奏
任
官
の
七
等
出
仕
が
職
名
に
な
く
な

っ
た
。
今
の
指
令
の
も
と
に
属

・
史
生



が
第

一
課

（庶
務
）

。
第
二
課

（勧
業
）

。
第
三
課

（租
税
）

。
第
四
課

（警

保
）

。
第
五
課

（
学
務
）

。
第
六
課

（出
納
）
の
職
務
を
分
掌
す
る
体
制
に
か

わ

っ
た
。
属

・
史
生
が
令
の
指
令
に
し
た
が

っ
て
分
掌
す
る
課
名
と
そ
の
目
を

規
定
し
た
が
、
課
の
職
務
は
規
定
さ
れ
な
か

っ
た
。
ま
た
、

「
府
県
事
務
章
程
」

は
、
内
容
を

一
新
し
た
。
上
款
の
規
定
が
三
十
九
カ
条
、
下
款
が
五
十
二
カ
条

と
府
県
に
委
任
さ
れ
た
条
款
が
多
く
な

っ
た
。
国
と
県
と
も
に
事
務
内
容
の
分

化
が
進
ん
だ
結
果
と
い
え
る
。

明
治
十

一
年
七
月
ま
で
、
原
則
的
に
は
こ
の
制
度
下
で
県
の
分
課
が
規
定
さ

れ
た
。
県
は
こ
の
間
①
明
治
八
年
十
二
月
二
十
七
日
、
②
翌
九
年
六
月

一
日
の

二
回
に
わ
た
り
分
課
職
制
の
全
面
的
な
改
正
を
行

っ
た
。
①
は
先
の
名
称
を
受

け
継
ぎ

「
秋
田
県
職
務
章
程
」
と
し
、
制
定
文
で
九
年

一
月
か
ら
の
施
行
と
定

め
た
。
②
は
名
称
を

「
秋
田
県
分
課
職
制
」
と
改
め
、
各
区
の
正
副
区
戸
長
に

明
治
九
年
六
月

一
日
布
達
さ
れ
た
。

①

の
大
き
な
改
正
点
は
二
点
に
あ
る
。
第

一
は

「
課
長
」
が
制
度
的
に
こ
の

規
程
か
ら
位
置
付
け
ら
れ
た
点
に
あ
る
。
各
課
の
調
査
掛
が
廃
止
さ
れ
、
規
定

上

「
調
査
掛
」
の
文
言
が

「
課
長
」
と
修
正
さ
れ
て
成
文
化
さ
れ
た
。
第
二
は
、

第

二
課
、
第
四
課
す
な
わ
ち
勧
業
と
警
保
の
各
課
が
増
置
さ
れ
た
点
に
あ
る
。

さ
て
課
数
に
つ
い
て
言
え
ば
、
聴
訟
課
は
改
正
の
対
象
と
さ
れ
な
か

っ
た
の

で
、
県
庁
は

一
時
的
に
七
課
の
体
制
に
な

っ
た
。
た
だ
、
第
四
課
は
、
明
治
八

年
十

一
月
三
十
日
、
聴
訟
課
の
警
察
掛
が
独
立
し
、
す
で
に
課
扱
い
の
警
察
所

と
な

っ
て
い
た
の
で
、
実
質
的
に
新
体
制

へ
の
移
行
は
終
え
て
い
た
。
そ
の
後
、

明
治
九
年

二
月
二
十
九
日
に
聴
訟
課
が
秋
田
県
裁
判
所
と
な
り
、
県
庁
機
構
か

明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ

ら
分
離
さ
れ
る
道
を
辿
る
。
警
察
の
機
構
も
明
治
八
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
府

県
官
に
警
部
を
置
き
、
運
卒
を
巡
査
と
改
称
し
、
独
自
の
官
等
を
設
け
た

（太

政
官
第
百
八
十

一
号
、
第
百
八
十
二
号
、
第
百
八
十
三
号
達
）
。
本
県
で
も

一

応
は
第
四
課
と
い
う
形
で
県
庁
機
構
の

一
部
に
は
な

っ
て
い
た
が
、
明
治
九
年

三
月
二
十
七
日
に
第
四
課
が
廃
さ
れ
、
再
度
警
察
所
の
設
置
と
な

っ
た
。
し
だ

い
に
司
法
と
警
察
が
独
立
し
た

一
つ
の
体
系
を
構
築
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
変

化
が
法
令
の
名
称
に
も
反
映
し
て
②
が

「
秋
田
県
分
課
職
制
」
と
な

っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
県
庁
は
第

一
課
、
第

二
課
、
第
三
課
、
第
五
課
、
第
六

課
の
五
課
の
み
と
な

っ
た
。
各
掛
の
事
務
分
掌
は
①
を
そ
の
ま
ま
引
継
ぎ
、
第

一
課
戸
籍
掛

・
民
費
掛
、
第

二
課
で
は
勧
農
掛
、
第
六
課
の
公
債
掛
で
部
分
的

に
職
掌
の
改
正
が
み
ら
れ
た
の
み
で
あ
る
。

明
治
九
年
二
月
二
十
七
日
太
政
官
第
二
十
二
号
達
に
よ
り
、
地
方
の
実
態
に

即
し
て

「
府
県
職
制
」
で
定
め
た
課
目
を
合
併
減
省
し
た
り
、
掛
の
新
設
を
認

め
る
な
ど
、
地
方
に
裁
量
を
与
え
た
の
で
、
各
県
独
自
の
課
掛
が
で
き
る
根
拠

が
で
き
た
。
第
四
課
を
廃
止
し
て
本
庁
と
警
察
所
と
し
た
の
は
、
こ
の
流
れ
に

即
し
た
展
開
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
②
以
降
の
掛
の
改
廃
に
つ
い
て
い
え

ば
、
め
ま
ぐ
る
し
い
ほ
ど
の
掛
の
改
廃
が
行
わ
れ
た
点
は
依
然
と
し
て
変

っ
て

い
な
い
。
ま
ず
明
治
十
年
四
月
三
十
日
第

一
課
に
民
費
改
正
掛
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。
同
年
五
月
四
日
に
は
第
三
課
地
租
改
正
掛
が
廃
止
さ
れ
た
。
さ
ら
に
八

月
三
十
日
に
第

一
課
民
費
改
正
掛
が
短
命
に
も
廃
止
さ
れ
、
か
わ

っ
て
区
務
掛

が
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
、
九
月
二
十
八
日
第
六
課
に
出
納
掛
が
設
置
さ
れ
、
第

六
課
全
体
の
職
制
と
事
務
仮
章
程
が
作
ら
れ
た
。
翌
十

一
年
二
月
十
四
日
に
は

一（
一

い

て
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さ
れ
て
い
く
場
合
も
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
れ
を
掛
の
名
称
の
み
で
判
断
し

て
系
譜
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
は
、
慎
重
な
態
度
が
必
要
で
あ
る
。

「
府
県
職
制
並
事
務
章
緩
」
下
で
は
、
県
庁
の
機
構
は
調
査
掛
か
ら
課
長
を

軸
に
分
課
を
構
成
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、
課
ご
と
に
事
務
処
理
す
る

た
め
の
規
程
を
も
う
け
、
そ
れ
が
庁
中
回
覧
で
は
な
く
今
の
名
の
達
に
よ

っ
て

各
課
に
周
知
せ
し
め
ら
れ
た
。
令
の
も
と
に
各
課
が
並
列
し
て
事
務
処
理
す
る

体
制
が
実
際
的
に
機
能
す
る
よ
う
に
な

っ
た
き
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ

く
県
の
機
関
の
う
ち
警
察
と
裁
判
所
が
機
能
分
化
す
る
と
と
も
に
、
し
だ
い
に

県
庁
の
機
能
の
形
が
明
確
化
し
て
、く
る
段
階
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

「
府
県
宮
職
制
」
下
の
県
の
戦
務
分
課

明
治
十

一
年
七
月
二
十
五
日
、

「
府
県
職
司
並
事
務
章
程
」
を
廃
し
、

「
府

県
官
職
制
」

（
太
政
官
第
二
十
二
号
達
）
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
同
年
七

月
二
十
二
日
の

一‐幕
区
町
村
編
載
法
」

（大
政
官
第
十
七
号
布
告
）

。

「
府
県

会
規
剰
」

（
同
十
八
号
布
告
）

。

「
ｌｉｌｌ
一方
税
規
則
」

（
同
十
九
号
布
告
）
の
、

い
わ
ゆ
る
三
新
法
の
制
定
に
と
も
な
う
地
万
篭
度
の
改
正
と
い
っ
て
よ
い
。
本

県
の
官
制
か
ら
い
え
ば
、
令

一
人
、
大
書
記
官

・
少
書
記
官
か
ら

一
人
、　
一
等

か
ら
十
等
ま
で
の
属

と
警
部
、
八
等
相
当
の
各
郡

一
名
の
部
長
、
十
等
か
ら
十

七
等
ま
で
の
部
書
記
を
置
か
れ
る
こ
と
に
決
ま

っ
た
Ｇ
こ
の
法
令
で
は
、
以
前

の
上
款
に
あ
た
る
主
務
の
省
に
票
中
し
て
処
分
す
べ
き
事
項
は
三
十
四
カ
条
に

わ
た

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
下
款
と
い
う
形
で
は
規
制
し
な
い
で
、
令
す

な
わ
ち
地
方
官
の
裁
量
を
認
め
る
万
向
に
改
め
ら
れ
た
。
県
令
は
法
律
お
よ
び

明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

政
府
の
命
令
を
執
行
す
る
た
め
、
実
施
順
序
や
規
則
を
制
定
し
て
布
達
し
、
行

政
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
た
め
属
官
を
任
免
し
、
分
課
を
命

じ
て
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
と
な

っ
た
ｃ
と
く
に
課
の
名
称
や
役
割

は
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
原
則
と
し
て
課
の
改
廃
は
県
令
の
権
限
内
と
な

っ
た
ｃ

県
令
の
新
た
な
職
務
に
地
方
税
の
徴
収
、
そ
の
た
め
の
県
会
の
事
務
、
郡
務
の

指
揮
監
督
が
加
わ

っ
た
。
県
は
国
の
地
方
行
政
機
関
で
あ
る
と
同
時
に
、
地
方

自
治
体
と
し
て
の
要
素
を
も
つ
よ
う
に
変
化
し
た
。

こ
の

「
府
県
官
職
制

一
は
明
治
十
九
年
七
月
ま
で
の
県
の
職
務
分
課
を
基
本

的
に
規
定
し
た
。
こ
の
間
県
は
五
日
の
分
課
職
制
の
全
面
改
定
を
実
施
し
た
。

①
明
治
十

一
年
十
二
月
六
日
、
②
明
治
十
四
年
九
月
二
日
、
③
覇
治
十
二
年

二

月
七
日
、
④
明
治
十
六
年
六
月
十
二
日
、
⑤
明
治
十
九
年
四
月
八
日
で
あ
る
。

は
じ
め
に
、
①
は
布
達
さ
れ
た
翌
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
法
令
名
は
同
じ

「
秋
田
県
分
課
職
制
」
で
あ
る
。
三
新
法
の
布
告
後
四
ケ
月
余
り
経
過
し
て
か

ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
規
程
は
、
県
令
等

と
の
関
係
は
規
定
さ
れ
ず
、
課
長

（一所

長
）
以
下
の
事
務
分
掌
の
規
定
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

丁
た
、
実
体

は
現
在
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
課
長
ら
で
構
成
す
る

「
内
会
議
」
と
い
う
も
の

が
存
在
し
た
。
県
令
の
下
、
課
長
が
県
行
政
の
中
核
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
象

徴
す
る
徴
証
と
考
え
た
い
。
図
４
の
各
課
掛
と
三
科
が
設
置
さ
れ
た
。
衛
生
課
、

土
木
課
、
地
理
課
の
三
課
、
整
理
科
、
臨
時
的
な
地
積
改
正
科

・
簿
記
改
正
科

の
三
科
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
各
課
科
が
新
設
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
制

度
下
で
の
課

・
科

‘
掛
の
設
置
は
、
依
然
と
し
て
多
分
に
試
行
錯
誤
一的
で
あ
っ

た
。
地
租
と
地
方
税
に
関
す
る
課
掛
を
中
心
に
再
編
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
と
く



明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

に
明
治
十
三
年
は
課
の
改
廃
が
大
幅
に
断
行
さ
れ
た
。
ま
ず
、
同
十
二
年
六
月

九
日
に
は
簿
記
改
正
科
が
廃
止
さ
れ
、
そ
の
後
は
会
計
課
で
取
扱
う
よ
う
に
改

め
ら
れ
た
。
金
穀
そ
の
他
の
出
納
や
諸
帳
簿
の
記
載
法
が
改
正
さ
れ
た
た
め
に
、

明
治
十

一
年
九
月
三
十
日
に
臨
時
に
設
置
さ
れ
た
科
で
あ

っ
た
。
次
に
同
十
二

年
十
月
十
三
日
に
は
、
備
荒
儲
蓄
法
を
前
に
庶
務
課
に
救
荒
掛
が
設
置
さ
れ
た
。

翌
十
三
年
四
月
十
二
日
に
は
、
地
理
課
を
廃
し
て
租
税
課
を
新
設
し
た
。
同
時

に
会
計
課
の
国
税
掛
と
地
方
税
掛
を
廃
止
し
、
新
た
に
租
税
課
に
両
掛
を
設
置

し
た
。
租
税
課
は
地
理

・
国
税

・
地
方
税

・
地
券

・
測
量
の
五
掛
と
な

っ
た
。

さ
ら
に
八
月
十
九
日
に
は
、
地
租
改
正
科
を
廃
止
し
て
同
課
に
地
租
改
正
掛
を

増
置
し
た
が
、
明
治
十
四
年
二
年
十
五
日
、
廃
止
さ
れ
る
に
至

っ
た
。
国
家
財

政
窮
迫
を
克
服
す
る
課
題
に
向
け
て
、
徴
税
の
諸
政
策
が
実
施
さ
れ
る
状
況
に

対
応
し
た
措
置
で
あ
る
。

ま
た
、
本
県
の
衛
生
課
の
設
置
は
迅
速
な
対
応
で
あ

っ
た
。
府
県
に
衛
生
事

務
担
当
吏
員
を
置
く
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
段
階
で
の
新
設
で
あ

っ
た
。
お
そ
ら

く
全
国
的

コ
レ
ラ
等
の
流
行
が
促
進
要
因
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

明
治
十
三
年
四
月
二
十

一
日
、
課
の
各
掛
の
構
成
を
変
更
し
、
医
事

・
司
薬

。

保
健

。
報
告

。
諸
務
の
五
掛
を
置
く
よ
う
に
改
め
た
。
ま
た
、
内
務
省
は
明
治

十
二
年
十
二
月
二
十
七
日
各
府
県
に
衛
生
課
の
設
置
を
定
め

（内
務
省
乙
第
五

十
五
号
達
）
、
翌
年

一
月
六
日
衛
生
課
職
務
章
程
と
町
村
衛
生
会
委
員
設
置
方

法
の
提
出
を
求
め
た

（内
務
省
無
号
達
）
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
そ
の
際
の
組

織
の
再
検
討
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
四
月
二
十
二
日
に
は
警
察
所
を
警

察
本
署
と
改
称
し
た
。
こ
の
年
の
四
月
十
九
日
秋
田
県
庁
が
南
秋
田
郡
土
手
長

図
４
　
明
治
＝
年
の
県
庁
の
職
務
分
課

（
‐２

・
６
の
改
正
）

「
庶
務
課

（
戸
籍

駅
逓

・
記
録

・
諸
務
の
四
掛
）

（人↑一〔一幸中中
勧
業
課

（農
事

地
理
課

（
地
籍

学
務
課

（勧
学

衛
生
課

（
医
務

土
木
課

（
道
路

〈
バ
計
課

（
勤
楚

六
四

報
告

・
諸
務
の
四
掛
）

測
量
の
三
掛
）

諸
務
の
三
掛
）

諸
務
の
三
掛
）

営
繕

・
諸
務
の
四
掛
）

細動
の。期肪税
・出納
）

諸
務
の
三
掛
）

‐
警
察
所

（安
寧

*  
「

~~ |   |

覆 簿 地 整
買 記 租 理
装 改 改 科

阜 轟 轟

町
中
丁
に
新
築
開
庁
し
た
こ
と
も
、
以
上
の
機
構
改
革
の
契
機
に
な

っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。

こ
の
時
点
で
、
新
し
い
地
方
制
度
に
対
応
し
た
臨
時
の
機
関
は
整
理
科
で
あ

っ

た
。
整
理
科
の
職
務
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

法
律
諸
規
則
ヲ
研
究
シ
探
抽

二
便
ナ
ラ
シ
ム
ル
事

内
会
議
ノ
議
案
ヲ
草

ス
ル
事

牧
畜

地
券

督
学

司
薬

堤
防

主
簿

公
債

検
察



管
内
布
達
諸
達
及
諸
規
則
等
ノ
議
案

ヲ
検
視

ス
ル
事

県
会
及
町
村
会
ノ
事
務
ヲ
管

ス
ル
事

官
記
褒
状
及
辞
令
書
等
ヲ
書
記

ス
ル
事

県
印
ヲ
管
主
ス
ル
事

諸
願
伺
届
等
受
付
及
配
達
ノ
事

諸
往
復
文
書
郵
送
ノ
事

布
告
布
達
ノ
印
刷
及
頒
布
ノ
事

代
言
人
試
験
ノ
事

職
務
を
大
雑
把
に
言
え
ば
、
法
制
、
諸
会
議
等
の
事
務
、
文
書
の
収
受
事
務

な
ど
で
あ
る
。
新
設
の
土
木
課
は
、
明
治
十
二
年
二
月
七
日
に
施
行
細
則
と
い

う
べ
き

「
土
木
課
事
務
取
扱
順
序
」
と
い
う
規
程
を
作

っ
た
。
課
長
の
職
務
の

説
明
の

一
節
に

「
官
省
院
使
ノ
布
告
布
達
達
、
及
ヒ
各
局
府
県
ノ
来
翰
、
人
民

ヨ
リ
出
ス
所
ノ
諸
文
書
等
、
本
課

二
関

ス
ル
者
、
整
理
科

ヨ
リ
送
付
セ
ハ
」
と

あ
る
。
庁
内
各
課

へ
の
法
令

・
往
復
文
書
等
の
分
配
を

一
手
に
行

っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
県
庁
全
体
の
窓

口
と
し
て
の
役
割
も
担

っ
て
い
た
。
ま
た
、
明

治
十
四
年

一
月
十
八
日
に
は
新
た
に
次
の
三
項
目
が
追
加
さ
れ
、
重
要
さ
を
増

し
て
い
っ
た
。

一
整
理
課
分
掌
第
九
項
ノ
次

二
左
ノ
三
項
ヲ
増
加
ス

官
員
職
掌

二
関

ス
ル
諸
件
ヲ
調
理
ス
ル
事

附
テ
宿
直
ヲ
賦
当
ス
ル
事

官
員
職
員
録
等
調
製

ス
ル
事

附
テ
履
歴
ノ
事

明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ

諸
印
鑑

二
関

ス
ル
事

職
掌
や
人
事
管
理
を
も
管
轄
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
科
の
み
に
科
長
は
置

か
れ
な
か

っ
た
。
ま
さ
に
増
大
し
た
県
令
の
事
務
を
処
理
す
る
、
臨
時
の
県
令

直
轄
の
中
枢
機
関
と
し
て
位
置
付
け
で
き
る
。

②
は
そ
の
後

の
改
変
に
加
え
、
さ
ら
に
法
的
に
整
備
し
て
発
表
さ
れ
た
。

「
秋
田
県
各
課
署
職
制
井
事
務
章
程
」
と
名
前
を
改
め
、
施
行
は
明
治
天
皇
の

県
内
巡
幸
後
の
明
治
十
四
年
十
月
十
三
日
か
ら
と
定
め
た
。
各
課
ご
と
に
独
立

し
て
い
た
規
定
を
集
約
し
た
形
で
あ

っ
た
。
職
制
と
事
務
章
程
に
分
か
れ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
。
職
制
で
は
、
課
長
の
職
務
を
各
課
と
も
に
三
カ
条
に
わ
た
り

規
定
し
た
。
①
と
違
い
課
長
を
県
令
と
の
関
係
で
ま
ず
規
定
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、

「
県
令
ノ
命
ヲ
受
ケ
、
課
務
ヲ
管
理
シ
、
課
員
ヲ
監
視
」
す
る
こ
と
を

第

一
に
規
定
し
た
。
次
に
主
管
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
県
令
に
対
し
て
責
任
を

も
ち
、
当
否
を
弁
明
し
、
最
後
に
掛
中
で
の
分
担
を
定
め
、
担
当
が
処
理
し
た

議
案
を
訂
正
で
き
る
と
し
た
。
警
察
本
署
長
の
職
制
も
基
本
的
に
は
課
長
同
様

で
あ
る
。
し
か
し
、　
一
項
に

「
南
秋
田
河
辺
両
郡
ノ
警
察
事
務

ハ
特

二
之
ヲ
直

管

ス
」
と
い
う
文
言
を
加
え
た
。
明
治
十

一
年
十
二
月
二
十
三
日
、
区
制
を
廃

し
て
郡
制
を
施
行
し
た
際
、
秋
田
郡
を
分
割
し
て
南
北
二
郡
と
し
た
が
、
そ
の

南
秋
田
郡
、
す
な
わ
ち
現
在
の
秋
田
市
と
河
辺
両
郡
を
直
轄
扱
い
に
し
た
。

図
５
の
よ
う
に
、
課
と
し
て
は
、
整
理
科
が
整
理
課
と
な
り
、
調
査
と
職
務

の
二
掛
が
置
か
れ
、
課
長
が
配
置
さ
れ
た
。
臨
時
的
措
置
か
ら
法
制
関
係
と
県

令
特
命
の
文
案
の
起
草
、
儀
式

。
人
事
管
理

・
官
印
管
理
の
課
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
職
務
上
県
令
直
属
の
色
彩
は
強
く
の
こ
っ
た
。
な
お
、

六
五

い

て



明
治
前
期

，
コ
果
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

「
郡
打
．村
及
具
会
町
村
会
」
は
ほ
事
森
の
庶
一巧
一■
、
文
書
の
収
受

や
配
布
は
庶

務
課
往
復
掛
の
職
務
と
分
学
さ
れ

た
。
ま
た
、　
一‐国
会
議
」
の
文
書
も
姿
を
消

し
た
。
し
だ
い
に
体
制
が
安
定
し
、
機
能
し
て
き
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

こ
の
②

の
規
定
の
字

「
を

一
部
訂
二
補
足
し
、
法
令
と
し
て
の
体
一載
を
議
一情

し
て
、
町
村
役
場
、
部
役
所
に
布
達
し
た
の
が
０

で
あ
る
。

「
い
三

誌
」
で
は

こ
の
改
正
を
記
載
し
て
い
な
い
。
基
大
的
に
は
０
と
全
く
同

一
で
あ
る
こ
と
に

所
以
す
る
と
思
う
。
し
か
し
、
名
称
は
警
祭
不
署
の
分
を
除
い
て
制
定
さ
れ
た

の
で
、

「
秋
田
具
各
課
職
制
井
事
務
章
程
一
と
変

っ
た
。
全
体
は

「
各
課
職
賀

一

「
各
事
事
務
章
程

一　
一
各
課
処
務
規
程
」
の
三
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
さ
ら
に

「
各
課
処
務
規
程
」
は
総
風
と
分
担
の
二
童
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
各
課
職
制

は
、
②

で
各
課
ご
と
に
独
立
し
て
成
文
化
さ
れ
て
い
た
部
分
を
纏
め
た
も
の
で

あ
る
。
若
干
相
違
し
た
点
は
課
長
の
規
定
に

「
規
則
ヲ
設
ケ
又

ハ
補
正
ヲ
要
ス

ル
コ
ト
マ
′
ル
ト
千
ハ
〓
嘗
一ザ
色
Ｔ
，育
エ

ル
一い
う
文
言
が
“

わ
り
、
早
，年
に

「
弁

明
」
が

「
説
明
一
と
表
現
が
あ
ら
た
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
規
則
は
課
長
が

一設
け
る
と
い
う
考
え
が
し
だ
い
に
明
確
化
さ
れ
て
き
た
。
事
務
章
程
は
②
と
は

ぼ
同

一
で
あ
る
。
と
く
に
整
理
課
調
査
掛
の
職
掌
が
増
補
さ
れ
た
点
が
目
に
つ

く
程
度

で
あ
る
。
　
一
各
課
処
務
規
程
」
は

各
掛
ご
と
分
け
て
職
務
を
箇
条
書

き
に
し
た
も
の
で
、

こ
れ
ま
で
に
な
く
詳
細
に
内
容
を
規
定
し
て
い
る
。
職
務

円
客
上
で
区
分
す
る
必
要
が
あ
る
な
場
合
は
、
掛
を
第

一
―
三
部
に
分
け
て
記

述
し
て
い
る
。
掛
内
の
担
当
区
分
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｃ
公
布
の
の
ち
、
課
掛
の
改
廃
は
四
件
お
こ
な
わ
れ
た
。
ま
ず
、
明
治
十
五

一十
■
一月
二
十
八
日
、
程
税
一課
地
税

・
雑
税

・
地
方
税
の
三
掛
の
廃
上
を
各
課
署

図
５
　
明
治
１４
年
の
県
庁
つ
職
務
分
課

（
９

・
２
改
正
）

「
■
務
課

（
庶
務

・
戸
籍

・
記
録

。
備
荒

・
往
復
の
五
掛
）

‐整
理
課

（
調
査

報
告
つ

一掛
）

営
繕

。
諸
務
の
三
掛
）

主
簿

・
司
計

・
出
納

。
公
債

・
用
度
の
六
掛
）

職
務
の
二
掛
）

警
察
本
署

（安
字

・
検
祭

。
常
務
の
三
掛
）

へ
達
し
た
。
こ
れ
を
目
税
と
地
方
税
の
駐
認
に
関
す
る
賦
税
持
と
収
入
に
関

す

る
収
税
掛
に
整
理
し
、
十
月
二
日
に
郡
役
所

。
町
村
役
場

へ
布
達
し
た
。
さ
ら

に
十
二
月
十
二
日
、
庶
務
課
に
県
会
と
町
村
会
に
関
わ
る
事
務
を
担
当
す
る
会

務
掛
が
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
、
明
治
十
六
年

一
月
二
十
三
日
、
兵
事
課
の
設
置

が
定
め
ら
れ
る
と

（太
政
官
第

二
号
達
）
、
翌
二
月
六
日
、
本
県
に
も
兵
事
課

を
置
き
、
常
備

。
予
備
の
二
掛
に
事
務
を
担
当
さ
せ
た
。
最
後
に
二
月
十
三
日
、

整
理
課
に
庶
務
課
記
録
掛

。
租
税
課
地
理
掛
の
職
務
の

一
部
を
合
せ
、
史
誌
編

輯
掛
が
設
置
さ
れ
た
。

④
は
こ
れ
ま
で
の
改
廃
を
総
合
し
た
改
定
で
あ
る
。
ま
た
、
県
令
石
田
英
吉

が
長
崎
県
令
に
転
任
し
、
内
務
省
か
ら
赤
川
憩
助
を
県
今
に
迎
え
て
か
ら
は
じ

衛  こ  鋤
|: 税  業
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め
て
の
全
面
改
定
で
も
あ

っ
た
。
庁
中
各
課
署

へ
は
六
月
十
二
日
、
郡
役
所

。

町
村
役
場

へ
は

六
月
十
五
日
付
乙
第
六
十
号
で

「
秋
田
県
事
務
章
程
」
と
し
て

公
布
さ
れ
た
。
そ
の
各
評
署
宛
の
制
定
文
を
見
て
み
よ
う
。

各
課
署

本
県
各
課
職
制
丼
事
務
車
程
相
廃
更

二
別
冊
之
通
事
務
章
程
相
定
本
月
十
五

ロ
ヨ
リ
執
行
候
会
此
旨
相
定
候
事

但
警
年

罫
鍔
署
監
獄

妹
器
郡
役
所
戸
長
役
場
等

ハ
別

二
定
ム
ル
所
ノ
規

程

・百

ル
ヘ
シ

明
治
十
六
年
六
月
十
二
日
　

秋
田
県
令
赤
川
馨
助

こ
こ
で
知
ら
れ
る
こ
Ｌ
は
、
県
令
の
行
政
事
務
の
職
務
規
程
が
県
庁
、
警
察
、

監
獄
、
郡
役
所

。
戸
長
役
場
の
四
つ
に
分
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
主
要
な
規
程

で
は
あ
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
が
　
秋
田
県
事
務
章
程
」

で
あ
る
と
い
う
規
程
構

成
で
あ
る
。

警
察
は
独
立
し
た
独
自
の
職
制
が
府
県
官
の
中
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
た
と

え
ば
警
部
は
明
治
八
年

一
―
六
等
ま
で
、
翌
九
年
に
は
七
等
ま
で
の
等
級
が
つ

け
ら
れ
て
置
か
れ
、
警
察
事
務
が
遂
行
さ
れ
た
。
同
年
九
月
に
は
第
四
課
の
事

務
は
警
部
が
取
扱
う
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。
同
十

一
年
七
月
に
は

一
２
十
等
ま

で
と
な
り
、
同
十
四
年
十

一
月
に
は
県
警
察
の

一
切
の
事
務
を
管
掌
す
る
奏
任

官
の
警
部
長
が
置
か
れ
た
。
専
門
的
な
部
門
と
し
て
独
立
的
な
職
制
が
確
立
し

て
き
た
。
ま
た
、
明
治
十
四
年
二
月
、
監
獄
に
は
典
獄

・
副
典
獄

・
書
記

・
看

守
長

。
看
守
と
い
う
職
制
が
し
か
れ
た
。
郡
役
所
は
明
治
十

一
年
の
郡
長
と
郡

書
記
。

こ
の
よ
う
な
専
門
分
化
に
即
し
た
規
程
に
よ
る
行
政
組
織
の
運
営
が
考

明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

え
ら
れ
、
行
政
自
体
発
展
し
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

さ
て
、
④
の

「
秋
田
県
事
務
章
程
」
は
通
則
と
分
掌
の
三
章
の
構
成
で
制
定

さ
れ
た
。
注
目
す
べ
き
点
は
、
課
長
は
主
管
事
務
に
つ
い
て
の
処
務
規
程
を
設

け
て
県
令
の
認
可
を
得
て
施
行
で
き
る
、
と
明
確
に
規
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
図
６
の
各
課
掛
と
職
務
内
容
だ
け
を
こ
こ
で
規
定
し
た
の
み
で
、

具
体
的
事
務
分
担
の
原
案
は
課
長
が
作
成
し
た
わ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば

「
庶

務
課
処
務
仮
規
程
」
は
六
月
十
六
日
に
出
来
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
ろ
か
ら

一
課
長
限
り
委
任
条
件
」

「
特
任
条
件
」
と
い
う
文
言
も
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
各
課
長
の
専
決
事
項
が
出
て
き
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
事
務
内
容

を
軽
重
難
易
で
分
別
し
、
段
階
的
処
理
が
行
わ
れ
は
じ
め
た
こ
と
に
注
意
し
た

い
。図

６
の
分
課
の
特
徴
は
、
各
課
の
庶
務
掛
が
掛
の
列
次
の
は
じ
め
に
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
課
の
改
正
の
際
に
は
総
務
掛
と
い
う
名

称
が
あ
ら
わ
れ
る
の
も
こ
の
改
正
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
課
の
席
次
や
掛

の
列
次
は
、
儀
式
の
際
の
序
列
に
も
な
り
、
人
事
や
職
務
の
意
識
に
も
反
映
す

る
重
要
な
要
因
で
あ
る
。

さ
て
、
図
６
以
降
の
変
遷
に
つ
い
ま
と
め
て
み
よ
う
。
明
治
十
七
年
五
月
二

十
日
、
収
税
長
と
収
税
属
が
お
か
れ
こ
と
が
決
ま
る
と

（太
政
官
第
四
十
七
号

達
）
、
五
月
二
十
六
日
租
税
課
を
収
税
課
と
改
称
し
、
七
月
十
日
庶
務
課
の
上

に
席
次
と
事
務
規
程
を
定
め
、
総
務

・
地
租

・
雑
税

・
収
納

・
地
方
税
の
五
掛

を
置
い
た
。
同
年
八
月
二
十
五
日
庶
務
課
備
荒
掛
が
廃
止
さ
れ
、
そ
の
事
務
は

庶
務
掛
が
管
理
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
ま
た
、
九
月
四
日
に
は
会
務
掛
と
内
記



明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

図

６

明

・２
制
定
）

地
理

・
備
荒

・
文
書
の
六
掛
）

土
工

・

主
簿

・

。
公
債
の
五
掛
）

を
廃
止
し
、
本
局
第

一
部
と
第
二
部
を
設
置
し
た
。
第

一
部
は
内
記
を
引
継
ぎ
、

秘
書
と
職
務
に
関
す
る
こ
と
、
第

二
部
は
会
務
掛
を
引
継
ぎ
、
地
方
税
、
予
算

収
支
、
県
会
の
こ
と
を
管
掌
し
た
。
各
部
の
部
長
は
課
長
同
様
の
格
付
け
で
各

課
の
筆
頭
に
置
か
れ
た
。
翌
十
八
年
六
月
二
十
七
日
、
会
計
課
検
査
掛
を
廃
止

し
、
庶
務
掛
を
掛
の
筆
頭
に
置
き
、
規
程
を
改
正
し
た
。
同
年
七
月
四
日
の
勧

業
課
の
事
務
章
程
を
改
正
し
、
総
務

。
農
務

。
工
商

。
駅
逓
の
四
掛
を
置
く
よ

う
に
定
め
た
。
そ
し
て
明
治
十
八
年
七
月
ま
で
に
は
図
７
の
よ
う
な
分
課
と
な

っ

た
。し

か
し
、
明
治
十
八
年
九
月
十
二
日
、
本
局
各
部
を
廃
止
し
、
収
税
課
を
除

き
、
各
課
の
掛
を
改
称
す
る
と
と
も
に
二
十
五
の
部
掛
が
本
局
と
十
九
の
部
に

図
７
　
明
治
１８
年
の
県
庁
の
職
務
分
課

（
７

・
４
段
階
）

工
（
八

地
租

。
雑
税

・
収
納

。
地
方
税
の
五
掛
）

戸
籍

。
地
理

・
文
書
の
四
掛
）

徴
兵
の
二
掛
）

農
務

。
工
商

・
駅
逓
の
四
掛
）

報
告
の
二
掛
）

保
健

・
報
告
の
三
掛
）

土
工

。
営
繕
の
三
掛
）

主
簿

・
司
計

・
出
納

。
公
債
の
五
掛
）
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の
四
ILト

丁
土
木
課

（庶
務

Ｆ
会
計
課

（庶
務

整
理
さ
れ
た
。
こ
の
際
に
各
課
ご
と
に
処
務
規
程
は
改
正
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
現
在
そ
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。

明
治
十
九
年
二
月
二
十
五
日
、
赤
川
懸
助
に
か
わ
り
、
元
老
院
議
官
か
ら
青

山
貞
が
県
今
に
赴
任
し
た
。
⑤
の
制
定
文
に
は

「
本
県
事
務
章
程
及
ヒ
各
課
事

務
章
程
追
テ
改
定
候
迄
左
之
通
改
称
修
補

ス
」
と
あ
り
、
臨
時
の
体
裁
を
と

っ

て
い
る
が
、
こ
の
制
度
の
下
で
の
後
の
全
面
改
定
は
な
か

っ
た
。
事
務
章
程
と

事
務
規
程
の
形
式
は
踏
襲
し
て
い
る
も
の
の
、
内
容
的
に
厳
格
な
印
象
を
与
え

る
。
た
と
え
ば
、
課
長
に
委
任
し
て
知
事
が
認
可
し
て
発
効
す
る
規
則
と
い
う



も
の
を
認
め
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
、

「
各
課
事
務
規
程
」
を
付
し
て
布
達

さ
れ
た
。
図
８
か
ら
ゎ
か
る
よ
う
に
、
大
き
な
改
正
と
い
え
ば
、
本
局
に
あ
た

図
８
　
明
治
１９
年
の
県
庁
の
職
務
分
課
Ｉ

（
４

・
８
改
定
）

‐‐一‐‐［帯晴̈

・―
本
科

（庶

‐
耐

検
税
科

（
庶
務

。
会
務

（
庶
務

。
徴
兵

（
総
務

・
農
商

（
学
務

。
報
告

（
庶
務

・
報
告

（
庶
務

。
工
事

（
庶
務

・
主
計

る
今
官
房
を
置
き
、
秘
書
部

。
往
復
部
に
分
掌
さ
せ
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
さ
ら
に
収
税
課
は
ぃ
ゎ
ば
、
警
察
の
よ
う
に
専
門
分
化
し
た
職
掌
も

明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

適
用
範
囲
、
効
力
に
よ

っ
て
厳
密
に
区
分
さ
れ
、

「
文
書
取
扱
規
程
」
や

「
今

官
房
往
復
文
書
編
纂
細
則
」
を
定
め
、
文
書
の
保
存
期
限
、
編
纂
上
の
取
扱
等
、

県
令

・
達

・
訓
今

・
諭
達
の
厳
格
な
区
分
と
書
式
と
文
体
が
定
め
ら
れ
て
い
く
。

や
が
て
明
治
二
十
年
の

「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」

へ
と
向
か
う
土
台
が
み
ら

れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

「
府
県
官
職
制
」
下
で
は
行
政
整
理
の
時
代
で
あ

っ
た
た

め
に
、
五
度
に
わ
た
る
多
く
改
定
を
実
施
し
な
が
ら
も
、
県
令
の
も
と
に
課
長

を
県
行
政
の
中
核
と
し
た
章
程
や
処
務
規
程
が
制
定
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ

っ

た
。
し
か
し
、
警
察
に
警
部
長
、
収
税
に
収
税
長
、
監
獄
に
典
獄
、
郡
に
郡
長

等
が
設
置
さ
れ
る
と
と
も
に
、
県
令
か
ら
委
任
さ
れ
た
専
門
分
野
の
専
決
事
項
、

分
任
条
件
を
遂
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
県
庁
の
機
構
か
ら
離
れ
、
独
自
の

事
務
章
程
、
処
務
規
程
等
が
制
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
。
ま
た
、
そ
れ

ら
を
統
轄
す
る
県
令
の
職
務
の
増
大
と
と
も
に
、
県
令
を
補
佐
す
る
本
局
な
い

し
は
令
官
房
が
置
か
れ
た
。
と
く
に
令
直
轄
の
機
構
で
は
、
法
令
を
整
備
し
、

文
書
記
録
を
管
理
し
、
人
事
を
担
当
管
理
す
る
機
能
を
も
た
さ
れ
た
。
本
格
的

に
法
や
文
書
に
よ

っ
て
統
制
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
て
く
る
過
程
で

も
あ

っ
た
。

４

「
地
方
官
官
制
」
下
の
県
の
職
務
分
課

明
治
十
九
年
七
月
二
十
日
勅
令
第
五
十
四
号
に
よ

っ
て
、
府
県
の
職
員
に
知

事

。
書
記
官

。
収
税
長

・
属

・
収
税
属

。
典
獄

・
副
典
獄

・
書
記

・
看
守
長

・

看
守
副
長
、
警
察
官
と
し
て
は
警
部
長

・
警
部

。
警
部
補
、
郡
区
に
郡
長

・
区

六
九

務

・
賦
税

・
収
納

。
地
方
税
の
四
係
）

。
統
計
の
二
部
）

の
二
部
）

。
駅
逓
の
三
部
）

の
二
部
）

の
二
部
）

・
地
理
の
三
部
）

。
出
納

。
公
債
の
四
部
）



明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

長

・
書
記
、
島
地
に
島
司
を
置
く
と
定
め
ら
れ
た
。
本
県
に
即
し
て
言
え
ば
、

県
令
は
知
事
と
名
称
を
変
え
た
。
奏
任
官
か
ら
最
高
勅
任

二
等
に
ま
で
に
格
上

げ
さ
れ
た
。
内
務
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
法
律
を
執
行
し
、
県
の
行
政
と

警
察
の
事
務
を
総
理
す
る
と
規
定
さ
れ
た
。
と
く
に
法
令
で
は
、
法
律
の
範
囲

内
で
官
報
等
で
公
布
し
た
の
ち
、
管
内
で
発
効
す
る
県
令
や
庁
中
の
細
則
を
制

定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
書
記
官
は
二
人
で
奏
任
二
等
以
下
、
収
税
長
、

警
部
長
は
各

一
人
、
各
郡

一
名
の
部
長
は
奏
任
四
等
以
下
と
規
定
さ
れ
た
。
知

事
は
こ
れ
ら
奏
任
官
に
つ
い
て
は
功
過
を
内
務
大
臣
お
よ
び
主
務
大
臣
に
具
上

す
る
が
、
そ
れ
以
下
の
判
任
官
に
つ
い
て
は
任
免
や
賞
与
の
権
限
を
も

っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
大
書
記
官

。
少
書
記
官
は
、
書
記
官
と
な
り
、
県
庁
の
事
務
を
明

確
に
三
分
し
た
各
部
の
部
長
Ｌ
い
う
立
場
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。
県
庁
の
機
構

も
警
部
長
、
収
税
長
、
部
長
な
ど
と
同
様
、
知
事
の
も
と
第

一
部
長
、
第
二
部

長
が
職
務
分
野
別
に
並
ぶ
職
階
制
が
で
き
た
。
明
治
十
九
年
九
月
四
日
、
第

一

部
と
第

二
部
の
分
掌
を
定
め
、
十
五
日
に
は
そ
れ
ま
で
の
各
課
長

へ
の
委
任
条

件
は
解
か

れ
、
各
の
部
長

へ
委
任
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
す
べ
て
の
県
の
機

構
に
職
務
の
種
類
や
責
任
に
よ

っ
て
区
分
さ
れ
る
、
知
事
―
部
長

（
収
税
長

・

警
部
長
）
―
課
長
と
い
う
職
階
制
が
完
成
し
た
。

明
治
十
九
年
九
月
八
日

一‐秋
田
県
処
務
細
則
」
が
制
定
さ
れ
た
。
全
体
が
九

章
で
編
成
さ
れ
た
。
分
課
組
織
、
各
部
通
規
、
分
課
章
程
と
い
う
従
来
の
内
容

に
加
え
、
文
書
収
受
、
文
書
弁
理
、
文
書
送
達
、
文
書
編
纂
、
非
常
心
得
、
宿

直
心
得
と
い
う
章
が
立
て
ら
れ
た
。
ま
た
、
文
書
編
纂
で
は
第

一
―
十
号
ま
で

の
各
事
務
ご
と
の
書
式
が
定
め
ら
れ
た
。

こ
れ
ま
で
に
な
く
詳
細
で
、
多
く
の

七
〇

事
柄
を
盛
り
こ
ん
だ
内
容
と
な

っ
た
。
文
書
主
義
の
建
て
前
か
ら
、
と
く
に
文

書
に
つ
い
て
微
細
に
規
定
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、
各
部
通

規
で
は
官
員
の
服
務
に
関
す
る
規
定
が
前
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
も
こ
れ
ま
で

に
な
い
こ
と
で
あ
る
。
分
課
章
程
で
は
掛
が
廃
止
と
な
り
、
課
ご
と
に
職
務
事

項
を
整
理
し
た
。
図
９
は
そ
の
分
課
で
あ
る
。
第

一
部
は
、
新
設
の
議
事
課
や

図
９
　
明
治
１９
年
の
県
庁

Π

（
９

・

８

改

曇
生

文
書
課
は
先
の
今
官
房
や
庶
務
課
を
再
編
成
し
て
置
か
れ
、
第

二
部
は
従
来
の

課
を
そ
の
ま
ま
引
継
ぐ
課
が
多
か

っ
た
。
ま
た
、
課
と
し
て
は
監
獄
課
が
庁
中

の
課
と
し
て
新
設
さ
れ
た
。

|   ~~~~~~~~L_    1

第          第

部          部

鋼 轟 ξ襲憧:



さ
ら
に
明
治

二
十
年

一
月
十
七
日
、
分
課
章
程
の
事
項
を
整
理
し
、
全
般
に

渉
り
若
干
の
補
訂
を
加
え
て

「
秋
田
県
庁
処
務
細
則
」
が
規
定
さ
れ
た
。

収
税
部
は
明
治
十
九
年
九
月
十

一
日

「
秋
田
県
収
税
部
処
務
細
則
」
を
制
定

し
、
部
内
に
賦
税

・
徴
収

。
徴
税
費

・
検
税
の
四
課
を
置
い
た
。
同
じ
く
警
察

は
、
同
年
十

二
月
六
日
、

「
秋
田
県
警
察
処
務
細
則
」
を
規
定
し
、
県
庁
内
に

警
察
本
部
を
置
き
、
警
部
長
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
、
事
務
を
行
う
警
務
課

・

第

一
課

。
第

二
課

・
主
計
課
の
四
課
を
配
置
し
た
。
同
二
十

一
年
三
月
二
十
三

日
に
は

「
警
察
本
部
処
務
細
則
」
と
名
称
を
改
め
、
警
務
課

・
保
安
課

。
主
計

課
の
三
課
を
置
く
よ
う
に
あ
ら
た
め
た
。
各
専
門
分
野
ご
と
の
機
能
を
充
実
さ

せ
た
。

や
が
て
、
郡
役
所
を
除
き
、
こ
の
分
野
別
の
県
庁
、
収
税
部
、
警
察
の
三
処

務
細
則
が
統
合
さ
れ
た
。
明
治

二
十
二
年
三
月
二
十
八
日

「
秋
田
県
処
務
細
則
」

が
そ
れ
で
あ
る
。
図
１０
の
よ
う
な
分
課
と
な

っ
た
。
以
後
大
正
十
五
年
ま
で
こ

の
名
称
の
規
程
に
よ

っ
て
県
の
行
政
事
務
を
規
定
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
明
治

二
十
二
年
四
月

一
日
、
公
布
令
お
よ
び
文
書
符
号
を
定
め
、
同
年
五
月
十
五
日

か
ら
発
行
す
る

「
秋
田
県
報
」
に
登
録
す
る
こ
と
を
も

っ
て
公
布
式
と
す
る
よ

う
に
か
わ
り
、
広
く
周
知
せ
し
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
県
庁
の
職
務
分
課

も
ま
た

「
秋
田
県
報
」
を
追
う
こ
と
に
よ
り
、
明
確
に
な
る
段
階
に
至

っ
た
。

以
上
概
略
的
に
な

っ
た
が
、
明
治
六
年
か
ら
明
治

二
十
二
年
ま
で
の
県
庁
を

職
務
分
課
の
変
遷
を
た
ど

っ
て
き
た
。
き
わ
め
て
試
行
錯
誤
的
に
見
え
る
が
、

課
掛
の
設
置
や
職
務
規
定
の
内
容
の
変
化
が
そ
の
国
家
や
社
会
の
状
況
、
ま
た

組
織
編
成
上
ど
う
い
う
必
然
性
や
要
請
を
も

っ
て
有
機
的
に
展
開
し
て
い
る
の

明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

か
と
い
う
問
題
は
、
た
え
ず
残
さ
れ
た
。
ま
た
、
分
課
に
直
接
的
に
関
係
の
あ

る
人
事
配
置
の
問
題
に
は
、
あ
え
て
今
回
は

一
切
触
れ
な
か

っ
た
。
研
究
課
題

図
１０
　
明
治
２２
年
の
県
の
職
務
分
課

（
３

・
２８
改
定
）

地
方
財
務
課

知
事
官
房

第

一
部
―
―
十
‐
庶
務
課

農
商
課

土
木
課

兵
事
課

学
務
課

第
二
部

阿鋼詢詢

「
警
務
課

警
察
本
部
―
可
保
安
課

Ｆ
主
計
課

ヒ



い

て

明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ

の
多
さ
に
気
づ
か
せ
ら
れ
る
。

そ
の
意
味

で
は
よ
う
や
く
実
質
的
研
究

に
踏
込

む
前
提
と

い
う
べ
き
と
こ
ろ
に
到
達
す
る
ま
で
の
地
点

に
来
た
感
が
あ
る
ｃ

註

（
１
）
　

大
島
美
津
子

『
明
治
国
家
と
地
域
社
会
』

（岩
波
書
店
、　
一
九
九
四
）

（
２
）
　

県
治
部
第

一

（第
四
冊
）
、
県
治
総
説
編
第
四
章

（
３
）

第

二
編
第

二
節
の
記
述
。
当
時
編
纂
委
員
で
あ

っ
た
山
崎
真

一
郎
氏
の
遺

稿
で
あ
り
、
十
分
を
尽
く
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

（
４
）
　

こ
の
発
刊
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
十
二
年

「
第

一
部
庶
務
課
事
務
簿
」
庶

務
雑
之
部
三
番
に
詳
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
刊
行
本
は
所
蔵
し
て
い
な
い
。

（
５
）
　

国
家
の
法
令
は
、
す
べ
て

『
法
令
全
書
』
を
参
照
し
た
。
出
典
は
特
に
断

ら
な
い
限
り
こ
れ
に
よ
る
ｃ

（
６
）

東
京
出
張
所
は
明
治
八
年

一
月
二
十
日
付
太
政
官
第
十

一
号
達
で
同
年
二

月

一
日
か
ら
廃
上
に
な
り
、　
一
名
内
務
省
詰
と
な

っ
た
。

（
７
）
　

明
治
七
年

「
第

一
課
諸
務
掛
事
務
簿
」
官
省
府
県
往
復
　
雑

一
番
所
収
。

明
治
九
年
以
降
に
第

一
課
諸
務
掛
に
よ

っ
て
編
綴
さ
れ
た
簿
冊
と
考
え
ら

れ
る
。

（
８
）
　

乙
第
八
番

（
明
治
八
年

「
本
県
達
書
留
」
、
明
治
七
年
明
治
八
年

「
庁
中

規
則
」
所
収
）

（
９
）
　

明
治
七
年
四
月

「
秋
田
県
庁
日
誌
」

（
１０
）
　

明
治
七
年
明
治
八
年

「
庁
中
規
則
」
、
明
治
六
年
十
日
か
ら
明
治
八
年
九

月
ま
で

「
秋
田
県
庁
日
誌
」
は
あ
る
が
、
当
該
日
の

「
秋
田
県
庁
日
誌
」

七
二

に
も
抄
録
さ
れ
て
い
る
。

（
Ｈ
）
　

乙
六
十
七
番

（
明
治
八
年
　
本
県
達
書
留

一
、
明
治
七
年
八
年

「
庁
中
規

則
」
所
収
）

21  20 18 17 15  13  12
（
・９

）

（
２２
）

明
治
九
年
明
治
十
年

一
庁
中
規
則
」
、
同
十

一
年
の
県
税
掛
の
廃
止
は
明

治
十

一
年

「
本
県
触
示
留
」
、
銀
行
掛
の
放
置
は
明
治
十

一
年

「
秋
田
県

史
稿
」
制
度
部
に
よ
る
。
　
一
秋
田
県
史
稿
」
は
国
立
公
文
書
館
蔵
内
閣
文

庫

一
秋
田
県
史
料
」
の
副
本
で
明
治
八
年
か
ら
十
二
年
ま
で
の
四
十
冊
あ

。

（
‐４
）

。

（
・６
）
　

明
治
七
年
明
治
八
年

「
庁
中
規
則
」

明
治
八
年
四
月

一
秋
田
県
庁
日
誌
」

た
と
え
ば
、
③
の
全
面
改
正
後
ま
も
な
い
七
月
五
日
、
出
納
課
に
官
坑
事

務
掛
が
設
置
さ
れ
た
り
、
八
月
十
七
日
に
学
務
課
編
輯
掛
が
庶
務
課
に
移

さ
れ
た
り
し
た
。

乙
第
九
十
六
番

（
明
治
九
年
明
治
十
年

「
庁
中
規
則
」
）
、
明
治
九
年

「
第

一
課
諸
務
掛
事
務
簿
」
官
員
関
係
之
部
弐
番

明
治
七
年
明
治
八
年

一
庁
中
規
則
」
、
聴
訟
課
か
ら
警
察
掛
が
独
立
し
た

の
は
明
治
八
年
九
月
十
八
日

秋
田
県
裁
判
所
に
は
民
事
課

・
刑
事
課

・
諸
務
掛
の
二
課

一
掛
が
設
置
さ

れ

（
明
治
九
年

「
第

一
課
諸
務
掛
事
務
簿
」
官
員
関
係
之
部
弐
番
）
、
第

八
十
二
番

（
明
治
九
年

「
本
県
触
示
留
」
所
収
）
で
触
れ
ら
れ
た
。

明
治
九
年

「第

一
課
諸
務
掛
事
務
簿
」
官
員
関
係
之
部
弐
番

明
治
九
年

一
月
十
七
日
に
民
費
掛
は
第
六
課
か
ら
第

一
課

（戸
籍
掛
の
次
）

に
移
さ
れ
た
。



り
、
記
述
は
正
確
で
基
本
史
料
の

一
つ
で
あ
る
。
本
館
所
蔵
分
は
今
回
の

関
係
部
分
を

一
応
す
べ
て
参
照
し
た
が
、

「
沿
革
誌
」
編
纂
者
は
全
く
参

照
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
一
秋
田
県
史
稿
」
に
つ
い
て
は
内
閣
文
庫

本
を
検
討
し
、
別
の
機
会
に
と
り
あ
げ
る
予
定
で
あ
る
。

（
２３
）
　

明
治
九
年
明
治
十
年

「
庁
中
規
則
」

（
２４
）
　

乙
第
百
八
十
四
番

（
明
治
十

一
年

「
秋
田
県
布
達
集
」

（秋
田
県
立
図
書

館
蔵
）
所
牧
）

（
２５
）
　

乙
第
五
十
五
番

（
明
治
十
二
年

「
本
県
達
留
」
所
収
）

（
２６
）
　

「
沿
革
誌
」
で
の
み
で
記
し
、
文
書
に
よ

っ
て
一異
付
け
る
こ
と
が
で
き
な

ふ″　っ　一に
。

（
２７
）
　

明
治
十
二
年

「
秋
田
県
史
稿
」
制
度
部

（
２８
）
　

公
布
は
明
治
十
三
年
四
月
二
十
九
日
乙
第
三
十
八
号

（明
治
十
三
年

「
本

県
達
留

一
所
牧
）
、
明
治
十
三
年

「
秋
田
県
史
稿
」
制
度
部

（
２９
）
　

明
治
十
三
年

「
秋
田
県
史
稿
」
制
度
部
、
明
治
十
四
年

「
秋
田
県
史
稿
」

制
度
部

（
３０
）
　

明
治
十

一
年
五
年
二
十
七
付
内
務
省
乙
第
四
十
四
号
達
、
同
六
月
七
日
付

内
務
省
乙
第
四
十
九
号
達

（
３．
）
　

原
案
の

「
秋
田
県
衛
生
課
職
制
」

。

「
秋
田
県
衛
生
課
事
務
章
程
」

（
明

治
十
三
年

「
官
省
上
申
指
令
書
留
」
壱
番
所
牧
）
が
明
治
十
三
年
三
月
二

十
五
日
付
で
認
可
さ
れ
た
。
制
定
月
日
は
明
治
十
三
年

「
秋
田
県
史
稿
」

制
度
部
に
よ
る
。

（
３２
）
　

明
治
十
三
年

「
秋
田
県
史
稿
」
制
度
部
に
よ
る
。
公
布
は
四
月
二
十
九
付

明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ

乙
第
三
十
五
号

（
明
治
十
三
年

「
本
県
達
留
」
所
牧
）

明
治
十
二
年

「
秋
田
県
史
稿
」
制
度
部

（
３５
）
　

明
治
十
四
年

「
秋
田
県
史
稿
」
制
度
部

乙
第
十
二
番

（
明
治
十
五
年

一
本
県
達
留
」
所
牧
）

各
課
署

へ
は
明
治
十
三
年
明
治
十
五
年

「
庁
中
達
留
」
、
郡
役
所

。
町
村

役
場

へ
は
乙
第
八
十
九
番

（明
治
十
五
年

一
本
県
達
留
」
）

（
３８
）

会
務
掛
の
設
置
の
経
緯
に
つ
い
て
は
明
治
十
五
年

「
庶
務
課
庶
務
掛
事
務

簿
」
雑
之
部
五
番
、
会
務
掛
設
置
に
伴
う
庶
務
課
全
体
の
事
務
章
程
の
改

正
は
明
治
十
三
年
明
治
十
五
年

「
庁
中
達
留
」
に
あ
る
。

（
３９
）

庁
中
各
課
署

へ
は
第
十
五
号
、
庶
務
課

へ
の
第
十
六
号

（
明
治
白
十
六
年

至
十
七
年

「庁
中
令
達
綴
」
所
収
）
、
郡
役
所

。
町
村
役
場

へ
の
乙
第
十

三
号

（
明
治
十
六
年

「
木
県
達
留
一　
一
所
収
）

（
４０
）

庁
中
庶
務
課
及
び
各
課
署

へ
は
第

二
十
号

（
明
治
自
十
六
年
至
十
七
年

「
庁
中
令
達
綴
」
所
収
）
、
郡
役
所

・
町
役
場

へ
は
翌
十
四
日
付
乙
第

二

十
号

（
明
治
十
六
年

一
本
県
達
留
」

一
所
収
）

（
４．
）

庁
中
分
は
明
治
自
十
六
年
至
十
七
年

「
庁
中
令
達
綴
」
、
乙
第
六
十
号
は

明
治
十
六
年

「
秋
田
県
布
達
集
」

（秋
田
県
立
図
書
館
蔵
）

（
４２
）
　

明
治
八
年
二
十
四
日
付
太
政
官
第
百
八
十

一
号
達
、
同
九
年
二
月
八
日
付

太
政
官
第
十
号
布
告
、
同
年
九
月
十
四
日
付
太
政
官
第
九
十
二
号
達
、
同

十

一
年
七
月
二
十
五
日
付
太
政
官
達
第
二
十
二
号
達
、
同
十
三
年
四
月
二

十
八
付
内
務
省
乙
第
十
八
号
、
同
十
四
年
十

一
月
二
十
六
日
付
第
九
十
八

号
達

い

て

（
３３

）

（
３４

）

（
３６

）

（
３７

）

t



明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ

（
４３
）
　

明
治
十
四
年
二
月
十
八
日
付
太
政
官
十
六
号
達

（
４４
）
　

明
治
十

一
年
七
月
二
十
五
日
付
太
政
官
第
三
十
二
達
、
同
年
十
月
二
十
五

日
付
太
政
官
第
四
十
五
号
達

（
４６
）

。

（
４７
）
　

明
治
自
十
六
年
至
十
七
年

「
庁
中
令
達
綴
」
所
牧

内
第

二
十
七
号

（
明
治
自
十
六
年
至
十
七
年

「
庁
中
令
達
綴
」
所
牧
）

明
治
十
八
年

「
庁
中
令
達
綴
」
所
牧

本
第

二
十
三
号

（
明
治
十
八
年

「
庁
中
令
達
綴
」
所
攻
）

本
局
属

（本
局
第

一
部
）
、
庶
務
課
第

一
部

（庶
務
掛

・
戸
籍
掛
）

。
同

第
二
部

（本
局
第
二
部
）

。
同
三
部

（地
理
掛
）

。
同
第
四
部

（文
書
掛
）
、

兵
事
課
第

一
部

（庶
務
掛
）

。
同
第

二
部

（徴
兵
掛
）
、
勧
業
課
第

一
部

（総
務
掛
）

。
第
二
部

（農
務
掛

。
工
商
掛
）

・
同
第
三
部

（駅
逓
掛
）
、

教
育
部
第

一
部

（学
務
掛
）

。
同
第
二
部

（報
告
掛
）
、
衛
生
課
第

一
部

（
医
事
掛

。
保
健
掛
）

。
同
第

二
部

（報
告
掛
）
、
土
木
課
第

一
部

（庶

務
掛

。
営
繕
掛
）

。
同
第

二
部

（土
工
掛
）
、
会
計
課

（庶
務
掛
）

。
同

第

二
部

（
主
簿
掛

。
司
計
掛
）

。
同
第
二
部

（
出
納
掛
）

。
同
第
四
部

（
公
債
掛
）
と
い
う
よ
う
に
編
成
さ
れ
た
。

（　
）
内
は
先
の
掛
名
。

庁
第
十
三
号

（
明
治
十
九
年

「
庁
中
達
」
所
収
）

明
治
十
九
年
四
月
十
五
日
付
庁
第
四
号

（明
治
十
九
年

「
庁
中
達
」
所
攻
）

明
治
十
九
年
六
月

一
日
付
庁
第
六
十
五
号

（
明
治
十
九
年

「
庁
中
達
」
所

攻
）

（
５５
）
　

明
治

二
十
年
六
月
十
五
日
付
庁
第
百
六
十
五
号

（
明
治
二
十
年

「
庁
中
令

達
綴
」
所
収
ほ
か
）

七
四

（
５６
）
　

明
治
十
九
年
九
月
四
日
付
部
第

一
号
、
同
年
同
月
十
五
日
付
部
第

二
号
、

庁
令
第
六
号

（
明
治
十
九
年

「
庁
中
達
」
所
収
）

庁
令
第
二
号

（
明
治
十
九
年

「
庁
中
達
」
所
収
）

庁
第
七
号

（明
治
二
十
年

「
庁
中
達
」
所
牧
）
、
課
の
改
廃
で
は
明
治
二

十

一
年
四
月
十
二
日
、
第
二
号
衛
生
課
が
廃
さ
れ
、
そ
の
事
務
が
学
務
課

に
移
さ
れ
た
。

庁
第
五
号

（明
治
十
九
年

「
庁
中
達
」
所
牧
）

庁
第
三
十
二
号

（
明
治
十
九
年

「
庁
中
達
」
所
牧
）

庁
第
二
十

一
号

（
明
治

二
十

一
年

「
庁
中
令
達
綴

一
、
明
治

二
十

一
年

「
庁
号
達
」
所
敗
）

庁
第
五
十

一
号

（明
治
二
十

一
年
同
二
十
三
年

「庁
中
達
訓
令
綴
」
所
収
）

庁
第

一
号

（明
治
二
十
二
年
分

「
庁
中
達
綴
」
所
牧
）

秋
田
県
訓
令
第
八
十
四
号

（明
治
二
十
二
年
分

「
庁
中
達
綴
」
所
収
）

（秋
田
県
公
文
書
館
専
門
員
　
た
か
は
し
　
つ
と
む
）

（
４５

）

（
４８

）

（
４９

）

（
５０

）

（
５．

）

54  53  52

ヽヽ

て

64  63  62 61  60  59 58  57



《史
料
紹
介
》

は
じ
め
に

一
、

三
点

の
史
料

二
、

『
御
亀
鑑
』

の
成
立
年
代

三
、

『
佐
竹
家
譜
』

の
編
纂
過
程

お
わ
り
に

は
じ
め
に

「
佐
竹
文
庫
」
は
秋
田
県
立
秋
田
図
書
館

（
以
下
、
秋
田
図
書
館
と
略
称
）

の
所
蔵
資
料
と
し
て
著
名
な
文
書
群
で
あ

っ
た
。
平
成
五
年

一
一
月
の
秋
田
県

公
文
書
館

（
以
下
、
公
文
書
館
と
略
称
）
の
開
館
に
先
立
ち
、
こ
の

「
佐
竹
文

庫
」
を
含
む
古
文
書
の
大
部
分
は
秋
田
図
書
館
か
ら
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
、

そ
れ
に
伴
い
秋
田
図
書
館
総
務
課
古
文
書
担
当
の
事
業
も
引
き
継
が
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
。

『
御
亀
鑑
』
の
刊
行
事
業
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
。

『
佐
竹
家
譜
』
編
纂
に
関
わ
る
若
干
の
史
料

『
佐
竹
家
譜
』
編
纂
に
関
わ
る
若
干
の
史
料

伊

藤

勝

美

本
稿
で
は
、
今
年
度
で
刊
行
が
終
了
す
る

『
御
亀
鑑
』
の
史
料
的
性
格
を
再

検
討
す
る
た
め
に
、
い
三
点
の
史
料
を
紹
介
し
、
日

『
御
亀
鑑
』

の
成
立
年
代

に
ふ
れ
、
０

『
佐
竹
家
譜
』
編
纂
過
程
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
を
試
み
る
こ
と

に
す
る
。一

、
三
点
の
史
料

以
下
で
紹
介
す
る
三
点
の
史
料
を
翻
刻
す
る
に
あ
た
り
、
原
本
に
は
な
い
が

読
点

。
並
列
点
を
適
宣
付
し
、
表
紙
を
除
い
た
本
文
の

一
丁
目
表

上
異
の
第

一

行
目
の
上
部
に
、
け

。
け
な
ど
の
記
号
を

つ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
最
終
行
の
末
尾

に
は
」
を
付
し
て
丁
ご
と
の
区
切
り
を
示
し
た
。
ま
た
朱
書
き
の
部
分
は
カ
ギ

カ
ッ
コ
で
く
く
り
、
訂
正
箇
所
が
あ
る
場
合
に
は
、
該
当
す
る
文
字

の
左
側
に

「
ヽ
」
の
記
号
を

つ
け
、
右
側
に
訂
正

（追
記
）
部
分
を
記
し
、
で
き
る
だ
け

原
本
に
近
い
状
態
で
表
現
す
る
こ
と
に
し
た
。

史
料
Ａ

（請
求
記
号
ＡＳ
二
八
九
―

一
九
）
は
、
縦
三

一
、
三

ｃｍ
×
横
二
〇
、

二
ｃｍ
の
袋
に
入

っ
て
お
り
、
本
体
は
二
七
、
三

ｃｍ
×
二
〇
、
Ｏ

ｃｍ
、
表
紙
を
含

七
五



『
佐
竹
家
譜
』
編
纂

に
関
わ
る
若
干
の
史
料（３

）

め
る
と

一
三
丁

（
一
三
丁
目
は
一異
表
紙
）
で
「
袋
と
じ
」
に
な

っ
て
い
る
。
史
料

Ｂ

（請
求
記
号
ＡＳ
二
八
八
―
四
五
）
は
、
二
七
、
三

ｃｍ
×
二
〇
、
Ｏ

Ｃｍ
、
表
紙

を
含
め
る
と
四
丁

（
三
丁
目
一異
は
白
紙
）
で
、
「袋
と
じ
」
。
字
体

。
紙
質
等
、

史
料
Ａ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
体
裁
に
な

っ
て
い
る
。
史
料
Ｃ

（請
求
記
号
ＡＳ
二
〇

九
―
八
六
）
は
、
四
五
、
Ｏ

ｃｍ
×
四
二
、
四

ｃｍ
の
絵
図
で
、
一異
に
「
七
ノ
信
」
と

朱
書
き
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
「
七
ノ
信
」
と
朱
書
き
さ
れ
た
貼
紙
が

あ
る
。
絵
図
の
部
分
は
ワ
ー
プ

ロ
に
置
き
換
え
て
表
現
し
た

（絵
図
中
の
記
号

は
原
本
で
は
朱
書
き
）
の
で
、
体
裁
に
つ
い
て
は
写
真
１
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

史
料
Ａ

（袋
）
　

　

「
七
ノ
信

一

天
樹
院
様

新
調
御
家
譜
差
上
候
節
記
録
取
纏

天
保
五
年
午
八
月
三
日

（表
紙
）
　

天
樹
院
様新

調
御
家
譜
差
上
候
節
記
録

け
　
　
天
樹
院
様
御
伝
記
出
来
之
節
指
上
方
記
録

一
天
保
四
年
巳
九
月
十
五
日
、
兼
而
岩
堀
宗
六
笏
蝙
規
鋤
枷
鮎
蜂
格
江
編
集
被

仰
付
候

天
樹
院
様
御
家
譜
出
来
候

二
付
、
御
届
之
趣
左
之
通

覚

文
化
十

二
年
亥
十
二
月
十
二
日

七
六

天
樹
院
様
御
伝
記
私
江
編
集
被
仰
付
、
取
纏
中
』
私
儀
病
気

二
付

御
役
御
訴
訟
申
上
、
願
之
通
御
免
被
成
下
候
後
、
追
々
先
役
共
江

編
集
被
仰
付
候
得
共
出
来
仕
兼
、
去

ル
寅
十
二
月
中
重
而
私
江
編

集
被
仰
付
候
処
、
此
度
左
之
通
出
来
仕
候
、
依
之
御
届
申
上
候

一
御
伝
記
　
　
　
　
　
　
　
十
冊

一御
亀
鑑
紅
呼隷
一廿
規冊
百
十
五
冊

右
御
亀
鑑
之
儀

ハ
、
文
化
年
中
御
改
正
之
醐
よ
り
」
平
同
役
共
追
々

記
載
仕
候
分
、
此
度
精
細

二
修
補
仕
出
来
仕
候
、
専
ら
　
御
伝
記

之
御
引
證

二
相
成
申
候
故
、
指
添
差
上
中
候

右
之
通
出
来
仕
候
、
御
届
申
上
候

九
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山石
　
堀
　
わホ
　
六

右
之
通
書
載
を
以
御
記
録
方
大
御
番
頭
小
貫
佐
渡
江
宗
六
直

々
御
届
中

上
候
処
、
同
人
即
刻
御
政
務
虎
江
持
参
、
御
用
番
御
家
老
石
塚
源

一
郎

殿
江
差
出
』
候
処
、
被
御
聞
届
候
段
被
仰
渡
、
即
宗
六
江
申
渡
候

十
月
四
日

於
総
裁
詰
処
、
此
度
出
来
之
　
御
伝
記
今
日
わ
拝
聴
被
致
候
、
出
席
左
之

通

御
記
録
方
総
裁
御
相
手
番

大
　
越
　
源
十
郎

御
記
録
方
支
配
大
御
番
頭

松
　
野
　
弥
十
郎

但
病
気

二
而
不
罷
出

3オ 2オ 1ウ2ウ
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右
之
面
々
出
席
、
撰
者
宗
六
外

二
筆
頭
田
所
平
八
郎

。
平
山
茂

助

岬
蜘
妬
等
罷
出
、
代
々
読
之
、
入
内
聴
候

同
月
六
日

一
当
四
日
之
通
、
総
裁

・
御
番
頭
出
席
、
何
茂
罷
出

一
昨
日
之
通
読
之

同
月
十

一
日

当
六
日
之
通
、
総
裁

。
御
番
頭
出
席
、
宗
六
以
下
罷
出
読
之

同
月
十
二
日

一
昨
日
之
通
、
於
総
裁
詰
庭
　
御
伝
記
読
、
出
席
昨
日
之
通
、
今
日
限
リ

ニ

而
拝
聴
相
済
候

一
同
日
、
総
裁
宗
六
江
被
申
含
候
者
、
　

御
伝
記
拙
者
共
拝
聴
相
済
候
故
、

今
日
年
寄
中
江
其
段
得
御
意
、
近
々
各
様

二
茂
　
御
拝
聴
被
成
候
様

二
申

聞
候
処
、
承
知
被
致
、
乍
去
至
而
此
節
御
繁
用
之
硼
故
、
少
し
間
も
可
有

之
、
御
休
日
之
節

二
も
支
度
」
い
た
し
承
り
可
申
と
申
聞
候
よ
し
、
被
申

含
候

一
今
年
非
常
之
凶
作

二
付
、
十
月
頃
わ
殊
之
外
御
繁
用
に
て
、
御
年
寄
衆
も

日
々
御
支
度

二
而
夜
中
迄
御
詰
被
成
候
故
、
中
々
外
御
用
御
聞
被
成
候
御

手
透
無
之
、
総
裁
も
度

々
御
催
促
被
成
候

へ
と
も
、
右
之
通

二
而
年
中
御

拝
聴
之
儀
、
御
無
沙
汰

二
相
成
申
候

天
保
五
年
午
七
月
十
五
日

役
頭
松
野
茂
右
衛
門
宗
六
江
申
渡
候

ハ
、
明
廿
六
日
御
当
用
過
わ
同
十
七

日

・
廿
八
日
三
日
共

天
樹
院
様
御
伝
記
拝
聴
可
致
候
故
、
御
政
務
処
江
差
出
候
様

二
御
用
番
御

『
佐
竹
家
譜
』
編
纂
に
関
わ
る
若
干
の
史
料

家
老
石
塚
源

一
郎
申
渡
候
段
、
申
含
候

同
月
十
六
日

一
従
御
政
務
処
案
内
在
之
、
九
ツ
半
時
役
頭
茂
右
衛
門

。
同
福
原
彦
太
夫
も

罷
出
候
、
宗
六
丼
田
所
平
八
郎

筆
頭
平
山
茂
助

押
筆
　
御
伝
記
御
箱
之
侭

御
番
方
坊
主

二
為
持
、
御
政
務
処
江
罷
出
候
、
前
簾
御
文
台
井
毛
離
と
も

（
マ
ヽ
）

二
坊

二
為
持
、
御
宮
仕
坊
局
ま
て
遣
し
置
候
、
何
茂
罷
出
候
以
前
、
御
文

台
其
脇
江
毛
離
折
候
而

」
差
置
候
、
何
茂
東
方
焚
斗
立
際
江
罷
出

一
礼
、

早
而
宗
六
其
処
に
て
脇
差

。
扇
子
取
之
、
御
敷
居
之
内
江
相
進
、
　

御
伝

一記
御
箱
よ
り
取
出
し
御
文
台
江
載
之
、
御
用
番
は
じ
め
御
非
番
之
御
方
江

茂
入
御
披
見
候
、
宗
六
本
席
江
相
候
処
、
読
候
様

二
依
御
差
図
、
宗
六
罷

出
読
之
、
平
八
郎

。
茂
助
も
代
々
読
之
、
手
明
之
も
の
ハ
御
焚
斗
立
際

ニ

相
拍
罷
在
候
、
御
番
頭
も
壱
人

つ
ゝ
御
敷
居
之
内
北
方

二
相
詰
候

今
日
列
席
之
御
家
老
左
之
通

御
用
番

石
　
塚
　
源

一
郎

真
　
壁
　
掃
部
助

佐
　
藤
　
源
右
衛
門

御
家
老
加
談
御
相
手
番
上
席

中

安

主

典

七
ツ
時
過
ま
て
二
相
仕
廻
、
御
書
物
御
箱
江
入
候
而
、
以
前
之
通
坊

二
為

持
、
御
文
庫
江
相
仕
廻
候

同
月
十
七
日

四
ツ
時
わ
出
勤
、
御
案
内

二
依
て
御
政
務
所
江
昨
日
之
通
罷
出
、
　

御
伝

記
読
候
雨
入
御
聴
候
、
御
家
老
列
席
昨
日
之
通

七
七

5オ



『
佐
竹
家
譜
』
編
纂
に
関
わ
る
若
干
の
史
料

け
　
　
但
今
日

ハ
、
御
家
老
北
方
御
畳
縁
江
着
座
、
御
用
番

ハ
西
ノ
方
御
畳
縁

江
着
座
、
宗
六
以
下
御
敷
居
之
内
に
て
読
候
雨
入
御
聴
候

一
今
ロ

ハ
支
度
無
、
八
ツ
時
相
仕
廻
候
而
、
昨
日
之
通
御
書
物
箱
江
入
、
坊

二
為
持
候
而
、
御
役
所
江
退
出
、
御
文
庫
江
相
仕
廻
候

同
月
廿
八
日

一
四
ツ
時
出
勤
、
　

御
出
座
以
後
、
九
ツ
時
依
御
案
内
　
御
伝
記
為
持
、
御

政
務
所
江
罷
出
、
代
々
読
候
而
入
御
聴
候

け

一
今
日
御
列
席
左
之
通

佐

竹

中

務

石
　
塚
　
源

一
郎

茂
　
本
　
格現
　
後

真
　
壁
　
掃
部
助

佐
　
藤
　
源
右
衛
門

但
中
務
儀
、
登
　
城
被
致
候

二
付
、
直
々
列
席
被
致
侯

一
宗
六
罷
出
候
而
、
昨
日
之
通
読
侯
而
入
御
聴
候

け
　
　
但
無
残
御
拝
聴
不
相
済
候
得
共
、
御
用
込

二
付
、
今
日

ハ
末
巻
斗
読
候

而
入
御
聴
候
、
悉
皆
相
済
候
心
得

二
可
相
心
得
、
昨
日
御
用
番
源

一
郎

宗
六
江
申
含
候

二
付
、
右
之
通

二
相
済
申
候

一
右
相
済
候
上
、
宗
六

・
茂
助
江
宜
出
来
致
候
段
御
家
老

一
同
挨
拶
在
之
、

両
人
拝
伏
、
退
出
致
候

同
月
十
九
日

η

一
総
裁
宗
六
江
被
申
渡
候

ハ
、
来
月
三
日
於
陰
之
間
新
選
之
」
　

御
家
譜

七
八

屋
形
様
可
被
遊
　
御

一
覧
被
　
仰
出
候
段
、
御
用
番
御
家
老
被
仰
渡
候
段
、

申
渡
之

八
月
一一百

一
四
ツ
半
時
過
、
依
御
案
内
宗
六
新
選
之
　
御
伝
記
御
箱
之
侭
坊

二
為
持
、

御
座
之
間
入
ロ
ニ
而
宗
六
受
取
自
身
持
之
、
御
水
屋
上
之
間
、
御
膳
建
を

後

二
致
御
箱
を
前

二
置
相
詰
候
、
御
家
老
無
残
、
総
裁
井
役
前
御
記
録
方

大
番
頭
松
野
茂
右
衛
門
、
御
水
屋
」
上
之
間
御
の
し
立
際
江
相
詰
、
陰
之

間
　
御
出
座
之
上
、
御
家
老

。
総
裁
丼
御
番
頭
共

二
陰
之
間
江
相
詰
候

但
御
家
老
脇
指

ハ
陰
之
間
江
持
参
、
御
番
頭
之
脇
指

ハ
御
の
し
立
際

ニ

雨
取
之

御
出
座
之
上
、
宗
六
　
御
伝
記
之
御
箱
わ
御
書
物
を
出
シ
手
持
之
、
御
小

姓
詰
所
前
江
相
詰
罷
在
鯉
蜘
跡
離
者

陰
之
間
御
式
之
儀
者
、
　

御
前
江
御
手
相
差
上
候

二
付
、
右
写
を
直

々
留

書

二
相
備
候
故
客
之

但
御
手
相
者
御
右
筆
不
相
認
、
於
御
記
録
所
相
認
」
差
上
申
候

陰
之
間
御
式
相
済
、
　

御
伝
記

・
御
箱
井
御
服
紗
共

二
於
御
水
屋
御
納
戸

役
江
相
渡
之

右
相
済
、
御
番
頭
同
道

二
而
宗
六
儀
直

々
御
政
務
所
江
罷
出
、

の
し
立
際

江
扇
子
脱
、
敷
居
之
外
壱
畳
目
江
相
進
、
今
日
於
陰
之
間

天
樹
院
様
御
伝
記
差
上
候
処
、
　

御
懇
之
奉
蒙

上
意
難
有
仕
合
奉
存
候
段
御
礼
申
上
候
庭
、
御
家
老

一
同
大

二
辛
労
致
候

段
賞
言
在
之
候
、
段
々
御
丁
寧
被
仰
渡
難
有
」
奉
存
候
段
申
述
、
宗
六
退

8オ9オ 8ウ
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出
致
候

一
右

二
付
、
宗
六
儀
、
東
家

。
御
家
老

・
総
裁
井
御
記
録
方
御
番
頭
江
御
礼

廻
勤
致
候

同
月
十
二
日

一
宗
六
儀
、
従
御
用
局
催
促

二
雨
罷
出
候
処
、
御
用
人
信
太
清
兵
衛
申
渡
候

ハ
、
先
日
指
上
候

御
先
代
様
御
伝
記
今
日
被
返
置
候
故
、
陰
之
間
江
相
詰
侯
様

二
申
聞
、
宗

六
陰
之
間
御
座
敷
之
内
東
方
御
の
し
立
際
わ
』

二
畳
ロ

ニ
相
詰
抑
居
候
処
、

清
兵
衛
御
納
戸
お
　
御
書
物
を
手

二
持
罷
出
、
宗
六
江
相
渡
、
同
人
を
以

被
　
仰
出
候

ハ

御
先
代
様
御
伝
記
数
千
枚
辛
労
致
編
集
い
た
し
宜
出
来
致
候
段
可
申
渡
、

被
　
仰
出
候
、
拝
伏
、
御
書
物
請
取
退
出
致
、
於
御
水
屋
御
服
紗

二
包
ミ

御
箱
江
入
、
御
用
局
片
付
之
坊

二
為
持
、
御
役
所
江
退
出
、
　

御
伝
記

ハ

御
文
庫
新
御
長
持
江
仕
廻
置
申
候

一
右
御
伝
記
被
返
置
候
趣
、
総
裁

・
御
番
頭
江
も
申
上
、
尚
　
御
懇
之
奉
蒙

御
意
候
段
吹
聴

い
た
し
候

但
御
用
局
江
罷
越
、
右
　
御
意
之
御
礼
申
上
候
、
御
評
定
所
其
外
共

ニ

御
礼

ハ
不
申
上
候

八
月
十
八
日

一
宗
六
儀
、
今
日
御
刀
番
格
を
以
御
記
録
方
御
文
書
取
纏
役
被
仰
付
申
候

一
同
人
儀
、

「
二
付
」

御
先
代
様
御
伝
記
編
集
数
年
辛
労
仕
候
間
、
為
御
賞
　
御
紋
附
御
時
服

・

『
佐
竹
家
譜
』
編
纂
に
関
わ
る
若
千
の
史
料

銀
子
十
枚
拝
領
被
仰
付
候

平
山
茂
助
儀
、

（
マ
ヽ
）

御
先
代
様
御
伝
記
精
書
辛
労
仕
候

二
付
、
為
御
賞
　
御
紋
附
御
上
下

・
銀

子
五
枚
拝
領
被
仰
付
候

銀
子
三
枚

同
　
弐
枚

同
断

同
断

同
断

右
者

御
先
代
様
御
亀
鑑
辛
労
致
し
相
調
候

二
付
、
為
　
御
賞
被
下
候

銀
三
拾
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
寄
　
　
要

右
者

御
先
代
様
御
伝
記
編
集
之
醐
手
伝
仕
候

二
付
、
被
下
候

八
月
十
八
日

宗
六
以
下
鉄
五
郎
迄
去
ル
十
六
日
御
賞
之
面
々

御
目
見
被
　
仰
付
候

但
宗
六
江
者
御
評
定
奉
行
御
副
役
前
よ
り
手
紙

二
而
被
　
仰
渡
、
平
八

郎
以
下
鉄
五
郎
迄
前
日
御
評
定
所
ち
御
催
促

二
而
被
仰
渡
之

七

九
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『
佐
竹
家
譜
』
編
纂
に
関
わ
る
若
千
の
史
料

史
料
Ｂ

（表
紙
）
　

於
陰
之
間
新
調

御
家
譜
差
上
候
節
之
　
御
手
相
草
稿

天
保
五
年
午
八
月
二
日

け
　
　
　
　
　
八
月
三
日

一
陰
之
間
　
御
着
座

御
翻
織

御
家
老

平
服
　
　
御
記
録
方
総
裁

平
服

右
御
着
座
之
上
御
水
屋

口
ち
出
席
、
東
方
御
癸
斗
立
際

二
而
脇
指
脱

之
、
南
方
御
襖
戸
際
江
列
居

窒
［
記
録
方
大
番
頭

平
服

Ｄ
　
　
　

御
記
姉
戒
⑮
姶
襲
（
『
端
稀
晰
鵠
」
ぼ
東
方
御
の
し
立
際
江
着
座

岩
堀
宗
六
平
服

右
編
集
之
　
御
家
譜
持
之
、
陰
之
間
御
畳
縁
御
小
姓
詰
処
前
江
罷
出

一
千
時
月
番
之
御
家
老
宗
六
江
是
江
と
会
釈
在
之
節
、
同
人
陰
之
間
東
方
御

の
し
立
際
江
招
付
罷
出
候
、
其
節
御
記
録
方
役
前
御
番
頭
同
庭
下
よ
り
四

″
　
畳
目
江
出
席
、
其
席
江
新
調
」
　

御
家
譜
宗
六
持
出
之
、
御
番
頭
江
相
渡

之
、
同
人

御
前

二
在
之
御
文
台
江
載
之
退
座
、
被
遊
　
御

一
覧
候
節
、
月
番
之
御
家

老
少
々
進
座
、
兼
而
岩
堀
宗
六
江
編
集
仰
付
候

天
樹
院
様
御
伝
記
此
度
出
来
仕
侯
段
申
上
之
、
猶
同
人
儀
辛
労
仕
候
段
御

取
合
申
之
、
辛
労
仕
候
段
被
成
下
　
御
意
、
御
家
老
御
取
合
、
宗
六
拝
状

一
重
而
総
裁

・
御
番
頭
江
も
、
指
図
方
辛
労
仕
候
段
月
番
御
家
老
御
取
合
、

八
〇

御
意
有
之
、
御
家
老
御
取
合
、
御
礼
中
上
之

″

一
右
畢
而
　
御
伝
記
被
留
置
可
申
哉
之
旨
、
御
番
頭
月
番
之
御
家
老
江
相
窺
、

御
家
老

御
前
江
御
窺
之
上
、
被
留
置
候
段
中
渡
之

右
相
済
、
何
連
茂
退
出

但
御
引
證
御
亀
鑑

ハ
、
二
箱

二
而
大
部
之
書
物
に
御
座
候
故
、

御
先
代
様
御
伝
記
御
引
證
本
共
相
違
候
故
、
　

御
目
通
江
差
出
不
申

候

計
　
　
　
　
右
御
手
拍
小
奉
書
切
紙
江
相
認
、
御
記
録
方
総
裁
於
御
茶
屋
御
用

人
を
以
差
上
之

但
御
記
録
方
御
右
筆
若
木
頼
母
認
之

史
料
Ｃ

新
撰
御
家
譜
差
上
候
節
御
席
順

御
出
座
己
前
御
水
屋
上
之
間
此
△
席
江
各
相
詰
ム
、
御
出
座
後
御
家
老
此
▲
所

江
脇
指
脱
之
此
●
席

へ
列
居
、
御
出
座
後
番
頭

。
文
右
衛
門
此
○
辺
江
脇
差
脱

之
御
座
敷
江
入
此
●
席

へ
相
詰

ム
、
御
」
靡
往
即
御
文
台
此
］
虎
江
出

ル
、
御

出
座
後
筆
頭
此
□
所
江
御
譜
を
持
相
進
ム
、
番
頭
此
■
席

へ
出
て
誰
罷
出
候
様

申
述
復
座
、
即
筆
頭
此
И
席

へ
進
番
頭
江
相
渡
同
席
よ
り
直

々
御
文
台
江
差
上

番
頭
復
席
、
筆
頭

ハ
此
●
所
江
相
詰
、
筆
頭
脇
差
を
脱
シ
番
頭

。
文
右
衛
門
脇

差
同
様

二
指
置
之



御

調

合

之

間

『
佐
竹
家
譜
』
編
纂
に
関
わ
る
若
干
の
史
料

●

番頭

○〇〇 老中 同

▽ ▽

御屏風

△  △  △

番頭 文右衛門 筆頭

●  ●

文右衛門 筆頭



『
佐
竹
家
譜
』
編
纂
に
関
わ
る
若
千
の
史
料

史
料
Ａ
は
、
前
職
員
鈴
木
満
氏

（現
秋
田
県
立
角
館
高
等
学
校
教
諭
）
が
、

館
内

レ
ポ
ー
ト

「
『
御
亀
鑑
』

の
成
立
に
関
す
る

一
史
料
」
で
紹
介
し
た
も
の

で
あ
る
。
筆
者
は
、
鈴
木
氏
の
レ
ポ
ー
ト
を
受
け
て
、
そ
の
後
の
調
査
で
判
明

し
た
分
を
付
加
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。

こ
れ
ら
三
点
の
史
料
は

「
佐
竹
文
庫
」
所
収
で
あ
る
が
、
藩
政
期
に
ど
の
よ

う
に
分
類

・
整
理
さ
れ
て
い
た
か
を
伝
え
て
く
れ
る
史
料
と
し
て

『
御
蔵
書
目

録

（乾

・
坤
）
』

（請
求
記
号
Ａ。
〇

二
九
―

一
）
が
あ

、́夕
に

乾
九
二
丁

・
坤
六

五
丁
の
三
分
冊
に
な

っ
て
お
り

（
三

一
、
Ｏ

Ｃｍ
×
三
八
、
Ｏ

ｃｍ
）
、
坤
の
末
尾

に

「
天
保
三
年
壬
辰
六
月
、
調
、
岩
堀
宗
六
、
日
所
平
八
郎
、
平
山
順
吉
、
貴

志
主
税
、
若
木
頼
母
、
宮
田
直
記
」
と
あ
る
。
岩
堀
宗
六
は

「
天
樹
院
様
御
伝

八
一
一

記
」

（
『
義
和
公
譜
』
）

。
『
御
亀
鑑
』

の
編
纂
を
担
当
し
た
記
録
方
右
筆
筆

頭
で
あ
り
、
他
の
人
物
も
記
録
方
右
筆
等
で
あ
る

（史
料
Ａ
）
。
し
た
が

っ
て

こ
の
日
録
は
天
保
三
年
に
記
録
所
に
よ

っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
全
体
は

「
一
部
」
か
ら

「
四
十
五
部
」
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
七
部
は
さ

ら
に
仁

・
義

・
礼

・
智

。
信
に
分
か
れ
て
い
る
。
個
々
の
史
料
と
の
対
比
か
ら

「
七
ノ
信
」
は
、
こ
の
目
録
で
七
部
ノ
信
に
分
類
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
天
保
三
年
と
あ
る
が
、
そ
の
後
の
調
査
で
加
筆

・
訂
正

・
綴
じ

直
し
が
な
さ
れ
て
い
る
。

三
点
の
史
料
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
部
分
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る

（
ア

・
イ

・
ウ
は
筆
者
が
付
し
た
も
の
）
。

七
之
内信

部
（中
略
）

０

一
、
新
撰
御
家
譜
御
拝
見
之
留
書

　

一
袋

（中
略
）

０

一
ゝ
黙
暖
け
ば
編
誕
御日
系
「聯

ぎ
上
候
節
記
録
取
纏
弐
冊

・
絵
図
壱
枚
と
も

壱
袋

二
入

い

一
綾
響
猟
け購
雌
秩
枷
御
家
譜
出
来
指
上
候
記
録
取
纏
壱
冊

・
絵
図
弐
枚
共

萱
袋

二
入
」

（
下
略
）

０
は
天
保
三
年
段
階
で
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で

（
八
五
丁
ロ
オ
モ
テ
）
、
九

一
丁
目
と
九
二
丁
目
の
間
は
切
り
取
ら
れ
た
部
分
が
あ
り
、
九
二
丁
目
以
降
は

写真 1



異
筆
で
あ
り
、
０

・
０

（九
二
丁
ロ
オ
モ
テ
）
は
後
世
の
追
加
分
と
思
わ
れ
る
。

０
は
さ
ら
に
異
筆

。
朱
書
で
追
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
目
録
の
記
載
内
容
か
ら
、
藩
政
期
の

「
ま
と
ま
り
」
が
解
体
さ
れ
ず
に

現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
０
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
宏
徳
院
様
新
撰

御
家
譜
」

（
『
義
厚
公
譜
』
）
が
、　
〓

一代
藩
主
義
尭
に
提
出
さ
れ
る
に
至
る

ま
で
の
記
録

一
冊
と
絵
図
二
枚
が
ひ
と
ま
と
ま
り
で
整
理
さ
れ
て
い
る

（請
求

記
号
ＡＳ
二
八
九
―
二
一
‐
一
）
。
０
は
、
本
来
記
録
二
冊
と
絵
図

一
枚
が

一
袋

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の

一
冊
が
史
料
Ａ

で
あ
り
、
同
様
の
体
裁
で
あ
る
こ
と
と
そ
の
記
載
内
容

（史
料
Ａ
計
２
け
）
か

ら
、
も
う

一
冊
は
史
料
Ｂ
で
あ

っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。
絵
図

一
枚
は
所
在
不

明
で
あ
る
。
０
の

一
袋
の
内
容
は
不
明
だ
が
、
０

・
０
か
ら
類
推
す
る
と

「新

撰
御
家
譜
御
拝
見
留
書
」
二
冊

（請
求
記
号
ＡＳ
二
〇
九
―
八
四
、
八
五
）
と
史

料
Ｃ
の
三
点
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
現
在
所
在
不
明
の
天
保
五

年
八
月
三
日
の

「
陰
之
間
絵
図
」
の
内
容
を
類
推
す
る
手
が
か
り
の

一
つ
と
し

て
、
Ａ

・
Ｂ
と
は
別
の
ま
と
ま
り
で
あ

っ
た
Ｃ
を
あ
え
て
紹
介
し
た
理
由
は
、

そ
こ
に
あ
る
。

二
、

『
御
亀
鑑
』
の
成
立
年
代

「
佐
竹
文
庫
」
所
収
の

『
御
亀
鑑
』

一
一
五
冊
は
、
九
代
秋
田
藩
主
佐
竹
義

和
の

一
代
記
と
い
わ
れ
て
い
る
。

『
国
典
類
抄
』
全

一
九
巻
の
刊
行
事
業
の
あ

と
を
う
け
、
　
一
昭
和
五
十
二
年
度
後
半
か
ら
五
十
四
年
度
に
か
け
て
原
稿
化
」

『
佐
竹
家
譜
』
編
纂
に
関
わ
る
若
干
の
史
料

さ
れ
、
　
コ
（
十
三
年
度
か
ら
年
次
計
画
に
よ

っ
て
七
巻
」
の
刊
行
が
開
始
さ
れ

た

（
『
御
亀
鑑
』
解
題
、
第

一
巻
所
収
）
。

『
御
亀
鑑
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
秋
田
図
書
館
報

『
け
や
き
』
第

一

三
九
号

（
平
成
元
年

一
月
）
所
収
の
解
説
が
あ
る
。
以
下
に
そ
の

一
部
を
引
用

す
る
。こ

れ

（
『
国
典
類
抄
』
―
筆
者
注
）
は
藩
政
初
期
か
ら
第

八
代
義
敦
公

（曙
山
）
の
治
世
ま
で
の
記
録
類
の
集
大
成
で
あ

っ
た
。
義
和
公
の
没
後
、

藩
主
の
公
式
行
事
や
事
蹟

の
記
録

で
あ
る
歴
代
御
家
譜
の

一
つ
と
し
て

『
義
和
公
譜
』

（十
冊
）
が
編
ま
れ
た
が
、
こ
れ
と
は
別
に

『
御
亀
鑑
』

が
編
さ
ん
さ
れ
た
こ
と
は
、

『
国
典
類
抄
』

の
続
編
と
し
て
の
意
図
を
示

す
も
の
と
考
え
ぎ
る
を
得
な
い
。
た
だ
い
つ
か
ら
始
め
て
い
つ
完
成
し
た

の
か
、
編
集
責
任
者
は
誰
で
あ

っ
た
の
か
、

『
義
和
公
譜
』
と

『
御
亀
鑑
』

と
の
ど
ち
ら
が
先
に
完
成
し
た
の
か
、
な
ど
現
在
の
段
階
で
は
は

っ
き
り

し
な
い
。
が
、
天
保
五

（
一
八
三
四
）
年
八
月

『
義
和
公
譜
』
が
完
成
し

た
時
、
記
録
方
右
筆
筆
頭
岩
堀
宗
六
氏
応
が

「
長
々
ノ
辛
労

ニ
ヨ
リ
」
恩

賞
を
賜
わ

っ
て
い
る
所
か
ら
、
彼
も
ま
た
こ
の
編
さ
ん
に
関
わ

っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

史
料
Ａ
は
、
こ
の

「
推
察
」
に
対
す
る
解
答
を
含
ん
で
い
た
。
文
化

一
二
年

一
二
月

一
二
日
に
天
樹
院
様
御
伝
記

（
『
義
和
公
譜
』
）
の
編
集
を
命
じ
ら
れ

た
岩
堀
宗
六

（
け
２
Ｄ
）
は
ヽ
天
保
四
年
九
月
二
五
日

（
け
）
に
、

『
御
伝
記
』

一
〇
冊
と

『
御
亀
鑑
』

一
一
五
冊
の
完
成
を
、
記
録
方
大
番
頭
小
貫
佐
渡

へ
報

告
し
た

（
財
―
ル
）
ｏ
そ
の
報
告
書

（覚
）
の
中
で

『
御
亀
鑑
』
は

「
御
伝
記

八
〓
一



『
佐
竹
家
譜
』
編
纂
に
関
わ
る
若
千
の
史
料

之
御
引
證

二
相
成
中
候
」
と
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る

（
計
）
。

つ
ま
り
ヽ

『
御

亀
鑑
』
は

『
義
和
公
譜
』
の
引
証
本
と
し
て
同
時
に
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に

『
御
伝
記
』

（
『
家
譜
』
）
と
引
証
本
を
同
時
期

に
編
纂

・
提
出
し
て
い
る
の
は
、

『
佐
竹
家
譜
』
編
纂
の
前
例
を
ふ
ま
え
た
上

で
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て

『
御
亀
鑑
』
の
史
料
的
性
格
を
理
解
す
る

た
め
に
は
、

『
佐
竹
家
譜
』
編
纂
過
程
の
中
で
の
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
こ
と

が
必
要
と
な
ろ
う

（次
節
）
。

な
お
、

『
御
亀
鑑
』
の
特
色
は
、
江
戸
と
秋
田
に
お
け
る
記
録
を
別
々
に
編

纂
し
、
江
府
七
九
冊

・
秋
府
三
六
冊
と
し
た
こ
と
と
、
他
の
家
譜
引
証
本
に
見

ら
れ
な
い

一
一
五
冊
と
い
う
際
立

っ
た
冊
数
の
多
さ
に
あ
る
。
参
勤
交
代
と
い

う
義
務
を
負
い
、
江
戸
と
国
元
を
往
復
し
た
大
名
の
記
録
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

巻
構
成
と
い
え
よ
う
。
安
永
四
年

（
一
七
七
五
）
の
出
生
か
ら
、
文
化

一
二
年

（
一
八

一
五
）
の
四

一
年
間
に
わ
た
る
記
録
に
、
担
当
者
自
身
が

『
御
亀
鑑
』

と
命
名
し
て
提
出
し
て
お
り

（史
料
Ａ
）
、
史
料
編
纂
に
対
す
る
意
気
込
み
が

伝
わ

っ
て
く
る
書
名
で
あ
る
。

三
、

『佐
竹
家
譜
』
の
編
纂
過
程

記
録

（史
料
）
や
論
文
等
に
み
ら
れ
る

「
家
譜
」
に
は
、
少
な
く
と
も
次
の

意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

０
系
譜

（系
図
）
―
幕
府

へ
の
提
出
用

０
系
譜

（系
図
）
―
藩
主
の

「
拝
見
」
用

八
四

〇
家
譜
―
御
伝
記
と
も
称
さ
れ
る
　
藩
主
」
個
人
ご
と
の
記
録

以
下
、
本
節
で
検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
、
①
の
意
味
に
限
定
し
た

『
佐
竹

家
譜
』
で
あ
る
。
な
お
、
紙
数
の
都
合
に
よ
り
、
編
纂
過
程
に
つ
い
て
は
概
略

を
示
す
こ
と
に
す
る

（
「
第

一
世
義
光
」
は
①
義
光
と
略
記
、
以
下
同
じ
）
。

①
義
光
ｌ
④
義
宣
家
譜
　
秋
田
藩
の
修
史
事
業
は
、
元
禄

一
〇
年

（
一
六
九

七
）
に
岡
本
元
朝
が
文
書
改
奉
行
に
任
命
さ
れ
て
か
ら
本
格
化
す
る
が
、
義
宣

家
譜
ま
で
の
原
型
は
宝
永
六
年

（
一
七
〇
九
）
ま
で
に
で
き
あ
が

っ
て
お
り
、

そ
の
編
纂
責
任
者
は
中
村
光
得
と
推
定
で
き
る
。

②
義
隆
２
④
義
処
家
譜
　
吉
成
藤
兵
衛
を
責
任
者
と
し
て
、
正
徳
二
年

（
一

七

一
二
）
以
降
に
編
纂
が
本
格
化
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
享
保

一
二
年

（
一
七

二
七
）
五
月
に
④
義
処
家
譜
ま
で
の
清
書
が
完
成
し
た
。

①
義
格
家
譜
　
川
崎
嘉
右
衛
間
を
責
任
者
と
し
て
寛
延
年
間
に
完
成
。

④
義
峯
家
譜
　
福
地
三
太
郎
を
責
任
者
と
し
て
明
和
二
年

（
一
七
六
五
）
に

完
成
。

「
御
日
記
」
を
主
と
し
て
引
証
す
る
こ
と
を
明
文
化
し
た
の
は
こ
の
と

き
か
ら
で
、
こ
れ
以
降
家
譜
と
引
証
本
が
同
時
期
に
編
纂
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
。④

義
員
家
譜
　
草
刈
十
左
衛
門
が
責
任
者
に
任
命
さ
れ
た
が
途
中
交
替

（
理

由
不
明
）
、
寛
政
七
年

（
一
七
九
五
）
那
珂
正
左
衛
門
に
よ
り
完
成
し
た
。
史

料
Ｃ
は
、
義
員
家
譜
を
九
代
藩
主
義
和
に
提
出
し
た
時
の
様
子
を
記
録
し
た
陰

の
間
の
絵
図
で
あ
る
。

①
義
明
公
家
譜
　
圭貝
任
者
は
■
屋
新
之
允
で
あ

っ
た
が
寛
政
二
年

（
一
七
九

〇
）
八
月
失
脚
し
、
大
槻
文
蔵
に
交
替
、
寛
政

一
一
年

（
一
七
九
九
）
完
成
。



佐 竹 家 譜 編 纂 の 過 程

『
佐
竹
家
譜
』
編
纂
に
関
わ
る
若
干
の
史
料

藩   主 年     代 1  事 項   1出    典
(3) 義 処

5

正徳 2(1712)

享保 12(1727)5 3

寛延年間

宝暦元 (1751)1224

1文書提出命令

ず募馨≒煙が需ゴ・ ―――――
l①義光～④義宣家譜の原型完成
| (中村光得編纂)

1  義光～義重 9冊 (引証本12冊 )

1  義宣家譜  12冊 (引証本12冊 )

:  ②義隆家譜 2冊 (引 証本なし)

l  ⑬義隆家譜 3冊 (引 証本なし)

iな
| (川崎嘉右衛門編纂)

1川崎嘉右衛門に論功行菅

国典前嘉38

国典前嘉38

義格家譜

目録(A釣29-1)

目録(7-389)

被仰渡いよ280-1)

国典前嘉38

1 目録 (7-389)

1目 録 (7-389)
¬ IIP′糸童 QИ

4) 義 格

(5) 義 峯

(6)義 員

宝暦 lo(1760)526
宝暦 13(1763)正 26

明和 2(1765)7 6

7そ ガくデ己(1772)11  6

安永 8(1779)(註 10)

寛政 元 (1789)9 2

寛政 2(1790)8 3
寛政 7(1795)1222

寛政 8(1796)2
寛政 10(1798)3

寛政 11(1799)12

文化 元 (1804)329

4 19

文化12(1815)12

天保元(1830)12

天保 4(1833)9

12

天保 5(1834)8 3 1
8 18  1

嘉永 2(1849)5.18 1
安政 3(1856)210 1

安政 6(1859)10 5

安政 7(1860)316

薦 覆 更 正 轟 薫 誦 薪 不
~~~

1草刈十左衛門に義員家譜編纂命令

l⑮義峯家譜 1冊 (引証本 7冊 )完成

| (福地三太郎編纂)

1上屋知虎に、義明家譜編纂の

1資料に関する問い合わせ

|

1義員～義明家譜の完成督促

1土屋新之允「遠慮被仰付」
l④義員家譜 1冊 (引証本 7冊 )、

藩主に提出 (那珂正左衛門編纂)

那珂正左衛門に論功行賞
「御系図御伝記御副本出来」
④義明公家譜 2冊 (引 証本 6冊 )、

藩主に提出 (大槻文蔵編纂)

那珂正左衛門に再度論功行賞
大槻文蔵に論功行賞

①義敦公譜 5冊 (引証本 3冊 ?)、

藩主に提出 (中 山文右衛門編纂)

中山文右衛門に論功行賞~岩

堀宗六に義和家譜編纂命令    ~~
岩堀宗六に再度編纂命令

⑩義和公譜10冊 (御亀鑑 115冊 )完成
(岩堀宗六編纂)          .

義和公譜、藩主に提出         |
岩堀宗六らに論功行賞          |

,

義厚家譜15冊 完成、           |―
:::」ま::::::1:ilFI`1::;::::ξ ili::ラ F3ラ予,―「言]弓反「~~|

(石 山源三郎編纂)         |
義厚公譜、藩主に提出         |

1国典後嘉34

1国典後嘉34

1国典後嘉34

1留書(AS288-41)

1国典後嘉34

1秋府 6

1秋府 7

1留書(A鬱 88-41)
1秋府12

秋府13

秋府15

留書(A鋭 88-41)

秋府16

秋府16

目録(AS029-8)
秋府21

秋府21

史料A
史料A

史料A
史料A・ B
史料A
言己録(AS289-21-1)

記録(AS289-21-1)

記録(AS289-21-1)
記録(AS289-21-1)

ハ
五

※紙数の関係で、出典は代表的なものを適宣省略 して示 した。



『
佐
竹
家
譜
』
編
纂
に
関
わ
る
若
千
の
史
料

④
義
敦
公
譜
　
編
纂
の
遅
れ
か
ら
、
寛
政
元
年

（
一
七
八
九
）
町
奉
行
で
あ

っ

た
中
山
文
右
衛
門
が
直
接
担
当
す
る
よ
う
に
命
令
さ
れ
、
文
化
元
年

（
一
八
〇

四
）
完
成
す
る
が
、
翌
年
五
月
文
右
衛
門
は
病
死
し
た

（
七
八
歳
）
。

①
義
和
公
譜
　
山石
堀
宗
六
に
よ
り
天
保
四
年

（
一
八
三
三
）
九
月
完
成
。
天

保
の
大
飢
饉
対
策
に
追
わ
れ
、
藩
主

へ
の
提
出
は
翌
年
八
月
三
日
。
こ
れ
が
史

料
Ａ

・
Ｂ
に
表
記
さ
れ
た
日
付
で
あ
る
。
史
料
Ａ
は
、
家
譜
完
成
か
ら
記
録
方

・

家
老
の
点
検
を
経
て
藩
主
に
提
出
さ
れ
る
過
程
を
詳
細
に
記
録
し
て
い
る
点
で

も
重
要
で
あ
る
。

⑩
義
厚
公
譜
　
安
政
三
年

（
一
八
五
六
）
綿
引
孝
蔵
に
よ

っ
て
完
成
さ
れ
た

が
、
不
備
が
多
い
た
め
編
纂
の
仕
直
し
が
命
じ
ら
れ
、
安
政
六
年

（
一
八
五
九
）

石
山
源
三
郎
に
よ
り
完
成
、
こ
の
時
引
証
本
の
提
出
は
間
に
あ
わ
な
か

っ
た
。

お
わ
り
に

か
つ
て
秋
田
藩
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
た
古
文
書
は
、
版
籍
奉
還

・
廃
藩
置
県

以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
来
の
過
程
を
た
ど

っ
て
い
る
。

「
佐
竹
文
庫
」
所
収
の

古
文
書
や
旧
県
庁
文
書
も
そ
の

一
部
で
あ
る
。
公
文
書
館
の
開
館
に
よ
り
、
こ

れ
ら
の
史
料
が

一
つ
の
書
庫
内
で
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
う
し
た
移

管
資
料
を
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
た
ど

っ
て
現
在
に
伝
わ

っ
た
も
の
で
あ
る
か

を
明
ら
か
に
し
た
上
で
保
存

。
再
整
理
し
、
将
来
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
公
文

書
館
の
果
た
す
べ
き
役
割
の

一
つ
で
あ
る
と
思
う
。
本
稿
は
、
そ
の
基
礎
作
業

の
ほ
ん
の

一
部
で
あ
る
。

八

六

註

（
１
）

秋
田
県
立
図
書
館
設
置
条
例
の
改
正

（
平
成
五
年
二
月
二
〇
日
秋
田
県
条
例

第
二
六
号
）
に
よ
り
、

「
秋
田
県
立
秋
田
図
書
館
」
か
ら

「
秋
田
県
立
図
書

館
」
と
改
称
さ
れ
た
。
平
成
五
年

一
一
月
二
日
か
ら
の
施
行
で
あ
り
、
公
文

書
館
の
開
館
以
前
の
図
書
館
が

「秋
田
図
書
館
」
で
あ
る
。

（
２
）

秋
田
図
書
館
か
ら
の
移
管
に
つ
い
て
は
、
平
成
五
年
六
月
三
〇
日
付
け
の

「資
料
引
継
書
」
が
あ
る
。
秋
田
県
立
秋
田
図
書
館
長
か
ら
秋
田
県
総
務
部

文
書
広
報
課
長
に
引
き
継
が
れ
た
も
の
で
、
秋
田
県
公
文
書
館
と
し
て
は
、

一
一
月
二
日
の
開
館
日
か
ら
の
引
き
継
ぎ
と
な

っ
て
い
る
。

（
３
）

大
藤
修
氏
の
仮
称

「
か
ぶ
せ
綴
じ
」

（
「
近
世
文
書
論
序
説

（
上
）
」

『
史

料
館
研
究
紀
要
』
第
二
二
号
、
四
七
頁
）
の
形
態
で
あ
る
。

（
４
）

請
求
記
号
Ａ。
は
、
佐
竹
西
家

（大
館
）
か
ら
秋
田
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
史

料
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（）
記
載
内
容
か
ら
す
れ
ば
佐
竹
宗
家

（
ＡＳ
）

に
伝
わ
っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。

Ａ。
に
な

っ
た
理
由
に
つ
い
て
も

検
討
が
必
要
で
あ
る
。

（
５
）

史
料
Ａ

・
Ｂ
の
成
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
記
録
方
職
員
は
家
譜
提
出
の

儀
式
に
熟
知
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
提
出
時
ま

で
の
記
録
を
整
え
て
お
く
こ
と
は
、
記
録
方
職
員
に
と

っ
て
必
要
不
可
欠
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
成
立
の
過
程
を
推
察
で
き
そ
う
な
史
料
と
し
て

「
園

廟

。
通
廟

。
恭
廟

・
源
廟
御
家
譜
指
上
節
留
書
」

（＞
望

一八
八
―
四

一
）
、

「
新
調
御
家
譜
指
上
候
手
続
書
」

（＞
望

一八
八
―
四
三
）
が
あ
る
。
前
者



は
義
峯
２
義
敦
公
譜
を
藩
主

へ
提
出
す
る
ま
で
の
記
録
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
り
、
後
者
は
義
和
公
譜

（
と
御
亀
鑑
）
を
藩
主

へ
提
出
す
る
際
の

「
手
続
」

を
ま
と
め
た
も
の

（草
稿
）
で
あ
り
、
両
者
と
も
に
岩
堀
宗
六
が
深
く
関
わ

っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
６
）
史
料
Ｂ
の

「
但
御
引
證
御
亀
鑑

ハ

（中
略
）
御
先
代
様
御
伝
記
御
引
證
本
共

相
違
候
」

（
豹
）
の
部
分
の
解
釈
が
問
題
に
な
る
が
、
家
譜
編
纂
の
流
れ
を

み
る
と

「
義
和
公
譜
」
の
引
証
本
と
位
置
づ
け
て
も
無
理
で
な
い
と
考
え
る
。

（
７
）

『
御
亀
鑑
』
江
府

一
の
冒
頭
部
分
に

「
天
樹
公
御
譜
引
證
御
亀
鑑
附
録
、
但

御
日
記
之
外
諸
家
日
記
よ
り
抄
出
致
候
者
、
必
其
出
所
を
出
」
と
あ
り

（刊

行
本
で
は
こ
の
部
分
は
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い
）
、
江
府
五
の
末
尾
に

「
天
樹

院
様
御
家
督
後
之
御
事
跡
御
亀
鑑
有
り
、
従
是
以
下
不
記
附
録
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
江
府

一
か
ら
江
府
五
ま
で
は
他
と

「
区
別
」
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

江
府

一
か
ら
五
ま
で
は
安
永
四
年
か
ら
天
明
五
年
六
月

一
四
日
ま
で
の
記
録

で
あ
り
、
江
府
六
は
天
明
五
年
六
月

一
〇
日

（義
敦
の
死
）
か
ら
の
記
述
で
、

秋
府

一
は
天
明
五
年
六
月

一
三
日
か
ら
の
記
述
で
あ
る
。

『
御
亀
鑑
』
自
体

の
編
纂
過
程
の
検
討
も
必
要
で
あ
る
。

（
８
）

「
佐
竹
文
庫
」
所
収
の
四
八
冊
の

「
家
譜
」

（
ＡＳ
二
八
八
―

一
）
を

『
佐
竹

家
譜
』
と
総
称
し
た
経
緯
に
つ
い
で
は
、
原
武
男
氏
の
解
説
が
あ
る

（
『
佐

竹
家
譜
』
上
、

二
■
頁
。
東
洋
書
院
）
。
な
お
、
同
書
で
は

「
義
宣
家
譜
の

所
在
は
全
く
不
明
」
で
あ
る
と
し
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
写
本

一
二
冊

を

「
原
本
と
し
て
纏
め
た
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
比
較
対
照
が
必
要
で
あ
る

が

「
義
宣
家
譜
」

（
ＡＳ
二
八
八
―
八
）
六
冊
が
伝
わ

っ
て
い
る
。

『
佐
竹
家
譜
』
編
纂
に
関
わ
る
若
千
の
史
料

（
９
）
秋
田
藩
の
修
史
事
業
に
つ
い
て
も

っ
と
も
詳
細
に
ま
と
め
ら
れ
た
論
文
と
し

て
、
根
岸
茂
夫
氏
の

「
元
禄
期
秋
田
藩
の
修
史
事
業
」

（
『
栃
木
史
学
』
五

号
）
が
あ
る
。
根
岸
氏
は

「
義
宣
家
譜
」
慶
長
五
年
七
月
二
八
日
条
の
割
注

の

一
部
を
引
用
し
た
上
で
、

「
お
そ
ら
く
木
村
松
軒
の
文
章
と
思
わ
れ
る
が
、

確
定
は
し
が
た
い
」

（
一
〇
二
２

一
〇
三
頁
）
と
し
て
い
る
。

「
義
宣
家
譜
」

の
編
者
を
木
村
松
軒
と
す
る
考
え
方
の
背
景
に
は

『
秋
田
県
史
』
第
二
巻
近

世
編
上
の
記
述
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

（
四

一
八
―
四
二
〇
頁
）
。
し
か
し
、

『
県
史
』
近
世
編
上
の
記
述
は
、

『
旧
県
史
』
で
区
別
し
て
い
た

「
佐
竹
家

譜
」
と

「
藩
主
の
御
譜
」
を
同

一
視
し
て
要
約
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に

『
県
史
』
文
芸
教
学
編
の

「
佐
竹
氏
系
譜
」
を

『
佐
竹
家
譜
』
と
読
み
替
え

た
も
の
で
あ
る
。

『
県
史
』
文
芸
教
学
編
で

「
佐
竹
氏
系
譜
」
と
表
現
し
た

の
は

『
国
典
類
抄
』
前
篇
嘉
部
三
八
に
引
用
さ
れ
た

「
大
越
甚
右
衛
門
貞
国

御
家
老
勤
中
日
記
」
享
保
五
年
正
月

一
一
日
条
に
み
ら
れ
る

「
御
系
図
」
の

こ
と
で
あ
り
、
同
条
に
は

「
清
書
木
村
松
軒
相
調
候
」
と
あ
る
。

『
国
典
類

抄
』

（前
掲
）
に
引
用
さ
れ
た

「
（今
宮
）
義
透
日
記
」
享
保

一
二
年
五
月

三
日

・
晦
日
条
に
は
木
村
松
軒
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
義
光
２
義
処
家

譜
ま
で
の
清
書
が
完
成
し
、
担
当
者
で
あ

っ
た
吉
成
藤
兵
衛
ら
に
対
す
る
論

功
行
賞
の
記
事
と
読
み
と

っ
た
方
が
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、

「
義
光
家
譜
」

の
冒
頭
部
分
の
割
注
で

「
佐
竹
系
図
引
証
本
」
作
成
の
理
由
に
ふ
れ
て
い
る

こ
と

（
こ
の
文
章
は
編
纂
方
針
の

一
端
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
、

宝
永
六
年
の

「御
文
書
丼
御
書
物
帳
目
録
受
取
渡
目
録
」

（
ＡＳ
Ｏ
二
九
―

一
）

に
中
村
光
得
編
集
の

「
佐
竹
系
図
引
証
本
」
と
、
義
光
２
義
宣
家
譜
の
原
型

八
七



（
１０

）

『
佐
竹
家
譜
』
編
纂
に
関
わ
る
若
干
の
史
料

と
思
わ
れ
る

「
御
伝
記
」
と

「
引
證
本
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

（
両
者
と

も
に

「
光
得
考
」
と
あ
る
）
な
ど
か
ら
、
義
光
―
義
宣
家
譜
の
原
型
は
中
村

光
得
に
よ

っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
。

請
求
記
号
ＡＳ
二
人
八
―
三
六
の
史
料
は
、

『
佐
竹
文
庫
目
録
萱
』

（
昭
和
三

〇
年
）
で
は

「
恭
温
院
様
御
伝
取
纏
被
仰
付
に
付
願
出
覚
、
土
屋
新
之
允
、

〔
明
和
年
中
〕
、　
一
鋪
」
と
な

っ
て
い
る
。
本
文
は
折
紙
に
記
さ
れ
て
お
り

（開
い
た
状
態
で
三
二
、
二
Ｃｍ
×
四

一
、
Ｏ

Ｃｍ
）
、
包
紙
に
は
以
下
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
。

明
和
年
中
御
納
戸
わ
被
渡
置
候

御
書
物
受
取
拍

一
通

土
屋
氏
覚
書
相

一
通

「
七
ノ
信
」

（朱
筆
）

こ
の
史
料
は

『
御
蔵
書
目
録

（乾
）
』
の

「
二
通
　
明
和
年
中
御
納
戸
わ

被
相
渡
候
御
書
物
請
取
拍

・
土
屋
覚
書
共
」

（
八
三
丁
ロ
ウ
ラ
）

二
該
当
す

る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
少
な
く
と
も
天
保
三
年
ま
で
は

「
明
和
年

間
に
納
戸
よ
り
渡
さ
れ
た
書
物
に
対
す
る
受
取
の
控
」

一
通
と

「
土
屋
新
之

允
覚
書
の
控
」

一
通
が
ひ
と
ま
と
ま
り
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

『
佐
竹

文
庫
目
録
壷
』
作
成
以
前
に
前
者

（受
取
控
）
は
所
在
不
明
に
な

っ
て
い
た

ら
し
く
、
現
在
も
伝
わ

っ
て
い
な
い
。

「
覚
書
」
の
概
略
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る

（
カ
ッ
コ
内
は
筆
者
注
）
。

私

（土
屋
新
之
允
）
は

「
恭
温
院
様
御
伝
記
」

（義
明
家
譜
）
編
纂
を

命
じ
ら
れ
た
が
、
去
年

（安
永
七
年
）
の
秋

（久
保
田
城
）
御
殿
焼
失

八
八

の
際
に
右
筆
所
の
御
日
記
が
す
べ
て
焼
失
し
て
し
ま

っ
た
。
去
る
辰
年

（明
和
九
年
）
江
戸
屋
敷
類
焼
に
よ
り
江
戸
表
の
御
日
記
が
焼
失
し
た

時
と
同
様
に
、
江
戸
表
の
御
日
記
を
写
し
た
い
の
で
、
明
年
参
勤
交
代

の

一
員
に
加
え
て
ほ
し
い
。

こ
の
内
容
か
ら
、
年
欠

（
七
月
四
日
）
で
あ
る
が
、
筆
者
は
安
永
八
年
の

「覚
」
と
推
定
し
た
。
略
年
表
で
は

「
安
永
八
年
に
編
纂
命
令
」
と
し
た
が
、

命
令
の
年
代
は
不
詳
で
あ
る
。
以
下
に
述
べ
る
理
由
か
ら
明
和
三
年
か
ら
安

永
八
年
の
間
と
考
え
て
い
る
。

家
譜
編
纂
担
当
者
の
前
例
か
ら
類
推
す
る
と
、
義
明
家
譜
編
纂
を
命
じ
ら

れ
た
時
、
土
屋
新
之
允
は
記
録
方
右
筆
筆
頭
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
筆

頭
に
な

っ
た
時
期
は
確
認
で
き
な
い
が
、
明
和
三
年
に
は
ま
だ
記
録
方
の
右

筆
見
習
で
あ

っ
た

（
「
明
和
三
年
丙
成
正
月
十

一
日
御
事
初
井
続
御
系
図

御
拝
見
之
式
」
、
請
求
記
号
ＡＳ
二
〇
九
―
六
五
）
ｃ
記
録
方
の
職
員
は
筆
頭

―
平
―
見
習
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
史
料
Ａ
か
ら
も
わ
か
る
。

『
義
和

公
譜
』
と

『
御
亀
鑑
』
を
担
当
し
た
岩
堀
宗
六
の
場
合
、
寛
政
二
年
正
月

一

一
日
は
見
習

（秋
府
七
）
、
寛
政
三
年
九
月
四
日
に

（平
）
右
筆

（秋
府
八
）
、

筆
頭
に
昇
進
し
た
の
は
文
化
三
年
二
月
二
八
日

（秋
府
二
三
）
で
あ

っ
た
。

即
座
に
比
較
は
で
き
な
い
が
、
上
屋
新
之
允
が
編
纂
を
命
じ
ら
れ
た
の
は
安

永
八
年
に
近
い
時
期
で
は
な
い
か
と
思
う
ｃ

な
お
、
包
紙
の
記
載
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
は

「
納
戸
」
の
役
割
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（古
文
書
課
主
任
　
い
と
う
　
か
つ
み
）



《
史
料
紹
介
》

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
比
較
試
験
は
、
あ
る
区
域
内
に
お
い
て
各
小
学
校
か
ら

優
秀
な
生
徒
を
選
抜
し
、
等
級
ご
と

一
堂
に
試
験
し
て
優
劣
を
競
う
も
の
で
あ

っ

た
。
比
較
試
験
は
進
級
、
卒
業
に
は
関
わ
ら
な
い
が
、
学
校
及
び
生
徒
の
名
誉

に
関
わ
り
、
通
常
の
卒
業
試
験
よ
り
も
華
や
か
な
雰
囲
気
で
行
な
わ
れ
た
。
比

較
試
験
は
、
生
徒
奨
励
、
教
員
督
励
の
目
的
で
多
く
の
県
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。

秋
田
県
で
は
、
明
治
十

一
年
の

「
比
較
試
験
法
」
制
定
に
よ
り
、
小
学
校
で

の
比
較
試
験
実
施
が
制
度
化
さ
れ
た
。
明
治
十
三
年
に
は
、

「
教
育
令
」

の
頒

布
に
よ
る
教
則
の
自
由
化
に
対
応
し
、

「
比
較
試
験
法
」
の
全
面
的
改
正
が
行

な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
十
三
年
末
に

「、教
育
令
」
が
改
正
さ
れ
、
　
一‐比
較
試
験

法
」
も
十
六
年
に
廃
止
さ
れ
る
。
そ
の
後

「
比
較
試
験
法
」
は
復
活
し
な
か

っ

た
が
、
明
治
二
十
三
年
、
県
が
河
辺
郡
で
の
比
較
試
験
実
施
を
契
機
に
、
教
育

会
で
の
比
較
試
験
実
施
決
議
の
誘
導
を
各
郡
市
に
通
達
し
た
記
録
が
残

っ
て
い

る
。
明
治
三
十
三
年
、
　
一‐小
学
校
令
施
行
規
則
」
に
よ
り
試
験
制
度
自
体
が
全

面
的
に
廃
止
さ
れ
た
が
、
森
正
隆
知
事
の
県
内
生
徒
学
力
向
上
施
策
の

一
つ
と

し
て
、
明
治
四
十
三
年
に
比
較
試
験
制
度
が
復
活
さ
れ
大
正
年
間
に
至

っ
て
い

Ｚつ
。

八
九

明
治
十

一
年
の
比
較
試
験
法
成
立
に
関
す
る
若
千
の
史
料

柴

l■ l

知
　

彰

一
、
は
じ
め
に

二
、
史
料
の
紹
介
と
解
説

三
、
お
わ
り
に

一
、
は
じ
め
に

明
治
五
年
の

「
学
制
」
頒
布
は
、
日
本
の
近
代
的
学
校
教
育
制
度
の
始
ま
り

で
あ
り
、
か
つ
近
代
的
学
校
試
験
制
度
の
始
ま
り
で
も
あ

っ
た
。

「
学
制
」
は
、

個
人
の
能
力
本
意

で
進
級
さ
せ
る
等
級
制
を
採

っ
て
い
た
た
め
、
進
級
の
可
否

を
判
別
す
る
試
験
制
度
を
特
に
重
要
視
し
て
い
た
。
進
級
と
結
び
つ
い
た
試
験

は
生
徒
に
と

っ
て
苛
酷
な
状
況
を
も
生
み
、
弊
害
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
教
育
制
度
が
未
整
備
で
、
教
員
の
質
、
生
徒
の
学
力
と
も
ま
ち
ま
ち

な
時
代
、
試
験
は
教
育
の
質
を
高
め
平
準
化
す
る
最
も
有
効
な
方
法
で
あ

っ
た
。

等
級
制
の
行
な
わ
れ
て
い
た
時
期
、
全
国

一
般
に
小
学
校
で
は
五
種
類
の
試

験
が
施
行
さ
れ
て
い
た
。
月
次
試
験

（小
試
験
）
、
定
期
試
験

（中
試
験
）
、

卒
業
試
験

（大
試
験
）
、
臨
時
試
験
、
比
較
試
験

（集
合
試
験
、
学
事
共
進
会
）

明
治
十

一
年
の
比
較
試
験
法
成
立
に
関
す
る
若
干
の
史
料



明
治
十

一
年
の
比
較
試
験
法
成
立
に
関
す
る
若
千
の
史
料

秋
田
県
公
文
書
館
に
は
、
明
治
四
年
か
ら
昭
和
戦
前
ま
で
の
県
教
育
行
政
関

係
文
書
が
約

一
一
五
五
点
保
存
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
五
年
以
降
の
布
達

等
の
法
令
も
良
く
保
存
さ
れ
、
県
教
育
に
関
す
る
施
策
状
況
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
比
較
試
験
制
度
に
関
す
る
史
料
は
、
明
治
十
年
代
前
半
の
も

の
が
最
も
良
く
残
さ
れ
て
い
る
。
明
治
十

一
年
の
比
較
試
験
制
度
成
立
と
十
三

年
の
全
面
改
正
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
の
試
験
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
公
文
書
館

収
蔵
史
料
か
ら
ほ
ぼ
そ
の
全
容
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

秋
田
県
の
明
治
十
年
代
前
半
の
比
較
試
験
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、

「
秋
田
県
史
　
資
料
明
治
編
下
」
と

「
秋
田
県
教
育
史
　
資
料
編

一
」
に
、
明

治
十

一
年
の
乙
第
百
十
三
番

「
比
較
試
験
法
」
を
主
に
、
史
料
が
数
点
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
今
回
、
本
稿
で
は
、
明
治
十

一
年
の

「‐比
較
試
験
法
」
と
施
行
細

則
で
あ
る

「
比
較
試
験
心
得
」
制
定
過
程
の
史
料
を
、
原
案
や
修
正
意
見
も
含

め
順
を
追

っ
て
紹
介
、
解
説
す
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
明
治
十

一
年
当
時
、
秋

田
県
に
お
い
て
比
較
試
験
の
制
度
化
が
必
要
と
さ
れ
た
背
景
と
、
秋
田
県
で
の

比
較
試
験
実
施
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、
史
料
の
紹
介
と
解
説

史
料
紹
介
の
前
に
、
明
治
十

一
年
の

「
比
較
試
験
法
」
制
定
の
背
景
と
し
て
、

明
治
十
年
前
後
の
秋
田
県
内
の
学
事
状
況
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

明
治
十
年
の
文
部
省
巡
視
官
報
告
に
は
、
秋
田
県
内
で
学
校
の
設
立
が
進
み
、

就
学
者
数
も
増
え
た
反
面
、
生
徒
の
学
力
が
下
等
小
学
程
度
に
と
ど
ま
り
、
教

九
〇

員
に
も
器
量
乏
し
く
教
授
法
の
拙
劣
な
者
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
人
民
の
学
校
教
育
に
対
す
る
意
識
が
低
く
、
学
事
に
つ
い
て

「
自
進
ノ

気
象

二
乏
シ
キ
」
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

一
方
、
小
学
区
に

「
首
部
校
」

を
設
定
し
て
、
授
業
参
観
と
授
業
法
指
導
に
よ
り
学
区
内
各
校
教
員
の
教
授
技

術
向
上
を
図

っ
た
こ
と
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
た
。

ま
た
、
明
治
九
年
と
十
年
に
県
令
石
田
英
吉
が
県
内
を
巡
視
し
、
各
首
部
校

に

「
勉
励
生
徒
」
を
集
め
て
臨
時
に
試
験
を
行
な

っ
た
記
録
が
残

っ
て
い
る
。

県
内
の
比
較
試
験
の
は
し
り
と
も
言
う
べ
き
例
で
あ
り
、
地
域
住
民
の
意
識
向

上
を
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
だ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
十
年
前
後
の
秋
田
県
の
学
校
教
育
は
、
　
一‐学
制
」
頒
布

直
後
に
比
べ
前
進
が
見
ら
れ
た
も
の
の
、
県
教
育
行
政
に
よ
る
監
督
、
振
興
の

手
を
弛
め
て
は
未
だ
発
展
が
困
難
な
状
況
だ

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
十
年
十
二
月
二
十
日
、
秋
田
県
は
民
費
削
減
の
た
め
、
小

区
副
区
長
を
廃
止
し
、
区
長
、
戸
長
に
学
区
取
締
を
兼
務
さ
せ
る
こ
と
を
文
部

省
に
上
申
し
て
い
る
。
こ
の
年
の

一
月
、
太
政
官
布
告
第

二
号
に
よ
り
民
費
賦

課
の
上
限
が
正
租
の
五
分
の

一
と
定
め
ら
れ
、
秋
田
県
で
も
民
費
支
出
費
の
整

理
縮
小
が
行
な
わ
れ
た
。
小
区
副
区
長
の
廃
止
も
そ
の

一
環
で
あ

っ
た
。
し
か

し
、
秋
田
県
で
は
、
明
治
六
年
以
来
、
小
区
副
区
長
に
学
区
取
締
を
兼
務
さ
せ

て
お
り
、
代
わ

っ
て
日
常
事
務
繁
多
な
区
長
、
戸
長
が
同
じ
職
務
を
果
た
す
の

は
不
可
能
に
近
か
っ
た
。
文
部
省
は
、
民
費
削
減
の
た
め
と
は
言
え
、
教
育
行

政
の
要
で
あ
る
学
区
取
締
が
事
実
上
廃
止
と
な
る
の
を
承
認
す
る
わ
け
に
は
い

か
ず
、
秋
田
県
の
上
申
に
不
認
可
の
回
答
を
与
え
た
。
こ
の
た
め
、
秋
田
県
は



図 県内の中学区と学務御用掛の配置

10～ 13は 県内の中学区番号
■は、明治H年 に学務御用掛が
配属された小学校

翌
十

一
年
、
中
学
区
に
学
区
取
締
、
小
学
区
に
学
区
取
締
補
を
設
置
し
た
が
、

暫
定
的
に
区
長
、
戸
長
に
こ
れ
ら
を
兼
務
さ
せ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
前
年

十
二
月
に
秋
田
県
が
上
申
し
た
通
り
の
形
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
十

一
年
は
、
学
区
取
締

の
事
実
上
消
滅
し
た
変
則
的
状
況
で
教
育
行
政

が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
第
五
課
学
務
掛
は
、
こ
の
状
況
を
補
う
た
め
、

学
務
御
用
掛
を
県
内
四
中
学
区
に

一
名
ず

つ
派
遣
し
授
業
監
督
に
当
た
ら
せ
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
第
十
番
中
学
区
担
当
の
学
務
御
用
掛
折
戸
亀
太

郎
に
よ
り
比
較
試
験
の
実
施
が
発
案
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
以
下
に
当
館
収
蔵
公
文
書
の
内
よ
り
、
明
治
十

一
年
の
比
較
試

験
制
度
成
立
過
程
に
関
わ
る
史
料
を
紹
介
し
た
い
。

明
治
十

一
年
の
比
較
試
験
法
成
立
に
関
す
る
若
干
の
史
料

史
料

一　

各
小
學
校
生
徒
比
較
試
験
法
施
行

二
付
達

（
明
治
十

一
年

一
第
五
課
学
務
掛
事
務
簿
　
一二
番
」

明
治
十

一
年
五
月
二
十
八
日

第

五
課
長
　
異
見

倫
闇
）

霧
掛
⑥

②

学
務
御
用
掛

調
　
　
折
戸
亀
太
郎

念
四
）

雲

二
亀
太
郎
授
業
監
督
ノ
命
ヲ
拝
シ
第
十
番
中
学
匠
内

二
派
出
仕
候
得
共
、

未
夕
実
数
ヲ
奏

ス
ル
事
能

ハ
ス
、
菅

二
日
猶
浅
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
学
匠
内
ノ

贋
キ
校
堂
ノ
多
キ
之
ヲ
普
ク
巡
回
視
察

ス
ル
ニ
ハ
多
月
ヲ
積
ム
ニ
非
ラ
ス

ン
ハ
能

ハ
ス
、
依
テ
今
般
第
十
番
中
学
匠
内
縣
制
各
小
学
ノ
首
部
校
若
ク

ハ
地
理
便
宜
ノ
校

二
於
テ
小
匡
内
各
学
校
生
徒
ヲ
招
集
シ
比
較
試
験

ヲ
行

ヒ
、
傍
ラ
教
員
ノ
授
業
法
ヲ
視
察
仕
度
、
尤
モ
遠
隔
ノ
学
校

ハ
他
小
匠
内

最
寄
ノ
学
校
江
招
集

ス
ル
者
ト
シ
、
其
招
集
ノ
生
徒
員
数

ハ
教
員
ノ
適
宜

二
任
セ
日
割
ノ
義

ハ
御
用
掛
巡
回
ノ
都
合

ニ
ョ
リ
テ
之
ヲ
決
定
仕
度
、
右

ハ
専
ラ
各
教
員
勘
奨
懲
励
ノ
方
法
卜
奉
存
候
間
、
至
急
施
行
仕
度
此
段
相

異
見

（朱
筆
）

比
較
試
験

ハ
教
員
井
生
徒
精
励

セ
シ
ム
ル

一
好
法

二
付

テ

ハ
施
行
之
儀

可

然
存
候

ヘ
ト
モ
、
各
地
方
法

ヲ
異

ニ
シ
区

ゝ
相
成
候

テ

ハ
不
都
合
ナ
ル
欺
、

殊

二
各
学
校

ヨ
リ
教
員
生
徒

ヲ
招
集

ス
ル
ニ
就

テ

ハ
、
右
方
法

ヲ
議
定

シ

各
中
學
区
区

二
不
相
成
候
様
致
度

九

一

櫂
令

少
書
記
官

O
④



明
治
十

一
年
の
比
較
試
験
法
成
立
に
関
す
る
若
干
の
史
料

但
該
試
験

ハ
學
務
掛
立
會

ヘ
キ
モ
ノ
ト
致
度

第

五
課
長

⑤

明
治
十

一
年
五
月
二
十
八
日
、
学
務
御
用
掛
折
戸
亀
太
郎
が
起
案
し
た
第
十
番
中

学
区
で
の
比
較
試
験
実
施
の
伺
文
で
あ
る
。
授
業
監
督
の
命
を
受
け
る
も
、
広
い
中

学
区
内
の
巡
回
視
察
に
数
力
月
を
要
す
る
た
め
、
首
部
校
等
で
比
較
試
験
を
実
施
し

授
業
法
も
視
察
し
た
い
と
の
内
容
で
あ
る
。
比
較
試
験
が
学
務
御
用
掛
の
任
務
を
補

完
す
る
目
的
で
考
案
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
学
務
御
用
掛
は
、
事
務
繁
多
な
区
長
、

戸
長
に
代
わ
り
、
中
学
区
内
の
学
校
を
巡
回
し
授
業
監
督
を
行
な
う
こ
と
を
主
た
る

任
務
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
前
年
ま
で
各
小
区
ご
と
副
区
長
兼
任
の
学
区
取
締
が

実
施
し
て
い
た
巡
回
視
察
を
、
学
務
御
用
掛
が

一
人
で
担
当
す
る
の
は
非
常
に
困
難

だ

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
折
戸
は
伺
分
の
末
尾
で
、
比
較
試
験
を

「専
ラ
各
教
員
勤
奨
懲
励
ノ
方
法
」

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
比
較
試
験
が
、
当
初
、
生
徒
の
奨
励
よ
り
教
員
の
督

励
に
重
き
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
Ｄ
明
治
十
年
当
時
、
県
内
の
教
員
に
教
授

法
拙
劣
な
者
が
多
い
こ
と
も
、
学
事
低
迷
の
主
た
る
原
因
で
あ

っ
た
。
折
戸
は
比
較

試
験
実
施
に
よ
り
第
十
番
中
学
区
各
校
教
員
の
競
争
心
を
刺
激
し
、
学
習
指
導
力
を

向
上
さ
せ
る
こ
と
を
図

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
折
戸
の
起
案
書
は
第
五
課
学
務
掛
て
票
議
さ
れ
、
第
五
課
長
頓
野
馬
彦
に
よ
っ

て
異
見
を
付
さ
れ
た
。
頓
野
は
比
較
試
験
の
効
用
を
認
め
た
上
、
試
験
方
法
の
統

一

を
考
え
、
県
内
全
中
学
区
に
適
用
さ
れ
る
比
較
試
験
法
の
制
定
を
決
め
て
い
る
。
第

五
課
学
務
掛
吏
員
の
臨
席
も
但
書
き
さ
れ
た
。

九
二

史
料
二
　
各
小
學
校
生
徒
比
較
試
験
法
施
行

二
付
達

（
明
治
十

一
年

「
第
五
課
学
務
掛
事
務
簿
　
一二
番
」

明
治
十

一
年
五
月
対
日

櫂
令

少
書

馨
②

第
五
課
長
　
大
野
異
見

二
同
意

（ｍ
ｕ
）

霧
掛

＾
ｇ

Ｏ

学
務
御
用
掛

調
　
折
戸
亀
太
郎
（
闇
）

諸
務
掛
　
（
闇
Ψ

比
較
試
験
之
義

二
付
経
伺
仕
候
虎
、
入
費

二
関

ス
ル
事

モ
有
之

二
付
、
右

方
法
ヲ
議
定

ス
可
キ
云
々
ノ
議

二
御
決
議
相
成
候
間
、
左
ノ
御
達
按
井

ニ

試
験
法
ヲ
添
更

二
相
伺
候
也

御
達
按

学
匠
取
締
同
補

各
訓
導
補

今
般
各
小
学
生
徒
比
較
試
験
法
左
之
通
相
定
候
條
、
右

二
照
準
施
行
可
致

此
段
相
達
候
事

長
官
代
理

月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
官

比
較
試
験
法

第

一
條

比
較
試
験

ハ
縣
制
各
小
匠
首
部
学
校

二
於
テ
匠
内
各
小
学
校
ノ
生
徒
ヲ
會



集

シ
、
同

一
ノ
問
題
ヲ
以
テ
学
カ
ヲ
試
験

ス
ル
ノ
法

ニ
シ
テ
、
学
務
掛
及

ヒ
学
務
御
用
掛
之

二
臨
席

ス
ル
者
ト
ス

第

二
條

比
較
試
験

ハ
一
ケ
年
両
度
之
ヲ
行
ヒ
、
其
期
限

ハ
学
務
御
用
掛

ヨ
リ
豫
メ

其
匡
内
各
校

二
通
知
シ
、
該
匠
首
部
校

二
於
テ
ハ
第
五
課
学
務
掛

二
届
出

ツ
ベ
シ

第
二
條

該
試
験
會
集
ノ
生
徒

ハ
各
校
教
場
中
尤
モ
俊
秀
ノ
者
ヲ
撰
抜
シ
、
其
人
員

ハ
教
師
ノ
適
宜
タ
ル
可
シ

第
四
條

該
試
験

二
付
費
用

ハ
学
校

二
属

ス
ル
分

ハ
校
費

二
相
立
、
生
徒

二
属
ス
ル

費
用

ハ
悉
皆
生
徒
ノ
自
費
タ
ル
可
シ

但

シ
費
用

ハ
可
成
丈
節
減

・シ
、
且
ツ
遠
隔
ノ
校

ヨ
リ
集
會
ノ
生
徒
等

ニ
ハ
注
意

ヲ
加

ヘ
テ
浪
費
ヲ
懸
サ
ル
様
致

ス
可
シ

第
五
條

前
條
ノ
手
績

ニ
ヨ
リ
試
験

ヲ
行

フ
ニ
ハ
、
各
訓
導
補

二
於
テ
問
題
ヲ
協
議

シ
置
キ
、
試
験
委
員

一
名
ヲ
選
抜
シ
テ
之
ヲ
槍
営
セ
シ
メ
、
答
辞
ノ
得
失

ヲ
判
シ
、
表
ヲ
制
シ
テ
臨
席
ノ
官
員

二
届
出
ス
ヘ
シ

五
月
二
十
日
に
折
戸
亀
太
郎
が
起
案
し
た

「
比
較
試
験
法
」
原
案
で
あ
る
。

第
五
課
学
務
掛
で

「
比
較
試
験
法
」
制
定
が
決
定
し
た
後
、
具
体
的
な
原
案
作
成
は

折
戸
に
任
さ
れ
た
ら
し
い
。

「
比
較
試
験
法
」
は
第
五
課
学
務
掛
内
で
の
稟
議
修
正

明
治
十

一
年
の
比
較
試
験
法
成
立
に
関
す
る
若
干
の
史
料

後
、
六
月
十
日
に
再
び
起
案
さ
れ
最
終
修
正
を
経
て
、
同
月
二
十
四
日
、
乙
第
百
十

三
番
で
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
過
程
で
折
戸
の
作
成
し
た
原
案
に
修
正
を
加
え
た
の
は
、

学
務
掛
七
等
属
大
野
光
絹
と
第
五
課
長
頓
野
馬
彦
で
あ
る
。
最
終
修
正
は
大
野
が
行

な
っ
た
。

頓
野
の
修
正
で
注
目
す
べ
き
は
、
第

一
条
の
中
に
比
較
試
験
実
施
の
目
的
を
明
記

さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
頓
野
は
、
原
案
に

一
（
比
較
試
験

ハ
）
生
徒
奨
励
ノ
為

二
設

ク
モ
ノ
ニ
シ
テ
」
の
語
句
を
挿
入
し
て
い
る
。
史
料

一
の
折
戸
の
伺
文
で
は
、
比
較

試
験
は

「
専
ラ
各
教
員
勧
奨
懲
励
ノ
方
法
」
で
あ

っ
た
。
頓
野
が
比
較
試
験
を

「
生

徒
奨
励
ノ
為
」
と
さ
せ
た
の
は
、
文
字
通
り
の
意
味
の
他
、
現
場
教
員

へ
の
刺
激
を

和
ら
げ
る
意
味
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料

一
の
異
見
で
は

「
比
較
試
験

ハ
教

員
井
生
徒
精
励
セ
シ
ム
ル

一
好
法
」
と
頓
野
自
身
が
述
べ
て
お
り
、
真
実
は
教
員
督

励
が
第

一
の
目
的
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
他
、
頓
野
と
大
野
に
よ
る
修
正
過
程
を
通
し
て
、
比
較
試
験
に
対
す
る
県
の

監
督
が
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
着
目
さ
れ
る
ｃ
頓
野
の
修
正
に
よ
り
、
第

一
条
で

は
試
験
臨
席
者
に
学
区
取
締
と
同
補
が
加
え
ら
れ
、
第
二
条
で
は
、
試
験
実
施
の
際
、

首
部
校
よ
り
第
五
課
学
務
掛

へ
の

「
臨
席
上
請
」
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
大
野

の
最
終
修
正
で
は
、
第
五
条
の
試
験
委
員
の
選
抜
に
つ
き
原
則
が

「
投
票
ヲ
以
テ
」

と
さ
れ
る

一
方
、

「
但
出
張
官
吏
ノ
所
見

ニ
ヨ
リ
特
選
ヲ
以
テ
試
験
委
員
ヲ
定
ム
ル

コ
ト
ア
ル
ベ
シ
」
と
特
例
が
付
け
ら
れ
た
。

試
験
の
公
正
実
施
を
目
指
し
て
の
監
督
強
化
と
も
言
え
る
が
、
こ
の
後
、
県
内
の

比
較
試
験
実
施
は
、
第
五
課
学
務
掛
を
頂
点
と
し
て
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
管
理
さ
れ
て

い
く
。
比
較
試
験
制
度
が
、
県
内
四
中
学
区
の
授
業
監
督
を
補
完
す
る
手
段
と
し
て

九
三



明
治
十

一
年
の
比
較
試
験
法
成
立
に
関
す
る
若
千
の
史
料

県
の
学
務
御
用
掛
よ
り
発
案
さ
れ
た
こ
と
に
も
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

史
料
三
　
各
小
学
校
生
徒
比
較
試
験
心
得
撰
定
ノ
件

（
明
治
十

一
年

「
第
五
課
学
務
掛
事
務
簿
　
四
番
」
）

霧

二
比
較
試
験
ノ
義

二
付
経
伺
侯
庭
、
速

二
御
採
用

二
相
成
り
感
激
ノ

至
リ

ニ
堪

ス
、
謹

ン
テ
今
又
別
冊
試
験
心
得
ヲ
撰
定
シ
高
裁
ヲ
仰
キ
候
、

但
本
文
中
前
級
科
ヲ
設
ク
ル
ハ
、
名
義
上
ヨ
リ
之
ヲ
論
セ
ハ
不
当
タ
ル
ヲ

免

レ
ス
候
得
共
、
卒
業
ノ
月
数
彼
是
各
異
ナ
ル
ヲ
以
テ
獨
該
級
ノ
ミ
試
験

ス
ル
ヲ
得

ス
、
故

二
止
ヲ
得

ス
此
科
ヲ
設
候
、
総
テ
試
験
ノ
主
意

ハ
縣
制

小
匡
内

二
限

ル
ト
雖
ト
モ
、
女
学
校

ハ
現
今
七
小
匠
内

ニ
テ

ハ
湊
女
学
校

ノ
ミ
ナ
ル
ヲ
以
テ
比
較

ス
ル
ヲ
得
ス
、
依
テ
ニ
小
匡
田
中
還
迩
ノ
女
学
校

二
組
合
申
度
、
且
ツ
師
範
学
校
生
徒

モ
各
小
学
校
卜
比
較

シ
以
テ
鼓
舞

ス

ル
ト
キ

ハ
大

二
影
響
ノ
及
所

ア
ラ
ン
ト
存
シ
奉
り
候
間
右
施
行
仕
度
候
、

本
文
中

二
付
御
下
問
ノ
廉
ア
ラ

ハ
御
叱
招
賜
ラ
ン
コ
ト
ヲ
右
上
申
仕
候
也

学
務
御
用
掛

九
四

比
較
試
験

ハ
同
級
ノ
生
徒
ヲ
同

一
ノ
問
題
ヲ
以
テ
試
験

ス
ル
法
ナ
レ
ハ
、

試
験
場
モ
亦
同
シ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
得

ス
、
故

二
集
會
ノ
生
徒
同
級
ナ
ル
者

ハ

人
員
ノ
多
少

二
関
セ
ス
必
ラ
ス
同
試
場

二
於
テ
ス
ル
ヲ
定
則
ト
ス

第
二
條

生
徒
席

二
就
ク
時

ハ
其
校
名
ヲ
記
載
セ
ル
名
刺

ヲ
机
上

二
置
キ
、
以
テ
何

校
ノ
生
徒
ナ
ル
ヤ
ヲ
見
易
カ
ラ
シ
ム

第
二
條

試
験
問
題
及
ヒ
粘
数
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

作
文

一
題
　
　
　
　
一
一十
点

該
級

二
於
テ
作
ル
所
ノ
題
ヲ
与

ヘ
テ
綴
ラ
シ
ム
、
六
級
以
下

ハ
代

ル
ニ
書

取
ヲ
以
テ
ス
、
但
八
語

問
答
四
問
　
　
　
　
一
一十
点

該
級
ノ
間
答
科
ヲ
筆
答
セ
シ
ム
、
六
級
以
下

ハ
別
室

二
於
テ

一
人
ツ
ゝ
同

箇
所
ヲ
ロ
答
セ
シ
ム

算
術
四
題
　
　
　
　
一
一十
点

算
術

ハ
暗
算
式
題
設
題
及
ヒ
和
算
ヲ
各

一
題
ツ
ゝ
出
シ
、
若
シ
和
算
ノ
科

ナ
キ
ト
キ

ハ
設
題
ヲ
以
テ
之

二
充
テ
、
六
級
以
下

ハ
代

ル
ニ
位
取

ヲ
以
テ

ス

習
字
　
　
　
　
　
　
一
一十
点

尋
常
試
験

二
同
シ

前
級
科

前
級
科

ハ
前
級

二
於
テ
踏
ミ
来

ル
所
ノ
科

ニ
シ
テ
、
卒
業

二
遅
速
執
業

ニ

明
治
十

一
年
六
月
三
十
日

秋
田
縣
令
石
田
英
吉
代
理

秋
田
縣
少
書
記
官
自
根
専

一
殿

比
較
試
験
心
得第

一
條

折
戸
亀
太
郎
念
幽
）



多
寡
ノ
差
ア
ル
ヲ
以
テ
其
平
均
ヲ
需

ム
ル
カ
為
メ
ニ
設
ク
ル
科
ナ
リ
、
即

チ
之
ヲ
左
ノ
四
科

二
分
チ

讀
物

一
問
　
　
　
　
五
点

講
義

一
問
　
　
　
　
五
点

摘
書
一
一語

　

　

　

五
点

問
答

一
問

口
答
　
　
五
点

該
科

ハ
別
室

二
於
テ

一
人
ツ
ゝ
呼
出
シ
試
験

ス
ル
コ
ト
定
期
試
験
法
ノ
如

シ

第

四
條

該
試
験

ノ、
迅
速

ヲ
要
ス
ル
ヲ
以
テ
、
誤
診
渋
滞
疎
漏

ア
ル
モ
強
テ
審
間
ス

ル
ヲ
得

ス
、
故

二
其
答
辞
ノ
快
営
卜
疎
漏
ト

ニ
依
リ
テ
、
自
ラ
点
数
ノ
増

減
ナ
キ
能

ハ
ス第

五
條

前
條

二
抜
リ
テ
試
験
終

ル
後

ハ
、
優
劣
ヲ
判
シ
テ
第

一
眈
書
式
ノ
表
ヲ
製

ス
可
シ

第
六
條

試
験
全
得
ノ
者
ヲ
優
等
ト
シ
、　
一
科
零
点
井
試
験
点

三
分
ノ

一
二
充
サ
ル

者

ヲ
不
合
格
ト
シ
、
優
等
ノ
者

ニ
ハ
第

二
琥
ノ
賞
詞
ヲ
与
フ
可
シ

第
七
條

前
條

二
漏

ル
ヽ
所
ノ
手
績

ハ
、
総
テ
尋
常
試
験
法
ノ
如
ク
心
得

ヘ
シ

第
八
條

参
観
ヲ
欲
ス
ル
者

ニ
ハ
父
兄

二
限
ラ
ス
之
ヲ
許

ス
可
シ

明
治
十

一
年
の
比
較
試
験
法
成
立
に
関
す
る
若
千
の
史
料

但
試
験
場
ノ
都
合

ニ
ヨ
リ
、
人
員
ヲ
限
ル
ハ
適
宜
タ
ル
ヘ
シ

第
九
條

学
匠
取
締
ノ
奥
印

ハ
其
匡
首
部
校
措
当
ノ
戸
長
タ
ル
可
シ

第

一
号
雛
形

第
七
大
学
匠
第
何
番
中
学
匠

艶
ｍ
播
番
小
学
匠
各
学
校
下
等
小
学
何
級

生
徒
比
較
試
験
表

不
合
格

20 20 20 20 作
文

20
問
答

5 20 20
算
術

20 10 つ
４ 20軍

0 5 5
5

b b b lb 5

95 90 100

同 士 平
民

同 士 平
民

士 1族
|

同
　

何
某
　
同

同
　

何
某
　
同

何
学
校
一個
里
単
（
　
同

同
　

何
某
　
同

何
学
校
一倒
革
薬
一　
満
何
年

同
　

何
某
　
同

何
受
校

一伺
軍
臭
（
　

何
年
何
月

何
生
校

一倒
革
薬
一
　

何
年
何
月

校
名

姓
名

年
齢

総
人
員
何
十
名

九

五

同 同 同 優
等



何
学
校

　

一

―

―

―

―

―

‐

一

一何
学
校

　

一

図

一一一

右

ハ
本

御
届
申

明
治
十

一
年
の
比
較
試
験
法
成
立
に
関
す
る
若
干
の
史
料

何
学
校
何
等
訓
導
補

何
　
某
　
印

何
学
校
同
　
何
　
某
　
印

明
治
何
年
何
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
何
学
校
同
　
何
　
某
　
印

秋
田
縣
長
官
宛

前
顕
相
違
無
之
依
テ
奥
印
候
也

学
匠
取
締
補何

　
誰
　
印

第

二
号
雛
形

秋
田
縣
士
族
平
民
　
何
誰
年
齢

今
般
比
較
試
験

二
於
テ
優
等

二
出
候

ハ
、
必
党
平
素
勉
励
ノ
致
ス
所
口
寄

几
六

特
之
義

二
付
、
賞
置
候
事

明
治
何
年
何
月

第
七
大
学
匠
何
番
中
学
匠

何
番
小
学
匠
或

ハ
聯
匠

口
　̈
学
　
一荻

六
月
三
十
日
付
け
で
折
戸
が
起
案
し
た

「
比
較
試
験
心
得
」
の
原
案
で
あ
る
。

一
比
較
試
験
法
」
の
施
行
細
則
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
折
戸
原
案
は

「
前
級
科
」

の
設
置
に
特
色
が
あ
る
ｃ

「
前
級
科
」
は
、
受
験
時
点
の
履
修
級
よ
り

一
つ
前
の
級

の
内
容
で
、
読
物
、
講
義
、
摘
書
、
間
答
の
四
科
目
を
試
験
す
る
も
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
下
等
小
学
五
級
の
生
徒
の
場
合
、

「
前
級
科
」
は
下
等
小
学
六
級
で
学
ん
だ

内
容
か
ら
出
題
さ
れ
る
。
第
三
条
で
は

「
前
級
科
」
を
設
け
た
理
由
を

一
卒
業

二
遅

速
執
業

二
多
寡
ノ
差
ア
ル
ヲ
以
テ
其
平
均
ヲ
需
ム
ル
カ
為
メ
」
と
し
て
い
る
。
当
時
、

生
徒
の
入
学
は
毎
月

一
日
と
定
め
ら
れ
、
同
じ
級
を
履
修
す
る
生
徒
で
も
入
学
以
後

の
学
習
月
数
に
差
が
あ
り
卒
業
月
も
異
な
っ
て
い
た
。
履
修
級
の
内
容
の
み
試
験
す

る
と
学
習
月
数
の
少
な
い
生
徒
が
不
利
に
な
る
た
め
、

「
前
級
科
」
の
試
験
が
必
要

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
前
級
科
」
四
科
日
は
口
頭
試
験
で
あ
り
、
定
期
試
験
同
様
、

別
室
で

一
人
ず
つ
行
わ
れ
る
も
の
だ

っ
た
。

比
較
試
験
の
目
的
で
あ
る
成
績
の
優
劣
比
較
は
、
第
五
条
で
作
成
を
義
務
付
け
ら

れ
た

一‐第

一
琥
書
式
ノ
表
」
（第

一
号
雛
形
）
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。

「
生
徒
比
較

試
験
表
」
は
各
級
ご
と
に
受
験
生
徒
の
成
績
明
細
と
優
劣
判
定
を
記
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
書
式
は
定
期
試
験
の
生
徒
試
験
表
に
倣

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
前
級
科
成

績
欄
を
設
け
た
点
、
受
験
生
徒
の
所
属
校
を
明
記
す
る
点
な
ど
が
異
な

っ
て
い
る
。
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「
比
較
表
」
の
方
は
、
参
加
各
校
の
優
等
生
と
不
合
格
生
の
割
合
を
表
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
受
持
教
員
の
身
分
姓
名
も
明
記
さ
れ
、
実
質
は
各
教
員
の
学
習
指
導
力
を

優
劣
比
較
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
折
戸
が
比
較
試
験
で

「各
教
員
勘
奨
懲
励
」
を
目

的
と
し
た
こ
と
は
、
こ
の
表
に
最
も
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
優
劣
比
較
を
正
確
に
行

な
う
た
め
、
表
に
は
各
学
校
の
授
業
月
数
が
表
示
さ
れ
て
い
た
。

史
料
四
　
各
小
学
校
生
徒
比
較
試
験
心
得
撰
定
ノ
件

（明
治
十

一
年

「第
五
課
学
務
掛
事
務
簿
　
四
番
」
）

＋

一
年
六
月
二
十
九
日

夢愈

第羹
椰

０

調
七
等
属
大
野
光
絹

命
輛
）

諸
務
掛
（ハ
Ｕ
６
Ｕ

各
小
学
校
生
徒
比
較
試
験
心
得
之
義

二
付
、
御
用
係
折
戸
亀
太
郎

ヨ
リ
上

中
書
別
紙
之
通
差
出
候
慮
、
方
今
教
則
更
生
方
取
調
中

ニ
モ
有
之
、
右
通

應
不
致
候
テ
ハ
不
都
合
ヲ
生
可
』
卜
存
候
間
、
師
範
學
校

へ
右
之
通
御
達

相
戊
可
然
哉
、
相
伺
候
也

御
達
按

秋
田
縣
師
範
學
校

各
小
学
校
生
徒
比
較
試
験
之
義
、
本
年
乙
第
百
十
三
香
ヲ
以
相
達
候

二
付

千
～
、、
、
右
試
験
心
得
撰
疋
預
行
可
致
侯
条
、
至
急
取
調
可
申
此
旨
相
達
候

事

明
治
十

一
年
の
比
較
試
験
法
・式
立
に
関
す
る
若
千
の
史
料

但
該
件

二
付
、
學
務
御
用
係
折
戸
亀
太
郎

ヨ
リ
別
紙
写
之
通
申
出
候

条
、
為
参
考
相
添
候
事

十

一
年
七
月

一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
官
代
理

六
月
二
十
九
日
に
大
野
光
績
が
起
案
し
た
秋
田
県
師
範
学
校

へ
の
御
達
按
で
あ
る
。

「
別
紙
写
」
と
は
、
史
料
三

「
比
較
試
験
心
得
」
原
案
の
写
を
指
す
。

こ
の
起
案
書
よ
り
、
六
月
末
す
で
に
、
師
範
学
校
に
お
い
て
小
学
校
教
則
改
正
の

調
査
が
進
行
し
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
文
部
省
は

「
学
制
」
に
基
づ
く
画

一

的
な
教
則

へ
の
反
省
か
ら
、
こ
の
年
五
月
二
十
三
日
に

「
小
学
教
則
」
を
廃
止
し
て

い
嬌
ｃ
秋
田
県
で
も
地
域
の
実
状
に
応
じ
た
教
則
が
必
要
と
さ
洒
、
　
一
小
学
教
勲
」

廃
上
後
ま
も
な
く
教
則
改
正
の
調
査
が
始
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

太
野
は
、
折

戸
の
　
比
較
試
験
心
得
」
原
案
が
改
正
教
則
に
適
応
し
な
い
事
態
を
避
け
る
た
め
、

師
範
学
校
に
検
討
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

「
秋
田
県
小
学
教
則
」
は
翌

十
二
年
に
改
正
さ
れ
た
。
明
治
十

一
年
の

「
比
較
試
験
心
得
一
は
、
来
る
べ
き
こ
の

教
則
改
正
を
あ
る
程
度
念
頭
に
入
れ
て
作
成
さ
れ
た
と
言
え
る
。

九
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明
治
十

一
年
の
比
較
試
験
法
成
立
に
関
す
る
若
干
の
史
料

史
料
五
　
各
小
学
校
生
徒
比
較
試
験
心
得
撰
定
ノ
件

（
明
治
十

一
年

「
第
五
課
学
務
掛
事
務
簿
　
四
番
」
）

第

一
条
、
生
員
過
多

ニ
シ
テ
数
場
狭
除
ナ
ル
ト
キ

ハ
同

一
ノ
試
験
ヲ
行
フ

ヲ
得
ベ
カ
ラ
ス
、
故

二
左

二
改

ソ

比
較
試
検

ハ
各
小
学
校
生
徒
ヲ
春
秋
両
季
最
寄
ノ
校

二
集
合
セ
シ
メ
、
同

級
ノ
生
徒
ヲ
同
教
場

二
於
テ
同

一
ノ
試
検
ヲ
施
行

ス
ル
者
ト
ス

但
該
試
検

ヲ
行
フ
ニ
営
り
、
同
級
生
徒
過
多

ニ
シ
テ
試
場
狭
陰
ナ
ル

寸

ハ
、
問
題
ヲ
相
換

へ
甲
乙
両
場

二
分
チ
逐
次
試
検
ズ

ヘ
シ

（付
箋
）

「馴
鋼
利
側
ノ、‐劉
引
引
洲
引
制
列
剣
翻
セ
シ
メ
、
同
級
ノ
生
徒
ヲ
同
試
場
ニ

九
八

第
四
條
、
該
試
検
云
々
強
テ
審
問
ス
ル
ヲ
得

ス
ト
ア
レ
共
、
多
少
審
間
ア

ル
寸

ハ
不
平
ナ
キ
コ
ト
ヲ
免

レ
ス
、
依
テ
左

二
改

ン
、
該
試
検

ハ
迅
速
ヲ

要
ス
ル
ヲ
以
テ
誤
診
疎
漏
等
ア
ル
モ
審
間
ス
ル
ヲ
得

ス
、
其
答
辞
ノ
都
合

ニ
ヨ
リ
直

二
点
数
ヲ
付

ス
ル
者
ト
ス

第
八
條
但
書
中
、
適
宜
タ
ル
ヘ
シ
ノ
六
字
フ
ア
ル
ベ
シ
ト
改

ン

第
九
條
、
学
匠
取
締
補
ノ
上

二
比
較
試
検
表
ノ
五
字
ヲ
冒
セ
ン

（付
箋
）

第
九
條
比
較
試
検
ノ
節
必
ス
学
務
掛
臨
席

ス
ベ
キ
者
ナ
レ
ハ

（試
検
法

ニ

学
務
掛
臨
席
ノ
コ
ト
明
記
セ
リ
）
、
学
匠
取
締
補
ノ
奥
印
ヲ
要
ス
ル
ニ
及

バ
ズ
、
依
テ
本
条
ヲ
除
ソ

（
聞
）

比
較
表
ト
ア
ル
ヲ
優
劣
比
較
表
卜
改

ソ

此
試
検

二
於
テ
賞
与
物

ヲ
与

フ
ル
ハ
、
将
来

一
層
ノ
勉
励
ヲ
奨
働
セ
シ
ム

ヘ
キ
コ
ト
故
、
第

二
号
雛
形
ヲ
左

二
改

ン

一
何
々

平
素
勉
働
殊

二
今
般
試
検
ノ
際
優
等

二
出
候
段
奇
特

二
付
、
賞
与
候
事

第
七
大
学
匠
何
番
中
学
匠

何
番
小
学
匠
或

ハ
聯
匠

明
治
何
年
何
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
学
　
校

天
邦
三
郎
∩
∪

木
村
久
蔵
（
聞
）

Ｏ

③

⑤

⑤

Ｆ
」け口
け
ほ
膠
脆
Ｆ
瞬
賭
い
‐ス

比
較
試
検
ノ
生
徒

二
於
ケ
ル
ヤ
、
同
級
卜
雖
モ
學
習
時
間

二
於
テ
差
等
ア

レ
バ
、
学
歩
ノ
進
否

二
於
テ
モ
亦
差
等
ノ
生
ズ
ル
ハ
是
又
論
ヲ
待
タ
ザ
ル

ナ
リ
、
依
リ
テ
第

一
条
同
級
生
徒
云
々
ノ
件
ヲ

「
同
級

ニ
シ
テ
、
且
ツ

習
時
間
ノ
相
等
シ
キ
生
徒
ヲ
」
卜
改
メ
ン
コ
ト
ヲ
懇
祈
ス

⑤

②

作
文
条
中
、
但
書
八
語

ヲ
四
語
卜
改

ン

比
較
試
検

ハ
多
員
ノ
生
徒

ヲ

一
時

二
試
検

ス

セ
サ
ル
ワ
得

ス
、
然
ル
ニ
前
級
課
ヲ

一
人
ツ

ヲ
費
シ
試
検
上
自
ラ
不
都
合
ナ
キ
能

ハ
ス
、

除
セ
ン

ル
ヲ
以
テ
、
殊

二
迅
速
ヲ
要

ゝ
試
検

ス
ル
寸

ハ
大

二
時
間

依
テ
前
級
課
ノ
項

ハ
全
ク
削



折
戸
の

「
比
較
試
験
心
得
」
原
案
に
対
す
る
秋
田
県
師
範
学
校
の
修
正
案
で
あ
る
。

七
月

一
日
に
師
範
学
校
に
原
案
が
送
付
さ
れ
る
と
、
天
邦
三
郎
訓
導
と
木
村
久
蔵
教

員
が
取
り
調
べ
を
命
じ
ら
れ
た
。
七
月
四
日
、
原
案
に
両
名
の
修
正
案
が
添
付
さ
れ
、

師
範
学
校
教
員
間
で
稟
議
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
教
則
改
正
に
関
わ
る
修
正
は
殆

ど
見
ら
れ
な
い
。
師
範
学
校
で
教
則
改
正
調
査
が
始
ま

っ
て
日
が
浅
く
、
こ
の
時
点

で
は
、
ま
だ
具
体
的
な
青
写
真
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

修
正
案
で
最
も
日
を
引
く
の
は
、
前
級
科
の
削
除
で
あ
る
。
前
級
課
の
四
科
目
は
、

す
べ
て
口
頭
試
験
で
あ
り
、
別
室
で

一
人
ず

つ
実
施
さ
れ
る
も
の
だ

っ
た
。
し
か
し
、

大
人
数
の
生
徒
を
対
象
と
す
る
比
較
試
験
の
日
程
に
お
い
て
、
こ
の
方
法
で
前
級
科

の
試
験
を
実
施
す
る
こ
と
は
と
て
も
不
可
能
だ

っ
た
。
前
級
科
は
受
験
者
数
と
試
験

日
程
の
関
係
か
ら
削
除
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

前
級
科
を
削
除
す
る
と
、
同
級
受
験
者
間
の
学
習
月
数
差
が
再
び
問
題
と
な
る
。

修
正
案
が
稟
議
さ
れ
た
際
、
こ
の
点
を
考
慮
し
て
、
高
野
虎
吉
教
員
と
城
忠
良
教
員

に
よ
り
異
見
が
付
せ
ら
れ
た
。
（付
箋
）
原
案
第

一
条
の

「
同
級
ノ
生
徒
ヲ
」
を

「
同

級

ニ
シ
テ
且
ツ
学
習
時
間
ノ
相
等
シ
キ
生
徒
ヲ
」
と
修
正
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

学
習
時
間
の
同
じ
生
徒
を
集
め
て
試
験
す
る
具
体
的
な
方
法
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

生
徒
間
の
学
習
月
数
差

へ
の
対
処
方
法
は
、
更
に
検
討
を
要
す
る
状
態
で
あ
っ
た
。

次
に
着
目
す
べ
き
点
は
、
原
案
中
の
満
点
成
績
者

へ
の
賞
詞
が
、
修
正
案
で
賞
与

品
に
変
わ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
当
時
、
秋
田
県
で
は
、
定
期
試
験
、
大
試
験
の

成
績
優
等
者
に
対
す
る
褒
賞
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
賞
与
品
授
与
に
よ
る
生
徒

の
奨
励
が
目
的
で
あ

っ
た
。
修
正
案
に
も

「
賞
与
物
ヲ
与
フ
ル
ハ
将
来

一
層
ノ
勉
励

奨
勧
セ
シ
ム
ヘ
キ
コ
ト
一
と
記
さ
れ
、
比
較
試
験
で
の
褒
賞
も
同
じ
趣
旨
で
あ

っ
た

明
治
十

一
年
の
比
較
試
験
法
成
立
に
関
す
る
若
干
の
史
料

こ
と
が
わ
か
る
。
明
治
十

一
年
の
比
較
試
験
実
施
以
来
、
優
等
生
へ
の
賞
品
授
与
が

行
わ
れ
、
十
三
年
に
は
、
臨
時
試
験
費
の
大
半
を
比
較
試
験
の
賞
与
費
が
占
め
る
に

至
っ
て
い
る
ｃ

史
料
六
　
比
較
試
験
本
年
ノ
義
別
紙
心
得
書
ノ
通
り
施
行

（
明
治
十

一
年

「
本
縣
達
書
留
」
　

乙
）

乙
第
百
五
十
七
番

学
匠
取
締

同
　
　
補

各
小
學
校

本
年
乙
第
百
拾
三
番
ヲ
以
テ
、
各
小
學
校
生
徒
比
較
試
検
法
相
達
置
候
虎
、

本
年
ノ
義

ハ
都
合
有
之
、
別
紙
心
得
書
ノ
通
施
行
候
條
、
右

二
照
準
取
調

可
申
、
此
旨
相
達
候
事

明
治
十

一
年
十
月
四
日
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
縣
令
石
田
英
吉

比
較
試
検
心
得

第

一
條

比
較
試
検

ハ
生
徒
奨
働
ノ
為
メ
、
各
小
學
校
同
級
ノ
生
徒
ヲ
其
小
匠
首
部

或

ハ
最
寄
ノ
學
校

二
召
集
シ
、
同
教
場

二
於
テ
同

一
ノ
問
題
ヲ
以
テ
試
検

ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

第

二
條

比
較
試
検

ハ
各
校
俊
秀
ノ
者
ヲ
召
集

ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
、
其
撰
挙
方

ハ

九
九



項
治
十

一
生
の
比
較
試
験
法
成
立
に
関
す
る
若
千
の
史
料

毎
校
生
徒
惣
員
数
ノ
大
凡
十
分

一
ヲ
過
ク

ヘ
カ
ラ
ス

第
三
條

該
試
検

ハ
同
級
生
徒
ヲ
同

一
ノ
問
題
ヲ
以
テ
試
検
ス
ル
ト
雖
ト
モ
、
習
業

二
長
短
ア
レ
ハ
従
テ
學
カ

モ
優
劣
ナ
キ
能

ハ
ス
、
故

二
習
業
ニ
ケ
月
未
満

ノ
者

ハ
前
級
ノ
科
ヲ
以
テ
試
検

ヲ
行

フ
モ
ノ
ト
ス

第
四
條

試
検
場

ハ
各
校
生
徒
ヲ
班
列
ス
ル
者
ナ
レ
ハ
、
其
匡
域
毎

二
校
名
ヲ
記
載

セ
ル
札

ヲ
机
上

二
置
キ
、
何
校
ノ
生
徒
タ
ル
ヲ
見
易
カ
ラ
シ
ム
ヘ
シ

第
五
條

試
検
問
題

ハ
臨
席
ノ
官
員
之
ヲ
撰
定
取
捨

ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
六
條

試
検
科
目
丼

二
雅
数
ヲ
定

ム
ル
左
ノ
如
シ

一
作
文
　
　
　
一
題
　
　
　
　
四
十
乳

巧
拙
ラ
分
チ
四
等
ト
ス
、
黙
敷
ノ
増
減
法

ハ
定
期
試
検
法

二
同
シ
、

六
級
以
下

ハ
書
取
ヲ
以
テ
作
文

二
代

フ
、
但
四
語

一
問
答
　
　
　
一
一問
　
　
　
　
　
十
監

釉
敷
増
減
法

ハ
前

二
同
シ
、
但
五
級
以
上

ハ
筆
答
ノ
ミ
ヲ
以
テ
ス

一
算
術
　
　
　
一二
間
　
　
　
　
一二
十
黙

監
敷
増
減
法

ハ
前

二
同
シ
、
但
毎
級
二
間

ハ
筆
算

一
問

ハ
和
算
ト
ス

一
習
字
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一十
粘

巧
拙
ヲ
分
チ
ニ
等
ト
ス
、
釉
数
ノ
増
減
法

ハ
前

二
同
シ

第
七
條

一
〇
〇

各
科
前
得
ナ
ル
者

ヲ
優
等
ト
シ
、　
一
科
零
粘
井

二
雅
数
三
分
ノ

一
二
充
タ

サ
ル
者
ヲ
不
合
格
ト
ス

第
八
條

下
等
第
二
級
以
上

ハ
、
時
宜

二
依
り
講
義
ヲ
以
テ
習
字

二
代
フ
ル
コ
ト
ア

ル
ヘ
シ第

九
條

講
義
或

ハ
六
級
以
下
ノ
問
答
ヲ
試
検
ス
ル
ハ
、
小
試
検
ノ
手
績

ニ
ヨ
リ
、

同
教
場

二
於
テ
各
生
毎

二
講
庭
井
間
庭

ヲ
異

ニ
ス
ヘ
シ

第
十
條

試
検
成
果
ノ
後

ハ
第

一
琥
書
式
ノ
表
ヲ
製

シ
出

ス
ヘ
シ

第
十

一
條

参
観
ヲ
欲
ス
ル
者

ハ
何
人

二
限
ラ
ス
之
ヲ
許

ス
ヘ
シ

但
試
検
場
ノ
都
合

ニ
ヨ
リ
人
員
ヲ
限
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ



第

一
琥

生
徒
十
人
中
優
等

五
名
七
分

徒
十
人
中
不
合
格
生

七

名
四
名

八
分

一
の
比
較
試
験
法
成
立
に
関
す
る
若
千
の
史
料

明

第
七
大
學
匠
第
何
番
中
學
匡
魏
ｍ
器
小
學
匡
各
小
學
校

一
等
小
學
各
級
生
徒
比
較
試
検
表

下
．
Ｌ

等
小
學
校
第
何
級
生
徒

右

ハ
本
月
何
日
試
験
施
行
候
庭
前
表
ノ
通

二
付
優
等
生
試
検
界
紙
相
添
御

届
申
上
候
也

何
學
校
何
等
訓
導
補
　
　
何
　
誰
　
印

年
月
日秋

田
縣
長
官
宛

明
治
十

一
年
十
月
四
日
、
乙
第
百
五
十
七
番
で
制
定
さ
れ
た

一‐
比
較
試
験
心
得
」

で
あ
る
。
師
範
学
校
で
の
検
討
か
ら
約
三
カ
月
後
の
制
定
で
あ
り
、
内
容
も
史
料
三

の
折
戸
亀
太
郎
作
成
原
案
を
大
巾
に
改
め
て
い
る
。

第

一
条
で
は
、
試
験
会
場
に
首
部
校
の
他
、
最
寄
の
学
校
も
加
え
て
い
る
。
首
部

校
か
ら
遠
隔
地
に
あ
る
学
校
の
生
徒
の
こ
と
を
考
慮
し
て
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

試
験
は
同

一
会
場
で
同

一
問
題
に
よ
り
実
施
し
条
件
を
等
し
く
す
る
べ
き
と
い
う
、

折
戸
亀
太
郎
の
原
案
の
趣
意
は
生
か
さ
れ
て
い
る
。

第
二
条
で
は
、
各
校
の
選
抜
生
徒
数
を
各
校
総
生
徒
数
の
お
よ
そ
十
分
の

一
以
内

に
制
限
し
て
い
る
。

「
比
較
試
験
心
得
」
原
案
を
師
範
学
校
内
で
検
討
し
た
折
、
受

験
生
徒
数
の
多
さ
が
同

一
会
場
で
の
試
験
実
施
や
前
級
科
実
施
等
の
障
害
と
な

っ
た
。

そ
の
よ
う
な
経
緯
も
あ
り
、
選
抜
生
徒
の
人
数
上
限
が
設
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
ｃ

第
三
条
は
、
折
戸
原
案
の
前
級
科
に
替
わ
る
、
同
級
受
験
生
徒
の
学
習
月
数
差

へ

の
対
処
方
法
で
あ
る
。
第
三
条
に
よ
る
と
、
例
え
ば
下
等
小
学
五
級
の
生
徒
で
進
級

後
ニ
カ
月
未
満
の
者
は
、
比
較
試
験
を
進
級
以
前
の
六
級
の
問
題
で
受
け
る
こ
と
に

一
〇

一

20010早
1下上

等
ノ
lヽ

學
校
第
何
級
生
徒

九
十
粘

惣
人
員
幾
拾
名

優
劣
比
較
表

九
名

一
分

同  同

何 何

誰 誰

F口   Fロ

何
學

何
學

何
學

何
學

生2030喬

0中
1享

二
十
乳

七
十
五
釉

粘
惣
乳
数

不
合

〈
口
数
句

優

等
優
劣

士 士 族

何
學
校

何

誰

年
月

何
學
校

　

補
日
　
　
輩
」
　
　
　
年
月

何
學
校
　

補
曰
　
　
輩
昨
　
　
　
年
月

校
名
　

姓
　
名

年
齢

口
格

口
格



明
治
十

一
年
の
比
較
試
験
法
成
立
に
関
す
る
若
千
の
史
料

な
る
。
前
級
科
に
比
べ
て
試
験
時
間
に
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
、
受
験
生
徒
の
学
習
月
数

差
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
第
五
条
で
は
、
試
験
問
題
選
定
の
際
、
臨
席
の
官
員
に
よ
る
選
定
取
捨
の
場

合
も
認
め
た
。
こ
れ
は
、
七
月
十
二
日
、
学
務
御
用
掛
源
間
敬
義
が

「
比
較
試
験
法
」

に
つ
き
第
五
課
学
務
掛
に
立
て
た
伺
い
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。
源
間
は
各
教
員
に

問
題
を
協
議
さ
せ
た
場
合
、
不
正
の
行
な
わ
れ
る
危
険
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
学

務
掛
内
で
問
題
を
選
定
す
る
こ
と
を
進
言
し
た
。
こ
れ
に
対
し
第
五
課
学
務
掛
か
ら

は
、
各
教
員
の
選
定
し
た
問
題
が
不
都
合
の
場
合
、
学
務
御
用
掛
に
お
い
て
更
正
す

べ
き
で
あ
る
と
回
答
さ
れ
た
。
試
験
問
題
選
定
に
県
の
監
督
を
加
え
る
方
針
は
こ
の

回
答
に
初
め
て
見
ら
れ
る
。

第
六
条
は
試
験
科
日
と
配
点
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
点
数
の
増
減
法
を

「
定

期
試
験
通
則
」
に
倣

っ
て
い
る
他
、
各
科
目
の
配
点
割
合
に
も

「
定
期
試
験
通
則
」

の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。

「
第

一
筑
書
式
」
の

「
優
劣
比
較
表
」
で
は
、
折
戸
原
案
の

「
比
較
表
」
に
あ

っ

た
受
持
教
員
の
身
分
姓
名
欄
が
削
除
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
現
場
教
員

へ
の
過
度
の
刺

激
を
避
け
る
た
め
の
処
置
と
思
わ
れ
る
。
学
校
名
と
総
合
成
績
を
表
示
す
れ
ば
、
教

員
の
名
前
を
出
さ
ず
と
も
十
分
に
督
励
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
折
戸
原
案
と
師
範
学
校
で
の
修
正
案
に
見
ら
れ
た
成
績
優
等
生

へ
の
賞
詞
、

賞
与
品
に
つ
い
て
の
規
定
が
、
こ
の
乙
第
百
五
十
七
番
で
は
全
く
削
除
さ
れ
た
。
し

か
し
、
十
月
十
六
日
に
は
、
大
試
験
、
比
較
試
験
、
臨
時
試
験
の
賞
与
辞
令
を
版
木

彫
刻
す
る
こ
と
が
起
案
さ
れ
、
十
月
以
後
の
比
較
試
験
に
お
い
て
成
績
優
等
生

へ
の

褒
賞
が
行
わ
れ
て
い
る
。

一
〇
二

三
、
お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、
比
較
試
験
に
つ
い
て
は
、
生
徒
奨
励
を
目
的
と
し
た
も
の
と
し

て
捉
え
、
結
果
と
し
て
の
試
験
競
争
激
化
に
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ

た
。
し
か
し
、
秋
田
県
の
比
較
試
験
制
度
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
県
の
教
育
行

政
事
情
、
小
学
教
則
の
変
遷
等
と
の
関
連
で
全
体
像
を
捉
え
た
方
が
、
よ
り
正

確
に
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

明
治
十

一
年
の

「
比
較
試
験
法
」
は
、
学
務
御
用
掛
の
中
学
区
内
授
業
監
督

の
任
務
を
補
完
す
る
目
的
で
発
案
さ
れ
た
。
前
年
、
民
費
削
減
の
た
め
小
区
副

区
長
が
廃
さ
れ
た
た
め
、
明
治
十

一
年
に
は
区
戸
長
が
学
区
取
締
と
学
区
取
締

補
を
暫
定
的
に
兼
務
し
て
い
た
。
学
務
御
用
掛
は
、
こ
の
変
則
的
な
状
況
下
で

旧
来
の
学
区
取
締
の
授
業
監
督
機
能
を
維
持
す
る
目
的
で
派
遣
さ
れ
た
。
ゆ
え

に

「
比
較
試
験
法
」
も
、
学
区
取
締
が
事
実
上
消
滅
し
て
い
た
変
則
的
な
状
況

下
の
所
産
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
比
較
試
験
は
県
内
学
校
教

育
の
後
退
を
防
ぐ
役
割
も
期
待
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

先
行
し
て
比
較
試
験
が
行
な
わ
れ
て
い
た
県
で
は
、
す
で
に
明
治
十

一
年
当

時
、
そ
の
弊
害
が
現
れ

つ
つ
あ

っ
た
。
し
か
し
、
未
だ
教
員
の
指
導
技
術
が
未

熟
で
、
生
徒
の
学
力
が

一
般
に
低
い
水
準
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
秋
田
県
で
は
、

十

一
年
に
お
い
て
学
区
取
締
の
実
質
不
在
を
放
置
で
き
る
状
況
で
は
な
か

っ
た
。

折
戸
亀
太
郎
の
、
学
務
御
用
掛
を
中
学
区
に
投
入
し
て
も
そ
う
し
た
状
況
を
補

い
き
れ
な
い
と
の
上
申
が
、
第
五
課
長
頓
野
馬
彦
の
比
較
試
験
実
施
決
定
に
大

き
く
作
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。
秋
田
県
の
比
較
試
験
制
度
は
こ
の
様
な
事
情

で



誕
生
し
た
た
め
、
全
県
を
施
行
範
囲
と
し
、
か
つ
第
五
課
学
務
掛
に
よ
る
管
理

の
強
い
も
の
に
な

っ
た
。

ま
た
、

「
比
較
試
験
心
得
」

の
制
定
は
、
小
学
教
則
改
正
調
査
を
考
慮
し
て

師
範
学
校

で
の
原
案
票
議
を
経
て
行
な
わ
れ
た
。
明
治
十

一
年
に
お
い
て
も
、

来
る
べ
き
教
則
改
正
に
対
応
で
き
る
比
較
試
験
制
度
が
指
向
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
明
治
十

一
年
の
比
較
試
験
制
度
は
、
翌
十
二
年
二
月
の

「
秋
田
県

小
学
教
則
」
改
正
に
対
応
で
き
ず
、
十
三
年
全
面
改
正
さ
れ
る
に
至
る
。
新
し

い
小
学
教
則
は
、
従
来
の
画

一
主
義
を
廃
し
、
高
等
小
学

（在
学
八
年
制
）
、

尋
常
小
学

（
在
学
六
年
制
）
、
村
落
小
学

（在
学
三
年
制
）
の
三
種
の
教
則
を

編
成
し
、
選
択
を
地
域
住
民
の
希
望
に
任
せ
る
も
の
だ

っ
た
。
こ
の
教
則
が
実

施
さ
れ
る
と
、
同
年
齢
の
生
徒
で
も
、
在
校
す
る
学
校
の
教
則
に
よ

っ
て
各
科

目
の
学
習
内
容
に
差
が
生
じ
る
。
こ
の
状
態
で
各
校
よ
り
生
徒
を
集
め
、
前
年

同
様
に
比
較
試
験
を
実
施
し
て
も
正
確
な
結
果
は
出
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

教
則
改
正
を
念
頭
に
入
れ
て
い
た
筈
の
比
較
試
験
制
度
が
、
実
際
の
改
正
に

対
応
で
き
な
か

っ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

「
比
較
試
験
心
得
」
の
制
定
は
、

明
治
十

一
年
十
月
四
日
で
あ
る
。
が
、
前
月
十
六
日
に
開
か
れ
た

「
小
学
教
則

改
正
臨
時
会
議
」
は
、
教
則
を
正
則
変
則
に
分
か
つ
こ
と
を
決
議
し
た
の
み
で

あ

っ
た
。
師
範
学
校
で
の
教
則
改
正
作
業
は
、
十

一
年
秋
期
比
較
試
験
の
実
施

中
続
け
ら
れ
、
翌
年
に
至

っ
た
。
ゆ
え
に
、
明
治
十

一
年
に
は
、
改
正
内
容
を

比
較
試
験
制
度
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
十
三
年
の
改
正
に
よ
り
、

「
比
較
試
験
法
」
は
新
し
い
小
学
教
則
に
対

応
可
能
と
な
り
、
自
由
教
育
令
期
の
秋
田
県
に
お
い
て
、
学
校
教
育
後
退
に
対

の
比
較
試
験
法
成
立
に
関
す
る
若
干
の
史
料

す
る
若
千
の
防
波
堤
と
な
り
え
た
。
そ
の
画
期
的
な
改
正
の
内
容
に

つ
い
て
は
、

次
の
機
会

に
稿
を
改
め
て
紹
介
し
た
い
。

註（
１
）
　

「
学
制
」
第
四
十
八
章
、

「
日
本
近
代
教
育
百
年
史
　
第
三
巻
　
学
校
教

育
１
」
国
立
教
育
研
究
所
　
一
九
七
四
年
　
五
三
二
ペ
ー
ジ

（
２
）
　

堀
松
武

一
「
明
治
前
期
に
お
け
る
小
学
試
験
法
の
実
態
」

（
『
教
育
学
研

究
』
第
二
八
巻
第
二
号
所
収
）

一
一
二
ペ
ー
ジ

（
３
）
　

天
野
郁
夫

「
試
験
の
社
会
史
」
東
京
大
学
出
版
会

　
一
九
八
三
年
　
・イ』
六

２
七
八
ペ
ー
ジ

（
４
）
　

前
掲

「
日
本
近
代
教
育
百
年
史
　
第
二
巻
」
五
三
三
‘
五
三
四
ペ
ー
ジ
、

ま
た
、
秋
田
県
に
お
い
て
は
、
小
試
験
、
定
期
試
験
、
大
試
験
、
臨
時
試

験
、
比
較
試
験
の
名
称
で
実
施
さ
れ
た
。

（
５
）
　

堀
松
、
前
掲
論
文
に
は
、

「
山
梨
教
育
学
会
雑
誌
」
よ
り
明
治
十
九
年
の

「
小
学
臨
時
会
同
試
験
」
が
教
育
界
の

一
大
行
事
と
し
て
実
施
さ
れ
た
こ

と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

明
治
十

一
年

「
本
県
達
書
留
」
　

乙
第
百
十
三
番
　
秋
田
県
公
文
書
館

明
治
十
三
年

「
本
県
達
書
」
　

乙
第
八
十
七
号
、
同
第
九
十
二
号
　
秋
田

県
公
文
書
館

明
治
十
六
年

「
本
県
達
留
」
　

乙
第
四
十
五
号
　
秋
田
県
公
文
書
館

「
秋
田
県
教
育
史
　
第
五
巻
　
通
史
編

一
」
秋
田
県
教
育
委
員
会

　

一
九

一
（
）
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明
治
十

一
年
の
比
較
試
験
法
成
立
に
関
す
る
若
千
の
史
料

八
五
年
　
九
六
五
―
九
六
七
ペ
ー
ジ
、
及
び
、
明
治
四
十
三
年

「
秋
田
県

県
令
全
書
」
　

訓
令
甲
第

一
二
号
　
秋
田
県
公
文
書
館

（
１０
）
　

「
秋
田
県
教
育
史
　
第

一
巻
　
資
料
編

一
」
秋
田
県
教
育
委
員
会
　
一
九

八

一
年

（
以
下
、

「
資
料
編

一
」
）
二
五

一
番

（
１１
）
　

明
治
八
年

「
本
県
達
書
留
」
秋
田
県
第
十
八
番
で
は
、
首
部
校
に
つ
い
て

「
之
ヲ
其
区
ノ
表
準
ト
ナ
シ
他
校
ヲ
シ
テ
之

二
照
準
セ
シ
メ
百
事

一
定
ノ

方
法

二
帰
セ
シ
メ
ン
ト
ス
」
と
記
し
て
い
る
。
月

一
回
、
学
区
取
締
が
首

部
校
に
出
張
し
た
際
、
区
内
各
小
学
校
の
教
員
が
会
集
し
、
学
事
上
諸
般

に
つ
き
質
問
や
議
論
が
な
さ
れ
た
。
　

秋
田
県
公
文
書
館

（
・２
）
　

「
資
料
編

一
」
二
四
四
番
、
県
令
石
田
英
吉
は
、
明
治
九
年
に
教
育
振
興

の
た
め
首
部
校
で
臨
時
に
各
校
選
抜
生
徒
の
試
験
を
実
施
し
、
翌
十
年
以

後
も
同
様
の
試
験
の
実
施
を
計
画
し
て
い
た
。
し
か
し
、
制
度
化
以
前
の

臨
時
の
も
の
で
あ
り
、
十

一
年
の

「
比
較
試
験
法
」
と
の
直
接
の
繋
が
り

は
見
出
だ
せ
な
い
。

（
・３
）
　

「
資
料
編

一
」
八
九
番
、
明
治
六
年
以
後
、
小
区
副
区
長
の
給
与
は
区
戸

長
同
様
に
民
費
負
担
で
あ
り
、
副
区
長
の
廃
止
で
四
八
小
区
分
の
給
与
費

が
削
減
さ
れ
た
。

明
治
十
年

「
本
県
触
示
留
」
第

二
百
六
十
八
番
　
秋
田
県
公
文
書
館

一
〇
四

南
秋
田
郡
、
河
辺
郡
）
に
折
戸
亀
大
郎
、
第
十

一
番
中
学
区

（同
山
本
郡
、

北
秋
田
郡
、
鹿
角
郡
）
に
麓
長
治
、
第
十
二
番
中
学
区

（同
平
鹿
郡
、
仙

北
郡
）
に
高
垣
重
明
、
第
十
二
番
中
学
区

（同
由
利
郡
、
雄
勝
郡
）
に
源

間
敬
義
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

（
‐９
）

折
戸
亀
太
郎
は
、
明
治
七
年
に
県
の
教
員
養
成
機
関
で
あ
る
伝
習
学
校
を

第

一
期
生
と
し
て
卒
業
し
、
帰
郷
後
、
同
期
卒
業
の
川
村
左
学
、
斎
藤
麟

道
ら
と
と
も
に
花
輪
学
校
設
立
に
尽
力
し
た
。
明
治
八
年
、
同
校
在
職
中
、

上
等
小
学
校
伝
習
生
に
選
抜
さ
れ
、
そ
の
後
、
明
治
九
年
、
同
校
教
員
か

ら
、
大
平
学
校

（伝
習
学
校
の
後
身
）
傭
教
員
に
抜
燿
さ
れ
た
。
奉
職
中
、

格
段
の
勉
励
を
認
め
ら
れ
慰
労
金
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
明
治
十

一
年

一

月
に
学
務
御
用
掛
に
抜
燿
さ
れ
た
。
学
務
御
用
掛
と
し
て
県
庁
下
を
含
む

第
十
番
中
学
区
に
配
属
さ
れ
た
後
、
明
治
十
四
年
ま
で
、
比
較
試
験
法
の

制
定
、
改
正
、
実
施
手
続
き
作
成
等
の
中
心
的

ス
タ
ッ
フ
と
な
る
。

（
２０
）
　

「
資
料
編

一
」
九
四
番
そ
の

（
一
）
、

「
学
区
取
締
事
務
取
扱
手
続
」
に

第
三
章

「
各
校
巡
回
出
張
ノ
事
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

（
２．
）
　

「
資
料
編

一
」
二
四
六
番
、

二
五

一
番
に
文
部
省
巡
視
官
の
報
告
し
た
明

治
十
年
当
時
の
秋
田
県
教
員
の
実
態
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
２２
）

頓
野
馬
彦
は
、
山
口
県
士
族
の
出
身
で
、
明
治
六
年
青
森
県
庁
に
出
仕
し
、

同
七
年
に
県
中
属
で
免
官
し
た
後
、
秋
田
県
の
学
務
掛
を
申
し
付
け
ら
れ

た
。
明
治
九
年
に
第
五
課
長
と
第

一
課
駅
逓
掛
、
太
平
学
校
副
校
長
を
兼

務
、
同
十
年
以
来
、
第
五
課
長
と
大
平
学
校
校
長
、
秋
田
病
院
院
長
を
兼

務
し
て
い
た
。
折
戸
亀
太
郎
の
学
務
御
用
掛
抜
櫂
に
、
頓
野
の
意
見
が
影
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「
資
料
編

一

「
資
料
編

一

「
資
料
編

一

「
資
料
編

一

九

一
番
、
九
二
番

九
〇
番

九
四
番
そ
の

（
三
）

一
一
八
番
に
よ
る
と
、
第
十
番
中
学
区

（現
在
の
秋
田
市
、



響
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
２３
）
　

「
資
料
編

一
」
三
三
八
番

（
２４
）
　

明
治
十

一
年
二
月
三
日
改

「
秋
田
県
職
員
録
」
　

秋
田
県
公
文
書
館

大
野
光
編
の
七
等
属
は
、
学
務
掛
中
の
最
上
席
で
あ

っ
た
。

（
２５
）
　

明
治
十

一
年

「
本
県
達
留
」
　

秋
田
県
公
文
書
館
　
乙
第
百
六
十
二
番
に

よ
り
改
正
。

（
２６
）
　

「
資
料
編

一
」
三
四
四
番

（
２７
）
　

「
資
料
編

一
」
三
二
八
番

（
２８
）
　

　

同

（
２９
）
　

明
治
十

一
年
文
部
省
布
達
第
四
号

（
３０
）
　

一
資
料
編

一
」
二
八
九
番
、
明
治
十

一
年
九
月
十
六
日
の
小
学
教
則
会
議

開
催
に
あ
た

っ
て
、
県
令
代
理
白
根
専

一
大
書
記
官
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

「
先
キ
ニ
本
県
上
下
等
小
学
教
則
ヲ
撰
定
ス
ト
雖
モ
草
創

二
属
ス
ル
ガ
故

二
其
完
全
ヲ
尽
ス
能

ハ
ズ
且
高
尚

二
過
ク
ル
ノ
嘆
ナ
キ
能

ハ
ズ
抑
学
制
施

設
ノ
緩
急
人
心
奨
励
ノ
手
段

二
於
テ
ハ
時

二
応
シ
地

二
隋
ヒ
適
宜
ノ
措
置

「
資
料
編

一
」
三
二
八
番

天
野
、
前
掲
書
　
八
八
―
八
九
ベ
ー
ジ

「
資
料
編

一
」

二
九

一
番

明
治
十
二
年
五
月
二
十
八
日
、
乙
第
四
十
八
号
に
よ
り

「
比
較
試
験
法
」

が
改
正
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
大
筋
は
前
年
の

「
比
較
試
験
法
」
と
施
行

細
則

「
比
較
試
験
心
得
」
の

一
本
化
に
過
ぎ
ず
、
大
き
な
改
革
は
見
ら
れ

な
い
。
ま
た
、
乙
第
四
十
八
号
で
は
、
新
し
い
小
学
教
則

へ
の
移
行
期
間

を
考
慮
し
、
こ
の
年
の
比
較
試
験
に
限
り
暫
定
的
に
旧
教
則
よ
り
出
題
す

る
こ
と
が
通
達
さ
れ
た
。

「
資
料
編

一
」

二
八
九
番

「
資
料
編

一
」

二
八
九
番

（
公
文
書
課
主
事
　
・し
ば
た
　
ル
一も
あ
き
）

一
´
二

，

ナ
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
…
…
」

（
３．
）
　

「
資
料
編

一
」
四

一
〇
番
、

（
３２
）
　

一
資
料
編

一
」

一
一
九
番
、

く
学
務
御
用
掛
の
青
木
定
謙

（第
十
二
番
中
学
区
担
当
）

さ
れ
て
い
る
。

四

一
一
番

三
三
九
番
　
比
較
試
験
実
施
前
に
は
、
同
じ

（第
十

一
番
中
学
区
担
当
）
と
河
原
田
熊
蔵

か
ら
も
、
比
較
試
験
法
に
つ
き
質
問
が
提
出

明
治
十

一
年
の
比
較
試
験
法
成
立
に
関
す
る
若
千
の
史
料
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二冥
　
報

二冥
　
報

（
平
成
五
年
四
月
２
十
二
月
）

一
　

展
示

〇
公
文
書
課
企
画
展
示

「
公
文
書
で
読
む
明
治
の
学
校
教
育
」

期
間
　
八
月
十
六
日
（
火
）―
九
月
十
六
日
（
金
）

公
文
書
課
で
は
今
年
度
、
書
庫
の
戦
前
県
庁
文
書

の
中
よ
り
明
治
期
の
学
校
教
育
関
係
の
簿
冊
を
六
十

点
選
び
、
企
画
展
示
を
行
な

っ
た
。
収
蔵
資
料
の
紹

介
と
と
も
に
、
公
文
書
に
基
づ
い
た
教
育
施
策
の
変

遷
を
辿
り
、
秋
田
県
の
学
校
教
育
の
発
展
過
程
を
明

ら
か
に
す
る
の
が
目
的
で
あ

っ
た
。

展
示
で
は
、
明
治
五
年
の

「
学
制
」
施
行
以
後
を

五
コ
ー
ナ
ー
よ
り
構
成
し
、
秋
田
県
の
初
等
、
中
等

教
育
に
関
わ
る
資
料
を
年
代
順
に
紹
介
し
た
。

「
学
制
期
の
初
等
教
育
」

コ
ー
ナ
ー
で
は
、
明
治

五
年
か
ら
同
十
二
年
ま
で
を
対
象
と
し
た
。
こ
こ
で

は
、
官
立
小
学
校
設
立
ま
で
の
資
料
の
他
、
秋
田
県

独
自
の
教
員
養
成
機
関
に
関
わ
る
資
料
も
展
示
し
た
。

「
教
育
令
期
の
初
等
教
育
」

コ
ー
ナ
ー
で
は
、
明

治
十
二
年
か
ら
同
十
九
年
ま
で
を
対
象
と
し
た
。
こ

こ
で
は
、
自
由
教
育
令
に
よ
り
登
場
し
た
学
務
委
員

の
選
挙
規
定
、
県
内
各
地
で
結
成
さ
れ
た
教
育
会
に

関
わ
る
資
料
を
紹
介
し
た
。

「
小
学
校
今
期
の
初
等
教
育
」

コ
ー
ナ
ー
で
は
、

明
治
十
九
年
か
ら
同
四
十
五
年
ま
で
を
対
象
と
し
た
。

お
も
な
展
示
資
料
は
、
教
育
勅
語
謄
本
、
日
清
、
日

露
戦
争
下
の
教
育
行
政
文
書
、
平
田
篤
胤
と
佐
藤
信

淵
の
顕
彰
関
係
文
書
で
あ
る
ｃ

一
初
期
の
中
等
教
育
」

コ
ー
ナ
ー
で
は
、
明
治
六

年
か
ら
同
十
九
年
ま
で
を
対
象
と
し
た
。
こ
こ
で
は
、

明
治
十
五
年
の
秋
田
中
学
校
設
立
に
関
す
る
資
料
を

中
心
に
、
あ
わ
せ
て
医
学

・
獣
医
学
等
の
専
門
教
育

機
関
の
先
駆
け
に
も
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
。

中
学
校
令
期
の
中
等
教
育
」

コ
ー
ナ
ー
で
は
、

明
治
十
九
年
か
ら
同
四
十
五
年
ま
で
を
対
象
と
し
た
。

こ
こ
で
は
中
等
教
育
の
普
及
を
テ
ー
マ
に
、
大
館
、

横
手
、
本
荘
の
中
学
校
開
設
に
関
す
る
資
料
を
と
り

あ
げ
た
。
ま
た
、
高
等
女
学
校
の
開
設
や
、
農
学
校
、

工
業
学
校
な
ど
実
業
学
校
開
設
に
関
わ
る
資
料
を
紹

介
し
た
他
、
私
立
の
中
等
教
育
機
関
も
と
り
あ
げ
た
。

展
示
期
間
中
、
学
校
生
徒
、
職
員
の
他
、
旧
制
中

学
Ｏ
Ｂ
の
観
覧
も
あ
り
、
す
こ
ぶ
る
好
評
を
得
た
。

（柴
田
　
知
彰
）

○
古
文
書
課
企
画
展
示

「
秋
田
藩
の
修
史
事
業
―
佐
竹
家
譜
の
編
纂
―
」

期
間
　
十

一
月
二
日
（
水
）―
三
十
日
（
水
）

古
文
書
課
担
当
の
企
画
展
示
で
は
、

「佐
竹
家
譜
」

の
編
纂
過
程
を
中
心
と
し
て
、
秋
田
藩
の
修
史
事
業

の

一
環
を
紹
介
し
た
。

展
示
構
成
と
し
て
は
、
各
家
譜
の
内
容
か
ら
以
下

の
①
ｌ
⑤
の
五
期
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
編
纂
担

当
者
に
関
す
る
記
録
を
示
す
と
と
も
に
、
各
時
期
の

で
き
ご
と
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
形
を
と

っ
た
。

一
〇
六

①
義
宣
家
譜
の
成
立
ま
で

②
義
隆
家
譜
―
義
格
家
譜

③
義
峯
家
譜
―
義
敦
公
譜

④
義
和
公
譜
の
成
立

⑤
義
厚
公
譜
の
成
立

秋
田
藩
の
修
史
事
業
は
、
元
禄
期
の
岡
本
元
朝
の

登
場
に
よ

っ
て
本
格
化
す
る
。

「
義
光
家
譜

一
か
ら

「
義
宣
家
譜
」
ま
で
の
原
型
は
こ
の
時
期
に
ま
と
め

ら
れ
、
そ
の
編
纂
に
は
、
中
村
光
得
が
深
く
関
わ

っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る

（①
）
。

②
以
降
は
編
纂
方
針
が
大
き
く
変
わ

っ
た
。
ま
た

③
以
降
、
家
譜
と
と
も
に

「
引
証
本
」
が
編
纂
さ
れ

た
。
こ
れ
ま
で
佐
竹
義
和
の

一
代
記
と
い
わ
れ
て
き

た

「
御
亀
鑑
」
は
、

「
義
和
公
譜
」
の
引
証
本
と
し

て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

（④
）
。

家
譜
編
纂
は
、
文
書
所

（
の
ち
記
録
所
）
職
員
を

中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
。
安
永
七
年

（
一
七
七
八
）

の

「
御
殿
焼
失
」

（
久
保
田
城
本
丸
焼
失
）
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
文
書

・
記
録
類
の
焼
失
と
い
う

大
事
件
に
、
編
纂
担
当
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
対
処

し
た
か
。
こ
の
時
の
様
子
を
伝
え
る
史
料
が
存
在
す

る

（③
）
。

今
回
の
展
示
の
導
入
部
分
で
は

「権
現
様
御
判
物
」

を
示
し
た
。
関
ヶ
原
の
戦
に
お
け
る
義
宣
の
立
場
を

ど
う
記
述
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
編
纂
担
当
者
た

ち
に
と

っ
て
大
き
な
問
題
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
義
宣
家
譜
」
で
は
、

「
古
老
の
説
」
に
対
し
て
、

具
体
的
に
史
料
を
示
し
て
そ
の
誤
ま
り
を
正
そ
う
と



す
る
姿
勢
が
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る

（①
）
。
家
譜

編
纂
担
当
者
か
ら
、
公
文
書
館
で
史
料
整
理
に
あ
た

る
上
で
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
。

（伊
藤
　
勝
美
）

一
一　
講
座

○
古
文
書
解
読
講
座

今
年
度
古
文
書
課
が
担
当
し
た
講
座
は
、
以
下
の

二
つ
で
あ
る
。

一
、
第

二
十
四
回
古
文
書
解
読
研
究
会

県
立
秋
田
図
書
館
主
催
で
昭
和
四
十
六
年
に
始
ま

っ

た
解
読
研
究
会
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
昨
年
度

は
開
館
を
迎
え
る
過
渡
期
で
も
あ
り
、
第

二
十
三
回

の
講
座
は
、
平
成
五
年
九
月
に
能
代

・
横
手
会
場

（文
書
広
報
課
主
催
）
、
開
館
後
の
平
成
六
年

一
月

に
秋
田
会
場

（公
文
書
館
主
催
）
と
二
期
に
分
け
て

の
開
催
と
な

っ
た
。
今
年
度
は
平
成
六
年
六
月
―
七

月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。
午
前
二
時
間

。
午
後
二
時

間
と
い
う
長
時
間
に
わ
た
る
が
、
概
略
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

○
県
北
地
区

（
六
月
三
十
日
）

１
会
場
　
大
館
市
立
中
央
公
民
館

２
参
加
者
　
四
十
四
名

３
使
用
テ
キ
ス
ト
と
担
当
者

（
講
師
）

。

「
天
樹
院
様
新
調
御
家
譜
差
上
候
節
記
録
」

（伊
藤
勝
美
）

。

「
宇
都
宮
孟
綱
日
記
」

彙
　
報

「
御
所
預
井
組
下
関
係
控
」

（菊
池
保
男
）

○
中
央
地
区

（
七
月
七
日
）

１
会
場
　
秋
田
県
公
文
書
館

２
参
加
者
　
八
十
名

３
使
用
テ
キ
ス
ト
と
担
当
者

（講
師
）

。

「
大
正
寺
川
下

一
件
留
書
」

「
雄
物
川

一
件
御
記
録
」
　

（越
中
正

一
）

。

「
佐
竹
義
宣
書
状
」
　

　

　

（柴
田
次
雄
）

○
県
南
地
区

（
七
月
十
四
日
）

ｌ
会
場
　
湯
沢
雄
勝
広
域
セ
ン
タ
ー

２
参
加
者
　
八
十
六
名

３
使
用
テ
キ
ス
ト
と
担
当
者

（講
師
）

。

「
宇
都
宮
孟
綱
日
記
」

「
雄
勝
郡
村
々
御
検
使
箇
条
書
」（菊

池
保
男
）

。

「
国
典
類
抄
」

「
佐
竹
北
家
日
記
」

「
佐
竹
南
家
日
記
」
　

　

　

（湊
健
三
郎
）

県
北

。
県
南
地
区
で
は
大
館
市
と
湯
沢
市
の
教
育

委
員
会
の
協
力
を
い
た
だ
き
、
非
常
に
ス
ム
ー
ズ
に

出
来
た
。

こ
れ
ま
で
市
町
村
教
育
委
員
会
に
参
加
者
の
と
り

ま
と
め
を
依
頼
し
て
い
た
が
、
公
文
書
館
主
催
と
な
っ

て
か
ら
は
個
人
が
直
接
申
し
込
む
方
式
に
切
り
換
え

た
。
参
加
者
の
大
部
分
に
は
こ
の
主
旨
を
理
解
し
て

い
た
だ
い
た
と
思
う
。

秋
田
会
場
は
、
会
場
の
せ
ま
さ
か
ら
参
加
者
数
を

制
限
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
会
場
を
二
室
に
し
、

講
師
は
午
前

。
午
後
あ
わ
せ
て
四
時
間
と
い
う

ハ
ー

ド
ス
ヶ
ジ

ュ
ー
ル
を
こ
な
し
た
が
、
講
座
の
あ
り
方

に
つ
い
て
大
き
な
課
題
を
残
し
た
。

二
、
初
め
て
学
ぶ
方
の
た
め
の
古
文
書
解
読
講
座

表
題
の
通
り
、

「
初
め
て
学
ぶ
方
」
を
対
象
に
、

「
古
文
書
解
読
の
基
礎
的

。
基
本
的
な
こ
と
が
ら
を

学
び
、
そ
の
楽
し
さ
や
意
義
を
理
解
」
す
る
こ
と
と

「
古
文
書
及
び
公
文
書
の
保
存
と
活
用
の
重
要
性
に

っ
い
て
も
」
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

今
年
度
初
め
て
開
催
さ
れ
た
。
概
略
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

期
日
　
十

一
月
四
日

（講
座
①

。
②
）
、
十

一
日

（講
座
③

。
④
）
、
十
八
日

（講
座
⑤

・

⑥
）
、
各
午
後

二
時
２
四
時
半

（講
座

一

コ
マ
は
六
十
分
）

会
場
　
秋
田
県
公
文
書
館

（多
目
的
ホ
ー
ル
）

参
加
者
　
四
十
九
名

（申
込
五
十
名
）

内
容
と
担
当
者

（講
師
）

講
座
①
　
ｌ
近
世
文
書
の
文
体

（候
文
）
の
特

色
を
知
る
。
２

「
候
」

の
文
字
を
使

っ

た
多
様
な
用
例
を
知
り
、
意
味
を
理
解

す
る
。
　
　

　

　

　

　

（柴
田
次
雄
）

講
座
②
　
ｌ
近
世
文
書
に
頻
出
す
る
漢
文
的
な

用
例
と
用
語
を
知
る
。
２
送
り
仮
名

（助
詞
）
の
漢
字
当
て
字
の
用
例
を
知
る
。

（伊
藤
勝
美
）

講
座
③
　
ｌ
特
色
あ
る
当
て
字
の
用
例
を
知
る
。

２
十
千
十
二
支

。
月
の
異
称

。
時
刻
の



彙
　
報

表
記
を
知
り
、
異
体
字
の
例
を
知
る
。

（越
中
正

一
）

講
座
④
　
演
習
　
近
世
文
書
を
読
む

（
「
国
典

類
抄
」
と

「
御
亀
鑑
」
）

（湊
健
三
郎
）

講
座
⑤
　
演
習
　
近
世
文
書
を
読
む

（
「
国
典

類
抄
」
）
　

　

　

　

　

（菊
池
保
男
）

講
座
⑥
　
講
義
　
古
文
書
の
保
存
と
活
用
に
つ

い
て
　
　
　
　
　
　
　
（菊
池
保
男
）

講
座
の
主
旨
か
ら
定
員
五
十
名
と
し
た
が
、
読
み

書
き
す
る
に
は
会
場
の
明
る
さ
が
足
り
な
い
な
ど
、

課
題
が
残

っ
て
い
る
。

（伊
藤
　
勝
美
）

〓
一　
研
修

。
協
議
会

○
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
全
国

大
会平

成
六
年
十
月
十
九
日
―

二
十

一
日
の
三
日
間
、

こ
の
大
会
に
参
加
し
た
。
私
の
よ
う
に
、
過
去
三
十

年
本
庁
農
政
畑
だ
け
で
過
ご
し
て
き
た
者
に
と

っ
て
、

総
務
部
系
あ
る
い
は
教
育
委
員
会
系
の
こ
の
よ
う
な

大
会
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
大
変
も
の
珍
し
く
も
あ

り
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ

っ
た
。

最
も
印
象
に
残

っ
た
点
は
、
こ
の
大
会
の
参
加
者

の
多
様
性
で
あ
る
。
農
業
政
策
な
ど
の
場
合
、
ほ
と

ん
ど
利
害
関
係
を
同
じ
く
す
る
か
、
反
対
か
中
立
か

な
ど
、
参
加
者
の
立
場
が
そ
ん
な
に
分
か
り
に
く
い

こ
と
は
な
い
が
、
こ
の
大
会
の
参
加
者
は
、
個
人
研

究
者
、
ミ
ニ
地
域
館
、
県
教
育
委
員
会
系
の
館
、
県

知
事
部
局
系
の
館
、
そ
れ
に
未
設
置
の
県
の
文
書
担

当
課
、
大
学
の
歴
史
研
究
室
、

マ
ス
マ
、

そ
れ
に

企
業
の
史
料
室
な
ど
ま
で
広
範
囲
で
あ

っ
て
、

つ
か

ま
え
ど
こ
ろ
の
な
い
感
じ
で
あ

っ
た
。

本
館
で
は
解
決
済
み
の
課
題
で
も
、
他
の
会
員
で

は
ま
だ
ま
だ
の
と
こ
ろ
も
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
が
分

か

っ
た
が
、
事
務
局
の
多
大
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
組
織
が
こ
の
ま
ま
続
い
て
い
っ
て
も
、
果

た
し
て
課
題
の
解
決
に
前
進
し
て
い
け
る
の
か
や
や

疑
間
を
感
じ
た
。

次
に
興
味
深
か
っ
た
こ
と
は
、
公
文
書
館
の
制
度

が
法
の
細
則
も
な
に
も
な
い
地
方
分
権
型
制
度
で
あ

る
点
で
あ
る
。
大
会
の
メ
ー
ン
テ
ー
マ
で
あ
る

「
文

書
館
制
度
の
拡
充
」
に
つ
い
て
、
国
が
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
な
い
と
い
う
ふ
う
に
受
け
取
る
べ
き
な

の
か
、
そ
れ
と
も
、
地
方
分
権
型
の
政
策
な
ら
ば
あ

ま
り
国
は
関
与
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
べ
き
な
の

か
、
長
い
間
タ
テ
割
り
行
政
に
な
れ
て
き
た
私
に
と
っ

て
、
す
ぐ
に
は
判
断

つ
き
に
く
い
問
題
で
あ
る
。
大

会
初
日
の
入
門

コ
ー
ス
型
の
講
義
で
は
、
本
県
の
事

例
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
県
立
図
書
館
か
ら
の

古
文
書
部
門
の
移
管
を
、
全
国
に
よ
き
先
例
を
残
し

て
く
れ
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。
ま

た
、
公
文
書
の
引
き
継
ぎ
も
全
国
に
少
な
い
事
例
で
、

そ
の
あ
と
の
評
価
選
別
も
大
い
に
注
目
し
て
い
き
た

い
と
さ
れ
て
お
り
、
本
庁
で
は
農
政
部
以
外
ほ
と
ん

ど
知
ら
な
か

っ
た
私
に
と

っ
て
、
総
務
部
の
機
関
で

一
〇
八

開
館
ま
も
な
い
公
文
書
館
が
、
す
で
に
こ
の
よ
う
に

注
目
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
意
外
で
あ

っ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
発
言
の
な
か
で
は
、
や
は
り
先

輩
館
の
山
口
県
文
書
館
の
方
の
発
言
が
印
象
的
だ

っ

た
。

ア
メ
リ
カ
映
画

「
Ｊ
Ｆ
Ｋ
」
を
引
き
合
い
に
出

し
て
館
の
在
り
方
を
説
く
な
ど
は
、
文
書
館
の
在
り

方
に
つ
い
て
優
れ
た
研
究
を
重
ね
、
歴
史
あ
る
館
か

ら
で
な
け
れ
ば
出
て
こ
な
い
発
言
で
は
な
い
か
と
い

う
気
が
し
た
。

公
文
書
館
と
い
う
も
の
の
奥
の
深
さ
を
、
少
し
は

感
じ
た
よ
う
な
気
が
し
た
こ
と
が
、
私
の
収
穫
と
言

え
そ
う
で
あ
る
。

（海
沼
　
国
栄
）

○
史
料
管
理
学
研
修
会

平
成
六
年
度
史
料
管
理
学
研
修
会

（短
期
研
修
課

程
）
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

主
催
　
国
文
学
研
究
資
料
館
　
史
料
館

会
場
　
新
潟
市

（新
潟
会
館
、
新
潟
県
立
文
書
館
）

期
日
　
平
成
六
年
十

一
月
七
日
―
十
二
日

参
加
者
　
一二
十
三
名

（北
海
道
―
沖
縄
）

カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
の
概
要

Ｉ
文
書
館
総
論

（①
現
代
の
文
書
館
と
ア
ー
キ

ビ
ス
ト
の
役
割
）

Ⅱ
記
録
史
料
論

（①
記
録
史
料
論
総
論
及
び
近

現
代
史
料
論
、
②
近
世
史
料
論
Ｉ
、
③
近

世
史
料
論
Ⅱ
）

Ⅲ
記
録
史
料
管
理
論

（①
官
公
庁
文
書
の
評
価

と
移
管
、
②
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集
、



③
史
料
整
理
と
目
録
作
成
の
理
論
、
④
同

実
務
、
⑤
史
料
の
保
存
環
境
と
劣
化
損
傷

要
因
、
⑥
史
料
の
劣
化
損
傷
の
予
防
、
⑦

劣
化
損
傷
史
料
の
保
存
修
復
、
③
史
料
の

利
用
と
普
及
活
動
）

Ⅳ
史
料
管
理
の
実
際

（①
新
潟
県
立
文
書
に

お
け
る
史
料
管
理
）

一
日
四
コ
マ

（
一
コ
マ
九
十
分
）
の
研
修
が
六
日

連
続
で
行
わ
れ
た
。
今
回
の
研
修

で
得
た
こ
と
を
館

の
業
務
に
ど
う
活
か
し
て
い
く
か
が
大
き
な
課
題
で

あ
る
。

（伊
藤
　
勝
美
）

○
公
文
書
館
等
職
員
研
修

第
七
回
公
文
書
館
職
員
等
研
修
会
は
十

一
月
十
四

日
２
十
八
日
ま
で
国
立
公
文
書
館
を
会
場
と
し
て
行

わ
れ
た
。

受
講
者
は
公
文
書
館
、
各
省
庁
及
び
地
方
公
共
団

体
に
お
い
て
文
書
の
管
理

・
保
存

・
利
用
等
の
業
務

に
携
わ

っ
て
い
る
人
達
で
、
各
公
文
書
館
と
は
勿
論
、

文
書
の
作
成

（送
り
手
）
側
と
も
交
流
を
持

つ
こ
と

が
出
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
認
識
や
幅
広
い
人
的

ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
き
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
て
今
後

の
大
き
な
財
産
と
な

っ
た
。

ま
た
、
研
修
内
容
も
公
文
書
の
移
管
手
順

・
古
文

書
の
収
集
整
理
等
日
常
業
務
に
関
係
し
た
こ
と
は
勿

論
、
公
文
書
の
歴
史
的
意
義
や
世
界
の
公
文
書
館
の

現
状
、
情
報
化

へ
の
対
応
等
多
岐
に
わ
た
り
、
公
文

書
館
が
置
か
れ
て
い
る
現
状
や
今
後
の
取
り
組
み
か

彙
　
報

た
に
つ
い
て
認
識
出
来
た
充
実
し
た
内
容
で
あ

っ
た
。

ま
た
問
題
意
識
を
も

っ
て
講
義
に
臨
み
、
終
了
後

に
活
発
な
質
問
を
だ
し
た
他
の
研
修
者
の
態
度
に
も

学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

今
回
の
研
修
の
成
果
を
今
後
の
業
務
に
積
極
的
に

活
用
し
て
い
き
た
い
。

（須
藤
　
健
吉
）

寄
贈
図
書
（本
館
所
蔵
資
料
の
出
版
掲
載
等
の
許
可

を
受
け
た
分
）

茨
城
県
資
料
（
中
世
編
Ｖ
）
　

　

茨
城
県
立
歴
史
館

北
区
史
研
究
（第
２
号
）
　

　

東
京
都
北
区
企
画
部

中
世
の
小
野
寺
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
寺
宏

白
い
国
の
詩
（
２
月
号
）
　
　
　
　
　
　
帥
創
童
社

米
代
川
　
　
　
　
　
建
設
省
森
吉
ダ
ム
エ
事
事
務
所

協
和
町
の
鉱
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
進
藤
孝

一

広
報
み
な
み
か
わ
ち
（
１
月
号
）

南
河
内
町
史
編
さ
ん
委
員
会

東
北
熊
谷
氏
族
史
料
　
　
　
東
北
熊
谷
氏
族
研
究
会

仙
台
市
史
（伊
達
政
宗
文
書
Ｉ
）仙

台
市
史
編
さ
ん
室

新
編
高
崎
市
史
（資
料
編
４
中
世
Ⅱ
）

高
崎
市
史
編
さ
ん
室

広
報
た
か
ね
ざ
わ
（
ヽ
４
０
９
）

高
根
沢
町
教
委
町
史
編
纂
委
員
会

木
精
（第
３
１
号
）　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
成

一
夫

梅
津
梅
隻
歌
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
田
憲
雄

土
崎
湊
御
蔵
パ
ソ
フ
レ
ッ
ト

船

コ
ア
ア
ン
ド
。ハ
ー
ト
ナ
ー
ズ

下
妻
市
史
（
中
）
　

　

　

下
妻
市
史
編
さ
ん
委
員
会

板
橋
区
史
（資
料
編
２
）
　

　

板
橋
区
史
編
さ
ん
室

川
里
村
史
（資
料
編
１
）
　

　

川
里
村
教
育
委
員
会

日
本
農
業
全
集
（
第
３
６
巻
）
　

　

　

　

　

農
文
協

木
精
（第
３
２
号
）　
　
　
　
　
　
　
　
一暴
成

一
夫

上
小
阿
仁
村
史
（
通
史
編
）

上
小
阿
仁
村
史
編
纂
委
員
会

各
公
文
書
館
か
ら
の
受
入
れ
図
書

外
務
省
外
交
史
料
館

外
交
史
料
館
報
（第
７
号
）

国
立
公
文
書
館

北
の
丸
（第
２
６
号
）

国
立
公
文
書
館
年
報
（第
２
３
号
）

北
海
道
立
文
書
館

研
究
紀
要
（第
９
号
）

北
海
道
立
文
書
館
史
料
集
（
第
９
）

北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
公
文
書
件
名
目
録
（
９
）

福
島
県
歴
史
資
料
館

福
島
県
歴
史
資
料
研
究
紀
要
（第
１
６
号
）

歴
史
資
料
館
収
蔵
資
料
目
録
（第
２
３
集
）

歴
史
資
料
館
収
蔵
資
料
目
録
（第
２
４
集
）

茨
城
県
立
歴
史
館

茨
城
県
史
研
究
（
第
７
２
号
）



一冥
　
報

茨
城
県
史
研
究
（
第
７
３
号
）

茨
城
県
史
料
（
中
世
編
Ｖ
）

茨
城
県
立
歴
史
館
蔵
書
目
録
■

般
図
書
２
）

茨
城
県
立
歴
史
館
蔵
書
目
録
（郷
土
資
料
２
）

栃
木
県
立
文
書
館

栃
木
県
立
文
書
館
年
報

群
馬
県
立
文
書
館

群
馬
県
立
文
書
館
年
報

群
馬
県
行
政
文
書
簿
冊
目
録
（第
６
集
）

群
馬
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
目
録
（
１
２
）

群
馬
県
史
収
集
複
製
資
料
目
録
（第
１
集
）

双
文
（
第
１
１
号
）

ぐ
ん
ま
史
料
研
究
（第
３
号
）

埼
玉
県
立
文
書
館

要
覧
（第
１
２
号
）

文
書
館
紀
要
（
第
７
号
）

埼
玉
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
目
録
（第
３
３
集
）

埼
玉
県
関
係
行
政
文
書
件
名
目
録
（戦
中
戦
後
期

編
Ｉ
）

埼
玉
県
関
係
行
政
文
書
件
名
目
録
（戦
中
戦
後
期

編
Ⅱ
）

千
葉
県
文
書
館

収
蔵
文
書
目
録
（第
６
集
）

千
葉
県
行
政
資
料
目
録

千
葉
県
史
研
究
（第
２
号
）

新
潟
県
立
文
書
館

新
潟
県
立
文
書
館
年
報
（第
２
号
）

新
潟
県
公
文
書
簿
冊
目
録
（
第
１
集
）

富
山
県
公
文
書
館

富
山
県
公
文
書
館
年
報
（第
７
号
）

富
山
県
行
政
文
書
目
録
（第
３
集
）

愛
知
県
公
文
書
館

愛
知
県
公
文
書
館
年
報
（第
８
号
）

大
阪
府
公
文
書
館

大
阪
府
行
政
資
料

。
刊
行
物
目
録
（第
３
集
）

鳥
取
県
立
公
文
書
館

行
政
資
料
目
録
（
追
録
第
２
号
）

鳥
取
県
立
公
文
書
館
年
報
（第
４
号
）

広
島
県
立
文
書
館

広
島
県
立
文
書
館
紀
要
（
第
３
号
）

広
島
県
立
文
書
館
事
業
年
報
（第
５
号
）

広
島
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
目
録
（第
１
集
）

広
島
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
目
録
（第
２
集
）

山
口
県
文
書
館

年
報

山
口
県
文
書
館
諸
家
文
書
目
録
（
１
）

山
口
県
文
書
館
蔵
行
政
資
料
目
録
（
２
）

山
口
県
内
所
在
史
料
目
録
（第
２
１
集
）

山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
（
第
２
１
号
）

香
川
県
立
文
書
館

香
川
県
行
政
資
料
目
録
（
上
）

香
川
県
行
政
資
料
目
録
（
中
）

香
川
県
行
政
資
料
目
録
（
下
）

藤
沢
市
文
書
館

藤
沢
市
文
書
館
紀
要
（第
１
７
号
）

藤
沢
市
史
研
究
（第
２
７
号
）

一
一
〇

大
阪
市
公
文
書
館

大
阪
市
公
文
書
館
研
究
紀
要
（第
６
号
）

大
阪
市
公
文
書
館
年
報
（
第
６
号
）

公
文
書
公
開
制
度
運
用
状
況
（
運
用
状
況
編
）

公
文
書
公
開
制
度
運
用
状
況
（
答
申
編
）

広
島
市
公
文
書
館

広
島
市
公
文
書
館
所
蔵
資
料
目
録
（第
１
７
集
）

広
島
市
公
文
書
館
所
蔵
資
料
目
録
（第
１
８
集
）

学
習
院
大
学
史
料
館

学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
（
第
７
号
）

秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要

平
成
七
年
二
月
二
〇
日
発
行

獅
篠
　
秋
田
県
公
文
書
館

秋
田
市
山
王
新
町

一

郵
便
番
号
　
〇

一
〇

電
話
（〇

一
八
八
）
六
六
―
八
三
〇

印
刷
　
株
式
会
社
　
塚
田
美
術
印
刷

秋
田
市
大
町

一
―
六
―
六

（
題
字
　
寿
松
本
　
毅
）
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